
奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

1

第１章 総則 第１節 目的 第２ 計画の基本
方針

　いつどこでも起こりうる地震による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保するためには、
公助として、防災関係機関がそれぞれ果たすべき役割を的確に実施していく必要がある。併せて、住民
一人一人が自発的に行う防災活動である自助や、身近な地域コミュニティや自主防災組織をはじめとし
た、地区内の居住者等が連携して行う防災活動である共助が必要であり、南海トラフ地震等の大規模地
震の発生が切迫化している近年、自助・共助の重要性はより一層高まっている。

　いつどこでも起こりうる地震による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保するためには、
公助として、防災関係機関がそれぞれ果たすべき役割を的確に実施していく必要がある。あわせて、住
民一人一人が自発的に行う防災活動である自助や、身近な地域コミュニティや自主防災組織をはじめと
した、地区内の居住者等が連携して行う防災活動である共助が必要であり、南海トラフ地震等の大規模
地震の発生が切迫化している近年、自助・共助の重要性はより一層高まっている。
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第１章 総則 第１節 目的 第２ 計画の基本
方針

（３）県、市町村、防災関係機関及び住民、企業それぞれの役割と連携 （３）防災関係機関及び住民、企業それぞれの役割と連携
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第１章 総則 第１節 目的 第５ 計画の構成 ２ 第２章 災害
予防計画

　地震災害発生に備えて、平常時からの教育、訓練等による防災行動力の向上を図る事項及び防災体
制、救援・救護体制等の整備や都市基盤の安全性強化を図る計画を示す。

　地震災害発生に備えて、平時からの教育、訓練等による防災行動力の向上を図る事項及び防災体制、
救援・救護体制等の整備や都市基盤の安全性強化を図る計画を示す。
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第３ 指定地方行
政機関

０　あ 近畿農政局【災害応急対策】
（新設）

近畿農政局【災害応急対策】
５.農地、農業用施設等（ 防災重点農業用ため池を含む）の被害情報収集、査定前着工（応急工事）の
指導
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第３ 指定地方行
政機関

０　あ 近畿地方環境事務所【災害復旧・復興】
（新設）

近畿地方環境事務所【災害復旧・復興】
３．被災者からの家庭動物（ペット）に関する相談窓口の設置、関係団体との連携によるトレーラーハ
ウスの設置による飼育スペースの確保　等

6

第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第３ 指定地方行
政機関

０　あ （新設） 近畿管区行政評価局（奈良行政監視行政相談センター）【災害復旧・復興】
１.被災者への生活支援情報の提供
２.専用電話を備えた相談窓口の開設
３.特別行政相談所の開設
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第４　自衛隊 ０　あ 陸上自衛隊第４施設団【災害応急対策】
９．炊飯及び給水

陸上自衛隊第４施設団【災害応急対策】
９．給食及び給水
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第５　指定公共
機関

西日本電信電話株式会社（奈良支店） ＮＴＴ西日本株式会社（奈良支店）
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第５　指定公共
機関

０　あ 関西電力送配電株式会社（奈良支社） 関西電力送配電株式会社（奈良本部）
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第６　指定地方
公共機関

０　あ 一般社団法人奈良県歯科医師会【災害予防】
２．歯科医療救護班の編成及び派遣体制の整備

一般社団法人奈良県歯科医師会【災害予防】
２．歯科医療救護班（ＪＤＡＴ）の編成及び派遣体制の整備
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第６　指定地方
公共機関

０　あ 一般社団法人奈良県歯科医師会【災害応急対策】
１．災害時における歯科医療の確保及び医療救護班の派遣

一般社団法人奈良県歯科医師会【災害応急対策】
１．災害時における歯科医療の確保及び医療救護班（ＪＤＡＴ）の派遣
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第７　公共的団
体・機関

０　あ （新設） 公益社団法人奈良県栄養士会【災害予防】
１．防災訓練の実施
２．防災知識の普及
３．災害時栄養支援チームの編成及び派遣体制の整備
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第１章 総則 第２節 防災関係
機関が処置すべ
き事務又は業務
の大綱

第７　公共的団
体・機関

０　あ （新設） 公益社団法人奈良県栄養士会【災害応急対策】
１．災害時栄養支援チームの派遣
２．被災者に対する栄養・食事相談
３．特殊栄養食品等の提供
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第１章 総則 第３節　奈良県
の地勢と過去の
地震

第２　既往地震 １　災害年表 災害年表 （削除）

奈良県地域防災計画新旧対照表 資料２ー２
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奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第１  想定地震
（第２次奈良県
地震被害想定調
査報告（平成１
６年１０月公
表）より）

２　海溝型地震
（５パターン
層）

　国の地震調査研究推進本部では地震発生確率の長期評価を公表している。
　この長期評価によると、今後３０年以内に南海トラフを震源とする海溝型地震（Ｍ８～Ｍ９クラス）
が、発生する確率は７０％程度と高くなっている。

　国の地震調査研究推進本部では地震発生確率の長期評価を公表している。
　この長期評価によると、今後３０年以内に南海トラフを震源とする海溝型地震（Ｍ８～Ｍ９クラス）
が、発生する確率は６０～９０％程度以上又は２０～５０％と高くなっている。
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

１ 内閣府が公表
した被害想定に
ついて

（１）前提とする地震の性格
　現時点の最新の科学的知見に基づき、発生しうる最大クラスの地震・津波を推計している。（想定さ
れる地震規模：マグニチュード９．１）
この「最大クラスの地震・津波」は、現在の研究レベルでは、その発生時を予測することはできない
が、その発生頻度は千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものであるが、仮に発生すれ
ば、西日本を中心に甚大な被害をもたらすだけでなく、人的損失や国内生産・消費活動、日本経済のリ
スクの高まりを通じて、影響は我が国全体に及ぶ可能性がある。
　南海トラフにおいて次に発生する地震・津波は、多様な震源パターンがあり得ることから、必ずしも
「最大クラスの地震・津波」が発生するというものではないが、政府地震調査研究推進本部地震調査委
員会における長期評価によると、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率
は７０～８０％に達すると評価されている（令和４年１月１日現在）。

（１）前提とする地震の性格
　現時点の最新の科学的知見に基づき、発生しうる最大クラスの地震・津波を推計している。（想定さ
れる地震規模：マグニチュード９．１）
この「最大クラスの地震・津波」は、現在の研究レベルでは、その発生時を予測することはできない
が、その発生頻度は千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものであるが、一度発生すれ
ば、西日本を中心に超広域かつ甚大な被害をもたらすだけでなく、人的損失や国内生産・消費活動、日
本経済のリスクの高まりを通じて、影響は我が国全体に及ぶ可能性がある。
　南海トラフにおいて次に発生する地震・津波は、多様な震源パターンがあり得ることから、必ずしも
「最大クラスの地震・津波」が発生するというものではないが、政府地震調査研究推進本部地震調査委
員会における長期評価によると、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率
は６０～９０％程度以上又は２０～５０％と評価されている（令和７年９月２６日現在）。
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

１　内閣府が公
表した被害想定
について

（２）検討経過（内閣府の検討会及び中央防災会議のワーキンググループで検討）
　南海トラフの巨大地震については、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」（座長：阿部勝
征 東京学名誉教授会」、以下「モデル検討会」という。）において、最新の科学的知見に基づき、南
海トラフ巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津波の検討を進め、平成２４年３
月に第一次報告として、震度分布・津波高（最小５０ｍメッシュ）の推計結果をとりまとめ、さらに同
年８月、モデル検討会において、第二次報告として新たな震度分布並びに最小１０ｍメッシュによる津
波高及び浸水域等の推計結果がとりまとめられた。
　また、併行して、中央防災会議防災対策推進検討会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検
討ワーキンググループ」（主査：河田惠昭 関西大学教授、以下「ＷＧ」という。）において、被害想
定手法等の検討が進められ、平成２４年８月 、被害想定の第一次報告として、建物被害・人的被害等
の推計結果をとりまとめ、続いて、平成２５年３月、被害想定の第二次報告として、施設等の被害及び
経済的な被害がとりまとめられた。

（２）検討経過（内閣府の検討会及び中央防災会議のワーキンググループで検討）
　南海トラフの巨大地震については、内閣府の「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」
（座長：平田直 東京大学名誉教授、以下「モデル検討会」という。）で最大クラスの地震・津波、時
間差をおいて発生する地震・津波、並びに被害想定の推計手法がとりまとめられた。
　また、中央防災会議防災対策実行会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググ
ループ」（主査：福和伸夫 名古屋大学名誉教授、以下「ＷＧ」という。）において、令和７年３月、
これまで取り組んできた南海トラフ巨大地震対策の進捗状況、近年の社会状況の変化、並びに自然災害
等における課題等を踏まえた対応についても考慮しながら、モデル検討会で推計された新たな被害想
定・被害様相、今後取り組むべき南海トラフ巨大地震対策の基本方針、具体的に実施すべき対策、今後
検討すべき主な課題がとりまとめられた。

18

第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

１ 内閣府が公表
した被害想定に
ついて

（３）被害想定の設定（複数ケースの比較）
　　① 想定する地震動
　　　・モデル検討会で検討された最大クラスの地震動について、想定される複数の震源域の
　　　うち「基本ケース」と、揺れによる被害が最大となる「陸側ケース」の２パターンにつ
　　　いて想定。
　　② 想定するシーン（季節・時刻）
　　　・想定される被害が異なる３種類のパターンを設定。
　　　（ⅰ）冬の深夜：多くが自宅で就寝中。家屋倒壊による人的被害の危険性が高く、津波
　　　　　からの避難が遅れる可能性がある。
　　　（ⅱ）夏 の 昼：木造建築物内の滞留人口が少ない時間帯
　　　（ⅲ）冬の夕方：家庭での火気使用（暖房、炊事等）が多い時間帯
　　　　　・火災による被害が異なる２種類の風速を設定。
　　　　　（ａ）平均風速：（参考：奈良県の平均風速：５ｍ/秒以下）
　　　　　（ｂ）風速８ｍ：火災による被害が多くなる。
　　③ なお、国の被害想定においては、①と②の組み合わせの他、津波被害について４ケー
　　ス、津波からの避難率について２ケースが想定され、全部で９６ケースに及び被害想定が
　　出されているが、本県は、津波被害に関するケース分けの影響は受けない。

（３）被害想定の設定（複数ケースの比較）
　　① 想定する地震動
　　　・モデル検討会で検討された５ケースのうち「基本ケース」と、揺れによる被害が最大
　　　となる「陸側ケース」の２パターンについて想定。
　　② 想定するシーン（季節・時刻）
　　　・想定される被害が異なる３種類のパターンを設定。
　　　（ⅰ）冬  の  深  夜：
　　　　　・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危険性が高
　　　　　く、また津波からの避難が遅れることにもなる。
　　　　　・オフィスや繁華街の滞留者や、鉄道・道路利用者が少ない。
　　　（ⅱ）夏 の 昼１２時：
　　　　　・オフィス、繁華街等に多数の滞留者が集中しており、自宅外で被災する場合が多
　　　　　い。
　　　　　・木造建物内滞留人口は、１日の中で少ない時間帯であり、老朽木造住宅の倒壊に
　　　　　よる死者数はシーン（ⅰ）と比較して少ない。
　　　（ⅲ）冬の夕方１８時：
　　　　　・住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も多くなる。
　　　　　・オフィスや繁華街周辺のほか、ターミナル駅にも滞留者が多数存在する。
　　　　　・鉄道、道路もほぼ帰宅ラッシュ時に近い状況でもあり、交通被害による人的被
　　　　　害や交通機能支障による影響が大きい。
　　　　　・火災による被害が異なる２種類の風速を設定。
　　　　　（ａ）平均風速：（参考：奈良県の平均風速：５ｍ/秒以下）
　　　　　（ｂ）風速８ｍ：火災による被害が多くなる。
　　③ なお、国の被害想定においては、①と②の組み合わせの他、津波被害について４ケー
　　ス、津波からの早期避難意識について２ケースが想定され、全部で９６ケースに及び被害
　　想定が出されているが、本県は、津波被害に関するケース分けの影響は受けない。
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第１章 総則 第４節 地震被害

想定
第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

２ 本県において想定震度される被害の概要について ２ 本県において想定される被害の概要について
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章 節 第 数字 修正前 修正後
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

南海トラフ巨大地震による各市町村における最大震度一覧
　奈良市 　　６強 　　平群町 　６弱 　　広陵町 　６強
　大和高田市 ６強 　　三郷町 　６強 　　河合町 　６強
　大和郡山市 ６強 　　斑鳩町 　６強 　　吉野町 　６弱
　天理市 　　６強 　　安堵町 　６強 　　大淀町 　６弱
　橿原市 　　６強 　　川西町 　６強 　　下市町 　６弱
　桜井市 　　６強 　　三宅町 　６強 　　黒滝村 　６弱
　五條市 　　６強 　　田原本町 ６強 　　天川村 　６強
　御所市 　　６強 　　曽爾村 　６強 　　野迫川村 ６弱
　生駒市 　　６弱 　　御杖村 　６強 　　十津川村 ６強
　香芝市 　　６強 　　高取町 　６弱 　　下北山村 ６強
　葛城市 　　６弱 　　明日香村 ６弱 　　上北山村 ６強
　宇陀市 　　６強 　　上牧町 　６弱 　　川上村 　６強
　山添村 　　６弱 　　王寺町 　６強 　　東吉野村 ６強

南海トラフ巨大地震による各市町村における最大震度一覧
　奈良市 　　６強 　　平群町 　６弱 　　広陵町 　６強
　大和高田市 ６強 　　三郷町 　６弱 　　河合町 　６強
　大和郡山市 ６強 　　斑鳩町 　６強 　　吉野町 　６弱
　天理市 　　６強 　　安堵町 　６強 　　大淀町 　６弱
　橿原市 　　６強 　　川西町 　６強 　　下市町 　６弱
　桜井市 　　６強 　　三宅町 　６強 　　黒滝村 　６弱
　五條市 　　６強 　　田原本町 ６強 　　天川村 　６強
　御所市 　　６弱 　　曽爾村 　６強 　　野迫川村 ６弱
　生駒市 　　６弱 　　御杖村 　６強 　　十津川村 ６強
　香芝市 　　６強 　　高取町 　６弱 　　下北山村 ６強
　葛城市 　　６弱 　　明日香村 ６弱 　　上北山村 ６強
　宇陀市 　　６強 　　上牧町 　６弱 　　川上村 　６強
　山添村 　　６弱 　　王寺町 　６強 　　東吉野村 ６強
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

（２）本県における人的被害及び建物被害
　南海トラフ巨大地震により想定される県内の人的被害及び建物被害については、本節第６の１の
（３）において設定された複数のケースについて被害想定が示されている。その最大値及び最小値は次
のとおり。
県内における人的被害・建物被害の想定
基本ケース
（被害が最少の場合）
　県内市町村における最大震度の分布
　　６強：２市町村
　　６弱：３５市町村
　　５強：２市町村
　死者数 約１００人 
　住家全壊棟数 約７，５００棟
陸側ケース
（被害が最大の場合）
　県内市町村における最大震度の分布
　　６強：２７市町村
　　６弱：１２市町村
　　５強：なし
　　死者数 約１，７００人
　　住家全壊棟数 約４７，０００棟
　なお、全国では最大約３２万人県内における最大想定死者が想定され、そのうち約７０％が津波によ
るものとされている。一方、県内では最大約１，７００人の死者のうち約９０％が建物倒壊によるもの
と想定され、残りは土砂災害や火災によるものとされている。

（２）本県における人的被害及び建物被害
　南海トラフ巨大地震により想定される県内の人的被害及び建物被害については、本節第５の１の
（３）において設定された複数のケースについて被害想定が示されている。その最大値及び最小値は次
のとおり。
県内における人的被害・建物被害の想定
（削除）

陸側ケース
（被害が最大の場合）
　県内市町村における最大震度の分布
　　６強：２５市町村
　　６弱：１４市町村
　　５強：なし
　　死者数 約１，６００人
　　住家全壊棟数 約４４，０００棟
　なお、全国では最大約３０万人の死者が想定され、そのうち約７０％が津波によるものとされてい
る。一方、県内では最大約１，６００人の死者のうち約９０％が建物倒壊によるものと想定され、残り
は土砂災害や火災によるものとされている。
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

（３）本県における施設等の被害想定
南海トラフ巨大地震により想定される県内の施設等の被害の概要は次のとおり。
　①ライフライン施設被害
　　被害想定項目　　　　　　     県内の想定被害（最大値）
　　　ライフライン施設被害
　　　上水道（断水人口） 　　　    約１３０万人
　　　下水道（支障人口）           約９３万人
　　　電力（停電軒数）             約８２万軒
　　　固定電話（不通回線数）       約２３万回線
　　　ガス（都市ガス供給停止戸数） 約３万８千戸
　②交通施設被害
　　被害想定項目　　　　　　　　　県内の想定被害（最大値）
　　　交通施設被害
　　　道路施設被害（箇所数） 　　   約９２０箇所
　　　鉄道施設被害（箇所数）        約５９０箇所
　③避難者数
　　被害想定項目　　　　　　　　　県内の想定被害（最大値）
　　　避難者数
　　　発災１日後 　　　　　　　　   約１４万人
　　　発災１週間後                  約２９万人
　　　発災１ヶ月後                  約２３万人

（３）本県における施設等の被害想定
南海トラフ巨大地震により想定される県内の施設等の被害の概要は次のとおり。
　①ライフライン施設被害
　　被害想定項目　　　　　　     県内の想定被害（最大値）
　　　ライフライン施設被害
　　　上水道（断水人口） 　　　    約１２０万人
　　　下水道（支障人口）           約９９万人
　　　電力（停電軒数）             約７８万軒
　　　固定電話（不通回線数）       約２５万回線
　　　ガス（都市ガス供給停止戸数） 約２万５千戸
　②交通施設被害
　　被害想定項目　　　　　　　　　県内の想定被害（最大値）
　　　交通施設被害
　　　道路施設被害（箇所数） 　　   約９４０箇所
　　　鉄道施設被害（箇所数）        約５９０箇所
　③避難者数
　　被害想定項目　　　　　　　　　県内の想定被害（最大値）
　　　避難者数
　　　発災１日後 　　　　　　　　   約２１万人
　　　発災１週間後                  約３４万人
　　　発災１ヶ月後                  約２１万人
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

（３）本県における施設等の被害想定  ④帰宅困難者数
  ④ 被害想定項目                  県内の想定被害（最大値）
      帰宅困難者数                  約１３万人
  ⑤被災可能性のある国宝・重要文化財
    被害想定項目                  県内の想定被害（最大値）
      被災可能性のある国宝・重要文化財（施設数） ３８施設
  ⑥孤立可能性のある集落数
    被害想定項目                  県内の想定被害（最大値）
      孤立可能性のある集落数（農業集落） ４１集落

（３）本県における施設等の被害想定
  ④帰宅困難者数
    被害想定項目                  県内の想定被害（最大値）
      帰宅困難者数                  約１３万人
  ⑤被災可能性のある国宝・重要文化財
    被害想定項目                  県内の想定被害（最大値）
      被災可能性のある国宝・重要文化財（施設数） １８施設
  ⑥孤立可能性のある集落数
    被害想定項目                  県内の想定被害（最大値）
      孤立可能性のある集落数（農業集落） ５３集落
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

※被害想定の再計算（参考）
　南海トラフ巨大地震の被害想定（平成２４年８月公表）について、最新のデータ（建築物や人口、ラ
イフライン等のデータ、津波避難意識アンケート結果等）に基づき、再計算されたものである。
　令和元年６月の被害想定（再計算）は、マクロの被害を把握する目的で実施されており、都府県別の
数値はその計算根拠を明確にするために示されたものであるため、ある程度幅をもって見る必要があ
る。なお、この結果は各都府県において地域の実情に応じて実施されている被害想定に影響を与えるも
のではないとされている。

県内における人的被害・建物被害の想定
基本ケース
（被害が最少の場合）
　県内市町村における最大震度の分布
　　６強：２市町村
　　６弱：３５市町村
　　５強：２市町村
　死者数 約６０人 
　住家全壊棟数 約６，５００棟
陸側ケース
（被害が最大の場合）
　県内市町村における最大震度の分布
　　６強：２７市町村
　　６弱：１２市町村
　　５強：なし
　　死者数 約１，３００人
　　住家全壊棟数 約３８，０００棟

（削除）
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第１章 総則 第４節 地震被害
想定

第５ 南海トラフ
巨大地震の被害
想定

２ 本県において
想定される被害
の概要について

ライフライン施設被害
　被害想定項目　　　　　　     県内の想定被害（最大値）
　　ライフライン施設被害
　　上水道（断水人口） 　　　    約１３０万人
　　下水道（支障人口）           約９７万人
　　電力（停電軒数）             約８８万軒
　　固定電話（不通回線数）       約１５万回線
　　ガス（都市ガス供給停止戸数） 約３万８千戸
避難者数
　被害想定項目　　　　　　　　　県内の想定被害（最大値）
　　避難者数
　　発災１日後 　　　　　　　　   約１０万人
　　発災１週間後                  約２６万人
　　発災１ヶ月後                  約２０万人

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１節 避難行動
計画

災害発生時に円滑な避難を行うためには、平時からの取組が重要である。自分の住む土地の災害リスク
や避難に関する情報が住民に十分に理解されていないという課題がある。そのため、県、市町村及びそ
の他防災関係機関は、住民への「自らの命は自らが守る」意識の徹底と、正しい避難行動の周知に努め
るとともに、日頃から適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。

災害発生時に円滑な避難を行うためには、平時からの取組が重要である。自分の住む土地の災害リスク
や避難に関する情報が住民に十分に理解されていないという課題がある。そのため、防災関係機関は、
住民への「自らの命は自らが守る」意識の徹底と、正しい避難行動の周知に努めるとともに、日頃から
適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。
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第２章 災害予防
計画

第１節 避難行動
計画

第６ 情報伝達手
段の確保

　発災時には通信施設の被災等により、想定していた情報提供手段が利用できない恐れがあることか
ら、市町村は、確実に住民に情報が伝達できるよう、下記に挙げるような可能な限り多様な情報伝達手
段を適切に組み合わせた周知に努める。
　その際は、要配慮者等の特性等に応じた適切な配慮を行うとともに、行政、防災関係機関、福祉関係
機関等でも連携を行うことが必要である。

　発災時には通信施設の被災等により、想定していた情報提供手段が利用できないおそれがあることか
ら、市町村は、確実に住民に情報が伝達できるよう、下記に挙げるような可能な限り多様な情報伝達手
段を適切に組み合わせた周知に努める。
　その際は、要配慮者等の特性等に応じた適切な配慮を行うとともに、防災関係機関、福祉関係機関等
でも連携を行うことが必要である。
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第２章 災害予防
計画

第１節 避難行動
計画

第１１ 自宅療養
者等の避難

　保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、防
災担当部局（県の保健所にあっては、管内の市町村の防災担当部局を含む。）との連携の下、ハザード
マップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。ま
た、市町村の防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行
うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるもの
とする。

　保健所は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を含む。以下同じ。）発生時に
おける自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前から、防災担当部局（県の保健所にあっては、管内の
市町村の防災担当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリ
アに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。また、市町村の防災担当部局との連携の下、自
宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に
対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。これらのことが円滑に行えるよう新
型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調整に努めるものとする。
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第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

県及び市町村は、避難所の指定や避難所運営訓練等、日頃から地域住民と協力し、災害発生時に円滑な
避難所運営ができるよう努める。また、在宅被災者等についても、必要な情報や物資を確実に受け取れ
るよう、その支援体制の整備に努める。

県及び市町村は、避難所の指定や避難所運営訓練等、日頃から地域住民と協力し、災害発生時に円滑な
避難所運営ができるよう努める。また、在宅避難者等についても、必要な情報や物資を確実に受け取れ
るよう、その支援体制の整備に努める。
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第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第２　指定避難
所の指定

１　指定基準 　市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症
対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避
難生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容
人数等について、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状
況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものと
する。

　市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等
の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指
定避難所をあらかじめ指定し、平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物（ペット）の受入方
法等について、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況
等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとす
る。
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第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第４ 指定避難所
の整備

０－あ 　市町村は、指定避難所について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十分調整を図り、次のとお
り施設・設備の整備に努める。県は、市町村が行う指定避難所整備について、その取組を支援する。

　市町村は、指定避難所について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十分調整を図り、次のとお
り施設・設備の整備に努める。また、市町村は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を
確保するために、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を作成するよ
う努めるものとする。県は、市町村が行う指定避難所整備について、その取組を支援する。
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第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第４　指定避難
所の整備

１　指定避難所
に指定されてい
る施設等の整備

（２）耐震性の強化
　市町村は、当該指定避難所における耐震性、耐火性の確保に加え、非構造部材についても耐震対策を
図るとともに、耐震性がない、または耐震性が明らかでない施設については、代替施設を検討するもの
とする。

（２）耐震性の強化
　市町村は、当該指定避難所における耐震性、耐火性の確保に加え、非構造部材についても耐震対策を
図るとともに、耐震性がない、又は耐震性が明らかでない施設については、代替施設を検討するものと
する。

33

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第４　指定避難
所の整備

１　指定避難所
に指定されてい
る施設等の整備

（３）家庭動物のための避難スペース確保
　市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるととも
に、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

（３）家庭動物（ペット）のための避難スペース確保
　市町村は、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物（ペット）のための避
難スペースの確保等に努めるとともに、公益社団法人奈良県獣医師会をはじめとする近畿地区連合獣医
師会、動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

34

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第４　指定避難
所の整備

１ 指定避難所に
指定されている
施設等の整備

（新設） （４）生活環境の整備
　市町村は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、避難
所開設当初からプライバシー確保のためのパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する
こと、栄養バランスのとれた適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場
所、調理器具や食料を確保することに努めるとともに、快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康
のための入浴施設の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずるものとする。また、医師、保健師、
看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避難者の健
康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施な
ど、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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35

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第４　指定避難
所の整備

２　設備の充実
による避難施設
としての機能強
化

（１）非常用電源（外部給電可能な電動車、再生可能エネルギーの活用を含む）、自家発電機
（２）衛星携帯電話等複数の通信手段
（３）換気や空調、照明の設備
（４）シャワールームやスロープ、多目的トイレ等、要配慮者等をはじめ誰にでも対応
できるバリアフリー化された衛生設備
（５）食料、飲料水、生活用品
（６）マスクや手指消毒液
（７）冷房・暖房器具
（８）マッチ、プロパンガス、固形燃料等の燃料
（９）簡易トイレ
（１０）パーティション
（１１）紙おむつ、口腔ケア用品等、要配慮者等をはじめ誰にでも対応できるその他物資の備蓄　等

（１）給水タンク
（２）非常用電源（外部給電可能な電動車、再生可能エネルギーの活用を含む）、自家発電機
（３）ガス設備
（４）衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等複数の通信手段
（５）換気や空調、照明の設備
（６）シャワールームやスロープ、多目的トイレ等、要配慮者等をはじめ誰にでも対応
　　できるバリアフリー化された衛生設備
（７）食料、飲料水、生活用品
（８）マスクや手指消毒液
（９）冷房・暖房器具
（１０）マッチ、プロパンガス、固形燃料等の燃料
（１１）簡易トイレ、携帯トイレ
（１２）パーティション
（１３）紙おむつ、口腔ケア用品等、要配慮者等をはじめ誰にでも対応できるその他物資の備蓄　等
（１４）段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド
（１５）毛布
（１６）入浴設備、洗濯設備

36

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第４　指定避難
所の整備

３　要配慮者や
女性及び性的マ
イノリティを考
慮した避難施
設・設備の整備

（新設） （６）家庭動物（ペット）の飼養及び管理に関する用品

37

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

１ 避難所運営マ
ニュアルの作成

　県は、「奈良県避難所運営マニュアル（平成２９年３月改定）」を市町村に周知するとともに、市町
村の避難所運営マニュアルの作成または改定について、技術的助言などの支援を行う。
　また市町村は、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ県が作成した「新型コロナウイルス感染症
に備えた避難所運営に係るガイドライ（令和２年６月）」を参考に、手洗いやマスクの着用、避難者の
過密抑制など、感染症対策の観点を取り入れたマニュアルの見直しや拡充に努める。

　県は、「奈良県避難所運営マニュアル（平成２９年３月改定）」を市町村に周知するとともに、市町
村の避難所運営マニュアルの作成又は改定について、技術的助言などの支援を行う。
　また市町村は、新型コロナウイルス感染症流行時の経験を踏まえ県が作成した「新型コロナウイルス
感染症に備えた避難所運営に係るガイドライン令和２年６月）」を参考に、手洗いやマスクの着用、避
難者の過密抑制など、感染症対策の観点を取り入れたマニュアルの見直しや拡充に努める。

38

第２章 災害予防
計画

第２節　避難生
活計画

第６ 避難所の運
営

１ 避難所運営マ
ニュアルの作成

【マニュアルの主な記載内容】
７．避難所のペット対策

【マニュアルの主な記載内容】
７．避難所の家庭動物（ペット）対策

39

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

２　避難所とし
ての学校施設利
用計画の策定

　市町村は、指定避難所である学校施設について、地域住民の円滑な誘導や避難所となる学校施設の効
果的な活用のため、学校と連携し学校施設利用の策定に努める。また、作成した計画は避難所運営マ
ニュアルとも調整し、マニュアル内へ位置づけるよう務める。

　市町村は、指定避難所である学校施設について、地域住民の円滑な誘導や避難所となる学校施設の効
果的な活用のため、学校と連携し学校施設利用の策定に努める。また、作成した計画は避難所運営マ
ニュアルとも調整し、マニュアル内へ位置づけるよう努める。

40

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

３　住民等によ
る自主運営に向
けた運営体制の
周知

　市町村は、避難所の運営に関して、避難者主体による自主的な避難所の管理運営がなされるよう、自
主運営の考え方について周知を行い、災害時の円滑な自主運営体制の確立を図る。

　避難所の運営に関して、市町村は、避難者主体による自主的な避難所の管理運営がなされるよう、自
主運営の考え方や同行避難する家庭動物（ペット）の受入方法について周知を行い、災害時の円滑な自
主運営体制の確立を図る。

41

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

３　住民等によ
る自主運営に向
けた運営体制の
周知

（新設） 　なお、市町村及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、
専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有す
る地域の人材の確保・育成に努めるものとする。

42

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

４ 避難所開設・
運営訓練の実施

　市町村は、地域の自主防災組織や住民等と協力し、避難所運営マニュアル及び地域の災害リスクに基
づいた定期的な避難所開設・運営訓練を夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてき
め細かく実施し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとす
る。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、
感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。

　市町村は、地域の自主防災組織や住民等と協力し、避難所運営マニュアル及び地域の災害リスクに基
づいた定期的な避難所開設・運営訓練を夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてき
め細かく実施し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとす
る。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開
設・運営訓練を積極的に実施するものとする。
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43

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

５ 女性や性的マ
イノリティの多
様な視点の取り
入れ、プライバ
シーの確保

　市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等に
おける連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよう、
平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当
部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。

　市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等に
おける連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよう、
平時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当部
局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。

44

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

６ 普及啓発 　市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及
に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営でき
るように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防
や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。

　市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努
めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所を運営できるように
配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、避難者や同行避難動物
における熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。

45

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

７ 平時の感染症
対策

７ 平常時の感染症対策 ７ 平時の感染症対策

46

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第６ 避難所の運
営

７ 平時の感染症
対策

　地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレ
イアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と
保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国
や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開
設に努めるものとする。

　地方公共団体は、感染症対策のため、平時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくと
ともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要
な措置を講ずるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施
設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。

47
第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

第７ 在宅被災者等への支援体制の整備 第７ 在宅避難者等への支援体制の整備

48

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

１　在宅避難者
等への支援体制
の整備

（新設） １　在宅避難者等への支援体制の整備

49

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

１　在宅避難者
等への支援体制
の整備

　市町村は、在宅被災者等が食料・物資及び必要な情報や支援・サービスを確実に受け取ることのでき
るよう、支援体制の整備努める。

　市町村は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられた避難所についても、あら
かじめ情報を把握するとともに、在宅避難者等（飼養する家庭動物（ペット）を含む）が発生する場合
や、避難所のみで被災者等（同行避難動物を含む）を受け入れることが困難となる場合に備えて、あら
かじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に、在宅避難者等が食料・物資及び必要
な情報や支援・サービスを確実に受け取ることのできるよう、在宅避難者等の支援のための拠点を設置
すること等、支援体制の整備及び支援方策を検討するよう努める。

50

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

２　車中泊避難
スペース設置の
検討

（新設） ２　車中泊避難スペース設置の検討

51

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

２　車中泊避難
スペース設置の
検討

（新設） 　市町村は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地
域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者及び同行避難動物
の支援方策を検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の
広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。

52

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

３　車中泊避難
者への支援体制
の整備

（新設） ３　車中泊避難者への支援体制の整備

53

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第７　在宅避難
者等への支援体
制の整備

３　車中泊避難
者への支援体制
の整備

（新設） 　市町村は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行うためのスペース
の避難者及び同行避難動物数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行
うものとする。また、被災者支援に係る情報は車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても提
供する。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努める。
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54

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第１０　広域避
難及び広域一時
滞在

（新設） 第１０　広域避難及び広域一時滞在

55

第２章 災害予防
計画

第２節 避難生活
計画

第１０　広域避
難及び広域一時
滞在

０　あ （新設） 　県及び市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方
公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下
「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災害時の
具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。

56

第２章 災害予防
計画

第３節 帰宅困難
者対策計画

第２ 普及啓発 　大規模地震等発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、救急・救命
活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障を
きたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶ恐れがある。

　大規模地震等発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、救急・救命
活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障を
きたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶおそれがある。

57

第２章 災害予防
計画

第３節 帰宅困難
者対策計画

第３ 駅周辺等に
おける滞留者対
策

１ 駅周辺等にお
ける混乱防止

　大規模な駅を抱える市町村は、駅の交通事業者、周辺の集客施設や企業、町内会、商店街等地域関係
者等が参加する駅前滞留者対策協議会を設立し、地域の行動ルールづくりや訓練の実施等により平常時
から連携体制を構築するよう努める。

　大規模な駅を抱える市町村は、駅の交通事業者、周辺の集客施設や企業、町内会、商店街等地域関係
者等が参加する駅前滞留者対策協議会を設立し、地域の行動ルールづくりや訓練の実施等により平時か
ら連携体制を構築するよう努める。

58
第２章 災害予防
計画

第３節 帰宅困難
者対策計画

第４ 帰宅困難者
への支援対策

１ 徒歩帰宅者へ
の支援

　協定締結事業者は、それぞれの店舗において、平常時から「災害時帰宅支援ステーション・ステッ
カー」やポスター、デジタルサイネージ等の掲示により、取組の周知を図る。

　協定締結事業者は、それぞれの店舗において、平時から「災害時帰宅支援ステーション・ステッ
カー」やポスター、デジタルサイネージ等の掲示により、取組の周知を図る。

59

第２章 災害予防
計画

第３節 帰宅困難
者対策計画

第５ 観光客等へ
の支援対策

２ 　県及び奈良市は、奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）を外国人専用福祉避難所として活用
できるよう、平常時から情報提供や帰国支援等の体制の整備に努める。

　県及び奈良市は、奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）を外国人専用福祉避難所として活用
できるよう、平時から情報提供や帰国支援等の体制の整備に努める。

60
第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

０－あ ０－あ （防災統括室、福祉医療部） （防災統括室、知事公室、福祉保険部）

61

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

０－あ 要配慮者とは、災害時に特に配慮を必要とする者であり、一般的には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産
婦、傷病者、内部障害者、難病患者、外国人等があげられる。中でも、災害時に自ら避難することが困
難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者は「避難行動要支援者」と
され、その名簿作成が義務づけられている。
平成２８年４月１日に施行した「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例
（以下、「条例」という。）」において、本人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、合理的な配慮を
するものと定めているように、要配慮者について個々の特性があり、その特性に応じた支援が必要であ
るとしている。県においては、条例の理念を踏まえて、すべての要配慮者に向けて安全・安心の確保へ
の取組に努めることとする。
併せて、平時には支援が必要でなくとも、避難者等が被災による負傷や長期間の避難生活等により要配
慮者になりうる点にも留意が必要である。
さらに、県は、条例や「災害時要援護者避難支援のための手引き」等を踏まえ、市町村が地域住民や自
主防災組織と協力ながら行う要配慮者支援の体制整備を支援していく。

要配慮者とは、災害時に特に配慮を必要とする者であり、一般的には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産
婦、傷病者、内部障害者、難病患者、外国人等があげられる。中でも、災害時に自ら避難することが困
難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者は「避難行動要支援者」と
され、その名簿作成が義務づけられている。
平成２８年４月１日に施行した「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例
（以下、「条例」という。）」において、本人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、合理的な配慮を
するものと定めているように、要配慮者について個々の特性があり、その特性に応じた支援が必要であ
るとしている。県においては、条例の理念を踏まえて、すべての要配慮者に向けて安全・安心の確保へ
の取組に努めることとする。
あわせて、平時には支援が必要でなくとも、避難者等が被災による負傷や長期間の避難生活等により要
配慮者になりうる点にも留意が必要である。
さらに、県は、条例や「災害時要援護者避難支援のための手引き」等を踏まえ、市町村が地域住民や自
主防災組織と協力ながら行う要配慮者支援の体制整備を支援していく。

62

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第２ 避難行動要
支援者名簿の整
備

　また、名簿には避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
１ 氏名
２ 生年月日
３ 性別
４ 住所または居所
５ 電話番号その他の連絡先
６ 避難支援等を必要とする事由
７ 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
　なお、名簿情報の収集・更新にあたっては、民生委員・児童委員や自治会役員など地域住民の協力を
得て行う場合も多いことから、地域コミュニティの活性化を図るなど、避難行動要支援者が安心して地
域住民に情報提供できる雰囲気づくりが大切である。
　市町村は、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施を図るため、地域防災計画の定めると
ころにより、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、避
難支援等に携わる関係者に対し、本人の同意、または、市町村の定めがある場合には、あらかじめ名簿
情報を提供する。また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整
備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の「避難行動要支援者の避難行
動支援に関する取組指針」等に留意するとともに、名簿情報の漏洩防止等必要な措置を講じるものとす
る。

　また、名簿には避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
１ 氏名
２ 生年月日
３ 性別
４ 住所又は居所
５ 電話番号その他の連絡先
６ 避難支援等を必要とする事由
７ 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
　なお、名簿情報の収集・更新にあたっては、民生委員・児童委員や自治会役員など地域住民の協力を
得て行う場合も多いことから、地域コミュニティの活性化を図るなど、避難行動要支援者が安心して地
域住民に情報提供できる雰囲気づくりが大切である。
　市町村は、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施を図るため、地域防災計画の定めると
ころにより、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、避
難支援等に携わる関係者に対し、本人の同意、又は、市町村の定めがある場合には、あらかじめ名簿情
報を提供する。また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、
避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の「避難行動要支援者の避難行動支
援に関する取組指針」等に留意するとともに、名簿情報の漏洩防止等必要な措置を講じるものとする。
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63

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第３　個別避難
計画の作成

０　あ 　災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平時
より、災害の危険性等の地域の特性や事情を踏まえつつ、優先度の高い避難行動要支援者から、個別避
難計画の作成を進めることが必要である。市町村は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携
の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、地域住民等の避難支援に携わる関係者と連
携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、避難支援者、避難所、避難方法な
ど具体的な打合せを行いながら、一人ひとりの状況をふまえた個別避難計画を作成する。

　災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平時
より、災害の危険性等の地域の特性や事情を踏まえつつ、優先度の高い避難行動要支援者から、個別避
難計画の作成を進めることが必要である。市町村は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携
の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援に携わる関
係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、避難支援者、避難所、避
難方法など具体的な打合せを行いながら、一人ひとりの状況をふまえた個別避難計画を作成する。

64

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第３　個別避難
計画の作成

2 　また、市町村は、個別避難計画について、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直し
や更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するととも
に、庁舎の被災時等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、情報の適切な
管理に努める。

　市町村は、個別避難計画について、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更
新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、
庁舎の被災時等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、情報の適切な管理
に努めるとともに、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動要配慮者や避難支援等に携わる関係
者に対し、制度の周知・啓発等に努めるものとする。なお、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するもの
とする。

65

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第３　個別避難
計画の作成

　そして、市町村は、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童
委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、避難支援等に携わる関係者に対し、本人の同意、または、
市町村の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。

　そして、市町村は、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童
委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、避難支援等に携わる関係者に対し、本人の同意、又は、市
町村の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。

66

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第３　個別避難
計画の作成

　また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安
否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
組指針」等に留意するとともに、個別避難計画情報の漏洩防止等必要な措置を講じるものとする。

　また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援
者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の
「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等に留意するとともに、個別避難計画情報の漏
洩防止等必要な措置を講ずるものとする。

67

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第３　個別避難
計画の作成

1 　県は、避難行動要支援者名簿の作成・更新に合わせて、個別避難計画を作成・更新するよう市町村に
促すとともに、作成等に関する先進事例の紹介や研修実施等により市町村を支援する。

　県は、避難行動要支援者名簿の作成・更新に合わせて、個別避難計画を作成・更新するよう市町村に
促すとともに、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点などの提示、研修会や
訓練の実施等により市町村を支援する。

68

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第４　地域にお
ける支援体制の
ネットワークづ
くり

０　あ 　市町村は、事前に把握した避難行動要支援者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、避難所での支援
を円滑に実施するため、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉サービス事業者等と連携を
図り、必要な支援体制の整備に努める。

　市町村は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況把握
の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象
者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努める。
　県は、これらの取組に関して、事例等の情報提供により市町村を支援するとともに、市町村に対し
て、様々な主体と協力連携して進めるよう促す。
　市町村は、事前に把握した避難行動要支援者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、避難所での支援
を円滑に実施するため、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉サービス事業者等と連携を
図り、必要な支援体制の整備に努める。
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第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第５ 奈良県災害
派遣福祉チーム
（奈良ＤＷＡ
Ｔ）の整備

　令和元年７月に、県と奈良県社会福祉協議会を共同事務局として、奈良県災害福祉支援ネットワーク
を設置し、福祉施設関係団体や福祉関係職能団体等との相互協力のもと、令和元年１１月に発足した、
奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の人材養成や派遣体制整備を行い、災害時に避難所等に福
祉専門職のチームを派遣し、要配慮者に対し適切な福祉支援を行うことにより二次被害防止を図る。被
災された都道府県や県内市町村からの派遣要請があれば、避難所等に派遣する。

　令和元年７月に、県と奈良県社会福祉協議会を共同事務局として、奈良県災害福祉支援ネットワーク
を設置し、福祉施設関係団体や福祉関係職能団体等との相互協力のもと、令和元年１１月に発足した、
奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の人材養成や派遣体制整備を行い、災害時に避難所等に福
祉専門職のチームを派遣し、要配慮者に対し適切な福祉的な支援を行うことにより二次被害防止を図
る。被災された都道府県や県内市町村からの派遣要請があれば、避難所等に派遣する。

70

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第６ 避難所にお
ける対策

１ 福祉避難所の
整備所の整備

　なお、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等も参照し、福祉避難所の量
的確保にも努めるとともに、その際に、耐震化、要配慮者に配慮したバリアフリー化や要配慮者が使う
ことが想定される物資（紙おむつ、ストーマ用装具、粉ミルク等）の備蓄を行う。市町村は特に、医療
的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をす
るよう努めるものとする。

　なお、国の「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等も参照し、福祉避難所の
量的確保にも努めるとともに、その際に、耐震化、要配慮者に配慮したバリアフリー化や要配慮者が使
うことが想定される物資（紙おむつ、ストーマ用装具、粉ミルク等）の備蓄を行う。市町村は特に、医
療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮を
するよう努めるものとする。

71
第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第７ 情報伝達手
段等の整備

第７ 情報伝達手段の整備 第７ 情報伝達手段等の整備
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72

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第７ 情報伝達手
段等の整備

１ 様々な情報伝
達手段の整備

（新設） 　このように、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるも
のとする。

73

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第７ 情報伝達手
段等の整備

３　情報伝達体
制の整備

（新設） ３　情報伝達体制の整備

74

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第７ 情報伝達手
段等の整備

３　情報伝達体
制の整備

（新設） （１）地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅
　　速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設
　　置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

75

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第７ 情報伝達手
段等の整備

３　情報伝達体
制の整備

（新設） （２）地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通に
　　より迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕
　　組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

76

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第８　防災訓
練、教育の実施

　さらに、可能であれば、地域の社会福祉施設等が行う防災訓練に地域住民や自主防災組織等が参加し
たり、災害時の相互応援協定を締結するなど、地域での協力体制づくりを進めることも望まれる。県は
市町村に対し、防災訓練における避難者受入れ訓練や教育に関する情報を周知するとともに、関係者と
協力連携して進めるよう促していく。

　さらに、可能であれば、地域の社会福祉施設等が行う防災訓練に地域住民や自主防災組織等が参加
し、災害時の相互応援協定を締結するなど、地域での協力体制づくりを進めることも望まれる。県は市
町村に対し、防災訓練における避難者受入れ訓練や教育に関する情報を周知するとともに、関係者と協
力連携して進めるよう促していく。

77

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第９ 要配慮者等
向け生活用品・
食料等の準備

　但し、アレルギー対応食や常備薬などの特殊ニーズについては、要配慮者にできるだけ自分で用意す
るように求めることも必要である。なお、大災害時には輸送ルートの遮断等により、物資がすぐに届か
ない恐れがある点にも留意が必要である。

　但し、アレルギー対応食や常備薬などの特殊ニーズについては、要配慮者にできるだけ自分で用意す
るように求めることも必要である。なお、大災害時には輸送ルートの遮断等により、物資がすぐに届か
ないおそれがある点にも留意が必要である。

78

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第１０　介護職
員等の派遣体制
の整備

（新設） 第１０　介護職員等の派遣体制の整備

79

第２章 災害予防
計画

第４節 要配慮者
の安全確保計画

第１０　介護職
員等の派遣体制
の整備

（新設） 　県は、あらかじめ、介護保険施設、障害者支援施設等に対して、災害時に派遣可能な職員数の登録を
要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣
体制の整備に努めるものとする。

80
第２章 災害予防
計画

第５節 住宅応急
対策準備計画

第０ ０　あ （地域デザイン推進局） （まちづくり推進局）

81
第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

（防災統括室、教育委員会） （防災統括室、知事公室、教育委員会）

82

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第０ ０　あ 　災害発生時における被害の軽減を図るため、県、市町村及び防災関係機関は、防災業務に従事する職
員の防災知識の向上及び技能の習得を図ることはもとより、県民一人ひとりが日頃から災害に対する正
しい知識を身につけるため、防災知識の普及と防災意識の高揚に努めるようにする。

　災害発生時における被害の軽減を図るため、防災関係機関は、防災業務に従事する職員の防災知識の
向上及び技能の習得を図ることはもとより、県民一人ひとりが日頃から災害に対する正しい知識を身に
付けるため、防災知識の普及と防災意識の高揚に努めるようにする。

83

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第１　学校にお
ける防災教育

１　趣旨 　学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育は、災害安全に関する教育と同義であ
り、減災についての教育も含まれ、安全教育の一環として行われるものである。
　防災教育は、「災害に適切に対応する能力の基礎を培う」ために、児童生徒等の発達段階を考慮し
て、関連する教科、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じた展開が必要であ
る。

　学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育は、災害安全に関する教育と同義であ
り、減災についての教育も含まれ、安全教育の一環として行われるものである。

防災教育は、「災害に適切に対応する能力の基礎を培う」ために、児童生徒等の発達段階を考慮し
て、関連する教科、総合的な学習（探究）の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じた展開が必
要である。

84

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第１　学校にお
ける防災教育

１　趣旨 【防災教育のねらい】
（３）自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社会の
安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。
また、発達段階に応じた系統的な指導が必要となることから、次に掲げる各校種毎の目標により児童生
徒等の発達の段階を考慮し指導する。

【防災教育のねらい】
（３）自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社会の
安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。
また、発達段階に応じた系統的な指導が必要となることから、次に掲げる各校種の目標により児童生徒
等の発達の段階を考慮し指導する。

85

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第１　学校にお
ける防災教育

１　趣旨 【各校種毎の目標】
（４）高等学校段階における目標
　　安全で安心な社会づくりへの参画を意識し、地域の防災活動や災害時の支援活動に
　おいて、適切な役割を自ら判断し行動できる。
　　なお、障害のある児童生徒等については、各校種毎の目標の他に、障害の状態、
　発達の段階、特性及び地域の実態に応じて、危険な場所や状況を予測・回避した
　り、必要な場合には援助を求めたりすることができるようにする。

【各校種の目標】
（４）高等学校段階における目標
　　安全で安心な社会づくりへの参画を意識し、地域の防災活動や災害時の支援活動に
　おいて、適切な役割を自ら判断し行動できる。
　　なお、障害のある児童生徒等については、各校種の目標の他に、障害の状態、発達
　の段階、特性及び地域の実態に応じて、危険な場所や状況を予測・回避したり、必要
　な場合には援助を求めたりすることができるようにする。
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86

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第１　学校にお
ける防災教育

３ 防災教育に関
する指導計画の
作成

（５）防災教育の授業を実施するに当たっては、児童生徒等が興味関心を持って積極的に学習に取り組
めるよう、国や自治体、防災関係機関等で作成した指導資料や副読本、視聴覚教材等を活用する。その
際、ＩＣＴを活用するなど指導方法の多様化にも努める。

（５）防災教育の授業を実施するに当たっては、児童生徒等が興味関心を持って積極的に学習に取り組
めるよう、防災関係機関等で作成した指導資料や副読本、視聴覚教材等を活用する。その際、ＩＣＴを
活用するなど指導方法の多様化にも努める。

87

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第２ 県民に対す
る防災知識の普
及

０　あ 　災害から、県民の生命、身体、財産を守るためには、県、市町村、防災関係機関による災害対策の推
進はもとより、県民一人ひとりが災害について関心を持ち、「自らの生命は自ら守る」ことができるよ
う、日頃から災害に対する正しい知識を身につけておく必要がある。
　また、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、避難場所や避難
所で自ら活動する、あるいは県や市町村等が行っている防災活動に協力するなど、防災への寄与に努め
ることが求められる。 
　そのため、県、市町村、防災関係機関は、防災に関する知識の普及啓発活動を積極的に行うことで県
民の防災意識の高揚を図り、県民の災害に対する備えを進める。

　災害から、県民の生命、身体、財産を守るためには、防災関係機関による災害対策の推進はもとよ
り、県民一人ひとりが災害について関心を持ち、「自らの生命は自ら守る」ことができるよう、日頃か
ら災害に対する正しい知識を身に付けておく必要がある。
　また、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、避難場所や避難
所で自ら活動する、あるいは県や市町村等が行っている防災活動に協力するなど、防災への寄与に努め
ることが求められる。 
　そのため、防災関係機関は、防災に関する知識の普及啓発活動を積極的に行うことで県民の防災意識
の高揚を図り、県民の災害に対する備えを進める。

88

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第２ 県民に対す
る防災知識の普
及

１ 普及の内容 （１０）飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 （１０）飼い主による家庭動物（ペット）との同行避難や指定避難所等での飼養及び管理についての準
備

89

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第２ 県民に対す
る防災知識の普
及

２ 普及の方法 　県、市町村、防災関係機関は、各種の広報媒体や講演会などを利用して防災知識の普及啓発に努め
る。
（１）広報媒体の利用（テレビ、ラジオ、新聞、県・市町村広報紙、インターネット等）
（２）講演会・講習会等の開催
（３）パンフレット等の作成
（４）視聴覚教材の貸出
（５）県政出前トーク
（６）災害リスクの現地表示
（７）避難訓練（特に水害・土砂災害等のリスクがある学校）　等

　防災関係機関は、各種の広報媒体や講演会などを利用して防災知識の普及啓発に努める。
（１）広報媒体の利用（テレビ、ラジオ、新聞、県・市町村広報紙、インターネット等）
（２）講演会・講習会等の開催
（３）パンフレット等の作成
（４）視聴覚教材の貸出
（５）災害リスクの現地表示
（６）避難訓練（特に水害・土砂災害等のリスクがある学校）　等

90

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第３ 職員に対す
る防災教育

　県、市町村、防災関係機関は、その所属職員に対して、災害時における適正な判断力を養い、防災活
動を適確に遂行できるよう、講習会、研修会等の実施及び防災知識の手引書等を配布して、防災知識の
普及徹底を図る。

　防災関係機関は、その所属職員に対して、災害時における適正な判断力を養い、防災活動を適確に遂
行できるよう、講習会、研修会等の実施及び防災知識の手引書等を配布して、防災知識の普及徹底を図
る。

91

第２章 災害予防
計画

第６節 防災教育
計画

第５ 災害教訓の
伝承

０　あ 　県及び市町村は、過去に発生した災害の教訓を後世に伝えるために、当該災害に係る資料を収集・保
存し、広く一般に閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味
を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。
　県は、奈良県において過去に発生した災害に基づき制定された３つの「奈良県防災の日・防災週間」
を中心に、災害の教訓の伝承と併せて市町村と合同の災害に応じた訓練、県内一斉訓練及び防災講演会
など各種行事を実施し、地域の防災知識の啓発及び防災力の向上を図る。

　県及び市町村は、過去に発生した災害の教訓を後世に伝えるために、当該災害に係る資料を収集・保
存し、広く一般に閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害
伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。
　県は、奈良県において過去に発生した災害に基づき制定された３つの「奈良県防災の日・防災週間」
を中心に、災害の教訓の伝承とあわせて市町村と合同の災害に応じた訓練、県内一斉訓練及び防災講演
会など各種行事を実施し、地域の防災知識の啓発及び防災力の向上を図る。

92
第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第０ ０　あ （防災統括室、安全・安心まちづくり推進課等） （防災統括室等）

93

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

大規模地震発生時において、県民（自主防災組織等）、県、市町村、防災関係機関等が防災活動を的確
に実施できるよう、地震防災訓練を実施する。特に「住民避難」は、災害による死者をなくす、人命を
守るために重要であり、県及び市町村は住民参加型の避難訓練、避難所開設・運営訓練が積極的に行わ
れるよう必要な支援をしていく。

大規模地震発生時において、県民（自主防災組織等）、防災関係機関等が防災活動を的確に実施できる
よう、地震防災訓練を実施する。特に「住民避難」は、災害による死者をなくす、人命を守るために重
要であり、県及び市町村は住民参加型の避難訓練、避難所開設・運営訓練が積極的に行われるよう必要
な支援をしていく。

94

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第１ 訓練の考え
方

　県民（自主防災組織等）、県、市町村、防災関係機関等が各種防災訓練を行うにあたっては、奈良県
地震被害想定調査報告書等を参考に大規模地震を想定したものとし、夜間・休日等実施時間を工夫する
等様々な条件を設定するとともに、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど、実践的な訓練
となるよう努める。

　県民（自主防災組織等）、防災関係機関等が各種防災訓練を行うにあたっては、奈良県地震被害想定
調査報告書等を参考に大規模地震を想定したものとし、夜間・休日等実施時間を工夫する等様々な条件
を設定するとともに、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど、実践的な訓練となるよう努
める。

95

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第２　県・市町
村が実施する訓
練

１　市町村 （１）防災総合訓練
　各防災関係機関が連携し、非常時に迅速・的確に活動できる体制づくりのため、県民（自主防災組織
等）、国、県、市町村、消防、警察、自衛隊、学校、医療関係者、ライフライン事業者、建設事業者、
通信事業者、ボランティア等が参加する防災総合訓練を実施する。

（１）防災総合訓練
　各防災関係機関が連携し、非常時に迅速・的確に活動できる体制づくりのため、県民（自主防災組織
等）、国、県、市町村、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、学校、医療関係者、ライフライン事業者、
建設事業者、通信事業者、ボランティア等が参加する防災総合訓練を実施する。

96

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第２　県・市町
村が実施する訓
練

１　市町村 （２）各地域での防災訓練
　　②　避難所開設・運営訓練
　　（要配慮者の避難所でのニーズや、被災時の男女及び性的マイノリティのニーズの違い等
　　　に配慮）
　　③ 安否確認訓練
　　（例：平常時から各地区において、災害時の集合場所を決めておき、全員の安否を確認し
　　　た上で避難所に集団避難し、市町村等に報告する）

（２）各地域での防災訓練
　　②　避難所開設・運営訓練
　　（要配慮者の避難所でのニーズや、被災時の性別や個人の特性に応じたニーズの違い等
　　　に配慮することに加え、家庭動物（ペット）の飼養の有無による被災時のニーズの違い
　　　に配慮するよう努める）
　　③ 安否確認訓練
　　（例：平時から各地区において、災害時の集合場所を決めておき、全員の安否を確認した
　　　上で避難所に集団避難し、市町村等に報告する）
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97

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第２　県・市町
村が実施する訓
練

２　県 （１）防災総合訓練
　県は、各防災関係機関が連携し、非常時に迅速・的確に活動できる体制を構築するため、各市町村と
共同で、県民（自主防災組織等）、国、県、市町村、消防、警察、自衛隊、学校、医療関係者、ライフ
ライン事業者、建設事業者、通信事業者、ボランティア等が参加する防災総合訓練を実施する。

（１）防災総合訓練
　県は、各防災関係機関が連携し、非常時に迅速・的確に活動できる体制を構築するため、各市町村と
共同で、県民（自主防災組織等）、国、県、市町村、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、学校、医療関
係者、ライフライン事業者、建設事業者、通信事業者、ボランティア等が参加する防災総合訓練を実施
する。

98

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第２　県・市町
村が実施する訓
練

２　県 （２）市町村への支援
　　④　職員による出前トークの実施　　等

（４）マニュアルに基づく研修・訓練
　　県が策定する「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュアル」及
　び「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づき、災害時に役立つ実働的な訓練や研修を行
　う。

（２）市町村への支援
（削除）

（４）研修・訓練
　　災害時に役立つ実働的な訓練や研修を行う。

99

第２章 災害予防
計画

第７節 防災訓練
計画

第２　県・市町
村が実施する訓
練

３　その他 　県、市町村は、単独または共同して、災害対応の初動体制、情報収集体制、連絡体制の確立のため、
非常参集訓練や、災害対策本部等を設置して行う災害対応図上訓練等を適宜実施し、職員等の災害対応
能力の向上を図る。
　また、地震、水害、土砂災害、林野火災等、災害の種別ごとに、テーマを明確にした実践的な訓練を
実施するよう努める。

　県、市町村は、単独又は共同して、災害対応の初動体制、情報収集体制、連絡体制の確立のため、非
常参集訓練や、災害対策本部等を設置して行う災害対応図上訓練等を適宜実施し、職員等の災害対応能
力の向上を図る。
　また、地震、水害、土砂災害、林野火災等、災害の種別ごとに、テーマを明確にした実践的な訓練及
び大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携した実践的な訓練を実施する
よう努める

100
第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

第００ ０　あ （安全・安心まちづくり推進課） （防災統括室）

101

第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

地震の最初の一撃から、もっとも重視すべき人命を救うためには、発災直後の近隣住民同士による救
出・救護活動が極めて重要となる。このため、地域住民は平時からコミュニケーションをはかり、「自
分たちの地域は自分たちで守る」という意識をもって訓練などの防災活動に自発的に取組むことが重要
である。
県、市町村及び各消防局（本部）は、この取組みに対して適切な支援、助言及び指導を行い、住民の隣
保協同の精神に基づく自主防災組織の育成を図る。

地震の最初の一撃から、もっとも重視すべき人命を救うためには、発災直後の近隣住民同士による救
出・救護活動が極めて重要となる。このため、地域住民は平時からコミュニケーションをはかり、「自
分たちの地域は自分たちで守る」という意識をもって訓練などの防災活動に自発的に取組むことが重要
である。
県、市町村及び各消防局（本部）は、この取組みに対して適切な支援、助言及び指導を行い、住民の隣
保協同の精神に基づく自主防災組織の育成を図る。また、市町村は消防団と自主防災組織や防災士等の
多様な主体との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。

102

第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

第１ 自主防災組
織の活動

１ 平時の活動内
容

１ 平常時の活動内容 １ 平時の活動内容

103

第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

第２ 自主防災組
織の規約・平時
及び発生時の活
動計画等

第２ 自主防災組織の規約・平常時及び発生時の活動計画等 第２ 自主防災組織の規約・平時及び発生時の活動計画等

104

第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

第３ 育成強化対
策

１ 県の育成強化
対策

　県は、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、広域的な観点に立って、組織化及び活
性化を支援するため、次の事業を推進する。
（１）県職員等の防災力を高め、地域防災組織の結成、活性化に向けて指導・助言
（２）市町村への自主防災組織結成促進及び活性化対策の取組みの要請
（３）自主防災組織のリーダー養成のための演習を含む研修会の実施
（４）自主防災に関するアドバイザーの養成と地域への派遣
（５）自主防災組織が主体となり実施する訓練に対するモデル的支援
（６）自主防災組織の結成や活性化を図り、また災害発生時には必要に応じて被災現場の情報
　　収集及び支援情報の伝達等を担う地域防災支援担当者（県職員、ＯＢで構成）の選任及び
　　支援
（７）自主防災組織同士の連携の促進
（８）自主防災組織向け印刷物やインターネット等を用いた情報発信、啓発物品の貸出
（９）優良自主防災組織の表彰とその活動事例の紹介 
（１０）損害補償制度など各種制度や支援策等の周知､活用促進 等

　県は、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、広域的な観点に立って、組織化及び活
性化を支援するため、次の事業を推進する。
（１）県職員等の防災力を高め、地域防災組織の結成、活性化に向けて指導・助言
（２）市町村への自主防災組織結成促進及び活性化対策の取組みの要請
（３）自主防災組織のリーダー養成のための演習を含む研修会の実施
（４）自主防災に関するアドバイザーの養成と地域への派遣
（５）自主防災組織が主体となり実施する訓練に対するモデル的支援
（６）自主防災組織同士の連携の促進
（７）自主防災組織向け印刷物やインターネット等を用いた情報発信、啓発物品の貸出
（８）優良自主防災組織の表彰とその活動事例の紹介
（９）損害補償など各種制度や支援策等の周知､活用促進 等

105

第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

第５　事業者や
住民等との連携

（新設） 第５　事業者や住民等との連携

106

第２章 災害予防
計画

第８節 自主防災
組織の育成等に
関する計画

第５　事業者や
住民等との連携

（新設） 　関係機関が一体となった防災対策を推進するため、地域防災計画において公共的団体又は民間の団体
が災害時等に担うべき役割、当該団体との連携体制の構築や役割分担等に関する基本的な方針を位置付
けることなどによる災害応急対策又は災害復旧に係る事業者等との連携強化を図るとともに、市町村地
域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化を図る。
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107
第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第０ ０　あ （防災統括室、産業・観光・雇用振興部） （防災統括室、産業部）

108

第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第１ 企業・事業
所の役割

１ 災害時に果た
す役割

　企業・事業所（以下、「事業所等」という。）は、災害時に果たすべき役割（生命の安全確保、二次
災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握す
るとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマ
ネジメントの実施に努める。
　災害応急対策または災害復旧に必要な物資もしくは資材または役務の提供を業とする（例：スーパー
マーケット、コンビニエンスストア、飲食料品メーカー、医薬品メーカー、旅客（運送）事業者、建設
業者等）は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、
国または県、市町村が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。

　企業・事業所（以下、「事業所等」という。）は、災害時に果たすべき役割（生命の安全確保、二次
災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握す
るとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマ
ネジメントの実施に努める。
　災害応急対策又は災害復旧に必要な物資もしくは資材又は役務の提供を業とする（例：スーパーマー
ケット、コンビニエンスストア、飲食料品メーカー、医薬品メーカー、旅客（運送）事業者、建設業者
等）は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又
は県、市町村が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。

109
第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第１ 企業・事業
所の役割

２ 平時の対策 ２ 平常時の対策 ２ 平時の対策

110

第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第１ 企業・事業
所の役割

２ 平時の対策 　また、事業所等は、従業員の安全等確保のため、事業所からの避難経路の確保、周知や、避難訓練等
の防災訓練の実施、災害時に公共交通機関の停止等により帰宅できない従業員のための食料等物資の備
蓄に努めるなど、平常時からの防災体制の構築に努めるとともに、従業員の防災意識の高揚、取組の評
価などによる企業防災力の向上に努めるものとする。

　また、事業所等は、従業員の安全等確保のため、事業所からの避難経路の確保、周知や、避難訓練等
の防災訓練の実施、災害時に公共交通機関の停止等により帰宅できない従業員のための食料等物資の備
蓄に努めるなど、平時からの防災体制の構築に努めるとともに、従業員の防災意識の高揚、取組の評価
などによる企業防災力の向上に努めるものとする。
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第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第１ 企業・事業
所の役割

２ 平時の対策 【事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）】
　災害時等にあたっても特定された重要業務が中断しないこと、また、万一事業活動が中断した場合に
あたっても目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、
マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための経営戦略として、その方法、手段
などを予め取り決めておく計画のこと。
　バックアップシステムの整備、バックアップオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の確保、生産
設備の代替などの対策を実施する。

【事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）】
　災害時等にあたっても特定された重要業務が中断しないこと、また、万一事業活動が中断した場合に
あたっても目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、
マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための経営戦略として、その方法、手段
などをあらかじめ取り決めておく計画のこと。
　バックアップシステムの整備、バックアップオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の確保、生産
設備の代替などの対策を実施する。

112
第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第３　市町村の
役割

０　あ 　さらに、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するた
め、商工会・商工会議所と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める。

　さらに、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するた
め、商工会・商工会議所と連携して事業継続力強化支援計画を推進する。

113
第２章 災害予防
計画

第９節 企業防災
の促進に関する
計画

第４　商工団体
等の役割

０　あ 　さらに、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災
対策の普及を促進するため、市町村と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める。

　さらに、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災
対策の普及を促進するため、市町村と連携して、事業継続力強化支援計画を推進する。

114
第２章 災害予防
計画

第１１節 ボラン
ティア活動支援
環境整備計画

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部、関係部局） （地域創造部、関係部局）

115

第２章 災害予防
計画

第１１節 ボラン
ティア活動支援
環境整備計画

第１　災害時に
おけるボラン
ティア活動支援
体制の整備

０　あ 　また、県は、県社会福祉協議会と協働して、大規模災害に備え、平時より、全国域で活動する中間支
援組織（ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）との連
携体制強化を図る。

　また、県は、県社会福祉協議会と協働して、大規模災害に備え、平時より、全国域で活動する災害中
間支援組織（ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）と
の連携体制強化を図るとともに、県域において活動を行う災害中間支援組織（奈良防災プラットフォー
ム連絡会）の育成・機能強化と連携体制の強化に努める。
　市町村は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市町村地域防災計画等において、災
害ボランティアセンターを運営する者（市町村社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努める
ものとする。特に災害ボランティアセンターの設置予定場所については、市町村地域防災計画に明記す
る、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。
　県及び市町村は、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の整備を図るも
のとする。

116

第２章 災害予防
計画

第１１節 ボラン
ティア活動支援
環境整備計画

第４ 災害ボラン
ティア活動の環
境整備・連携体
制の強化

（新設） 第４ 災害ボランティア活動の環境整備・連携体制の強化

117

第２章 災害予防
計画

第１１節 ボラン
ティア活動支援
環境整備計画

第４ 災害ボラン
ティア活動の環
境整備・連携体
制の強化

１ （新設） 　県は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に関する事業者及び県民の関心
と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動への県民の参加を促
進するため必要な措置を講ずるものとする。
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118

第２章 災害予防
計画

第１１節 ボラン
ティア活動支援
環境整備計画

第４ 災害ボラン
ティア活動の環
境整備・連携体
制の強化

２ （新設） 　県は、避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボラン
ティア人材の育成・確保に努める。

119

第２章 災害予防
計画

第１１節 ボラン
ティア活動支援
環境整備計画

第４ 災害ボラン
ティア活動の環
境整備・連携体
制の強化

３ （新設） 　県及び市町村は、災害ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携
し、平時の登録、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における災害ボ
ランティア活動の受入れや調整を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、
被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共
有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。

120

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

（地域デザイン推進局） （まちづくり推進局）

121

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

第０ 震災時のまちにおける災害の発生をできるだけ未然に防止し、地震が発生した場合の被害を可能な限り
軽減する「地震に強いまちづくり」を進めるため、まちの防災構造の強化を行う。
また、地震等の災害時には都市公園が防災公園としての役割を果たすことから、都市公園の体系的な整
備を促進し、防災公園においては災害応急対策施設等の機能整備を進める。

震災時のまちにおける災害の発生をできるだけ未然に防止し、地震が発生した場合の被害を可能な限り
軽減する「地震に強いまちづくり」を進めるため、まちの防災構造の強化を行う。
また、地震等の災害時には都市公園が防災公園としての役割を果たすことから、都市公園の体系的な整
備を促進し、防災公園においては災害応急対策施設等の機能整備を進める。
さらに、被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行えるよう、事前復興まちづくり計画策定等の復興
事前準備に努めるものとする。

122

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

第２ 災害に備え
た計画的なまち
づくり

２ 災害に強い計
画的な土地利用

　災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画マスタープランに防
災に関する都市計画の方針を定め、都市計画との連携により、まちの防災構造の強化に努める。

　災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画マスタープランに防
災に関する都市計画の方針を定め、都市計画との連携により、まちの防災構造の強化に努める。また、
災害復旧や災害からの復興に必要な事前準備をするものとする。

123

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

第２ 災害に備え
た計画的なまち
づくり

２ 災害に強い計
画的な土地利用

（２）防災を考慮した土地利用
　県及び市町村は、溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市街化区域に編入
しないなど防災を考慮した土地利用を進める。

（２）防災を考慮した土地利用
　県及び市町村は、溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市街化区域に編入
しないなど防災・減災対策を幅広く考慮した土地利用を進める。

124

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

第３ 災害に備え
た取組

３ 災害に強いま
ちづくり施策

（２）空家等の状況の確認
　市町村は、二次災害の防止等のため、平常時より災害による被害が予測される空家等の状況の確認に
努める。

（２）空家等の状況の確認
　市町村は、二次災害の防止等のため、平時から災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努
める。

125

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

第３　災害に備
えた取組

３　災害に強い
まちづくり施策

（新設）

（３）都市防災総合推進事業の活用
　市街地の防災機能を強化するため、避難場所、道路、公園、防災まちづくりの拠点施設の整備、避難
場所、避難路等周辺の建築物の不燃化・難燃化を図る。
（４）土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用
　　①　土地区画整理事業の活用
　　　　都市災害の防止を図るため、道路・公園等の生活基盤施設と住宅地を一体的に
　　　整備するとともに、既成市街地及びその周辺部のスプロール化を防止し、健全な
　　　市街地の形成を図る。
　　②　市街地再開発事業の活用
　　　　地震、火災等の災害危険度の低下を図るため、市街地において建築物及び公共
　　　施設等の整備を行い、土地の合理的かつ健全な高度利用と公共空地の確保等、都
　　　市機能の更新を図る。
（５）都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）の活用
　防災機能を強化するため、都市再生整備区画内において、地域生活基盤施設として地域防災施設（耐
震性貯水槽、備蓄倉庫等）の整備を図る。
（６）災害時拠点強靱化緊急促進事業
　南海トラフ地震等の大規模災害時に発生する帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市機能として事前
に確保するため、災害時に帰宅困難者等の受入拠点となる施設の整備を促進する。

（３）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置の活用
　県及び市町村は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある
所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づ
く措置を活用した防災対策を推進する。
（４）都市防災総合推進事業の活用
　市街地の防災機能を強化するため、避難場所、道路、公園、防災まちづくりの拠点施設の整備、避難
場所、避難路等周辺の建築物の不燃化・難燃化を図る。
（５）土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用
　　①　土地区画整理事業の活用
　　　　都市災害の防止を図るため、道路・公園等の生活基盤施設と住宅地を一体的に
　　　整備するとともに、既成市街地及びその周辺部のスプロール化を防止し、健全な
　　　市街地の形成を図る。
　　②　市街地再開発事業の活用
　　　　地震、火災等の災害危険度の低下を図るため、市街地において建築物及び公共
　　　施設等の整備を行い、土地の合理的かつ健全な高度利用と公共空地の確保等、都
　　　市機能の更新を図る。
（６）都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）の活用
　防災機能を強化するため、都市再生整備区画内において、地域生活基盤施設として地域防災施設（耐
震性貯水槽、備蓄倉庫等）の整備を図る。
（７）災害時拠点強靱化緊急促進事業
　南海トラフ地震等の大規模災害時に発生する帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市機能として事前
に確保するため、災害時に帰宅困難者等の受入拠点となる施設の整備を促進する。
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126

第２章 災害予防
計画

第１２節 まちの
防災構造の強化
計画

第４ 防災空間の
整備拡大

　併せて防災公園においては、耐震性貯水槽、備蓄倉庫などの災害応急対策施設及び臨時ヘリポートと
しての利用可能な広場等についても整備を進める。

　あわせて防災公園においては、耐震性貯水槽、備蓄倉庫などの災害応急対策施設及び臨時ヘリポート
としての利用可能な広場等についても整備を進める。

127
第２章 災害予防
計画

第１３節　建築
物等災害予防計
画

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部、地域デザイン推進局、教育委員会） （地域創造部、まちづくり推進局、教育委員会）

128

第２章 災害予防
計画

第１３節　建築
物等災害予防計
画

第５　文化財建
造物等の耐震性
向上対策

２　災害時の応
急対応体制の確
立

　県は、災害発生時において、文化財の所有者または管理者及び市町村から被害状況を収集し、被害拡
大防止のため、状況の詳細確認を行う県の文化財建造物修理技術職員を現地に早急に派遣する。そのた
めの体制および活動指針は平成１８年７月策定の「文化財災害対応マニュアル」(平成２０年４月改訂)
による。

　県は、災害発生時において、文化財の所有者又は管理者及び市町村から被害状況を収集し、被害拡大
防止のため、状況の詳細確認を行う県の文化財建造物修理技術職員を現地に早急に派遣する。そのため
の体制及び活動指針は平成１８年７月策定の「文化財災害対応マニュアル」(令和５年４月改訂)によ
る。

129

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第００ ０　あ 道路管理者は、定期的にパトロールを実施するとともに、なら安心みちネットプランに基づき道路ネッ
トワークの遮断回避を重視した計画的な防災対策に取り組む。また、防災関係機関との連携を緊密に
し、救急・救助等が迅速に実施出来るよう体制も整備する。

道路管理者は、同計画に基づく道路の整備を進めるとともに、定期的にパトロールや点検を実施し道路
ネットワークの遮断回避を重視した計画的な防災対策に取り組む。また、防災関係機関との連携を緊密
にし、救急・救助等が迅速に実施出来るよう体制を整備するものとする。

130

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第１　道路施設
等の整備

第１ 道路施設等の耐久性の強化 第１　道路施設等の整備

131

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第１　道路施設
等の整備

　道路管理者は、緊急輸送道路のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐久性の強化を図
る整備を計画的に推進する。そのため、橋梁、トンネル、舗装、法面･盛土･擁壁等、道路附属物の５分
野を対象に、道路ストックの総点検を実施し、その結果に基づいて防災対策の強化を進める。強化にあ
たっては、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を積極的に活用する。

（削除）

132

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第１　道路施設
等の整備

１ 道路の整備
　道路の被害は、切土部や山すそ部においては土砂崩落・落石等が、高盛土部での法面崩壊や地すべり
等が予想される。平成２３年９月の紀伊半島大水害では、県の南部や東部を中心に深刻な被害に見舞わ
れ、多くの箇所で道路が寸断され、通行止めを余儀なくされた。そのような中、橋・トンネルからなる
高い規格で整備された区間については、壊れることなく緊急車両や復旧車両の通行に役立つなど、災害
に強い道路の必要性が強く認識された。紀伊半島沿岸部における大震災や大規模水害等への対応力を高
めるうえで、救命・救急活動や物資輸送等の緊急輸送道路網として、京奈和自動車道、国道１６８号五
條新宮道路、国道１６９号などで形成される災害に強い紀伊半島アンカールートの早期整備が必要であ
る。緊急輸送道路や重要物流道路（代替・補完路含む）に指定された路線については、特に重点的に防
災対策の強化が必要である。
（１）事業中及び今後事業実施予定の箇所について、整備を進める。
（２）その他の箇所については、道路防災総点検を実施し、補修等対策工事の必要箇所を指定して、緊
急度の高い箇所から防災対策を進める。
① 道路防災総点検
落石等の自然災害により道路交通への被害の発生の恐れのある箇所を把握する。
② 道路の災害補修工事
道路防災総点検の結果に基づき、道路の防災工事が必要な箇所を指定し、その対策工事を実施する。

（削除）
　道路の被害は、切土部や山すそ部の土砂崩落・落石、高盛土部の法面崩壊や地すべり、橋梁の損傷、
電柱の倒壊等が予想される。平成２３年９月の紀伊半島大水害では、県の南部や東部を中心に深刻な被
害に見舞われ、多くの箇所で道路が寸断、通行止めを余儀なくされた。そのような中、橋・トンネルか
らなる高い規格で整備された区間については被害が少なく、緊急車両や復旧車両の通行に役立つなど、
災害に強い道路の必要性が強く認識された。
　大震災や大規模水害等への対応力を高めるうえで、救命・救急活動や物資輸送等の緊急輸送道路網と
して、京奈和自動車道、国道１６８号五條新宮道路、国道１６９号奈良中部熊野道路などで形成される
災害に強い紀伊半島アンカールートをはじめとした道路ネットワークの早期整備が必要である。緊急輸
送道路や重要物流道路（代替・補完路含む）に指定された路線については、特に重点的に防災対策の強
化が必要である。
　道路管理者は、災害時の道路機能の確保を図るため、道路施設等の整備を計画的に推進する。また、
道路ストックの適切な維持管理及び修繕、強化を実施し、防災対策を推進する。これらの取り組みにあ
たっては、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」及び「第１次国土強靱化実施中期計
画」を積極的に活用する。
（１）「奈良県道路整備基本計画」に基づき、事業中及び今後事業実施予定の箇所について、
　　整備を進める。
（２）道路防災総点検に基づき、道路の災害防除工事が必要な箇所を選定し、緊急度の高い箇
　　所から工事を進める。

133

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第１　道路施設
等の整備

２ 橋梁の整備
橋梁は、道路機能を確保するために特に重要な道路施設であるため、緊急輸送道路ネットワークに指定
された路線については、特に重点的に耐久性の強化を進める。
（１）事業中及び今後事業実施予定の箇所については、「道路橋示方書・同解説（平成２９年改定公益
社団法人日本道路協会）」に基づき整備を進める。
（２）その他の箇所については、橋梁の耐震補強や、奈良県橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修等の対
策工事の必要な箇所を指定し、施設の強化を図るための補強整備を進める。

（削除）
（３）橋梁は、道路機能を確保するために特に重要な道路施設であるため、道路の途絶による
　　孤立が長期化しないよう、緊急輸送道路に指定された路線については、特に重点的に防災
　　対策の強化を進める。
　　①　新設する橋梁については、最新の「橋、高架の道路等の技術基準（道路橋示方書）」
　　　に基づき整備を進める。
　　②　既設の橋梁については、定期点検を行い、点検結果や奈良県橋梁長寿命化修繕計画に
　　　基づいて補修、架け替え等の対策を進める。また、落橋、倒壊等の致命的な損傷を受
　　　け、ネットワーク機能を完全に喪失する事態を回避することを最優先として、迂回路の
　　　有無や距離、二次被害の防止等を考慮し整備の優先順位を定め、耐震補強(耐震性能
　　　２の確保)に取り組む。
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第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第１　道路施設
等の整備

３ トンネル・ロックシェッドの整備
　道路機能を確保するため、トンネル及びロックシェッドの安全点検を行い、緊急輸送道路に指定され
た路線のうち補修等対策工事の必要な箇所について、特に重点的に整備を進める。

（削除）
（４）道路機能を確保するため、トンネル及びロックシェッドの定期点検を行い、緊急輸送道
　　路に指定された路線については、特に重点的に補修等の対策を進める。

135

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第１　道路施設
等の整備

４ 道路付帯施設等の整備
　道路に付帯する各種施設の災害後の道路機能を確保するため、緊急輸送道路に指定された路線につい
ては、電柱の倒壊等による道路閉塞を防止するため電線共同溝の整備を推進する。

（削除）
（５）道路に付帯する各種施設の災害後の道路機能を確保するため、緊急輸送道路に指定され
　　た路線については、電柱の倒壊等による道路閉塞を防止するため、区域を指定した上で、
　　災害復旧活動に大きな支障をきたす電柱の道路占用を禁止又は制限し、電線共同溝の整備
　　を推進する。

136

第２章 災害予防
計画

第１４節 災害に
強い道づくり

第２ 連絡体制の
整備

２ 防災関係機関
との応援体制

（１）災害発生時は、警察、消防、自衛隊等防災関係機関との連携が重要である。そのため、事故情
報、被害状況及び各機関の応急対策の実施状況等の情報を相互に共有し、有機的かつ迅速に対応出来る
体制を整える。
（２）道路災害による負傷者等が発生した場合に備え、道路管理者、医療機関及び消防機関等
　　は、救助・救急・医療及び消火活動について平常時より機関相互間の連携強化を図る。

（１）災害発生時は、警察、消防及び防災関係機関との連携が重要である。そのため、事故情報、被害
状況及び各機関の応急対策の実施状況等の情報を相互に共有し、有機的かつ迅速に対応出来る体制を整
える。
（２）道路災害による負傷者等が発生した場合に備え、道路管理者、医療機関及び消防機関等
　　は、救助・救急・医療及び消火活動について平時から機関相互間の連携強化を図る。

137

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

（県土マネジメント部、警察本部） （防災統括室、地域創造部、福祉保険部、産業部、県土マネジメント部、警察本部）

138

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

１ 緊急輸送道路
の整備方針

　緊急輸送道路は、発災後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐震性の強化を図る整
備を計画的に推進する。このため、当面は第五次地震防災緊急事業五箇年計画（平成２８年度～令和２
年度）により整備計画を定め、逐次整備を進める。
　また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を積極的に活用し、緊急
性や実現性を踏まえ整備を推進する。

　緊急輸送道路は、発災後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐震性の強化を図る整
備を計画的に推進する。このため、当面は第六次地震防災緊急事業五箇年計画（令和３年度～令和７年
度）により整備計画を定め、逐次整備を進める。
　また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」及び「第１次国土強靱化
実施中期計画」を積極的に活用し、緊急性や実現性を踏まえ整備を推進する。

139

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

０　あ 表１　防災拠点の機能区分　【広域防災拠点（果たすべき機能）】
・緊急物資、復旧用資機材の備蓄
・地域内外からの物資の集積、配送拠点
・救援、復旧活動に当たる基幹の駐屯拠点

表１　防災拠点の機能区分　【広域防災拠点（果たすべき機能）】
下記のうち、いずれかの機能を有する拠点
　・応援部隊が被災地に進出するための目標拠点
　・被災地において部隊の指揮、宿営、燃料補給等を行う拠点
　・支援物資を受け入れ、これを被災地に送り出す拠点
　・航空機による医療搬送や物資の受け入れ等が可能な拠点

140

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

表１　防災拠点の機能区分　【広域防災拠点（種別）】
地方公共団体（県）

表１　防災拠点の機能区分　【広域防災拠点（種別）】
地方公共団体
地方独立行政法人

141

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

０　あ 表１　防災拠点の機能区分　【広域防災拠点（対応施設）】
県営競輪場
第二浄化センター
消防学校
吉野川浄化センター

表１　防災拠点の機能区分　【広域防災拠点（対応施設）】
北部中核拠点（県立橿原公苑）
北部中核拠点（県立医科大学畝傍山キャンパス）
北部中核拠点（橿原運動公園）
南部中核拠点
県営競輪場
第二浄化センター
消防学校
吉野川浄化センター
道の駅クロスウェイなかまち
県営馬見丘陵公園
奈良市都祁󠄀生涯スポーツセンター
宇陀市総合体育館
昴の郷
道の駅きなりの郷 下北山

142

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

０　あ 表２　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）【路線名（一般国道指定区間外）】
（新設）

表２　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）【路線名（一般国道指定区間外）】
国道425号
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第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

表２　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）　【路線名（市町村道）】
（新設）

表２　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）　【路線名（主要地方道）】
枚方大和郡山線（都市計画道路石木城線）

144

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

０　あ 表２　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）【路線名（一般国道指定区間外）】
（新設）

表２　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第１次）【路線名（一般国道指定区間外）】
壱分乙田線（生駒市）

145

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

表３　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）【路線名（一般都道府県道）】
（新設）
（新設）

表３　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）【路線名（一般都道府県道）】
榛原菟田野御杖線
奈良大和郡山線

146

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

表３　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）【路線名（一般都道府県道）】
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
大和郡山上三橋線
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

表３　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）【路線名（一般都道府県道）】
桜井田原本王寺線
京終停車場薬師寺線
橿原神宮公苑線
戸毛久米線
（削除）
畝傍御陵前停車場四条線
五條停車場線
粟原榛原線
平畑運動公園線

147

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第２　緊急輸送
道路の整備

表３　緊急輸送道路ネットワーク路線名（第２次）　【路線名（市町村道）】
一分乙田線（生駒市）
乙田東山線（生駒市）
東山支線（生駒市）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

表３　緊急輸送道路ネットワーク路線名　【路線名（市町村道）】
（削除）
（削除）
（削除）
711号線（天理市）
塩井菅野線（曽爾村）
今井掛線（曽爾村）
白髪線（御杖村）

148

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第３ 緊急通行車
両等の確認事務
等

第３ 緊急通行車両等の事前届出 第３ 緊急通行車両等の確認事務等

149

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第３ 緊急通行車
両等の確認事務
等

１ 防災関係機関
の確認申出

１ 防災関係機関の届出 １ 防災関係機関の確認申出

150

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第３ 緊急通行車
両等の確認事務
等

１ 防災関係機関
の確認申出

　県及び市町村等防災関係機関は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、緊急通行車両の事
前届出制度を活用し、緊急通行車両として使用される車両について県公安委員会に事前に届出を行う。

　防災関係機関等は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、災対法施行令に基づく緊急通行
車両の届出について可能な限り、災害発生前に県公安委員会に届出を行う。

151

第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第３ 緊急通行車
両等の確認事務
等

２　公安委員会
の緊急通行車両
確認証明書の交
付

２ 公安委員会の緊急通行車両等事前届出済証の交付 ２　公安委員会の緊急通行車両確認証明書の交付
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第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第３ 緊急通行車
両等の確認事務
等

２　公安委員会
の緊急通行車両
確認証明書の交
付

　公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第３３条第１項の規
定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認について事前届出を受理し、審査の結
果、緊急通行車両に該当すると認められるものについて、「緊急通行車両事前届出済証」を交付する。
（新設）
（詳細については、「第３章第２２節　災害警備、交通規制計画」参照）

　公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第３３条第１項の規
定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認申出を受理し、審査の結果、緊急通行
車両に該当すると認められるものについて、「緊急通行車両確認証明書」と「標章」を交付する。
　また、県及び公安委員会は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊急通行車両確
認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び普及を図るものとする。
（詳細については、「第３章第２２節　災害警備、交通規制計画」参照）
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第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第４　緊急輸送
活動

（新設） 第４　緊急輸送活動
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第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

第４　緊急輸送
活動

（新設） 　道路管理者は、自然災害発生後の道路の障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含み、ま
た、雪害においては道路の除雪を含む。）による道路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づき、協議
会の設置によって他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開計画を作成するととも
に、定期的な見直しを行うものとする。
　また、道路管理者は、当該計画も踏まえて、道路啓開、応急復旧等（以下「道路啓開等」という。）
に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体等との協定の締結を推進するものとする。
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第２章 災害予防
計画

第１５節 緊急輸
送道路の整備計
画

奈良県緊急輸送道路ネットワーク図
図修正

奈良県緊急輸送道路ネットワーク図
図修正
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第０ ０　あ （防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン関係機関） （防災統括室、環境森林部、県土マネジメント部、ライフライン関係機関）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第１ 水道 0 　水道事業者及び水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、震災時における被害の
拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制の整備に努める。
　また、県は、水道事業者等との日頃からの連携に努め、水道事業者等の防災体制の整備を促進する。

　水道事業者及び水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、震災時における被害の
拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制の整備に努める。ま
た、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあら
かじめ定めておくなど、上下水道一体となった対応に努めるものとする。さらに、宅内配管についても
迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努めるものとする。
　県は、水道事業者等との日頃からの連携に努め、水道事業者等の防災体制の整備を促進する。
　市町村は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するための登録制度
や、防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等により、代替水源の確保に努めるものとす
る。
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第１ 水道 １ 水道施設の耐
震化

　水道事業者等は、取水施設・浄水場・配水池・主要管路等重要度の高い基幹施設等について、施設の
新設・拡張・改良と併せて計画的に耐震化を図る。
　また、老朽管路の更新は、耐震性の高い管材料、伸縮可とう継手の採用等に努めるものとし、併せて
配水ブロック（緊急遮断弁の設置）による被害区域の限定化等の事故時対策を進める。

　水道事業者等は、取水施設・浄水場・配水池・主要管路等重要度の高い基幹施設等について、施設の
新設・拡張・改良とあわせて計画的に耐震化を図る。
　また、老朽管路の更新は、耐震性の高い管材料、伸縮可とう継手の採用等に努めるものとし、あわせ
て配水ブロック（緊急遮断弁の設置）による被害区域の限定化等の事故時対策を進める。
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第２　下水道 （新設） 　下水道事業者は、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧す
べき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった対応に努めるものとする。さらに、宅内
配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努めるものとする。（再掲）

18 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

160

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

１　防災教育
　災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、検討会・講演会の開催、社
内報への関連記事の掲載等の方法により、従業員に対する防災教育を実施し、従業員の災害に対する認
識を深めるとともに、防災意識の高揚に努める。
２　防災訓練
　災害対策を円滑に推進するため、年１回以上、防災訓練を実施し、非常事態において有効に機能する
ことを確認する。
　また、国および地方公共団体等が実施する防災訓練には積極的に参加する。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

３　電力設備の災害予防措置に関する事項
各種災害対策として、必要に応じ以下の設備対策を実施する。
（１）水力発電設備
　ダムについては、発電用水力設備の技術基準、河川管理施設等構造令およびダム設計基準に基づき、
堤体に作用する地盤振動に耐えるよう設計する。
　水路工作物ならびに基礎構造が建物基礎と一体である水車および発電機については、地域別に定めら
れた地盤震度を基準として、構造物の応答特性を考慮した修正震度法により設計を行う。
　その他の電気工作物の耐震設計は、発電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案する
ほか、発電用水力設備の技術基準に基づいて行う。
　建物については、建築基準法による耐震設計を行う。
（２）送電設備
　架空送電線路は、電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が、地震動による荷重を上回るた
め、同基準に基づき設計を行う。
　地中電線路の終端接続箱および給油装置については、「変電所等における電気設備の耐震対策指針」
に基づいて設計を行う。
　洞道は、土木学会「トンネル標準示方書」等に基づいて設計を行う。
　また、地盤条件に応じて、可とう継手や可とう性のある管路を採用するなど、耐震性を考慮した設計
を行う。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

（３）変電設備
　機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、電気技術指針
「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行う。
　建物については、建築基準法による耐震設計を行う。
（４）配電設備
　架空配電線路は、電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が、地震動による荷重を上回るた
め、同基準に基づいて設計を行う。
　地中配電線路は、地盤条件に応じて、可とう性のある継手や可とう性のある管路を採用するなど、耐
震性を考慮した設計を行う。
（５）通信設備
　電力保安通信規程等に基づき耐震設計を行う。また、主要通信回線の代替ルートを確保し、通信機能
の維持を図る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

４　防災業務施設及び設備の整備
（１）観測、予報施設及び設備
　局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の災害対策を図る
ため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。
　　①　雨量、流量、風向、風速、気圧、水位、雷雨の観測施設及び設備
　　②　地震動観測設備
（２）通信連絡施設及び設備
　災害時の情報連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限にするため、必要に応
じ、次の諸施設及び設備の整備並びに情報伝達手段の強化を図る。
　　①　無線伝送設備
　　　(ｱ)マイクロ波無線等の固定無線回線
　　　(ｲ)移動無線設備
　　　(ｳ)衛星通信設備
　　②　有線伝送設備
　　　(ｱ)通信ケーブル
　　　(ｲ)電力線搬送設備
　　　(ｳ)通信線搬送設備、光搬送回線
　　③　交換設備
　　④　ＩＰネットワーク回線
　　⑤　通信用電源設備
　　　　夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、社内の一斉連絡・安否
　　　確認システムを用いて確実な情報伝達に努める。また、前号に定める「通信連絡施設
　　　および設備」に加え、必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど
　　　伝達手段の多様化を図る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

（３）非常用電源設備
　復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通信設備、照明等
の非常用電源を確保する。
（４）コンピューターシステム
　コンピューターシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファイルの多重化や
分散保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図る。
　特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限必要なネット
ワーク機器は、建築基準法に基づく地震対策、火災対策浸及び浸水対策を施した建物に収容するととも
に、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

（５）水防・消防に関する施設及び設備等
　被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設および設備の整備を図る。
　　①　水防関係
　　　(ｱ)ダム管理用観測設備
　　　(ｲ)ダム操作用の予備発電設備
　　　(ｳ)防水壁、防水扉等の浸水対策施設
　　　(ｴ)排水用のポンプ設備
　　　(ｵ)各種舟艇及び車両等のエンジン設備
　　　(ｶ)警報用設備
　　②　消防関係
　　　(ｱ)消火栓、消火用屋外給水設備
　　　(ｲ)各種消火器具及び消火剤
　　　(ｳ)火災報知器、非常通報設備等の通信施設及び設備
（６）石油等の流出による災害を防止する施設及び設備等
　被害の軽減を図るため、法に基づき、次の施設及び設備の整備を図る。
　　①　防油堤、流出油等防止堤、ガス検知器、漏油検知器
　　②　オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等資機材
（７）その他災害復旧用施設及び設備
　重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、移動用発変電設備等を確保し、整備・
点検を行う。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

５　復旧用資機材等の確保及び整備
（１）復旧用資機材の確保
　災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。
（２）復旧用資機材等の輸送
　平常時から復旧用資機材の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等の輸送力確保に
努める。
（３）復旧用資機材の整備点検
　平常時から復旧用資機材の数量把握及び整備点検を行う。
（４）復旧用資機材資機材の広域運営
　平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行う。災害発生時の不足資機材の調達を迅速、容易にする
ため、広域機関の「防災業務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材の相互融通体制を整えておく。
（５）食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄
　平常時から食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。
（６）復旧用資機材等の仮置場の確保
　災害発生時に、仮置場の借用交渉を行うことは、難航が予想されるため、あらかじめ公共用地等の候
補地について、地方防災会議の協力を得て、用地確保の円滑化を図る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

６　電気事故の防止
（１）電気工作物の巡視、点検、調査等
　電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、さらに事故の未然防止を図るた
め、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には、特別の巡視）及び自家用需要
家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電事故の防止を図るほか、漏電等により出火にい
たる原因の早期発見とその改修に努める。
（２）広報活動
　　①　電気事故防止ＰＲ
　　　　災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、電気火
　　　災を未然に防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を行う。
　　　(ｱ)無断昇柱、無断工事をしないこと。
　　　(ｲ)電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やか　
　　　に送配電コンタクトセンターへ通報すること。
　　　(ｳ)断線垂下している電線には、絶対にさわらないこと。
　　　(ｴ)大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付けすること、
　　　及び電気工事店等で点検してから使用すること。
　　　(ｵ)屋外に避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。
　　　(ｶ)電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認するこ
　　　と。
　　　(ｷ)その他事故防止のため留意すべき事項。
　　②　ＰＲの方法
　　　　電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、
　　　ホームページ及びＳＮＳ等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配布し認
　　　識を深める。
　　③　停電関連
　　　　自治体や行政機関等を通じて、病院等の重要施設及び人工透析などの医療機器等使用
　　　者の、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、非常用電源設
　　　備の設置や使用訓練などを要請する。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） １　応急復旧体制の強化

169

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） （１） 被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備・強化に努める。
（２）災害対策組織をあらかじめ定めておく。また、災害により拠点が被災した場合の災害対
　　策活動拠点についてもあらかじめ定めておく。
（３）対策要員の動員体制を整備する。
（４）重要施設への電力を確保するため、優先復旧についてあらかじめ計画を策定する。
（５）平時から地方防災会議への参加により災害時の情報提供、収集等、相互連携体制を整備
　　しておく。
（６）防災関係機関との連携強化により平時の各種訓練の相互参画、定期的な会議及び情報交
　　換の実施、災害発生時の連絡体制の確立、相互協力を行う。

170

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

２　災害対策用
資機材の整備、
点検

（新設） ２　災害対策用資機材の整備、点検
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171

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

２　災害対策用
資機材の整備、
点検

（新設） （１）災害復旧用資機材の確保体制を整備する。
（２）災害対策用設備（移動用変圧器等）を整備する。
（３）災害対策車両（発電機車等）を整備する。
（４）資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。
（５）衛星携帯電話の配備等、情報通信手段の多様化を図る。

172

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

３　防災訓練 （新設） ３　防災訓練

173

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

３　防災訓練 （新設） 　災害対策を円滑に推進するため、年１回以上、防災訓練を実施し、非常事態において有効に機能する
ことを確認する。

174

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

４　協力応援体
制の整備

（新設） ４　協力応援体制の整備

175

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第３　電力（関
西電力株式会
社、関西電力送
配電株式会社）

４　協力応援体
制の整備

（新設） 　単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力を得る体制を整備する。
（１）復旧用資機材、要員について、他電力会社および電源開発株式会社等と相互の応援体
　　制を整備する。
（２）災害時の一時的な供給力不足に対応するため、「二社間融通電力受給契約」及び電
　　力広域的運営推進機関の指示に基づき他電力会社との電力融通体制を確保する。

176

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

第４　電信電話施設 第４　電信電話施設（ＮＴＴ西日本株式会社、株式会社ドコモＣＳ関西、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバ
ンク株式会社、楽天モバイル株式会社、こまどりケーブル株式会社）

177

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

１　西日本電信電話株式会社
　ＮＴＴ西日本は、地震災害等が発生した場合に電気通信サービスを確保するため、関係法令に定める
地域及び災害実績等を参考とし、電気通信設備等の防災に関する計画を策定し、実施するものとする。
（１）電気通信設備等の防災計画
　　①　電気通信設備等の高信頼化
　　　(ｱ)震災対策
　　　　災害に備えて、主要な電気通信設備等について耐震・耐火・耐水構造化を行
　　　う。 
　　　(ｲ)火災対策
　　　　・火災に備え、主要な電気通信設備等について耐火構造化を行う。
　　　　・建物の不燃化並びに耐火構造化を実施するとともに延焼防災のため防火扉、
　　　　防火シャッターを設置する。
　　　　・火災報知器・警報設備並びに消火設備を常備する。
　　②　電気通信システムの高信頼化
　　　(ｱ)重要通信センターの分散設置並びに中継伝送路の他ルート構成あるいはループ
　　　　化構造とする。
　　　(ｲ)通信ケーブルの地中化を推進する。 
　　　(ｳ)重要な電気通信設備について必要な予備電源を設置する。
　　　(ｴ)重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を
　　　　確保するため、２ルート化を推進する。

（削除）
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178

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（２）災害対策用機器並びに車両の確保
　災害が発生した場合において、電気通信サービスを確保し、被害を迅速に復旧するために災害対策用
機器並びに車両を配備する。
（３）災害対策用資機材等の確保と整備
　　①　災害対策用資機材等の確保
　　　　災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧用資材、器具、工具、防
　　　災用機材、消耗品等の確保に努める。
　　②　災害対策用資機材等の輸送
　　　　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策用機器、資材及び
　　　物資等の輸送を円滑に行うため、必要に応じ、あらかじめ輸送ルート、確保すべき車
　　　両、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合の連絡方法等の輸
　　　送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。
　　③　災害対策用資機材等の整備点検
　　　　災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を行
　　　い非常事態に備える。
　　④　食料、医薬品等生活必需品の備蓄
　　　　非常事態に備え食糧、飲料水、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定めて確保す
　　　る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（４）情報伝達方法の確保
　災害時等の緊急情報伝達に備え、必要な会社間・会社内の組織及びグループ会社等と迅速かつ的確に
伝達するため、その経路・方法・連絡責任者の指名、その他必要事項を整備し、維持する。
（５）防災に対する教育、訓練
　　①　防災業務を安全かつ迅速に遂行しうるよう、社員等に対し防災意識を啓発し、必要な
　　　教育を実施する。
　　②　県、市町村防災会議等が主催する総合的な防災訓練に積極的に参画する。
（６）災害時優先電話
　県、市町村及び防災関係各機関の申し出により、あらかじめ指定した加入電話を災害時優先措置する
ものとする。
　なお、県、市町村及び防災関係機関は、各機関の加入電話が災害時優先措置されるようＮＴＴ西日本
に申し出により、協議し決定するものとする。

（削除）

180

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

２　株式会社ドコモＣＳ関西（携帯電話）
　株式会社ドコモＣＳ関西は、ＮＴＴグループで定めている「防災業務計画」に基づき、以下のとおり
実施する。
（１）防災教育
　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全確保を図るとともに関係社員が
迅速かつ適切に防災業務を遂行しうるよう防災に関する教育を実施する。
（２）防災訓練
　防災を円滑、かつ迅速に実施するため、防災訓練を年１回以上実施する。
　　①　災害予報及び警報の伝達
　　②　非常招集
　　③　災害時における通信そ通確保
　　④　各種災害対策用機器の操作
　　⑤　電気通信設備等の災害応急復旧
　　⑥　消防及び水防
　　⑦　避難及び救護

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（３）総合防災訓練への参加
　中央防災会議、或いは地方防災会議等が主催して行う総合的な防災訓練に積極的に参加し、これに協
力する。
（４）電気通信設備等に対する防災計画
　　①　電気通信設備等の高信頼化
　　　　災害の発生を未然に防止するため、電気通信設備と、その附帯設備（建物を含む。
　　　以下「電気通信設備等」という。）の防災設計を実施する。
　　②　電気通信システムの高信頼化
　　　　災害が発生した場合においても通信を確保するため、通信網の整備を行う。
　　③　電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化
　　　　電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等の
　　　ファイル類について災害時における滅失、若しくは損壊を防止するため、保管場所の分
　　　散、耐火構造容器への保管等の措置を講ずる。
　　④　災害時措置計画
　　　災害時等において、重要通信の確保を図るため、伝送措置、交換措置及び網措置に関す
　　る措置計画を作成し、現行化を図る。
（５）重要通信の確保
　　①　災害時に備え、重要通信に関するデータベースを整備する。
　　②　常時そ通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。
　　③　災害時には、設備の状況を監視しつつ必要に応じてトラヒックコントロールを行い電
　　　気通信のそ通を図り、重要通信を確保する。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（６）災害対策用機器及び車両等の配備
　災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するためにあらかじめ保管場所及び数量を
定め、必要に応じて機器及び車両等を配備する。
（７）災害対策用資機材等の確保と整備
　　①　災害対策用資機材等の確保
　　　　災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧用資材、器具、工具、防
　　　災用機材、消耗品等の確保に努める。
　　②　災害対策用資機材等の輸送
　　　　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策用機器、資材及び
　　　物資等の輸送を円滑に行うため、必要に応じ、あらかじめ輸送ルート、確保すべき車
　　　両、船舶、ヘリコプタ等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合の連絡方法等
　　　の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。
　　③　災害対策用資機材等の整備点検
　　　　災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を行
　　　い非常事態に備える。
　　④　災害対策用資機材等の広域運営
　　　　移動通信に関わる全国に展開する主要な災害対策用資機材の効率的な運用を図るた
　　　め、必要に応じて配備等の調整を図る。
　　⑤　食料、医薬品等生活必需品の備蓄
　　　　非常事態に備え食糧、飲料水、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定めて確保す
　　　る。
　　⑥　災害対策用資機材等の仮置場
　　　　災害対策用資機材等の仮置場について、非常事態下の借用交渉の難航が予想されるた
　　　め、あらかじめ公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、非常事態下
　　　の用地確保の円滑化を図る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

３　ＫＤＤＩ株式会社（携帯電話）
　ＫＤＤＩ株式会社は、防災業務計画の定めるとおり以下を実施するものとする。
（１）防災に関する関係機関との連絡調整
　災害に際して、防災業務が円滑かつ効率的に行われるよう平素から次のとおり関係機関と密接な連絡
調整を行うものとする。
　　①　本社においては、総務省及び内閣府その他関係政府機関並びに関係公共機関と
　　　防災に係る計画に関して連絡調整を図る。
　　②　総支社においては、当該地域における関係行政機関及び関係公共機関と防災に
　　　係る計画に関して連絡調整を図る。
　　③　各事業所においては、必要に応じて当該地域における関係行政機関及び関係公
　　　共機関と防災に係る計画に関して連絡調整を図る。
（２）通信設備等に対する防災設計
　災害の発生を未然に防止するため、予想される災害の種類、規模等について十分調査し、これに対す
る耐災害性を考慮して通信設備等の防災設計を行うものとする。ま
　た、主要な通信設備等については予備電源を設置する。
（３）通信網等の整備
　災害時においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、次により通信網の整備を行うもの
とする。
　①　網制御・交換設備及びその付帯設備の分散設置を図る。
　②　伝送路については、所要の信頼性を維持するため、海底ケーブル、陸上光ケーブル、通
　　信衛星等により可能な限り多ルート化を図る。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（４）災害対策用機器、車両等の配備
　災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するため、必要とする事業所に緊急連絡用
設備、代替回線又は臨時回線の設定に必要な通信機器、運搬用車両その他防災用機器等を配備するもの
とする。
（５）災害時における通信の疎通計画
　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、重要な通信（電気通信事業法（昭和５９年
法律第８６号）第８条第１項及び電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号）第５５条に
規定する通信。以下同じ。）の確保を図るため、通信の疎通、施設の応急復旧等に関する緊急疎通措
置、緊急復旧措置等に関する計画を作成し、現在に則して適宜実施するものとする。
（６）社員の動員計画
　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信の疎通又は応急復旧に必要な社員の動
員を円滑に行うため、社員の非常招集、非常配置等について、あらかじめその措置方法を定めておくも
のとする。
（７）社外関係機関に対する応援又は協力の要請
　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社外関係機関に対し、応援の要請又は協力
を求める必要があることを想定し、応援要員の派遣、燃料、食糧等の特別支給、交通規制の特別解除、
資材等の輸送援助、通信用電源の確保等について、あらかじめその措置方法を定めておくものとする。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（８）防災に関する教育、訓練
　　①　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全の確保を図ると
　　　ともに関係社員が迅速かつ適切な防災業務を遂行できるよう、必要な教育を実施し、防
　　　災に関する知識の普及及び向上を図るものとする。
　　②　防災業務を円滑かつ適切に実施するため、災害発生に係る情報の収集･伝達、災害対
　　　策本部等の設置、非常召集･参集、災害時における通信の疎通確保、電気通信設備等の
　　　災害応急復旧、災害対策用機器の操作、消防･水防、避難･救護等に関する防災訓練を
　　　毎年１回は実施するとともに、防災体制の見直しと必要な改善を図るものとする。
　　③　訓練の実施に当たっては、被害想定や実施時間を工夫するなど実践的なものとなるよ
　　　う努めるとともに、国、関係地方公共団体等が実施する総合防災訓練に参加する等これ
　　　ら機関との連携も考慮して行うものとする。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（９）大規模地震対策特別措置法に係る防災強化
　ＫＤＤＩ株式会社は、大規模地震対策特別措置法の定めるところにより地震防災対策強化地域に指定
された地域（以下「強化地域」という。）における地震防災に関し、次の措置をとるものとする。ま
た、強化地域の周辺にある事業所等においてもこれに準じた措置をとるものとする。
　　①　地震防災応急対策
　　　(ｱ)地震予知情報等の伝達
　　　　地震予知情報、地震注意情報、地震に関連する調査情報、警戒宣言、地震防災応急対
　　　策をとるべき旨の通知その他これらに関連する情報（以下「地震予知情報　等」とい
　　　う。）については、別に定めるところにより一元的に収集し、伝達する。
　　　(ｲ)災害対策本部等の設置
　　　　東海地震注意情報が発せられ、地震防災応急対策を事前に実施する必要があると認め
　　　たときは、本社、総支社及び関係事業所に災害対策本部等を設置する。なお、警戒宣言
　　　が発せられた場合は、直ちに災害対策本部等を設置するものとする。
　　　(ｳ)地震予知情報等が発せられた場合における通信の業務
　　　　ＫＤＤＩ株式会社は、地震予知情報等が発せられた場合であっても、原則として平常
　　　時と同様に通信に係る業務を行うものとする。ただし、通信の疎通状況等を監視し、著
　　　しいふくそう等が予想される場合は、重要な通信を確保するため、別に定めるところに
　　　より、利用制限等臨機の措置をとるものとする。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

　　　(ｴ)災害対策用機器、設備、車両等の配備
　　　　地震災害が発生した場合に必要と認められる災害対策用機器、設備、車両等を事前に
　　　配備しておくものとする。
　　　(ｵ)局舎、設備等の点検
　　　　強化地域内の事業所等の長及び強化地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、地
　　　震注意情報が発せられた場合、局舎、重要な通信設備等について巡視し、必要な点検を
　　　行うものとする。
　　　(ｶ)社員等の安全確保
　　　　強化地域内の事業所等の長及び強化地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、地
　　　震注意情報が発せられた場合、地域の事情に応じ社内事業所にいる部外者及び所属する
　　　社員等の安全確保のための措置をとるものとする。
　　　(ｷ)地震防災応急対策の実施準備
　　　　強化地域内の事業所等の長及び強化地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、地
　　　震注意情報が発せられた場合、地震防災応急対策の実施に係わる必要な準備を行うこと
　　　とする。
　　　(ｸ)地震防災応急対策の実施状況等の報告
　　　　ＫＤＤＩ株式会社は、地震防災応急対策の実施状況等について、国に設置された地震
　　　災害警戒本部等に別に定めるところにより、随時報告するものとする。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（９）大規模地震対策特別措置法に係る防災強化
　　②　地震防災に関する知識の普及及び訓練
　　　(ｱ)地震防災上必要な知識の普及
　　　　強化地域内の事業所等の長は、地震防災応急対策に関与する社員等に対し、地震の予
　　　知、予想される地震の規模、地震予知情報等の性格及びこれに基づきとられる措置内
　　　容、並びに地震防災応急対策等に関する知識の普及を図るものとする。
　　　(ｲ)地震防災訓練
　　　　強化地域内の事業所等の長は、大規模地震を想定し、地震防災応急対策に必要な地震
　　　予知情報等の伝達、社員の安否確認および避難・救護、通信の疎通確保、通信設備の応
　　　急復旧、ならびに関係地方公共団体等との連携等に関する訓練を毎年１回以上実施し、
　　　必要な防災体制の見直しを行うものとする。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（10）南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画
　ＫＤＤＩ株式会社は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の定めるところ
により、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された地域（以下この条において「推進地域」とい
う。）における地震防災に関し、（９）の対応に加えて、次の措置をとるものとする。また、推進地域
の周辺にある事業所等においてもこれに準じた措置をとるものとする。
　　①　南海トラフ地震に関連する情報等の伝達経路等の設定
　　　　気象庁が発表する南海トラフ地震に関連する情報（以下「南海トラフ関連情報」とい
　　　う。）等を、災害対策上、必要な部署､関連する人に対して、その内容を正確かつ迅速
　　　に伝達できるよう、情報の伝達経路及び伝達方法をあらかじめ定めておく。
　　②　地震防災応急対策
　　　(ｱ)安全の確保
　　　　推進地域内の事業所等の長及び推進地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、地
　　　域の事情に応じ社内事業所にいる部外者及び所属する社員等の安全確保のための措置を
　　　とるとともに、南海トラフ関連情報等が確実に伝達できるよう十分留意するものとす
　　　る。
　　　(ｲ)重要通信の確保
　　　　南海トラフ関連情報等を確実に伝達するために必要な通信を確保するため、通信の疎
　　　通状況等を監視し、著しいふくそう等が予想される場合は、別に定めるところにより、
　　　通話の利用制限、ふくそう対策のための措置をとるものとする。
　　③　地震防災上必要な知識の普及
　　　　推進地域内の事業所等の長は、地震防災応急対策に関与する社員等に対し、南海トラ
　　　フ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識の普及を図るものとす
　　　る。

（削除）
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第２章 災害予防
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第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
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４　ソフトバンク株式会社（携帯電話）
　ソフトバンク株式会社（以下、ＳＢ）では、「情報＝ライフライン」ということを自覚し、災害時で
もサービスが確保できるよう、通信設備に対する防災設計を行い、災害に強い通信設備の構築を図ると
ともに、災害対策用機器、車両等の配備、社内体制などを整備し、従業員が迅速かつ適切に防災業務を
遂行できるよう、従業員に対する教育・訓練を毎年実施している。
　地震による災害発生時において、最大限の通信サービスが確保できるよう、ネットワークの安全、信
頼性の向上に努めており、地震発生によるネットワークトラブルに備え、早期復旧に向けた体制を構築
し、安心して携帯電話サービスをご利用いただけるよう取り組んでいる。
　（１）顧客への発災時の支援
　　　大規模地震が発生した際に、通信サービスの確保ができるように、社内の防災関　
　　係業務を整備し、災害に備えた対策と指針づくりを行い、関係機関との緊密な連携
　　を図りながら、いざという時に備えている。
　　　①　停電対策
　　　②　伝送路対策
　　　③　移動基地局車・可搬型衛星基地局の配備
　　　　(ｱ)移動電源車
　　　　(ｲ)移動無線基地局車
　　　　(ｳ)可搬型無線機
　　　④　緊急時・災害時の通信網整備

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
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バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（２）社内体制の整備
　大規模地震が発生した際に、通信サービスの確保が迅速に行えるよう、社内の防災関係業務を整備
し、体制や連絡網の整備、防災備蓄品の配備を行っている。
　　①　対応マニュアルの徹底
　　②　非常時体制の確立と連絡網の整備
　　③　防災備蓄品の配備
【災害対策用設備および防災備蓄品の配備】
　災害時に、通信網の早期復旧を図るため、災害対策用設備（非常用発電機、車載型無線基地局、移動
電源車など）を全国各地に配置し、復旧資材および予備備品なども確保している。
　併せて、飲料水および食料など、生活必需品も全国の拠点に備蓄している。
（３）防災訓練の実施
　毎年大規模地震に備えた全社規模の総合防災訓練を実施しており、地方拠点においても、地域特性に
合わせた防災訓練を行い、地震の発生に備えている。
　　①　ネットワーク障害対応訓練
　　②　安否確認訓練
　　③　火災・地震の対応訓練
（４）応急復旧設備の配備
　代替基地局設備
　　①　基地局の代替サービスエリアの確保
　　②　代替基地局の研究開発

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

５　楽天モバイル株式会社（携帯電話）
（１）関係機関との連絡調整
　災害対策を円滑に実施するために、電気通信事業者として、災害発生時に円滑な対応が図られるよ
う、平素から社外関係機関と密接な連携を行う。
　　①　本社における対応
　　　ア 総務省、内閣府およびその他関係政府機関ならびに関係機関と防災業務計画に
　　　　関し連絡調整を図る。
　　　イ 災害時には国に設置される災害対策本部等と緊密な連携を保ち、防災業務計画
　　　　の円滑・適切な遂行に努める。
　　　ウ 円滑な災害復旧、重要通信の確保等を図るため、地域の統括・調整機能を発揮
　　　　する。
　　②　地域における対応
　　　ア 当該区域を管轄する関係機関、地方公共団体と防災業務計画に関し連絡調整を
　　　　図る。
　　　イ 平常時には当該地方公共団体の防災会議等と、また災害時には当該地方公共団
　　　　体の各災害対策本部等と緊密な連携を保ち、防災業務計画の円滑・適切な遂行
　　　　に努める。

（削除）
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第１６節 ライフ
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害予防計画
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施設（ＮＴＴ西
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（２）通信設備等の高信頼化
　電気通信設備等の防災設計を行い、災害が発生した場合においても通信を確保するために、主要な伝
送路を多ルート構成またはリング構成とする等、通信網の整備を行う。
（３）重要通信を確保する
   災害時には、設備の状況を監視しつつ必要に応じてトラヒックコントロールを行い電気通信の疎通
を図り、重要通信を確保する。
（４）災害対策用機器および車両等の配備
　災害発生時において通信を確保し、災害を迅速に復旧するために保管場所を定め、通信機器、運搬用
車両その他災害対策用機器等を配備する。
（５）防災に関する教育、訓練
　災害の発生、または発生するおそれがある場合において、社員の安全確保を図るとともに関係社員が
迅速かつ適切な防災業務を遂行しうるよう、防災に関する教育を実施する。また、防災業務を円滑かつ
迅速に実施するため、災害予報・警報の伝達、通信疎通確保、および、災害対策用機器の操作等の防災
訓練を実施する。

（削除）

194

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

６　こまどりケーブル株式会社
　災害によりケーブルテレビ設備および電気通信設備（以下、設備）の被害を未然に軽減または防止す
るため、防災に関する計画を策定し実施する。
（１）防災教育
　防災業務を安全かつ迅速に遂行しうるよう、社員等に対し防災意識を啓発し、必要な教育を実施す
る。
（２）防災訓練
　災害対策を円滑に推進するため、年１回以上、防災訓練を実施し、非常事態において有効に機能する
ことを確認する。
　　　・安否確認および災害・警報の伝達
　　　・情報収集・伝達
　　　・各種災害対策機器の操作
　　　・ケーブルテレビ設備および電気通信設備等の災害応急復旧マニュアル確認
（３）設備等の防災計画
　　①　水害対策
　　　・豪雨・洪水等の恐れがある地域にある設備等について、耐水構造化を行う。
  　　・設備用局舎は水防板・水防扉等の設置及び局舎の嵩上げを実施する。
　　②　風害対策
 　 　・暴風の恐れがある地域にある設備等について、耐風構造化を行う。
 　　 ・受信アンテナ設備をはじめ構造物全体を耐風構造とする。
 　 　・電柱については、風圧に対応できる耐風構造とする。
　　③　火災対策
　    ・火災に備え、主要な設備等について耐火構造化を行う。
　    ・建物の不燃化並びに耐火構造化を実施する。
　    ・火災報知器・警報設備並びに消火設備を常備する。

（削除）

28 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

195

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（４）設備の災害予防措置に関する事項
　　　各種災害対策として、必要に応じて以下の設備対策を実施する。
　　①　テレビ受信設備
　　　・位置選定では、土砂崩れの危険性がある箇所を回避する。
　　　・機器の融雪装置等の設置を実施する。
　　　・受信場所を離隔し冗長受信構成を実施する。
　　　また、気象通報等により雪害を予知した場合は、冗長受信切替等により災害の防
　　止または拡大防止に努める。
　　②　センター設備
　　　・耐雷しゃへい設置するとともに、保護継電装置を強化する。
　　　・予備電源として必要な容量のUPSおよび発電機とする。
　　　・発電機用燃料は24時間以上連続稼働が可能な容量とし、稼働以外は常時確保す
　　　る。
　　③　中継伝送路の他ルート構成あるいはループ化構造とする。
　　　　重要中継連絡線の巡視点検を年１回以上実施する。
　　④　通信連絡施設及び設備
　　　災害時の情報収集、連絡、指示、報告等の手段の確保及び災害への影響を最小限
　　にするため、必要に応じて、情報伝達手段の強化を図る。
　　　・衛星通信設備
　　　・有線伝送設備
　　　・ＩＰネットワーク回線
　　　・非常用電源設備
　　⑤　データ
　　　データを保管するサーバーについては、耐震性の確保を図るとともに、重要デー
　　タファイルの多重化や分散保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図
　　る。

（削除）

196

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（５）災害対策用資機材等の確保と整備
　災害が発生した場合において、ケーブルテレビおよび電気通信サービスを確保し、被害を迅速に復旧
するために災害対策用機器並びに車両を配備する。
　　①　災害対策用資機材の確保
　　　平常時から復旧用資材、器具、工具、防災用機材および消耗品等の確保に努る。
　　②　復旧用資機材の整備点検
　　　平常時から復旧用資機材の数量把握及び整備点検を行う。
　　③　復旧用資機材資機材の広域運営
　　　復旧用資機材の配置を効率的に行う。災害発生時の不足資機材の調達を迅速、容
　　易にするため、他事業者と復旧用資機材の相互融通体制を整えておく。
（６）非常用電源設備
　復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通信設備、照明等
の非常用電源を確保する。

（削除）

197

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） １　応急復旧体制の強化
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198

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） 　広範囲な地域において災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信サービスの確保に
万全を期するため、必要な組織において、グループ会社、工事会社等を含めた応援班の編成、応急復旧
用資機材の確保と輸送体制、応援者等の前進基地の設営及び作業体制等について計画に基づき確立し、
運用する。

199

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

２　災害対策用
資機材の整備、
点検

（新設） ２　災害対策用資機材の整備、点検

200

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

２　災害対策用
資機材の整備、
点検

（新設） （１） 災害発生時において通信を確保し又は災害を迅速に復旧するため、あらかじめ保管場
　　所及び数量を指定して、災害対策用機器並びに車両等を配備する。
（２）災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧用資材、器具、工具、消耗品等の確保
　　に努める。
（３）災害対策用機器、資材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送ルート、確
　　保すべき車両、船舶、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合の
　　連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。
（４）災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を行い
　　非常事態に備える。
（５）非常事態に備え、飲料水、食料、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定め、その確
　　保を図る。

201

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

３　防災訓練の
実施

（新設） ３　防災訓練の実施

202

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

３　防災訓練の
実施

（新設） （１）防災を迅速かつ円滑に実施するため、次に掲げる内容の訓練を年１回以上実施する。
　　ア　災害予報及び警報の伝達
　　イ　非常招集　
　　ウ　災害時における通信疎通確保
　　エ　各種災害対策機器の操作
　　オ　電気通信設備等の災害応急復旧
　　カ　消防及び水防
　　キ　避難及び救護
（２） 国、県等が主催して行う総合的な防災訓練に参加し、これに協力することで、平時か
　　らの連携体制を構築する。
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203

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

４　協力応援体
制の整備

（新設） ４　協力応援体制の整備

204

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

４　協力応援体
制の整備

（新設） （１）他の事業者との協調
　電力、燃料、水道、輸送等の事業者と協調し、防災対策に努める。具体的には、商用電源の供給、自
家発電用エンジンの燃料及び冷却水等の確保並びに緊急輸送等の協力体制を整備する。
（２）グループ会社との協調
　グループ会社、工事会社等と協調し、防災対策に努めるとともに、要員、資機材、輸送等について相
互応援体制を整備する。

205

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

５　発災時の優
先回線の確保

（新設） ５　発災時の優先回線の確保

206

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

５　発災時の優
先回線の確保

（新設） 　災害時の応急対策等にかかる通信サービスの確保に万全を期するため、関係事業者と協調し、県、市
町村及び防災関係事業者による回線利用を優先的に確保できるように努める。

207

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

第５　都市ガス（ガス事業者） 第５　都市ガス（大阪ガス株式会社・大阪ガスネットワーク株式会社（北東部事業部）、大和ガス株式
会社、桜井ガス株式会社、五条ガス株式会社、株式会社大武）
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208

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

１　大阪ガス株式会社・大阪ガスネットワーク株式会社（北東部事業部）
（１）防災体制
  　保安規程に基づき「防災業務計画」及び「ガス漏洩及びガス事故等処理要領」等により、
　当社及び関係工事会社等に対し保安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。
（２）ガス施設対策
　　　①　新設設備はガス工作物の技術上の基準、製造設備等耐震設計指針等に基づき耐 
　　　　震性を考慮した設計とし、既設設備はその重要度を考慮し計画的に入替え・補強　
　　　　等必要に応じた対策を講じる。
　　　②　二次災害の発生を防止するため、緊急遮断装置の設置による導管網のブロック
　　　　化を進める。
　　　③　地震発生時の二次災害防止のために、感震遮断機能を有するマイコンメーター及び　
　　　　遠隔ガス遮断装置及び地区ガバナー感震自動ガス遮断装置の設置を進める。

（削除）

209

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（３）その他防災設備
　　　①　検知・警報設備
　　　　　災害発生時において速やかな状況把握を行い所要の措置を講ずるため、必要に
　　　　応じ、供給所等に遠隔監視機能を持った次の設備を設置する。
　　　　ア　地震計　　　イ　ガス漏れ警報設備　　　ウ　圧力計・流量計

　　　②  連絡・通信設備
        　災害発生時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うと共に、ガス工作物の遠隔
　　　　監視・操作を的確に行うため、無線通信設備等の連絡通信設備を整備する。
　　　③　資機材の点検整備
（４）教育訓練
　　　①　社員等関係者に対する防災教育
　　　②　防災訓練
　地震発生時の災害対策を円滑にするため、年に１回以上被害想定を明らかにした実践的な防災訓練を
実施し、非常事態にこの計画が有効に機能することを確認する。また、地域防災訓練に積極的に参加す
る。
（５） 広報活動
　　　①　顧客に対するガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項等の周知
　　　②　土木建設関係者に対する周知
　　　　　建設工事の際のガス施設損傷による災害を防止するため、ガス供給施設に関する知
　　　　識の普及を図るとともに、ガス事故防止に当たっての注意事項を周知する。

（削除）

210

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

２　大和ガス株式会社
（１）防災体制
　　大和ガス株式会社は、保安規程に基づいて「地震災害時の対策要領」「ガス漏洩及びガス
　事故等処理要領」を作成し、関連会社も含めて、保安体制及び非常時体制の具体的措置内容
　を定める。
（２）施設対策
　　　①　導管関係施設
　　　　導管は、耐震性と可とう性に優れたポリエチレン管、鋼管への切り替えを早期に実施
　　　するとともに、接合部についても抜け出し阻止力の高いメカニカル継手及び溶接接合方
　　　法を維持する。
　　　②　地下室等におけるガス設備安全点検の強化と安全使用に必要な知識の周知徹底
　　　③　地震計の設置
　　　　地震が発生した場合、ガス供給区域内の被害発生の程度と被災地区の迅速な推定を行
　　　い、供給停止の判断及び二次災害防止に資するため、大和ガス本社内に地震計を設置す
　　　る。
    　④　緊急措置のための設備
　　　　災害発生時のガスによる二次災害の防止と迅速な復旧活動を行うために、需要家ごと
　　　の遮断装置と地域的にガスを遮断する緊急措置ブロック化を推進する。
    　⑤　情報通信設備の整備
　　　　災害発生時に、需要家等からのガス漏れ通報、防災関連機関との連絡及び大和ガスの
　　　各部署との調整を確保するために、情報通信施設を次のように整備する。
　　　　(ｱ)災害時優先電話（災害応急復旧用無線電話）の加入
　　　　(ｲ)移動無線による通信体制の強化
　　　　(ｳ)防災関連機関との相互支援体制の推進
　　　⑥　車両、資機材の整備

（削除）
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211

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（３）広報活動
　　大規模災害の発生に備えて、次の２点を重点に広報活動体制を確立する。
　　①　需要家に対するガス安全使用のためのＰＲの強化
　　②　土木建設関係者に、建設工事の際のガス施設による災害を防止するため、ガス管の敷
　　　設状態、埋設深度、材質等ガス供給に関する知識の普及を図る。
（４）教育訓練計画
　大和ガス従業員及び関連工事会社従業員に対して、ガス漏洩及びガス事故等緊急措置を重点に、教育
を施し、保安意識の向上に努めるとともに、「緊急事故処理訓練」、「非常召集訓練」、「地震災害等
の対策要領に基づく各種訓練」を行い、これらの諸訓練の集大成として、毎年１回総合訓練を実施す
る。

（削除）

212

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

３　桜井ガス株式会社
（１）設備対策
　　①　ガス施設（導管）の耐震性の強化
　　　　(ｱ)中圧導管は、溶接鋼管のほか耐震性に優れた機械的接合のダクタイル鋳鉄管を使
　　　　　用する。
　　　　(ｲ)低圧導管はＰＥ管等耐震性の高いガス導管への取替を積極的に促進し、耐震化率
　　　　　の一層の向上に努める。
　　②　現有車両等の整備向上及び資機材の整備
（２）緊急対策
　　　①　供給停止判断
　　　　　二次災害防止を目的とした第１次供給停止判断までに至る時間を迅速に判断及び実
　　　　行できるように努める。
　　　②　作業員の安全確保
　　　　　避難場所の確保、災害時対応マニュアル類の見直し、避難訓練を含む保安教育等に
　　　　努める。
　　　③　通信手段の充実
　　　　　復旧支援活動や広報活動を効率的に行うためには、外部との間において必要最低限
　　　　の情報伝達が必要となるため通信手段の多重化に努める。
　　　④　防災データベースの更新
　　　　　ガス防災支援システム（Ｇ－Ｒｅａｃｔ）は大規模地震発生時に経済産業省及びガ
　　　　ス業界が行う被災情報収集から復旧活動の立ち上げまでの対応の迅速化、的確化を図
　　　　るシステムで平時からの情報更新に努める。

（削除）

213

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（３）復旧対策
　　　①　保安関連データのバックアップ
　　　　　早期に復旧を目指す上で欠かすことができない需用家データや導管データ等につい
　　　　てはバックアップを確保しておくことが必要。
　　　②　復旧作業員の安全確保
　　　　　急遽駆け付けた全国各地からの復旧作業に従事する作業員の健康・安全面に配慮し
　　　　検討する。

（削除）
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214

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

４　五条ガス株式会社　
（１）	防災体制
　保安規定に基づく「地震防災応急対策措置要領」及び「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」などに
より、当社及び関係工事会社に対し、警備体制並びに非常体制の具体的措置を定める。
（２）	施設対策等
　　①　供給設備の維持管理
　　②　導管及び付属設備
　　　(ｱ)導管及び付属設備の設置及び維持管理
　　　(ｲ)耐震性の強化
　　　　導管については被覆鋼管、ポリエチレン管及びダクタイル鋳鉄管への切替を行うとと
　　　もに、継手については融着、溶接、機械的接合の採用を推進している。
　　③　通信関係設備
　　　業務用無線、災害時優先電話、及び携帯電話により対処する。
　　④　防災機器を備えた製造・供給システム
　　　(ｱ)局部的な地震に対してはガスによる二次災害の防止と復旧活動迅速化のため導管の
　　　　ブロック化を行う。
　　　(ｲ)ガスによる二次災害を防止するため、一定震度以上で自動遮断するマイコンメー
　　　　ターの普及促進を図る。
　　⑤　緊急資材の整備
　　　地震発生に伴って緊急事故が発生した場合、早急に応急もしくは復旧措置ができるよう
　　緊急資材を保有し、その点検を行う。

（削除）

215

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（３）	教育訓練及び震災知識普及
　　①　社員に対する防災に関する教育
　　②　地震及び緊急訓練等
　　　地震発生時、緊急時及び非常招集時を想定して定期的に訓練を実施し、製造・供給に関
　　する緊急操作、応急修繕、防火・消火、情報の伝達、広報に関して万全を期する。
　　③　ガス安全使用のための周知
　　　顧客に対し、常にガスの正しい使い方、並びにガス漏れの際の注意事項を周知する。

（削除）

216

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

５　株式会社大武
（１）防災体制の整備
　保安規定に基づき「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」等により、当社及び関係工事会社等に対し保
安体制並びに非常体制の具体的措置を定める。
（２）施設対策
　　①　中圧導管は溶接鋼管の他、耐震性に優れた機械的接合のダクタイル鋳鉄管を使用す
　　　る。
　　②　低圧導管は耐震性に優れたＰＥ管等への取替を積極的に促進し、耐震化率の一層の
　　　向上に努める。
　　③　地震発生時の二次災害防止のために、感震遮断機能を有するマイコンメーター及
　　　び、地区ガバナーに感震自動ガス遮断装置を設置する。
（３）その他の対策
　　①　検知・警報設備の設置
　　　地震発生時において速やかな状況把握を行い所用の措置を講ずるため、必要に応じ整圧
　　器等に遠隔監視機能を持ったガス漏れ警報設備等を設置する。
　　②　連絡・通信設備の整備
　　　地震発生時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うため、無線通信設備等の連絡通信設
　　備を整備する。
　　③　資機材の整備及び確保
（４）教育訓練
　　当社及び関係工事会社の従業員に対し、防災教育・訓練を実施し安全意識の向上を図る。
（５）広報活動
　　パンフレット等を利用してガスの正しい使い方及びガス漏れの際の注意事項を周知する。

（削除）
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217

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） １　応急復旧体制の強化

218

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） （１）緊急措置判断支援システム（地震発生時に地震計、圧力計等の情報を迅速かつ的確に把
　　握するシステム）の活用により被災地区の供給停止判断の迅速化を図る。
（２）緊急時ガス供給停止システムを強化する。
　　ア　感震自動ガス遮断方式及び遠隔ガス遮断方式によって導管網のブロック単位でガス供
　　　給を遮断するシステムの活用により、被災地区の供給停止の迅速化を図る。
　　イ　基準値以上の揺れを感知すると一般家庭及び業務用の都市ガス供給を自動的に停止す
　　　るマイコンメーターの設置促進を図る。
（３）被災を免れた地区への供給を確保し、被災地区の二次災害の防止と早期復旧を図るた
　　め、細分化された導管網ブロックの維持管理を行う。
（４）被害状況と復旧作業工程に応じて、従業員及び協力会社作業員を効率的に編成動員する
　　ため、職能別要員を把握し、連絡体制及び動員体制を整備する。
（５）重要施設への供給を早期に確保するため、復旧順序の決め方や臨時供給方法について、
　　あらかじめ計画を策定する。
（６）施設の現況が把握できる施設管理図書等の整備・分散保管を図る。
（７）関係行政機関と連携し、前進基地の確保に努める。
（８）関係行政機関と連携し、早期復旧に資する手続きの合理化に努める。
　　ア　復旧時における仮設配管及び導管地中残置。
　　イ　事前届出を行っていない車両に対する緊急通行車両確認標章交付の迅速化。

219

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

２　災害対策用
資機材の整備、
点検

（新設） ２　災害対策用資機材の整備、点検

220

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

２　災害対策用
資機材の整備、
点検

（新設） （１）災害復旧用資機材及び代替燃料（圧縮天然ガス、カセットコンロ等）の確保体制を整備
　　する。
（２）緊急時通信機器の整備充実に努める。
（３）消火・防火設備の整備充実に努める。
（４）資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を整備する。
（５）適切な導管材料の備蓄に努める。
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221

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

３　防災訓練の
実施

（新設） ３　防災訓練の実施

222

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

３　防災訓練の
実施

（新設） 　情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、並びに防
災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

223

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

４　協力応援体
制の整備

（新設） ４　協力応援体制の整備

224

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

４　協力応援体
制の整備

（新設） 　「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」（一般社団法人日本ガス協会）に基づき、単独復旧
が困難な場合に備え、他の事業者との相互応援体制を整備する。

225

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

第６　鉄道 第６　鉄道  （西日本旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社）
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226

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

１　西日本旅客鉄道株式会社
　鉄道施設は、列車運転の安全確保のため必要な線路諸施設の実態を把握するとともに、周囲の諸条件
を調査し、異常時においても常に健全な状態を維持できるよう諸設備の整備を行うとともに、災害の発
生する恐れのある場合の警戒体制をあらかじめ策定しておく。
（１）実施計画
　　①　施設・設備の安全性の確保
　　　鉄道施設の点検整備は、定期的に全ての構造物に対する点検を実施しており、安全性の
　　チェック及び環境条件の変化等による危険箇所の早期発見に努め、必要に応じて随時精密
　　な検査を行い、必要な措置を講ずる。
　　②　施設・設備の耐震性の確保
　  　国土交通省の通達に基づき、耐震構造への改良を計画的に実施する。

（削除）

227

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

２　近畿日本鉄道株式会社
　地震発生時における鉄道の被害拡大防止をするとともに、被害が発生した場合迅速な復旧を図り輸送
機能を確保するため対策を講じる。
（１）施設の耐震性の強化
　　新設建造物は、関係基準に従い設計し、その他については、関係官庁から新しい基準が出
　され、強化対策が必要となれば、計画的に強化を図る。
（２）地震計の設置
　　沿線の主要箇所に地震計を設置して、運転指令室に警報表示を行い、指令無線により運転
　中の列車に対して指示を行う。
（３）情報連絡施設の整備
　　迅速に各種情報を周知徹底させるため、通信施設の整備拡充を図る。
（４）復旧体制の整備
　　①　復旧要員の動員及び関係機関との協力応援体制
　　②　応急復旧用資機材の配置及び整備
　　③　列車及び旅客の取り扱い方の徹底
　　④　消防及び救護体制
　　⑤　防災知識の普及

（削除）

228

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

（新設） 　鉄道施設の管理者は、災害発生時における安全かつ円滑な交通の確保のため、体制の整備に努める。

229

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） １　応急復旧体制の強化

230

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

１　応急復旧体
制の強化

（新設） 　鉄道施設の管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材の整備及び災害発生後直ちに鉄道施設の
被害状況及び安全点検を行うための、人員の確保等の応急点検体制の整備に努める。

231

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

２　防災訓練の
実施

（新設） ２　防災訓練の実施

232

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第６　鉄道  
（西日本旅客鉄
道株式会社、近
畿日本鉄道株式
会社）

２　防災訓練の
実施

（新設） 　情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、並びに防
災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。
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233

第２章 災害予防
計画

第１６節 ライフ
ライン施設の災
害予防計画

第７　ヘリポー
ト

０　あ 　奈良県ヘリポートは、関係基準等に基づき建設されているが、震災等により外部から物資搬入が一時
的に途絶えても、ヘリポートの機能を維持できるよう以下の施設を設置する。
（１）給油施設
　航空燃料の補給が一時的に途絶えた場合を想定し、県消防防災ヘリコプター等の活動が可能となる燃
料を備蓄する。
（２）自家発電装置
　送電が一時的に停止した場合を想定し、送電が復旧するまでの間に対応できる自家発電装置を設置す
る。

　奈良県ヘリポートは、関係基準等に基づき建設されているが、災害等により外部から物資搬入が一時
的に途絶えても、ヘリポートの機能を維持できるよう以下の施設を設置する。
（１）給油施設
　航空燃料の補給が一時的に途絶えた場合を想定し、県消防防災ヘリコプター等の活動が可能となる燃
料を備蓄する。
（２）自家発電装置
　送電が一時的に停止した場合を想定し、送電が復旧するまでの間に対応できる自家発電装置を設置す
る。

234
第２章 災害予防
計画

第１７節 危険物
施設等災害予防
計画

第０ ０　あ （消防救急課、福祉医療部） （消防救急課、福祉保険部）

235

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第０ ０　あ （水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部、地域デザイン推進局） （環境森林部、食農部、県土マネジメント部、まちづくり推進局）

236

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第１　地盤災害
危険箇所の現況

０　あ 　本県の地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、山地災害危険箇所は県内全域に分布し、当該危険
箇所が分布しないのは、大和高田市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、広陵町の６市町のみであ
る。

　本県の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、山地災害危険箇所は県内全域に分布し、当該区域
等危険箇所が分布しないのは、大和高田市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、広陵町の６市町のみ
である。

237

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第１　地盤災害
危険箇所の現況

０　あ 別表へ修正 別表へ修正

238

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

１　土砂災害警
戒区域（イエ
ローゾーン）

（新設） １　土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

239

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

１　土砂災害警
戒区域（イエ
ローゾーン）

（新設） 　県は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以下「土砂災害防止
法」という。）に基づき、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及
び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査（以下「基礎調査」とい
う。）を行う。基礎調査の調査結果は、土砂災害から住民の生命を守るため、速やかに公表する。
　さらに、県は、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として、基準に
該当するものを土砂災害警戒区域に指定し、県のホームページや土木事務所、市町村の役場等で周知す
る。

240

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

２　土砂災害特
別警戒区域
（レッドゾー
ン）

（新設） ２　土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

241

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

２　土砂災害特
別警戒区域
（レッドゾー
ン）

（新設） 　県は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建
築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として、基準に該
当するものを土砂災害特別警戒区域に指定し、県のホームページや土木事務所、市町村の役場等で周知
する。
　土砂災害特別警戒区域内においては、住宅宅地分譲や要配慮者利用施設等を建築するための特定開発
行為に知事の許可を要するほか、建築基準法により建築物の構造規制の対象となる。
　また、土砂災害時に損壊が生じ、住民の生命又は身体に著しい危険が生ずるおそれが大きいと認めら
れるときは、建築物の所有者等に対し、当該建築物の移転や、その他土砂災害を防止又は軽減するため
に必要な措置をとることを勧告する。勧告等を受けた者が当該区域外に移転等を行う場合においては、
税制措置や融資制度の情報提供を行うなど、移転等が円滑に実施されるよう支援を行う。

242

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

３　地すべり防
止区域（法規制
区域）

１ 地すべり防止区域 ３　地すべり防止区域（法規制区域）
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243

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

３　地すべり防
止区域（法規制
区域）

　県は、地震を誘因とした地すべりに備えるため、今後とも地すべり危険箇所の実態調査に努めるとと
もに、地すべり危険箇所の調査結果の周知を図り、人家、公共施設等を地すべり災害から守る。
　また、地すべり危険箇所のうち、きわめて危険度が高いものであって公共の利益に密接な関連を有す
る地域を地すべり防止区域に指定し、災害防止に必要な地すべり防止の諸施策を実施する。
　県及び市町村は、地すべり危険箇所の防災パトロール等を実施するとともに、地域住民に対する警
戒、避難体制の整備を図る。

　県は、地すべりしている区域及びこれらに隣接する区域のうち地すべりを誘発、助長する区域であっ
て、公共の利益に密接な関連を有する地域を地すべり防止区域に指定し、地すべりの防止に有害な行為
を制限した上で、災害防止に必要な地すべり防止の諸施策を実施する。
　県及び市町村は、地すべり危険箇所の防災パトロール等を実施するとともに、地域住民に対する警
戒、避難体制の整備を図る。

244

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

４　急傾斜地崩
壊危険区域（法
規制区域）

２ 急傾斜地崩壊危険区域 ４　急傾斜地崩壊危険区域（法規制区域）

245

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

４　急傾斜地崩
壊危険区域（法
規制区域）

　急傾斜地崩壊危険箇所は勾配が３０度以上の急峻な地形であり、地質にかかわらず地震により崩壊の
危険はきわめて大きいため、県は、今後とも急傾斜地崩壊危険箇所実態調査に努める。
　また、危険度の著しく高いものから、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、指定区域には、標柱及び標識
板等を設置して地域住民に周知徹底を図るとともに、定期的に、防災パトロール等を実施し、崩壊危険
区域の土地の維持管理及び保全について土地所有者を指導し、必要に応じて防災措置の勧告又は防災工
事の施工等改善命令を行う。
　県は、崩壊防止工事については、「急傾斜地崩壊防止法」に基づく工事採択基準に適合し、土地所有
者等が施工することが困難又は不適合と認められるもののうち、緊急度の高いもの及び地域住民の協力
が得られるところから、崩壊防止事業を施工する。

　県は、崩壊のおそれのある急傾斜地（傾斜度が３０度以上ある土地）で、その崩壊により相当数の居
住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの、及びこれらに隣接する区域のうちがけ崩れを誘発、
助長する区域のうち、危険度の著しく高いものを急傾斜地崩壊危険区域に指定する。指定区域には標柱
及び標識板等を設置して地域住民に周知徹底を図るとともに、定期的に防災パトロール等を実施し、崩
壊危険区域の土地の維持管理及び保全について土地所有者を指導し、必要に応じて防災措置の勧告又は
防災工事の施工等の改善命令を行う。
　さらに、県は、急傾斜地崩壊防止法に基づく工事採択基準に適合し、土地所有者等が施工することが
困難又は不適合と認められるもののうち、緊急度の高いもの及び地域住民の協力が得られる箇所から崩
壊防止事業を施工する。

246

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

５　山地災害危
険区域

３ 山地災害危険区域 ５　山地災害危険区域

247

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第２　地盤災害
危険区域の指定

５　山地災害危
険区域

　県は、今後とも山地災害危険区域（山地崩壊危険箇所）の実態調査に努め、あわせて森林整備保全事
業計画に基づき、山腹崩壊危険地区及び崩壊土砂流出危険区域のうち、地況、林況、地質特性、保全対
象等から危険度を判定し、緊急を要するものから順次防止工事を実施する。
　（資料編「山地災害危険地区（治山）」参照）

　県は、今後とも山地災害危険区域（山地崩壊危険箇所）の実態調査に努め、あわせて森林整備保全事
業計画に基づき、山腹崩壊危険地区及び崩壊土砂流出危険地区の集水区域のうち、地況、林況、地質特
性、保全対象等から危険度を判定し、緊急を要するものから順次防止工事を実施する。
　（資料編「山地災害危険地区（治山）」参照）

248

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第４　宅地の安
全性の向上

１　宅地の安全
性

　県及び市町村は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震による宅地への災害を防止するため、より
一層、「宅地造成等規制法」並びに「都市計画法」の適切な運用に努め、宅地の安全性の向上を図る。
　また、大地震が発生した場合に、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地の概ねの位置や
規模を調査する第１次スクリーニングの実施と大規模盛土造成地マップを作成し、公表・配布、ホーム
ページへの掲載等により住民に広く周知し、災害の未然防止や被害の軽減に努める。
　引き続き、第２次スクリーニングを計画的に進めるために調査の優先度について検討を進め、安全性
の検証に向けて取り組む。

　県及び市町村は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震による宅地への災害を防止するため、より
一層、「宅地造成及び特定盛土等規制法」及び「都市計画法」の適切な運用に努め、宅地の安全性の向
上を図る。
　また、大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地について、概ねの
位置や規模を調査する第１次スクリーニングを実施のうえ作成した大規模盛土造成地マップを平成２６
年度に公表・配布、ホームページに掲載する等により住民に広く周知し、災害の未然防止や被害の軽減
に努めてきた。
　今後は、第２次スクリーニングを計画的に進めるために令和４年度に実施した優先度調査の結果に基
づき、安全性の検証に向けて取り組む。

249

第２章 災害予防
計画

第１９節　地盤
災害予防計画

第４　宅地の安
全性の向上

２ 宅地防災パト
ロール

　宅地造成工事現場等の宅地防災パトロールを強化し、危険箇所の応急工事の勧告または改善命令を行
うなど宅地災害の発生防止に努めるとともに、毎年５月を宅地防災月間として、啓発ポスター、パンフ
レットの配布など、広く県民に対し、宅地の安全についての意識の高揚を図る。

　宅地造成工事現場等の宅地防災パトロールを強化し、危険箇所の応急工事の勧告又は改善命令を行う
など宅地災害の発生防止に努めるとともに、毎年５月を宅地防災月間として、啓発ポスター、パンフ
レットの配布など、広く県民に対し、宅地の安全についての意識の高揚を図る。

250

第２章 災害予防
計画

第２０節 地震火
災予防計画

第３ 消防力・消
防水利等の整備

２ 　市町村は、消防団の施設・設備の充実に努めるとともに、青年層、女性層の消防団への参加促進を図
る等の消防団の充実強化に努める。

　市町村は、消防団の強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実に
努めるとともに、必要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団
員の入団促進等に取り組むものとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持っ
て活動できる環境づくりを進めるよう努めるものとする。

251

第２章 災害予防
計画

第２０節 地震火
災予防計画

第３ 消防力・消
防水利等の整備

３ 　市町村は、地域住民が発災直後において、円滑に初期消火を行うための、消防ポンプ自動車、小型動
力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ、ホース格納箱等の消防設備の整備に努める。

　市町村は、地域住民が発災直後において、円滑に初期消火を行うための、大規模地震や津波災害など
多様な災害にも対応する消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ、ホース
格納箱等の消防設備の整備に努める。

252

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第２１節 第６次地震防災緊急事業五箇年計画 第２１節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画
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253

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、「地震防災対策特別措
置法」に定める地震防災上緊急に整備すべき施設等について、「奈良県第６次地震防災
緊急事業五箇年計画」を作成し、計画に基づく事業を推進する。

県、市町村は、「奈良県地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震防災上緊急に整備
すべき施設等について事業を推進する。

254

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第１ 計画の概要
　１ 計画年度
　令和３～令和７年度

（削除）

255

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

２ 事業の実施
　県及び市町村は第６次地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、地震防災に係る緊急事業を計画的に執
行する。

（削除）

256

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

３ 地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例
　地震防災対策特別措置法第４条により、国の負担又は補助の特例が定められている。

（削除）

257

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第２ 対象事業及び事業費等
　県及び市町村の地域防災計画等に定める事項のうち、主務大臣の定める基準に適合する次の施設等の
整備等である。
計画項目及び事業量・事業費は別表のとおり。

（削除）

258

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

（別表）計画項目及び事業量・事業費（地震防災緊急事業五箇年計画総括表） （削除）

259

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第１　奈良県地
震防災緊急事業
五箇年計画

（新設） 第１　奈良県地震防災緊急事業五箇年計画

260

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第１　奈良県地
震防災緊急事業
五箇年計画

（新設） 　県、市町村は、地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災上緊急に整
備すべき施設等について地震防災対策特別措置法（平成７年法律第１１１号）に基づき県が策定する
「奈良県地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき事業を推進する。

261

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第２　その他 （新設） 第２　その他

262

第２章 災害予防
計画

第２１節 地震防
災上緊急に整備
すべき施設等の
整備計画

第２　その他 （新設） 　上記第１以外の事業についても、別に年次計画を定めてその施設等の整備促進に努める。

263

第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

０－あ ０－あ （防災統括室、総務部、県土マネジメント部、地域デザイン推進局） （防災統括室、総務部、地域創造部、福祉保険部、産業部、県土マネジメント部、まちづくり推進局）

264

第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第０ ０－あ 　県、市町村は、平常時から防災に係る組織体制等の整備、充実を図る。県は、広域防災拠点の指定、
整備を進め、大規模災害時に関係機関相互の応援が円滑に行えるよう努める。県、市町村は、大規模災
害時には全職員が災害対応に当たることを踏まえ、平素から職員の意識高揚、災害対応能力の向上を図
る。

　県、市町村は、平時から防災に係る組織体制等の整備、充実を図る。県は、広域防災拠点の指定、整
備を進め、大規模災害時に関係機関相互の応援が円滑に行えるよう努める。県、市町村は、大規模災害
時には全職員が災害対応に当たることを踏まえ、平素から職員の意識高揚、災害対応能力の向上を図
る。また、県は災害時に公共的団体又は民間の団体との連携を迅速に行うことができるよう、地方防災
会議を構成する関係者等との間で、当該団体が災害時等に担うべき役割、当該団体との連携体制の構築
や役割分担についての認識を共有し、このような連携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映させ
た上で、当該方針を踏まえて個々の協定の締結など、連携強化を進めるよう努めるものとする。
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265

第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

０－あ 　県は、県域における総合的な防災対策を推進するため、平常時から防災に係る組織体制等の整備、充
実を図る。

　県は、県域における総合的な防災対策を推進するため、平時から防災に係る組織体制等の整備、充実
を図る。

266

第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

３　防災拠点の
確保・充実

３　防災拠点 ３　防災拠点の確保・充実

267

第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

３　防災拠点の
確保・充実

　県は、大規模災害時において救出救護、復旧活動の拠点となる防災拠点の機能整理、求められる機能
に対応する現状施設の位置づけを行う。
　（１） 防災拠点
　　災害応急対策活動に従事する防災機関のための活動拠点で、以下のいずれかの拠点の機能
　を満たす施設
　　　① 進出拠点　応援部隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次的に集結する
　　　　　　　　　場所を含む）。
　　　② 救助活動拠点　被災地において部隊の指揮、宿営、燃料補給等を行う拠点
　　　③ 物資輸送拠点　支援物資を受け入れ、これを被災地に送り出す拠点
　　　④ 航空搬送拠点　航空機による医療搬送や物資の受け入れ等が可能な拠点
　　　※ 災害対応拠点　県内で災害対応を実施する拠点（県庁、市町村役場、消防署、警察
　　　　　　　　　　　署、病院　など）

　県、市町村をはじめ防災関係機関は、大規模災害時において速やかに体制をとれるように、防災拠点
の確保、充実を図るとともに、救出救護、復旧活動の拠点として活用できるよう計画的な整備等を行
う。
　※防災拠点とは、県内で災害応急対策活動に従事する防災関係機関のための活動拠点等で、県庁、市
町村役場、消防署、警察署、病院、県が指定する広域防災拠点などをいう。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

３　防災拠点の
確保・充実

（２） 広域防災拠点
　全国の防災機関から災害応急対策活動に係る応援を受けるために、アクセス性に加え、一定の敷地面
積を有する施設
　県は、以下の施設を広域防災拠点として予め指定する。広域防災拠点は、大規模災害発生時に、警
察・消防・自衛隊等の部隊が集結し速やかに救助活動を行うことや、各地からの支援物資の受入れ・集
積・分配を円滑に行う機能を有する施設とする。
なお、大規模広域防災拠点については、防災機能の早期効果発現のため、整備途中においても、災害時
には部隊の集結やベースキャンプ地として活用していく。
【広域防災拠点指定施設】　
　①　大規模広域防災拠点
　②　県営競輪場
　③　第二浄化センター
　④　消防学校
　⑤　吉野川浄化センター 
　⑥　奈良市都祁󠄀生涯スポーツセンター
　⑦　宇陀市総合体育館
　⑧　昴の郷
　⑨　下北山スポーツ公園

　また、国土交通省より「防災道の駅」として選定された中町「道の駅」（奈良市）について整備を進
めている。
今後も引き続き、大規模災害発生時に必要となる機能を発揮できるよう、施設の追加指定について検討
を進めている。

（１） 広域防災拠点の確保と充実
　県は、全国の防災機関から災害応急対策活動に係る応援を受けるために、アクセス性に加え、一定の
敷地面積を有する施設、及び以下の機能を有する施設を広域防災拠点としてあらかじめ指定する。
　・進出拠点：応援部隊が被災地に進出するための目標とする拠点
　・救助活動拠点：被災地において部隊の指揮、宿営、燃料補給等を行う拠点
　・物資輸送拠点：支援物資を受け入れ、これを被災地に送り出す拠点
　・航空搬送拠点：航空機による医療搬送や物資の受け入れ等が可能な拠点

　令和６年度、県は大規模災害発生時、広域防災拠点において、全国からの応援部隊や支援物資などを
迅速かつ円滑に受け入れ、被災地へ展開することを目的として、検討部会を設置した。検討部会での議
論を踏まえ、本県の新たな防災体制の方向性、県全体の防災体制を総合的に検討し、「奈良県災害応急
対策（防災拠点）基本構想」（以下、「基本構想」という。）を令和７年３月に策定した。
　広域防災拠点の配置スタイルについては、この基本構想に基づき、北部と南部にそれぞれ核となる拠
点を配置する。県北部の核となる北部中核拠点を橿原市に、県南部の核となる南部中核拠点を五條市に
設ける。

（表を挿入）

　なお、南部中核拠点については、防災拠点としての効果を早期に発現させるため、段階的に整備を進
めている。また、県立橿原公苑については、令和７年度に策定する、スポーツ拠点施設整備基本計画等
で検討するアリーナ整備や施設改修を行う予定である。
今後も引き続き、大規模災害発生時に必要となる機能を発揮できるよう、施設の追加指定について検討
を進めている。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

３　防災拠点の
確保・充実

（３）大規模広域防災拠点
　南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、紀伊半島全体の
後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な滑走路等を備えた県の大規模広
域防災拠点の整備を、「奈良県大規模広域防災拠点整備基本計画（令和３年６月）」に基づき、進めて
いる。
　この大規模広域防災拠点は、国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」に
位置付けられており、いつ発災しても有効に機能するよう、施設管理者、近隣府県その他関係機関と連
携して、拠点の設置・運営訓練、人材、物資・資機材の配置等の備えを十分に行う必要がある。このこ
とを踏まえ、災害発生時には防災機能を直ちに発揮できるよう、整備の段階に合わせて拠点を活用して
いく。
　引き続き、固定翼機による情報収集、ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）でのＤＭＡＴ（災害医療
派遣チーム）による医療活動、大型輸送機による広域応援部隊や支援物資の大量受け入れなど大規模広
域防災拠点が有する機能について、整備の段階に応じて向上させていく。

（２）北部中核拠点
　　①　県の中核的な広域防災拠点として、南部中核拠点と連携・補完し、災害対応に当たる
　　　拠点である。
　　②　県立橿原公苑を中心として、３施設（県立橿原公苑（アリーナを含む）、県立医科大
　　　学畝傍山キャンパス、橿原運動公園）を一体的に活用する。
　　③　近隣に位置する施設を複合的かつ一体的に運用することにより、進出、救助活動、物
　　　資輸送、航空搬送の機能を備えた中核拠点とする。
　　④　県立橿原公苑については再整備途中においても、災害時には部隊の集結やベースキャ
　　　ンプ地として活用する。

（３）南部中核拠点
　　①　県の中核的な広域防災拠点として、北部中核拠点とともに連携・補完し、災害対応に
　　　あたる拠点であることから、進出、救助活動、物資輸送、航空搬送（航空支援）の機能
　　　を備えた拠点とする。
　　②　南海トラフ地震等の大規模災害が発生した際には、県内被災地への支援はもとより、
　　　甚大な被害が想定される紀伊半島沿岸部への支援のために活用する。そのため、県内だ
　　　けでなく近隣府県へ派遣される応援部隊のベースキャンプ等として活用する。
　　③　防災拠点としての効果を早期に発現させるため、段階的に整備する。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１ 県の活動体
制

４ 震災対応マ
ニュアルの作成
等

　また、県の各部局は定期的に関係機関と連携した訓練や「応援職員における奈良県への受入及び市町
村への短期派遣マニュアル」及び「災害時緊急連絡員活動マニュアル」を踏まえた訓練等を実施するこ
とにより、マニュアルの実効性を高めるよう努める。
　さらに、県災害対策本部設置時には、県職員全員が災害対策本部要員となることから、県職員は、平
常時からその自覚を十分に持ち、防災や災害対応に関する知識の修得に努める。県防災統括室は、その
ための研修等を実施し、県職員の防災意識の高揚と災害対応能力の向上を図る。

　また、県の各部局は定期的に関係機関と連携した訓練等を実施することにより、マニュアルの実効性
を高めるよう努める。
　さらに、県災害対策本部設置時には、県職員全員が災害対策本部要員となることから、県職員は、平
時からその自覚を十分に持ち、防災や災害対応に関する知識の修得に努める。県防災統括室は、そのた
めの研修等を実施し、県職員の防災意識の高揚と災害対応能力の向上を図る。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

５　業務継続体
制の確保

（新設） ５　業務継続体制の確保
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第１　県の活動
体制

５　業務継続体
制の確保

（新設） 　大規模災害発生時に、災害対応業務のみならず、優先度の高い通常業務についても業務継続体制の確
保を図るため、奈良県業務継続計画を策定し、特に、首長不在時の明確な代行順位及び非常時優先業務
の整理等、重要となる要素について定めておく必要がある。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第２市町村の活
動体制

　県は市町村に対し、「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュアル」及び
「災害時緊急連絡員活動マニュアル」を踏まえた内容を市町村防災計画に反映できるよう支援する。

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第３　地震観測
体制及び地震調
査研究の推進

１　地震観測 （３）独立行政法人防災科学技術研究所が行う観測
　独立行政法人防災科学研究所は、全国に強震計を設置し、被害を起こすような強い地震動をとらえ記
録できる観測網（Ｋ－ＮＥＴ）を構築している。

（３）国立研究開発法人防災科学技術研究所が行う観測
　国立研究開発法人防災科学技術研究所は、全国に強震計を設置し、被害を起こすような強い地震動を
とらえ記録できる観測網（Ｋ－ＮＥＴ）を構築している。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第４　防災関係
情報の共有化

１ 　県、市町村、その他防災関係機関は、それぞれが把握する被災・復旧情報、観測情報等を迅速・的確
に収集する体制の整備を図るとともに、防災関係機関相互で情報の共有化を図る。

　防災関係機関は、それぞれが把握する被災・復旧情報、観測情報等を迅速・的確に収集する体制の整
備を図るとともに、防災関係機関相互で情報の共有化を図る。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第４　防災関係
情報の共有化

２ 　県は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の公表や安否情報の収集・精
査等を行う場合に備え、市町村等と連携の上、あらかじめ一連の手続等について整理し、明確にしてお
くものとする。

　県は、発災時に安否不明者の氏名等の公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町村等と
連携の上、あらかじめ一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。
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第２章 災害予防
計画

第２２節 防災体
制の整備計画

第６ 大規模停電
対策

２ 　県、市、公共機関及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、保有する施設・設備について、再
生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや外部給電可能な電動車の活用を含め自家発電設備、LP
ガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう
燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努めるものとする。また、物資の供給が相当困難な場
合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通
信等の非常用通信手段の確保を図るものとする。

　県、市、公共機関及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、保有する施設・設備について、再
生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや外部給電可能な電動車の活用を含め自家発電設備、LP
ガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう
燃料の備蓄等を行い、平時から点検、訓練等に努めるものとする。また、物資の供給が相当困難な場合
を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信
等の非常用通信手段の確保を図るものとする。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

（防災統括室、総務部、水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部） （防災統括室、総務部、環境森林部、食農部、県土マネジメント部）
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

　災害時に被害情報を迅速かつ確実に収集し、避難情報などを住民に確実に伝達できるよう、県防災行
政通信ネットワークをはじめ多様な伝達手段を整備・確保する。また、国との情報交換のための通信網
を確実に運用する。

　災害時に被害情報を迅速かつ確実に収集し、避難情報などを住民に確実に伝達できるよう、県防災行
政通信ネットワークをはじめ多様な伝達手段を整備・確保する。また、国との情報交換のため、各機関
が横断的に共有すべき防災情報を、県防災情報システム・新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥ
Ｂ）等に集約できるよう努めることで通信網を確実に運用する。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第１ 県の情報通
信施設等

１ 県防災行政通
信ネットワーク

（１）現況 
　県は、県と市町村及び防災関係機関相互の災害時における迅速かつ的確な情報の伝達を確保するた
め、県防災行政通信ネットワークの整備を行い、平成２９年４月から運用している。県防災行政通信
ネットワークは高速大容量通信が可能となる光ケーブルによる大和路情報ハイウェイ等を利用した有線
回線を主回線とし、衛星系回線を副回線、更にそのバックアップ回線として衛星携帯電話回線の３ルー
トを組み合わせている。衛星系回線は、一般財団法人自治体衛星通信機構（LASCOM）の地域衛星通信
ネットワークにより、国や他の都道府県やその管内市町村等と通信が可能となっている。

（１）現況 
　県は、防災関係機関相互の災害時における迅速かつ的確な情報の伝達を確保するため、県防災行政通
信ネットワークの整備を行い、平成２９年４月から運用している。県防災行政通信ネットワークは高速
大容量通信が可能となる光ケーブルによる大和路情報ハイウェイ等を利用した有線回線を主回線とし、
衛星系回線を副回線、更にそのバックアップ回線として衛星携帯電話回線の３ルートを組み合わせてい
る。衛星系回線は、一般財団法人自治体衛星通信機構（LASCOM）の地域衛星通信ネットワークにより、
国や他の都道府県やその管内市町村等と通信が可能となっている。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第１ 県の情報通
信施設等

１ 県防災行政通
信ネットワーク

（２）災害予防計画 
　県、市町村及び防災関係機関は、県防災行政通信ネットワークの円滑な運営及び管理を図るため、奈
良県防災行政通信ネットワーク運営協議会を設置し、設備の保守を行い機能維持に努めるとともに、機
器操作及び通信要領の習熟を目的に情報伝達訓練等を定期的に実施する。

（２）災害予防計画 
　防災関係機関は、県防災行政通信ネットワークの円滑な運営及び管理を図るため、奈良県防災行政通
信ネットワーク運営協議会を設置し、設備の保守を行い機能維持に努めるとともに、機器操作及び通信
要領の習熟を目的に情報伝達訓練等を定期的に実施する。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第２　市町村防
災行政無線等設
備

第２ 市町村防災行政無線設備 第２　市町村防災行政無線等設備
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第２　市町村防
災行政無線等設
備

０－あ （新設） 　屋外スピーカー又は屋内受信機等により、市町村役場から地域住民への災害情報の伝達に活用され
る。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第２　市町村防
災行政無線等設
備

１　現況 　市町村が防災情報を収集し、また住民に対して防災情報を周知する為の手段に市町村防災行政無線等
がある。令和４年３月末現在、市町村防災行政無線は、県内３９市町村の内３３市町村で整備済みであ
り、市町村防災行政無線を補完する全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）や緊急情報ネットワーク
システム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）は全市町村で整備済みである。
（１）同報系無線
　　屋外拡声器や家庭内の戸別受信機により、市町村役場から地域住民への災害情報の伝達に
　活用される。
（２）移動系無線
　　災害現場から市町村役場までの現地災害情報の伝達のほか、広報車による地域住民への情
　報伝達にも活用される。

　市町村が防災情報を収集し、また住民に対して防災情報を周知する為の手段に市町村防災行政無線等
がある。令和７年３月末現在、市町村防災行政無線等は、県内３９市町村の内３４市町村で整備済みで
あり、市町村防災行政無線等を補完する全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）や緊急情報ネット
ワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）は全市町村で整備済みである。
（削除）

（削除）
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第２　市町村防
災行政無線等設
備

２　災害予防計
画

（１）市町村は、各無線局の設備及び各機器について、保守点検を行い、常に各機器を最良の
　　状態に保持させるとともに、耐災性の向上に努める。
（２）市町村は、自家用発電機をはじめとした非常用電源設備の耐災性の向上に努める。

（１）市町村は、各無線局の設備及び各機器について、保守点検を行い、常に各機器を最良
　　の状態に保持させるとともに、耐災害性の向上に努める。
（２）市町村は、自家用発電機をはじめとした非常用電源設備の耐災害性の向上に努める。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第２　市町村防
災行政無線等設
備

３　整備計画 （１）未整備の市町村にあっては、同報系、移動系各デジタル無線網等の導入整備に努める。
（２）整備済みの市町村にあっては、無線網の拡充・強化及び更新並びにデジタル化等に努め
　　る。
（３）市町村は住民への災害情報伝達手段として、できるだけ多くの伝達手段を確保するよう
　　に努める。
（４）整備に当たっては、設備の耐災性の向上に努める。

（１）未整備の市町村にあっては、市町村防災行政無線等の導入整備に努める。
（２）整備済みの市町村にあっては、無線網の拡充・強化及び更新並びにデジタル化等に努め
　　る。
（３）災害時に被害情報を迅速かつ確実に収集し、避難情報などを住民に確実に伝達できるよ
　　う、できるだけ多くの伝達手段を確保するように努める。
（４）整備に当たっては、設備の耐災害性の向上に努める。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第３ 電信電話設
備（災害時優先
電話）

　ＮＴＴ西日本は、県・市町村及び防災関係各機関の申し出により、あらかじめ指定した加入電話を災
害時優先措置する。県、市町村及び防災関係機関は、各機関の加入電話が災害時優先措置されるようＮ
ＴＴ西日本に申し出て協議し、必要な災害時有線電話を確保するものとする。

　ＮＴＴ西日本は、防災関係各機関の申し出により、あらかじめ指定した加入電話を災害時優先措置す
る。防災関係機関は、各機関の加入電話が災害時優先措置されるようＮＴＴ西日本に申し出て協議し、
必要な災害時有線電話を確保するものとする。
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第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第５ その他の通
信設備

　通信施設を保有する防災関係機関は、各種の災害が発生した場合に予想される通信設備の災害に対処
し、通信の途絶防止対策及び災害復旧対策の強化、確立に努める。

　通信施設を保有する防災関係機関は、各種の災害が発生した場合に予想される通信設備の災害に対処
し、通信の途絶防止対策及び災害復旧対策の強化、確立を図るとともに、通信が途絶している地域で、
部隊や派遣職員等が活動する場合を想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努
める。

43 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

289

第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第６ 非常通信体
制の充実強化

　県をはじめとした自営の通信施設を保有する機関は、個々の通信体制の充実強化に努めるとともに、
電波法第７４条第１項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な通信（以下、合わせ
て「非常通信」という。）の円滑な運用を図るため、各機関相互の協力による非常通信体制の整備、充
実に努める。
　県・市町村及び防災関係機関は、災害時の非常通信の円滑かつ効率的な運用を図るため、各機関相互
の協力による通信訓練を実施し、平時より非常通信の習熟に努める。

　県をはじめとした自営の通信施設を保有する機関は、個々の通信体制の多重化・耐震化により充実強
化に努めるとともに、電波法第７４条第１項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要
な通信（以下、合わせて「非常通信」という。）の円滑な運用を図るため、各機関相互の協力による非
常通信体制の整備、充実に努める。
　防災関係機関は、災害時の非常通信の円滑かつ効率的な運用を図るため、各機関相互の協力による通
信訓練を実施し、平時より非常通信の習熟に努める。

290

第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第７ 通信訓練 　県及び市町村等は、非常災害時において各種通信手段が円滑に運用されるよう平素から意思疎通に努
めるとともに、特定の職員以外でも通信機器の基本的な操作ができるよう定期的に通信訓練を実施す
る。

　県及び市町村等は、非常災害時において各種通信手段が円滑に運用されるよう平素から意思疎通に努
めるとともに、特定の職員以外でも通信機器の基本的な操作ができるよう定期的に通信訓練を実施する
ことを通じて平時からの連携体制を構築する。

291

第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第９　情報シス
テム等の活用

第９　Ｌアラート等 第９　情報システム等の活用

292

第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第９　情報シス
テム等の活用

０　あ 　県防災行政通信ネットワークの一部である県防災情報システムは、Lアラート、県防災ポータル、緊
急速報メールに連携しており、県民への速やかな情報提供が可能である。
　市町村は災害対策本部設置状況、避難指示等発令情報、避難所開設情報を、県防災情報システムに入
力することで、Lアラート等を通じてこれらの情報を住民へ速やかに周知できる。

　県防災行政通信ネットワークの一部である県防災情報システムは、Lアラート、県防災ポータル、緊
急速報メールに連携しており、県民への速やかな情報提供が可能である。
　市町村は災害対策本部設置状況、避難指示等発令情報、避難所開設情報を、県防災情報システムに入
力することで、Lアラート等を通じてこれらの情報を住民へ速やかに周知できる。
　県及び市町村等は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・
要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努める。

293

第２章 災害予防
計画

第２４節 通信体
制の整備計画

第１０ 孤立集落
への通信

　災害時には固定電話や携帯電話が停電や通信回線の断線により通信利用できない場合がある。これに
備えて、市町村は、孤立集落対策として双方向通信可能な情報通信手段の整備に努める。

　災害時には固定電話や携帯電話が地上回線の途絶や通信回線の断線により通信利用できない場合があ
る。これに備えて、市町村は、孤立集落対策として双方向通信可能な情報通信手段の整備に努める。

294

第２章 災害予防
計画

第２５節　孤立
集落対策

第１　県、市町
村、住民・自主
防災組織の役割
分担

２　市町村 　市町村は、災害時には停電により生活に支障が出るとともに、被害状況を把握する方法がなくなるこ
とに備え、灯油やＬＰガス等を利用して発電できる機器の設置を検討しておくとともに、集落が孤立し
た際の住民の食料や生活必需品の確保のため、食料、飲料水及び生活必需品の備蓄を行い、また住民に
対して食料等の備蓄を呼びかける。

　市町村は、災害時には停電により生活に支障が出るとともに、被害状況を把握する方法がなくなるこ
とに備え、灯油やＬＰガス等を利用して発電できる機器の設置を検討しておくとともに、集落が孤立し
た際の住民の食料や生活必需品の確保のため、食料、飲料水及び生活必需品の備蓄を行い、住民に対し
て食料等の備蓄を呼びかける。また、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬
品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、必要に応じて国の支援を受け、無人航空機等の輸送手段
の確保に努める。
　市町村は、孤立した集落の住民から救助要請があった場合に備え、孤立可能性のある集落を表示した
地図を作成する等して、消防、警察、自衛隊とともに住民の救援・救助体制の整備に努める。

295

第２章 災害予防
計画

第２５節　孤立
集落対策

第１　県、市町
村、住民・自主
防災組織の役割
分担

３　県 　災害後遅滞なく管轄する道路の安全確認が実施できるようにあらかじめ職員配置及び確認ルートを検
討しておく。
　県は、孤立する可能性のある集落及び臨時ヘリポートについて位置を把握し、消防防災ヘリ、県警ヘ
リやドクターヘリ等を災害時に活用できるよう確認を行う。

　災害後遅滞なく管轄する道路の安全確認が実施できるようにあらかじめ職員配置及び確認ルートを検
討しておく。
　県は、孤立する可能性のある集落及び臨時ヘリポートについて位置を把握し、消防防災ヘリ、県警ヘ
リやドクターヘリ等を災害時に活用できるよう確認を行う。また、交通の途絶等により地域が孤立した
場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、必要に応じて国の支援を受
け、無人航空機等の輸送手段の確保に努める。

296

第２章 災害予防
計画

第２６節 支援体
制の整備（県外
で災害発生の場
合）

第００ ０　あ （防災統括室、総務部、文化・教育・くらし創造部、県土マネジメント部） （防災統括室、総務部、地域創造部、医療政策局、県土マネジメント部）

297

第２章 災害予防
計画

第２６節 支援体
制の整備（県外
で災害発生の場
合）

第１ 人的支援体
制の整備

３ 　県は、県外での大規模災害発生時に備えて支援体制の整備を行う。 　県は、県外での大規模災害発生時に備えて支援体制の整備を行う。また、自ら派遣する応援職員が円
滑に活動できるよう、資機材や装備品等の整備に努めるものとする。

298

第２章 災害予防
計画

第２６節 支援体
制の整備（県外
で災害発生の場
合）

第３ 広域防災体
制の確立

　南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、紀伊半島全体の
後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な滑走路等を備えた県の大規模広
域防災拠点の整備を、「奈良県大規模広域防災拠点整備基本計画（令和３年６月）」に基づき、進めて
いる。

　紀伊半島には大規模な広域防災拠点はないことを踏まえて、五條市に南部中核拠点として、当該エリ
アを広くカバーする大規模な広域防災拠点の整備を段階的に進めている。

299

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第０ ０　あ （防災統括室、総務部、文化・教育・くらし創造部、県土マネジメント部） （防災統括室、総務部、地域創造部、県土マネジメント部）
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300

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１ 防災関係機
関の相互応援体
制の整備

３ 　県は、国、他の都道府県及び防災関係機関に、迅速に応援要請ができるよう要請の手順等を取り決め
ておくものとする。

　県は、国、他の都道府県及び防災関係機関に、迅速に応援要請ができるよう要請の手順、災害対策本
部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・
輸送体制等について必要な準備を整えるものとする。

301

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１ 防災関係機
関の相互応援体
制の整備

６ （新設） 　市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けて、適切な助言を行うなどの支援に努めるものとす
る。

302

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１ 防災関係機
関の相互応援体
制の整備

７ 　災害時に、県は、被災した市町村へ早期に県リエゾンを派遣する。 　災害時に、県は、被災した市町村へ早期に県リエゾンを派遣する。

303

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１ 防災関係機
関の相互応援体
制の整備

８ （新設） 　県は、市町村に対して協定を締結すべき相手方などについて適切に助言するよう努めるものとする。

304

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１ 防災関係機
関の相互応援体
制の整備

９ 　県及び市町村は、被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等の、民間事業者に委託可能な災害対策に
係る業務について、あらかじめ民間事業者との間で協定を締結する。

　県及び市町村は、被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等の、民間事業者に委託可能な災害対策に
係る業務について、あらかじめ民間事業者との間で協定を締結する。

305

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第２　応援受入
体制の整備

１ 　県及び市町村は、あらかじめ災害時に要請する応援業務（人の派遣、物資の供給、避難所の運営等）
を整理しておくものとする。

　県及び市町村は、あらかじめ災害時に要請する応援業務（人の派遣、物資の供給、避難所の運営等）
や庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者について整理しておくものとする。

306

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第２ 応援受入体
制の整備

５ 　県及び市町村は、迅速、円滑に応援が受けられるように各応援機関の執務スペース、宿泊場所、物
資、資機材の集積場所、車輌の駐車スペース、ヘリポート等を確保する。

　県及び市町村は、迅速、円滑に応援が受けられるように各応援機関の執務スペース、宿泊場所、物
資、資機材の集積場所、車輌の駐車スペース、ヘリポート等を確保する。その際、感染症対策のため、
適切な空間の確保に配慮するものとする。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定
して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を
設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。

307

第２章 災害予防
計画

第２７節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第３　広域防災
体制の確立

　南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、紀伊半島全体の
後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な滑走路等を備えた県の大規模広
域防災拠点の整備を、「奈良県大規模広域防災拠点整備基本計画（令和３年６月）」に基づき、進めて
いる。

　紀伊半島には大規模な広域防災拠点はないことを踏まえて、五條市に南部中核拠点として、当該エリ
アを広くカバーする大規模な広域防災拠点の整備を段階的に進めている。

308

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第０ ０　あ （福祉医療部） （福祉保険部、医療政策局）

309

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１ 保健医療活
動体制の整備

２ 県 （２）県は、県医師会、県病院協会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会と災害時の保健
　　医療活動についての協定を締結する。また、災害時の保健医療活動に必要となるその他の
　　団体と協定の締結について検討する。

（２）県は、県医師会、県病院協会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会等と災害時の保
　　健医療活動についての協定を締結する。また、災害時の保健医療活動に必要となるその他
　　の団体と協定の締結について検討する。

310

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１ 保健医療活
動体制の整備

２ 県　（１） （４）県は、災害医療コーディネーター、透析災害医療コーディネーター、周産期災害医療コーディ
ネーターの設置を含めた保健医療活動体制の整備を行う。

（４）県は、災害医療コーディネーター、透析災害医療コーディネーター、小児・周産期災害
　　医療コーディネーター、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、災害薬事コーディネー
　　ター等の設置を含めた保健医療活動体制の整備を行う。

311

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１ 保健医療活
動体制の整備

２ 県（２） （７）保健医療調整本部の体制整備及び充実に向け、定期的な体制の見直し及び医療政策局内
　　の訓練を行う。

（７）保健医療福祉調整本部の体制整備及び充実に向け、定期的な体制の見直し及び福祉保険
　　部・医療政策局内の訓練等により、連携体制の構築や共通認識の醸成に努めるものとす
　　る。
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312

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１ 保健医療活
動体制の整備

２ 県（３） （８）ＤＨＥＡＴの構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図るための継続的な
　　研修受講を推進する。

（８）ＤＨＥＡＴや保健師等チームの構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図
　　るための継続的な研修受講を推進する。

313
第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１ 保健医療活
動体制の整備

３　県保健所 （４）県保健所は、管轄地域内における災害時保健医療活動を指揮調整するため、地域保健医
　　療調整本部の体制整備及び充実に努める。

（４）県保健所は、管轄地域内における災害時保健医療福祉活動を指揮調整するため、保健医
　　療福祉調整地域本部の体制整備及び充実に努める。

314

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１ 保健医療活
動体制の整備

４ ＤＭＡＴ（災
害派遣医療チー
ム）の整備

（１）ＤＭＡＴは、災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に活動できる、機動性を持ち
　　専門的訓練を受けた医療チームで、県内では２５チーム編成されている。
（３）県は、災害時にＤＭＡＴ及び関係機関が円滑に連携できるように、災害医療コーディ
　　ネーター等のコーディネーターも参加する研修・訓練等を行うとともに、奈良県ＤＭＡＴ
　　コーディネーターを設置し、ＤＭＡＴの派遣及び受入れに関する体制を整備する。

（１）ＤＭＡＴは、災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に活動できる、機動性を持ち
　　専門的訓練を受けた医療チームである。
（３）県は、災害時にＤＭＡＴ及び関係機関が円滑に連携できるように、災害医療コーディ
　　ネーター及び災害薬事コーディネーター等のコーディネーターも参加する研修・訓練等を
　　行うとともに、奈良県災害医療コーディネーターを設置し、ＤＭＡＴの派遣及び受入れに
　　関する体制を整備する。

315

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第１　保健医療
活動体制の整備

５　災害拠点病
院の整備

基幹災害拠点病院	
　県立医科大学附属病院	４
地域災害拠点病院
　奈良保健医療圏
　　奈良県総合医療センター	５
　　市立奈良病院	３
　東和保健医療圏	
　　済生会中和病院	２
　西和保健医療圏	
　　近畿大学奈良病院	２
　中和保健医療圏
　　大和高田市立病院	２
　南和保健医療圏	
　　南奈良総合医療センター	３
ＤＭＡＴ指定病院
　西和保健医療圏	
　　奈良県西和医療センター	２
　東和保健医療圏	
　　宇陀市立病院	２

（削除）

316

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第２　災害時に
おける連絡体制
の構築

１　広域災害救
急医療情報シス
テムの整備

　県は、災害時に迅速な対応が可能となるよう、病院の診療可否情報、受入可能患者数及びライフライ
ン稼働状況等の情報を相互に収集・提供するため、奈良県広域災害救急医療情報システムを整備すると
ともに、国の広域災害救急医療情報システム（EMIS：Emergency Medical Information System）を活用
し、関係機関の連絡体制の構築を図る。

　県は、災害時に迅速な対応が可能となるよう、病院の診療可否情報、受入可能患者数及びライフライ
ン稼働状況等の情報を相互に収集・提供するため、国の広域災害救急医療情報システム（EMIS：
Emergency Medical Information System）を活用し、関係機関の連絡体制の構築を図る。

317

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第４　医薬品等
の確保（協定、
優先供給）

１　災害に備え
た事前対策

奈良県保健医療調整本部
薬務班
厚労省医政局経済課

奈良県保健医療福祉調整本部
薬務・衛生課（薬務・衛生班）
厚労省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

318

第２章 災害予防
計画

第２８節 保健医
療計画

第５　保健師等
による健康管
理・健康相談の
実施

第５　保健師等による健康管理・健康相談の実施（保健師班の整備） 第５　保健師等による健康管理・健康相談の実施

319
第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

（医療政策局） （福祉保険部、医療政策局）

320

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第１　防疫実施
組織の設置

１　市町村 １　市町村（防疫班） １　市町村

321

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第１　防疫実施
組織の設置

２　保健所 ２　保健所（疫学調査班） ２　保健所
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322

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第１　防疫実施
組織の設置

２　保健所 　保健所は、管轄市町村における防疫措置について実情に即した指導を行うとともに、被災地の感染症
患者の発生状況調査や病原体保有者の入院勧告などを行うため、疫学調査のための医師、保健師（又は
看護師）を含む数名（３～４名）からなる疫学調査班を編成する。

　保健所は、管轄市町村における防疫措置について実情に即した指導を行うとともに、被災地の感染症
患者の発生状況調査や病原体保有者の入院勧告などを行うため、疫学調査のための医師、保健師（又は
看護師）を含む数名（３～４名）からなる疫学調査を担う班を編成する。

323

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第１　防疫実施
組織の設置

３　県 ３　県（防疫班） ３　県

324

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第１　防疫実施
組織の設置

３　県 　県（医療政策局）は、防疫対策を企画し、効果的な防疫活動を推進するため、防疫班を編成する。 　県（医療政策局）は、防疫対策を企画し、効果的な防疫活動を推進するため、防疫を担う班を編成す
る。

325

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第３　防疫・保
健衛生用資機材
等の整備

　県及び市町村は、災害防疫に備えるべき資機材等の物件について、あらかじめ周到な計画を策定し、
整備を図る。
　医療用の消毒薬等の確保・供給については、本章第２８節第４により体制整備を図る。また、生活衛
生に必要な医療用以外の消毒薬用の確保・供給については、確保・供給を担当する防災統括室等との連
携を確認する。

　県及び市町村は、災害防疫に備えるべき資機材等の物件について、あらかじめ周到な計画を策定し、
整備を図る。
　医療用の消毒薬等の確保・供給については、本章第２８節第４により体制整備を図る。また、生活衛
生に必要な医療用以外の消毒薬の確保・供給については、確保・供給を担当する防災統括室等との連携
を確認する。

326

第２章 災害予防
計画

第２９節 防疫予
防計画

第４ 職員の訓練 　県及び市町村は、平常時より防疫作業の習熟を図るとともに、災害時を想定した防疫訓練を実施す
る。

　県及び市町村は、平時より防疫作業の習熟を図るとともに、災害時を想定した防疫訓練を実施する。

327
第２章 災害予防
計画

第３０節　火葬
場等の確保計画

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部） （医療政策局）

328
第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第０ ０　あ （水循環・森林・景観環境部） （環境森林部）

329

第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第１ 災害廃棄物
処理計画による
体制整備

0 （新設） 　県及び市町村は、定期的に災害廃棄物処理に関する研修、訓練を実施するとともに、必要に応じて、
災害廃棄物処理計画を改訂し、計画の実効性の向上に努めるものとする。

330

第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第１  災害廃棄
物処理計画によ
る体制整備

１　市町村 　災害時に排出される廃棄物の処理に備え、広域的な相互支援を視野に入れて、災害廃棄物処理計画の
策定・見直しを行い、県、市町村の連携による処理体制の構築に努める。

　災害時に排出される廃棄物の処理に備え、広域的な相互支援を視野に入れて、災害廃棄物処理計画を
改訂し、県、市町村や民間事業者等との連携による処理体制の構築に努める。

331

第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第２ 相互支援体
制の構築

１ 市町村 　「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定（平成２４年８月１日締結）」（以下、
「相互支援協定」という。）に基づき、災害発生時に、県又は被災市町村からの支援要請に可能な限り
応じるため、県が調整する相互支援体制（施設・人員等）の整備に協力するとともに、関係する施設等
が最大限の処理能力を発揮できるよう平常時から必要な整備・維持管理に努める。

　「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定（平成２４年８月１日締結）」（以下、
「相互支援協定」という。）に基づき、災害発生時に、県又は被災市町村からの支援要請に可能な限り
応じるため、県が調整する相互支援体制（施設・人員等）の整備に協力するとともに、関係する施設等
が最大限の処理能力を発揮できるよう平時から必要な整備・維持管理に努める。

332

第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第２ 相互支援体
制の構築

２ 県 （５）支援にあたっての課題等
　また、環境省近畿地方環境事務所主導により設置された「大規模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック
協議会」において、府県間等との広域的な相互支援体制の整備を推進するとともに、一般社団法人奈良
県産業廃棄物協会、奈良県一般廃棄物事業協同組合、一般社団法人奈良県建設業協会と締結（平成２１
年８月２５日）及び奈良県解体工事業協会と締結（平成２９年６月１３日）した協力協定（以下、「協
力協定」という。）に基づき、各団体に対して、平常時から必要な情報交換を行うなど、連携・協力関
係の強化に努める。

（５）支援にあたっての課題等
　また、環境省近畿地方環境事務所主導により設置された「大規模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック
協議会」において、府県間等との広域的な相互支援体制の整備を推進するとともに、一般社団法人奈良
県産業廃棄物協会、奈良県一般廃棄物事業協同組合、一般社団法人奈良県建設業協会と締結（平成２１
年８月２５日）及び奈良県解体工事業協会と締結（平成２９年６月１３日）した協力協定（以下、「協
力協定」という。）に基づき、各団体に対して、平時から必要な情報交換を行うなど、連携・協力関係
の強化に努める。

333

第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第３ 廃棄物処理
施設等の整備等

１ 市町村 （１）施設の整備
　焼却処理施設、リサイクル施設等の計画的な整備、及び耐震化や不燃堅牢化を推進するとともに、災
害時に円滑な稼働が損なわれることなく処理能力を最大限に発揮できるよう、平常時から施設設備の整
備点検等に努める。また、停電時の非常用自家発電設備及び断水時の機器冷却水、設備の稼働が不能と
なった場合の代替設備の確保に努める。

（１）施設の整備
　焼却処理施設、リサイクル施設等の計画的な整備、及び耐震化や不燃堅牢化を推進するとともに、災
害時に円滑な稼働が損なわれることなく処理能力を最大限に発揮できるよう、平時から施設設備の整備
点検等に努める。また、停電時の非常用自家発電設備及び断水時の機器冷却水、設備の稼働が不能と
なった場合の代替設備の確保に努める。
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334

第２章 災害予防
計画

第３１節 廃棄物
処理計画

第３ 廃棄物処理
施設等の整備等

２ 県 　市町村の施設等の整備に対して必要な助言等を行うとともに、相互支援体制を構築するための調整や
情報の共有化により支援する。また、協力協定に基づき、関係団体に対して、災害時に備えて平常時か
ら施設設備の整備点検等に努めるよう働きかける。

　市町村の施設等の整備に対して必要な助言等を行うとともに、相互支援体制を構築するための調整や
情報の共有化により支援する。また、協力協定に基づき、関係団体に対して、災害時に備えて平時から
施設設備の整備点検等に努めるよう働きかける。

335

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第０ ０　あ （防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部） （防災統括室、福祉保険部、産業部、食農部）

336

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第０ 　大規模地震の発生に際し、被災住民の保護を目的とした食料及び生活必需品等（以下、「物資」とい
う。）の調達及び供給について、県・市町村・住民などそれぞれの役割分担を明確にして、平常時から
調達及び供給体制の確立を図る。
　また、県及び市町村は、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う
等配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。

　大規模地震の発生に際し、被災住民の保護を目的とした食料及び生活必需品等（以下、「物資」とい
う。）の調達及び供給について、県・市町村・住民などそれぞれの役割分担を明確にして、平時から調
達及び供給体制の確立を図る。
　また、県及び市町村は、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う
等配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体制の整備に努める。

337

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

１ 住民の役割 　住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。
　また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資がすぐに行きわ
たらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、
最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需品を備蓄するよう努める。特に食物アレルギー
等の食事に関して配慮が必要な住民は、平常時から最低３日間、推奨１週間分の分量を自ら確保するよ
うに努める。この分量を確保するためにローリングストック法等によりストックが可能な食料及び生活
必需品を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努める。

　住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。
　また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資がすぐに行きわ
たらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、
最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需品を備蓄するよう努める。特に食物アレルギー
等の食事に関して配慮が必要な住民は、平時から最低３日間、推奨１週間分の分量を自ら確保するよう
に努める。この分量を確保するためにローリングストック法等によりストックが可能な食料及び生活必
需品を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努める。

338

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

１ 住民の役割 　また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併せて準備するよ
う努める。

　また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についてもあわせて準備する
よう努める。

339

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

３ 県の役割 　県は、被災住民に供給する生活必需品や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等
及び市町村の要請を受けて必要となる物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体
制の整備に努めるとともに、市町村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生時に、被災し
た市町村へ物資を円滑に供給するために、協定等に基づき倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等の
ノウハウを活用する。
　また、災害発生時は市町村を通じて、避難所における食物アレルギーを有する者などのニーズに留意
し、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。

　県は、被災住民に供給する生活必需品や感染症対策に必要な物資等及び市町村の要請を受けて必要と
なる物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるとともに、市町
村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生時に、被災した市町村へ物資を円滑に供給する
ために、協定等に基づき倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等のノウハウを活用する。
　また、県は避難生活に必要な物資について、大規模な災害が発生した場合には、物資の調達や輸送が
平時のようには実施できないという認識に立って、市町村が推計した想定し得る最大規模の災害におけ
る想定避難者数に対して必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週間）と市町村により備蓄される量と
を勘案し不足が懸念される物資等の市町村の区域を越えた利用が想定される物資を備蓄するよう努める
ものとし、その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表するものとする。
　災害発生時は市町村を通じて、避難所における食物アレルギーを有する者などのニーズに留意し、食
物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。

340
第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第２ 平時の物資
調達

0 第２ 平常時の物資調達 第２ 平時の物資調達

341
第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第２ 平時の物資
調達

0 　県及び市町村は、平常時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行う。 　県及び市町村は、平時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行う。

342

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第２ 平時の物資
調達

１ 市町村の物資
調達（１）

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目につい
　　ては、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目につい
　　ては、要配慮者、女性、こどもへの配慮に加え、ペット同行避難者にも配慮するよう努め
　　る。

343

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第２ 平時の物資
調達

１ 市町村の物資
調達（２）

（３）国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登
　　録に努め、国、県及び市町村との情報共有を図る。

（３）国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登録に
　　努め、国、県及び市町村との情報共有を図る。また、交通の途絶等により地域が孤立した
　　場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、必要に応じて
　　国の支援を受け、無人航空機等の輸送手段の確保に努める。

344
第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第２ 平時の物資
調達

２ 県の物資調達 （１）調達する物資は、県が応急的に供給する品目と併せて、市町村の要請を受けて必要とな
　　る品目とする。

（１）調達する物資は、県が応急的に供給する品目とあわせて、市町村の要請を受けて必要と
　　なる品目とする。
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345

第２章 災害予防
計画

第３２節 食料、
生活必需品の確
保計画

第３ 報告 　災害発生時において、県が適切な物資の供給及び支援を行うため、市町村は、少なくとも年１回、平
常時から調達物資の品目・数量・集積場所・民間との災害時応援協定の締結状況及び担当部署を県に報
告する。

　災害発生時において、県が適切な物資の供給及び支援を行うため、市町村は、少なくとも年１回、平
時から調達物資の品目・数量・集積場所・民間との災害時応援協定の締結状況及び担当部署を県に報告
する。

346
第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部） （地域創造部）

347

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第０ 　文化財の種類は多岐にわたり、予想される災害も一律ではない。文化財は後世に伝えるべき貴重な財
産であるが、保存のみでなく活用とも調和が取れた維持管理が求められている。文化財に対する災害予
防対策もまたそのような特性を踏まえたものでなくてはならない。本計画は国指定及び県指定の文化財
（以下、「文化財」という。）を対象とし、火災、風水害等だけでなく、盗難・毀損、さらには虫害、
材質劣化等の平常時における被害も含めた災害全般に対する予防対策とする。

　文化財の種類は多岐にわたり、また予想される災害も一律ではない。文化財は後世に伝えるべき貴重
な財産であるが、保存のみでなく活用とも調和が取れた維持管理が求められ、災害予防対策はそのよう
な特性を踏まえたものでなければならない。本計画は国指定及び県指定の文化財（以下、「文化財」と
いう。）を対象とし、火災、風水害等のほか、盗難・毀損、さらには虫害、材質劣化等の平時における
被害も含めた災害全般に対する予防対策とする。

348

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第１　基本計画 １　保存整備事
業の推進

　県は、文化財の保存修理による性能維持、および防災設備や施設（警報設備・避雷設備・消火設備・
防災道路・収蔵庫等）の設置、改修等の事業に対し補助金を交付し、整備を促進する。

　県は、文化財の保存修理による性能維持、および防災設備や施設（警報設備・避雷設備・消火設備・
防災道路・収蔵庫等）の設置・改修等の事業に対し補助金を交付し、整備を促進する。

349

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第１　基本計画 ２　管理状況の
把握

　県は、文化財保存課職員による適宜巡視、市町村または市町村教育委員会による情報提供、文化財保
護指導委員の巡視報告等を通じ、文化財の管理状況の把握に努めるとともに、連絡先、所在場所、修理
歴、防災設備等のデータを随時更新し、緊急時の対応に備える。

　県は、文化財課職員による適宜巡視、市町村（市町村教育委員会を含む。）による情報提供、文化財
保護指導委員の巡視報告等を通じ、文化財の管理状況の把握に努めると共に、連絡先、所在場所、修理
歴、防災設備等のデータを随時更新し、緊急時の対応に備える。

350

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第１　基本計画 ４　文化財防災
思想の普及活動
及び地域協力体
制の構築

　県は、「文化財防火デー・週間」等の行事を通じ、実地訓練や講習会の実施・参加を進め、所有者の
みならず近隣一般住民に対しても、文化財防火予防に関する認識を高めるとともに災害時に協力する体
制づくりを促す。

　県は、「文化財防火デー」（１月２６日）及び「奈良県文化財防火週間」（１月２６日を含む７日
間）等の行事を通じ、実地訓練や講習会の実施・参加を促し、所有者のみならず近隣一般住民に対して
も、文化財災害予防に関する認識を高めるとともに、災害時に協力する体制づくりを促す。

351
第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第１　基本計画 ５　関係諸機関
との連絡・協力
体制の確立

　県は、文化財防災のための連絡会議を設置し、消防、警察、市町村、近隣府県文化財所管課等と連携
のとれた連絡・協力体制を整備する。

　県は、文化財防災のための連絡会議を設置し、文化財所有者、消防、警察、図書館、博物館、資料館
並びに市町村及び近隣府県文化財所管課等と連携のとれた連絡・協力体制を整備する。

352

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第２　文化財の
所有者又は管理
者による文化財
種別予防対策

第２ 文化財種別対策 第２　文化財の所有者又は管理者による文化財種別予防対策

353

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第２　文化財の
所有者又は管理
者による文化財
種別予防対策

１　建造物 　防災設備が未設置である文化財への新設と、既設設備の点検整備を推進する。また、風水害に備えた
周辺の環境整備を行うとともに、破損状況に応じて適切な保存修理を実施し、建築物としての性能維持
に努める。
　また、重要伝統的建造物群保存地区などにおいて、総合的な防災設備の設置が進むよう市町村に指導
助言を行う。

　防災設備が未設置である文化財への新設と、既設設備の点検整備を行うと共に、風水害に備えた周辺
の環境整備に努める。また、破損状況に応じて適切な保存修理を実施し、建築物としての性能維持に努
める。

354

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第２　文化財の
所有者又は管理
者による文化財
種別予防対策

２　美術工芸
品・有形民俗文
化財

　防火・防犯設備未設置収蔵施設（寺社等）への設置と収蔵庫建設の推進 　防火・防犯設備未設置収蔵施設（寺社等）への設置と収蔵庫建設を行う。

355

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第２　文化財の
所有者又は管理
者による文化財
種別予防対策

３　史跡、名
勝、天然記念物

　記念物等の「安全・安心」を確保するため、国庫補助制度を活用し、耐震対策・土砂災害の防止等の
措置を図る。指定地域内の建造物の防災については建造物に準ずる。指定対象の動植物、鉱物、構造物
等の管理は、各々の特性に応じた措置を施すとともに、天然記念物等には環境の変化に応じて衰退する
ものが含まれているため、日々の変化について記録する。

　記念物等の「安全・安心」を確保するため、国庫補助制度を活用し、耐震対策・土砂災害の防止等の
措置を図る。指定地域内の建造物の防災については、建造物に準ずる。指定対象の動植物、鉱物、構造
物等の管理は、各々の特性に応じた措置を施す。天然記念物等には環境の変化に応じて衰退するものが
含まれているため、日々の変化について記録する。

356

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

第３ 災害別対策（文化財災害予防対策） 第３　文化財の所有者及び管理者による災害別予防対策

357

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

０　あ 災害別 災害種別

358

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

０　あ 【災害別（１.火災）】、【予防方法（３.消火設備）】
１．消防水利・消火設備の設置
　　貯水槽、屋内外消火栓、各種ポンプ、放水銃、池・河川等の消防水利への利活用整備、消
　火器、とび口、梯子、ドレンチャー設備（水噴霧消火設備）
２．既設設備の日常的な点検による維持保全。改修による耐震性能強化。

【災害種別（１.火災）】、【予防方法（３.消火設備）】
１．消防水利・消火設備の設置
　　貯水槽、屋内外消火栓、各種ポンプ、放水銃、池・河川等の消防水利への利活用整備、消
　火器又は簡易消火用具、とび口、梯子、ドレンチャー設備（水噴霧消火設備）
２．既設設備の日常的な点検による維持保全と改修による耐震性能強化
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359

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

０　あ 【災害別（１.火災）】、【予防方法（４.その他）】
（新設）

【災害種別（１.火災）】、【予防方法（４.その他）】
７．奈良県文化財防火週間（１月２６日を含む７日間）における各種取組

360

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

【災害別（３.風水害）】、【予防方法（１.環境整備）】
１．倒壊、折損の恐れのある近接樹木の伐採・枝払・ワイヤー等による支持

【災害種別（３.風水害）】、【予防方法（１.環境整備）】
１．倒壊、折損のおそれのある近接樹木の伐採・枝払・ワイヤー等による支持

361

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

０　あ 【災害別（８．全般）】 【災害種別（８．その他）】

362

第２章 災害予防
計画

第３３節 文化財
災害予防計画

第３　文化財の
所有者及び管理
者による災害別
予防対策

０　あ 【災害別（８．全般）】
（全般）
（防犯対策の強化）

【災害種別（８．その他）】
全般
防犯対策の強化

363

第３章 災害応急
対策計画

第１節 避難行動
計画

第３ 広域避難 　市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供することにつ
いても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定してお
くよう努めるものとする。

　市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際にあわせて広域避難の用にも供することに
ついても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定して
おくよう努めるものとする。

364

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

避難所は地域の支援拠点としての機能を有するものである。県及び市町村は、平時からの取組を活か
し、良好な生活環境の確保に配慮した、円滑な避難所運営ができるように努める。在宅被災者等につい
ても、早期の人数把握に努め、必要な物資や情報が確実に行き渡るようにする。

避難所は地域の支援拠点としての機能を有するものである。県及び市町村は、平時からの取組を活か
し、良好な生活環境の確保に配慮した、円滑な避難所運営ができるように努める。在宅避難者等につい
ても、早期の人数把握に努め、必要な物資や情報が確実に行き渡るようにする。

365

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第２ 県への報告 　市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状
況等の次の事項を適切に県に報告し、県は、その情報を国〔内閣府等〕に共有するよう努めるものとす
る。
１ 避難所開設の日時及び場所
２ 避難所名、避難世帯数及び避難者数

　市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状
況等の次の事項を適切に県に報告し、県は、その情報を国〔内閣府等〕に共有するよう努めるものとす
る。
１ 避難所開設の日時及び場所
２ 避難所名、避難世帯数及び避難者（及び同行避難動物）数
３ 指定避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤ

366

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第３　避難所の
運営

１　留意事項 　市町村は、避難所の運営に当たっては、以下の事項に留意するものとし、誰もが健康を維持すること
ができる環境であるよう努める。この際、避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、
清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボラン
ティア等の外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方公共団体に対し
て協力を求めるものとする。

　市町村は、避難所の運営に当たっては、以下の事項に留意するものとし、誰もが健康を維持すること
ができる環境であるよう、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッド、同行
避難する家庭動物（ペット）のための避難スペースを確保もしくは設置するよう努め、必要な対策を講
ずるものとする。また、避難の長期化等に応じて栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の
生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施などに努める。この際、避難所における正確な情報の
伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について
専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に
応じ、他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。
　また、市町村は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからない
よう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ
う、その立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域
の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意する。

367

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第３　避難所の
運営

１　留意事項 （３）男女及び性的マイノリティのニーズの違い等、男女双方の視点に対する配慮
（６）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策
（新設）

（３）性別や個人の特性に応じたニーズの違い等、それぞれの視点に対する配慮
（６）感染症対策
（８）家庭動物（ペット）の飼育の有無によるニーズの違いに対する配慮

368

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第３　避難所の
運営

２１ 各段階にお
ける主な取組事
項

（１）初動期
　　⑤ 感染症対策
　　　 市町村は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、
 　　避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイ
 　　アウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
　　　 また、県及び市町村は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発
 　　生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策
　　 として必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者等が指定避難所に
     避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に
     必要な情報を共有するものとする。

（１）初動期
　　⑤ 感染症対策
　　　 市町村は、避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管
     理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう
     努めるものとする。
　　　 また、県及び市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災
     担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努
     めるものとする。また、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担
     当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。

50 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

369

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第３　避難所の
運営

２　各段階にお
ける主な取組事
項

（１）初動期
（新設）

（１）初動期
　　⑥ 家庭動物（ペット）同行避難者の受け入れ
　　　 市町村は、指定避難場所や避難所に家庭動物（ペット）と同行避難した被災者を適切
     に受け入れるよう、また、同行避難動物の受入状況（数）を把握するよう努めるものと
     する。

370

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第３　避難所の
運営

２２ 各段階にお
ける主な取組事
項

（２）展開期
　　② 食料、物資に関すること
　　　 迅速かつ公平な提供を心がける。
    ④ 衛生に関すること
     (ｱ)仮設トイレの速やかな設置に努める。
     (ｴ)ペットに関する避難所でのルールづくりに努める。
    ⑤ その他
    （ｲ）女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、男女別のトイレ・更
       衣室・入浴施設・洗濯干し場や授乳室は、昼夜問わず安心して使用できる場所に設置
       するとともに、性的マイノリティが利用しやすいように多目的トイレの設置や個人ご
       とに入浴できる時間帯の設定などを配慮する。
　      また、生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブ
       ザーの配布、照明の増設、性暴力・ＤＶについての注意喚起のポスター掲載等による
       指定避難所における安全性の確保等、女性及び性的マイノリティや子育て家庭のニー
       ズに配慮した指定避難所の運営管理に努める。

（２）展開期
    ② 食料、物資に関すること
       迅速かつ公平な提供を心掛ける。
    ④ 衛生に関すること
     (ｱ)仮設トイレ及びマンホールトイレの速やかな設置に努めるとともに、簡易トイレ、
       トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努める。
     (ｴ)同行避難動物の飼養及び管理に関する避難所でのルールづくりに努める。
    ⑤ その他
    （ｲ）女性やこども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、男女別のトイレ・更
       衣室・入浴施設・洗濯干し場や授乳室は、昼夜問わず安心して使用できる場所に設置
       するとともに、性的マイノリティが利用しやすいように多目的トイレの設置や個人ご
       とに入浴できる時間帯の設定などを配慮する。
　      また、生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブ
       ザーの配布、照明の増設、性暴力・ＤＶについての注意喚起のポスター掲載等による
       指定避難所等における安全性の確保、キッズスペースや学習スペースの設置など、女
       性及び性的マイノリティや子育て家庭、こども・若者のニーズに配慮した指定避難所
       の運営管理に努める。
     (ｵ)同行避難した家庭動物（ペット）が飼い主以外の避難者の心身に与える影響を考慮
       した動物の飼養場所の確保に努める。
　      また、避難する動物の福祉にも配慮し、雨風や直射日光、暑熱、冷気等を避けるこ
       とができるスペースの確保もしくは設置を検討する。

371

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第４　在宅避難
者等への支援

第４　在宅被災者等への支援 第４　在宅避難者等への支援

372

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第４　在宅避難
者等への支援

１　支援拠点の
設置検討

（新設） １　支援拠点の設置検討

373

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第４　在宅避難
者等への支援

１　支援拠点の
設置検討

（新設） 　市町村は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで被災者等（同行避難動物を含む）を受け入
れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等（飼養する家庭動
物（ペット）を含む）が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅
避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。

374

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第４　在宅避難
者等への支援

２　在宅避難者
の早期把握及び
支援の提供

（新設） ２　在宅避難者の早期把握及び支援の提供

375

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第４　在宅避難
者等への支援

２　在宅避難者
の早期把握及び
支援の提供

　市町村は、避難所に避難している被災者だけでなく、在宅の被災者（食事のみ受取りに来る被災者を
含む）等に対しても、避難所において食料や生活必需品を配布し、必要な情報やサービスの提供を行
う。
　そのために市町村は、在宅被災者等の避難者名簿への登録などにより、在宅被災者等の早期把握に努
める。

　市町村は、避難所に避難している被災者だけでなく、在宅の避難者（食事のみ受取りに来る被災者を
含む）等に対しても、避難所において食料や生活必需品を配布し、必要な情報やサービスの提供を行
う。
　そのために市町村は、在宅避難者等の避難者名簿への登録などにより、在宅避難者等の早期把握に努
める。

376

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第５　車中泊者
への対応

１　車中泊避難
者の支援方策の
検討

（新設） １　車中泊避難者の支援方策の検討

377

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第５　車中泊者
への対応

１　車中泊避難
者の支援方策の
検討

（新設） 　市町村は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地
域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討
するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難
者の支援に必要な物資の備蓄に努める。
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378

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第５　車中泊者
への対応

２　車中泊避難
者への支援体制
の整備

（新設） ２　車中泊避難者への支援体制の整備

379

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第５　車中泊者
への対応

２　車中泊避難
者への支援体制
の整備

（新設） 　市町村は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行うためのスペース
の避難者及び同行避難動物数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行
うものとする。また、被災者支援に係る情報は車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても提
供するものとする。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努める
ものとする。

380

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第５　車中泊者
への対応

３　車中泊避難
者への配慮事項

（新設） ３　車中泊避難者への配慮事項

381

第３章 災害応急
対策計画

第２節 避難生活
計画

第６ 広域一時滞
在

　被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、被災市町村の区域外への広
域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、県内の他の
市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県
に対し当該他の都道府県との協議を求めることができる。

　被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、被災市町村の区域外への広
域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、県内の他の市町
村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対
し当該他の都道府県との協議を求めることができる。被災市町村は、広域一時滞在の受入先の市町村と
の間で、被災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受入先の市町村は、受け入れた
被災住民に対し、必要な支援情報を提供するものとする。

382

第３章 災害応急
対策計画

第３節 帰宅困難
者対策計画

０－あ ０－あ 　大規模地震等発生時、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者
が大量に発生することから、県は「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原
則や安否確認手段について平常時から積極的に広報するとともに、帰宅困難者への速やかな情報提供や
状況が落ち着いた後の帰宅支援を実施する。

　大規模地震等発生時、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者
が大量に発生することから、県は「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原
則や安否確認手段について平時から積極的に広報するとともに、帰宅困難者への速やかな情報提供や状
況が落ち着いた後の帰宅支援を実施する。

383

第３章 災害応急
対策計画

第３節 帰宅困難
者対策計画

第１　発災直後
の対応

２　企業等にお
ける対応

　県は、企業等に対し、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことができるよう、必要な物資の備
蓄等を促したり、大規模な集客施設等の管理者に対して、利用者の誘導体制の整備を促すなど、帰宅困
難者対策を行うものとする。

　県は、企業等に対し、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことができるよう、必要な物資の備
蓄等を促し、大規模な集客施設等の管理者に対して、利用者の誘導体制の整備を促すなど、帰宅困難者
対策を行うものとする。

384
第３章 災害応急
対策計画

第４節 要配慮者
の支援計画

第００ ０　あ （防災統括室、福祉医療部） （防災統括室、知事公室、福祉保険部）

385

第３章 災害応急
対策計画

第４節 要配慮者
の支援計画

第１ 要配慮者へ
の支援

２ 避難所到着後
の対応

　県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難所を確保するとともに、健康
状態等を把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることとする。また、避難所における要配慮者用相談
窓口の設置や要配慮者支援への理解促進に留意するものとする。併せて、個々の事情により、その地域
において在宅にて避難生活を送っている者も支援の対象とする。
　市町村は、必要に応じて要配慮者等一般的な避難所では生活に支障をきたす方を対象に、特別な配慮
がなされた福祉避難所を開設する。ただし、緊急入所等在宅での生活の継続が困難な要配慮者や指定避
難所あるいは福祉避難所での避難生活が困難な要配慮者、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必
要な者等については、緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応を行うものとする。

　県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難所を確保するとともに、健康
状態や多様なニーズを把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることとする。また、避難所における要
配慮者用相談窓口の設置や要配慮者支援への理解促進に留意するものとする。あわせて、個々の事情に
より、その地域において在宅にて避難生活を送っている者も支援の対象とする。
　市町村は、必要に応じて要配慮者等一般的な避難所では生活に支障をきたす方を対象に、特別な配慮
がなされた福祉避難所を開設する。ただし、緊急入所等在宅での生活の継続が困難な要配慮者や避難所
あるいは福祉避難所での避難生活が困難な要配慮者、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必要な
者等については、緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応を行うものとする。

386

第３章 災害応急
対策計画

第４節 要配慮者
の支援計画

第１ 要配慮者へ
の支援

３　医療等の体
制

　県は、市町村と連携し、保健師・看護師その他必要な職種からなるチームを編成し、避難所・仮設住
宅等への巡回健康・福祉相談体制の確保や、メンタルヘルスケア体制の確保を図ることにより、被災地
における心身の健康維持や在宅療養者等への対応を行う。
　また、奈良県災害派遣福祉チーム設置運営要綱に基づき、災害時には、県と奈良県社会福祉協議会が
共同で奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の派遣調整を行い、避難所等に福祉専門職のチーム
を派遣し、要配慮者に対し適切な福祉支援を行うことにより二次被害防止を図る。

　県は、市町村と連携し、保健師・看護師その他必要な職種からなるチームを編成し、避難所・仮設住
宅等への巡回健康・福祉相談体制の確保や、メンタルヘルスケア体制の確保を図ることにより、被災地
における心身の健康維持や在宅療養者等への対応を行う。
　また、奈良県災害派遣福祉チーム設置運営要綱に基づき、災害時には、県と奈良県社会福祉協議会が
共同で奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の派遣調整を行い、避難所等に福祉専門職のチーム
を派遣し、避難所（指定一般避難所及び指定福祉避難所並びに協定による福祉避難所又は協定・届出避
難所も含まれる。）に避難する要配慮者、在宅及び自家用車で生活を続ける要配慮者並びに被災した社
会福祉施設等で生活を続ける要配慮者その他地域で生活する要配慮者に対し適切な福祉的支援を行うこ
とにより二次被害防止を図る。

387
第３章 災害応急
対策計画

第５節 住宅応急
対策計画

第００ ０　あ （地域デザイン推進局） （まちづくり推進局）
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388

第３章 災害応急
対策計画

第５節 住宅応急
対策計画

第１ 趣旨 ０　あ 　応急仮設住宅の供給においては、地域の既存住宅ストックの状況と避難者の状況やコミュニティの確
保等を勘案したうえで、相談体制の整備、応急修理の推進、公営住宅等の一時提供及び民間賃貸住宅借
上げによる応急仮設住宅の提供により、既存住宅ストックの活用による応急的な住まいを早期に確保す
る。なお、避難者の状況等から勘案し、既存住宅ストックの活用が困難な場合は、応急仮設住宅の建設
を速やかに行い、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。

　応急仮設住宅の検討においては、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保すること
を基本とし、避難者の状況やコミュニティの確保等を勘案したうえで、相談体制の整備、修理業者の周
知等の支援やブルーシートの展張等を含む応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び
賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に十
分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住
まいを早期に確保するものとする。なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する
ものとする。

389

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

　県は、平成２３年紀伊半島大水害の経験をふまえ、各部局さらには現場の判断で即時の対応を的確に
行えるよう、「分権・分担」の視点に立った体制を整備する。
　また、台風接近時等、災害が発生するおそれのある時は、災害対策本部の前段階として災害警戒本部
を設置し、警戒に当たることとする。
　特に大型台風接近時等、大規模な災害が発生するおそれのある時、また、県災害対策本部設置時に
は、災害時緊急連絡員を対象市町村に派遣し、迅速・的確な情報収集に努める。

　県は、平成２３年紀伊半島大水害の経験をふまえ、各部局さらには現場の判断で即時の対応を的確に
行えるよう、「分権・分担」の視点に立った体制を整備し、災害応急対策を実施する。

390

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第１　活動体制
の確立

第１　防災組織計画 第１　活動体制の確立

391

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第１　活動体制
の確立

　県、市町村は、大規模災害発生時には、応急対策を総合的に推進する中心的な組織である災害対策本
部を職員の安全の確保に十分に配慮しつつ、できる限り速やかに設置し、活動体制を確立する。
　また、各防災関係機関（災害応急対策責任者）は、それぞれの災害対策本部等を設置し、災害の拡大
を防止するための活動体制を確立し、応急対策活動を実施する。
　これらの各防災関係機関の系統図は次のとおりである。

　防災関係機関は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、防災の推進を図るため、
必要に応じて災害対策本部等を設置し、活動体制を確立する。
　各防災関係機関の系統図は次のとおりである。

392

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第１　活動体制
の確立

災害対策系統図
図修正

災害対策系統図
図修正

393

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第２　県の活動
体制

１　奈良県災害
警戒体制

１　奈良県地震災害警戒体制 １　奈良県災害警戒体制

394

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第２　県の活動
体制

１　奈良県災害
警戒体制

　奈良県地震災害警戒体制は、県内で震度４または５弱の地震が発生した場合に、災害対策本部設置以
前の段階として、災害の警戒にあたる体制である。
（詳細については、「本節第３　地震災害警戒体制」参照）

　奈良県災害警戒体制は、奈良県災害対策本部設置の前段階として設置される体制であり、災害に関す
る情報収集や他の防災関係機関等との連絡調整等の事務を行う。ただし、水防関係の体制については、
県水防計画の定めるところによる。
（詳細については、「本節第３　奈良県災害警戒体制」参照）

395

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第２　県の活動
体制

２　奈良県災害
対策本部

２　奈良県災害対策本部体制 ２　奈良県災害対策本部

396

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第２　県の活動
体制

２　奈良県災害
対策本部

　奈良県災害対策本部体制は、震度５強以上の地震が発生した場合に、水防、災害救助、災害警備その
他の災害応急対策活動すべてを包括し、災害対策を行う組織であり、知事を本部長とし、奈良県・奈良
県教育委員会及び奈良県警察本部を統括する。
（詳細については、「本節第４　奈良県災害対策本部体制の組織及び事務分掌等」参照）

　奈良県災害対策本部は、防災の推進を図るため設置される体制であり、水防、災害救助、災害警備そ
の他の災害応急対策活動すべてを包括し、災害に関する情報収集や災害応急対策の実施、関係指定地方
行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関等との連絡調整等の事務を
行う。
（詳細については、「本節第４　奈良県災害対策本部」参照）

397

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

第３　地震災害警戒体制 第３　奈良県災害警戒体制
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398

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

１　設置基準 １　配備の基準 １　設置基準

399

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

１　設置基準 （１）警戒配備
　　ア　県内に震度４の地震が発生したとき
　　　　近畿２府７県（奈良県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山
　　　県、徳島県）以外の都道府県で、震度６弱以上の地震が発生したとき
　　イ　その他必要があると認められるとき
（２）災害警戒本部
　　ア　県内に震度５弱の地震が発生したとき
　　イ　大規模地震対策特別措置法第９条に基づく地震災害（東海地震）に関する警戒宣言が
　　　発令されたとき
　　ウ　奈良県以外の近畿２府６県で震度６弱以上の地震が発生したとき
　　エ　その他必要があると認められるとき

（削除）

400

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

１　設置基準 （新設） 次のいずれかに該当する場合に、奈良県災害警戒体制を設置する。
（１）県内に震度４の地震が発生したとき
（２）近畿２府７県（奈良県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山
　　県、徳島県）以外の都道府県で、震度６弱以上の地震が発生したとき
（３）「南海トラフ臨時情報（調査中）」が発表されたとき
（４）その他必要があると認められたとき

401

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

２　配備 ２　配備の決定 ２　配備

402

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

２　配備 　地震災害警戒体制の配備については、知事部局にあっては、県土マネジメント部は県土マネジメント
部長、その他の部局は危機管理監が、水道局にあっては水道局長、教育委員会にあっては教育長、警察
本部にあっては警察本部長が、気象等の状況を判断し、決定する。

　奈良県災害警戒体制の配備は、知事部局にあっては、県土マネジメント部は県土マネジメント部長、
その他の部局は危機管理監が、教育委員会にあっては教育長、警察本部にあっては警察本部長が、気象
等の状況を判断し、決定する。
　また、各出先機関を所管する部局長は、出先機関の参集・配備人員をあらかじめ整備する。

403

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

３　災害応急対策要領の策定
　上記１、２に関する内容の詳細については、防災統括室が別途策定する「災害応急対策要領」に規定
し、必要に応じて随時見直していくこととする。なお、同要領については、県庁内の全部局に対し周知
を図る。見直した場合はその都度周知することとする。

（削除）

404

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

４　出先機関における配備
　各出先機関を所管する部局長は、出先機関の災害警戒体制時における参集・配備人員を予め整備す
る。

（削除）

405

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

３　解散基準 （新設） ３　解散基準

406

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第３　奈良県災
害警戒体制

３　解散基準 （新設） （１）災害応急対策をおおむね終了したとき
（２）災害の発生や拡大のおそれ等がなくなり解散を適当と認めたとき
（３）県外被災地への支援等の必要がなく解散を適当と認めたとき

407

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

第４　奈良県災害対策本部体制の組織及び事務分掌等 第４　奈良県災害対策本部

408

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

１　設置基準 （新設） １　設置基準
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409

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

１　設置基準 （新設） 知事は、次のいずれかに該当する場合に、奈良県災害対策本部を設置する。
（１）県内に震度５弱以上の地震が発生したとき
（２）奈良県以外の近畿２府６県で震度６弱以上の地震が発生したとき
（３）「南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）」又は「南海トラフ臨時情報（巨大地震注
　　意）」が発表されたとき
（４）その他、知事が必要と認めたとき

410

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　組織 １　組織 ２　組織

411

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　組織 　奈良県災害対策本部の組織は「奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例」及び次に定めるとこ
ろによる。
（１）組織
  災害対策本部に部及び班を設ける。
  また、本部が設置されたときは、本部事務局を防災統括室に設ける。

　奈良県災害対策本部（以下、「災害対策本部」という。）の組織は、法第23条、「奈良県防災会議等
の組織及び運営に関する条例」及び次に定めるところによる。
（１）組織
　　①　災害対策本部に部を置くものとし、部に班を置くものとする。
　　②　災害対策本部が設置されたときは、本部事務局を防災統括室に置くものとし、本部事
　　　務局に班を置くものとする。

412

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　組織 （新設） （２）本部員
　　①　災害対策本部に本部長、副本部長、危機管理監及び部長を置く。また、部に副部長を
　　　置き、班に班長を置く。
　　②　本部長は知事とし、副本部長は副知事とする。
　　③　本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。また、本部長
　　　は、特に必要があると認めるときは防災会議を構成する機関の長に対し、当該機関の職
　　　員が災害対策本部に協力するよう求めることができる。
　　④　副本部長は、本部長を補佐する。
　　⑤　危機管理監は、本部長及び副本部長を補佐する。また、本部長の命を受け、本部事務
　　　局の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。
　　⑥　部長は、本部長の命をうけ、部の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。
　　⑦　副部長は、部長を補佐する。また、部長の命をうけ、その事務に従事する。
　　⑧　班長は、部長の命をうけ、その事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
　　⑨　本部長に事故ある場合は、次の順によりその職務を代理する。
　　　(ｱ)副知事（防災担当）
　　　(ｲ)危機管理監
　　　(ｳ)総務部長
　　　(ｴ)福祉保険部長

413

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　組織 （２）本部会議
　災害に対する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部に本部会議を置く。
　本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監及び各部の部長をもって構成する。
　なお、本部員が出席できないときは、副部長または総務班長等が代理出席する。

（３）本部会議
　　①　災害対策本部に本部会議を置く。
　　②　本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監及び部長をもって構成する。なお、本部
　　　員が出席できないときは、各部の副部長または班長等が代理出席する。

414

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　組織 （３）各部局連絡員及び連絡事項
　各部局連絡員は、本部会議の決定事項について各部及び各班の連絡調整を図り、災害対策実施の円滑
な処理に当たる。

（４）各部連絡員
　　①　各部に連絡員（原則として主幹・課長補佐級職員１名）を置く。
　　②　連絡員は、本部事務局及び各部との連絡調整を図る。

415

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　組織 ■奈良県災害対策本部組織図（部・班の体制）
省略

■奈良県災害対策本部組織図（部・班の体制）
省略
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416

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

２　分担事務
　災害対策本部に本部長、副本部長、危機管理監、部長、副部長及び班長を置く。
　本部長は、特に必要があると認めるときは防災会議を構成する機関の長に対し、当該機関の職員が災
害対策本部に協力するよう求めることができる。
　副本部長は、本部長を補佐する。
　危機管理監は、本部長及び副本部長を補佐する。
　部長は、本部長の命をうけ、部の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。
　副部長は、部長の命をうけ、その事務に従事する。
　班長は、部長の命をうけ、その事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
　本部長に事故ある場合は、次の順によりその職務を代理する。
 （１）副知事（防災担当）
 （２）危機管理監
 （３）総務部長
 （４）福祉医療部長
　各部、各班の事務分掌は次表のとおりとする。

（削除）

417

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

３　事務分掌 （新設） ３　事務分掌

418

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

３　事務分掌 （新設） 各部、各班の事務分掌は次表のとおりとする。

419

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

３　設置の基準
　県内で震度５強以上の地震が発生した場合、地震の発生と同時に県災害対策本部を自動設置する。こ
の場合、震度階級に応じて、予め定められた職員は勤務公署等へ参集する。

（削除）

420

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

４　配備 ４　動員の区分 ４　配備

421
第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

４　配備 （新設） 災害対策本部の配備は、原則として下表の配備基準のとおりとする。

422

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

４　配備 （新設） 【配備区分】
警戒
【配備基準】
県内で震度５弱を観測した場合
【配備規模】
危機管理監及び部長が別に定める体制

423

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

４　配備 【動員区分】
（新設）
A動員
【動員基準】
県内で震度５強を観測した場合
【動員規模】
全職員の約1/5
約1,300人体制
＋警察部約2,800人
総計約4,100人体制

【配備区分】
非常
A動員
【配備基準】
県内で震度５強を観測した場合
【配備規模（知事部局等）】
全職員の約1/5
約1,280人体制
【配備規模（警察本部）】
「奈良県警察大震災警備計画」に定める体制
（最大約2,800人体制）
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424

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

４　配備 【動員区分】
（新設）
B動員
【動員基準】
県内で震度６弱を観測した場合
【動員規模】
全職員の約1/3
約2,100人体制
＋警察部約2,800人
総計約4,900人体制

【配備区分】
非常
B動員
【配備基準】
県内で震度６弱を観測した場合
【配備規模（知事部局等）】
全職員の約1/3
約2,100人体制
【配備規模（警察本部）】
「奈良県警察大震災警備計画」に定める体制
（最大約2,800人体制）

425

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

４　配備 【動員区分】
（新設）
C動員
【動員基準】
県内で震度６強を観測した場合
【動員規模】
全職員
約6,500人体制
＋警察部約2,800人
総計約9,300人体制

【配備区分】
非常
C動員
【配備基準】
県内で震度６強を観測した場合
【配備規模（知事部局等）】
全職員
約6,400人体制
【配備規模（警察本部）】
「奈良県警察大震災警備計画」に定める体制
（最大約2,800人体制）

426

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

５　設置場所 ５ 災害対策本部の設置場所 ５　設置場所

427

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

５　設置場所 　県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維持できない場合は、県内の被災状況や施設の状況
に応じて、知事の判断により、災害対応業務に不可欠な防災行政通信ネットワークを備えており、ま
た、耐震性能を有している橿原総合庁舎または郡山総合庁舎に災害対策本部を設置する。

　原則として県庁舎内に設置する。
　ただし、県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維持できない場合は、県内の被災状況や施
設の状況に応じて、本部長の判断により、災害対応業務に不可欠な防災行政通信ネットワークを備えて
おり、また、耐震性能を有している橿原総合庁舎または郡山総合庁舎に災害対策本部を設置する。

428

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

６　解散の基準 （１）災害対策を一応終了したとき
（２）災害発生の恐れがなくなり解散を適当と認めたとき
（新設）

（１）災害応急対策をおおむね終了したとき
（２）災害の発生や拡大のおそれ等がなくなり解散を適当と認めたとき
（３）県外被災地への支援等の必要がなく解散を適当と認めたとき

429

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

７　現地災害対
策本部

（３）所掌事務
　現地災害対策本部は、災害対策本部の次の事務の一部を掌理する。
　　①　被害状況、復旧状況の情報分析
  　②　市町村、関係機関との連絡調整
　　③　現場活動の役割分担・調整
　　④　本部長の指示による応急対策の推進
　　⑤　その他緊急を要する応急対策の推進

（３）所掌事務
　現地災害対策本部は、災害対策本部の次の事務の一部を掌理する。
　　①　被害状況、復旧状況の情報分析
  　②　市町村、関係機関との連絡調整
　　③　現場活動の役割分担・調整
　　④　本部長の指示による災害応急対策の推進
　　⑤　その他緊急を要する災害応急対策の推進

430

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第４　奈良県災
害対策本部

８　防災関係機
関等との連携

　災害対策本部は、市町村、指定行政機関、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共
機関その他の防災関係機関と相互に密接な連携を図りつつ、適切な災害応急対策の実施に努める。ま
た、国の現地対策本部が設置された場合にも同様とする。

　災害対策本部は、市町村、指定行政機関、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関及び指定地方公
共機関その他の防災関係機関並びに必要に応じて民間団体及び民間事業者等と相互に密接な連携を図り
つつ、適切な災害応急対策の実施に努める。
　また、災害対策本部は、国が現地において開催する連絡会議及び調整会議において、対応状況や被災
市町村等を通じて把握した被災地の状況等を共有し、必要な調整を行うよう努める。

431

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

９　民間事業所との連携
　民間事業所に「防災情報サポート事業所」として気象情報や被害情報を提供いただき、より充実した
情報収集体制を構築する。

（削除）

432

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

１０　市町村への連絡員の派遣（災害時緊急連絡員）
　県は、あらかじめ職員を選定し、総括と支援員で構成する「災害時緊急連絡員」を編成し、県内で震
度５弱以上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害や災害対応の状況、
人的・物的ニーズなどの情報を収集する。
なお、連絡員のうち支援員は、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、あらかじめ定められた担
当市町村に自動参集し、活動を開始する。
その他、必要な事項については、「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づくものとする。

（削除）
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433

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

１１　災害警戒本部の設置（災害対策本部設置の前段階として）
　県内に震度５弱の地震が発生したときや、奈良県以外の近畿２府６県で震度６弱以上の地震が発生し
たときなど（本節第３　地震災害警戒体制　１　配備の基準（２））に、災害警戒本部を設置する。
（１）組織
　災害警戒本部に本部長を置く。原則として本部長は危機管理監をもって充てる。
本部員は、災害の程度等に応じ、危機管理監、知事公室長の他、本部長が指定する者（原則として部次
長等）とする。
　本部が設置されたときは、本部事務局を防災統括室に設ける。
（２）本部会議
　災害に対する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部に本部会議を置く。
　本部会議は、危機管理監、知事公室長、その他本部員をもって構成する。
（３）各部連絡員及び連絡事項
　各部に連絡員（原則として各部主管課室の主幹・補佐級職員１名）を置き、本部会議の決定事項につ
いて各部及び各班の連絡調整を図り、災害警戒対策実施の円滑な処理に当たる。

（削除）

434

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第５　奈良県災
害応急対策要領
の策定

（新設） 第５　奈良県災害応急対策要領の策定

435

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第５　奈良県災
害応急対策要領
の策定

（新設） 　上記のほか、奈良県災害警戒体制及び奈良県災害対策本部に関し必要な事項は、「奈良県災害応急対
策要領」に定める。同要領は、県庁内の全部局に対し周知を図る。

436

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第６　市町村の
活動体制

第５　市町村の活動体制 第６　市町村の活動体制

437

第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第６　市町村の
活動体制

　市町村は、当該市町村の区域に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において第一次的に災害
応急対策を実施する機関であるため、法令、奈良県地域防災計画及び市町村地域防災計画の定めるとこ
ろにより、他の市町村、県、指定地方行政機関、区域内の公共的団体及び住民、自主防災組織等の協力
を得て、災害応急対策の実施に努める。
　また、市町村災害対策本部の組織体制を確立するため、本部職員、消防職員及び消防団員の動員体制
並びに災害対策本部の設置、動員及び解散についての伝達方法等をあらかじめ具体的に定める。

　市町村は、当該市町村の区域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において第一次的に災
害応急対策を実施する機関であるため、法令、奈良県地域防災計画及び市町村地域防災計画の定めると
ころにより、他の市町村、県、指定地方行政機関、区域内の公共的団体及び住民、自主防災組織等の協
力を得て、災害応急対策の実施に努める。
　また、市町村災害対策本部の組織体制を確立するため、本部職員、消防職員及び消防団員の動員体制
並びに災害対策本部の設置、動員及び解散についての伝達方法等をあらかじめ具体的に定める。

438
第３章 災害応急
対策計画

第６節 活動体制
計画

第７　指定地方
行政機関等の活
動体制

第６　指定地方行政機関等の活動体制 第７　指定地方行政機関等の活動体制

439
第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

（防災統括室、県土マネジメント部、奈良地方気象台） （防災統括室、総務部、県土マネジメント部、奈良地方気象台）

440

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第００ ０　あ 　県、市町村、各防災関係機関は、災害情報（被害状況、避難状況等）の迅速・的確な把握に努める。
市町村等（消防本部等含む）は、把握した情報を速やかに県に報告し、各防災関係機関は、県から求め
があれば速やかに自らの把握している災害情報を報告する。
県は、市町村、各防災関係機関が把握する災害情報の早期の収集、迅速・的確な把握に努め、必要に応
じて国や他機関に報告し、適切な連携を図る。

　各防災関係機関は、災害情報（被害状況、避難状況等）の迅速・的確な把握に努める。市町村等（消
防本部等含む）は、把握した情報を速やかに県に報告し、各防災関係機関は、県から求めがあれば速や
かに自らの把握している災害情報を報告する。
県は、各防災関係機関が把握する災害情報の早期の収集、迅速・的確な把握に努め、新総合防災情報シ
ステム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用し、必要に応じて国や他機関に報告し、適切な連携を図る。

441

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　震源に関する情報
発表基準
　・震度3 以上
　（大津波警報、津波警報または津波注意報を発表した場合は発表しない）

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　震源に関する情報
発表基準
　・震度3 以上
　（大津波警報、津波警報又は津波注意報を発表した場合は発表しない）

442

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（１）地震に関する情報の種類
「震源・震度に関する情報（注1）」
「各地の震度に関する情報（注1）」

（項目削除）
（項目削除）
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443

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（１）地震に関する情報の種類
（新設）

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　「震源・震度情報」
発表基準
　・震度１以上
　・津波警報・注意報発表又は若干の海面変動が予想された時
　・緊急地震速報（警報）発表時

内容
　地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度１以上を観測した地点と観測した震度
を発表。それに加えて、震度３以上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を発表。
　震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村・地点名を
発表。

444

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　「長周期地震動に関する観測情報 」
発表基準
　・震度3以上

内容
　高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー
ド）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等を発表（地震発生から約約10分後に気象庁ホーム
ページ上に掲載）

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　「長周期地震動に関する観測情報 」
発表基準
　・震度１以上を観測した地震のうち長周期地震動階級１以上を観測した場合

内容
　地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、地点毎に、長周期地震動階級や長周期地
震動の周期別階級等を発表。

445

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　「遠地地震に関する情報」
発表基準
　国外で発生した地震について以下のいずれかを満たした場合等 
　　・マグニチュード7.0以上 
　　・都市部等、著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合

内容
　地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表。 
日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。

（１）地震に関する情報の種類
地震情報の種類
　「遠地地震に関する情報」
発表基準
　国外で発生した地震について以下のいずれかを満たした場合等 
　　・マグニチュード7.0以上 
　　・都市部等、著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合
　※国外で発生した大規模噴火を覚知した場合にも発表することがある

内容
　地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表。 
日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。
※国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は１時間半～２時間程度で発表

446

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（注1）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」と「各地の震度に
関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。
震度については、「本節第３ 気象庁による震度階級関連解説表」を参照。

（削除）
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447

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（２）地震に関する情報の通知基準
　奈良地方気象台は、県内で震度３以上を観測したときに「震源・震度に関する情報」を、県内で震度
１以上を観測したときに「各地の震度に関する情報」を、県及び日本放送協会奈良放送局に通知する。
また、その他、地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認められるときに同機関
に通知する。

（２）地震に関する情報の通知基準
　奈良地方気象台は、県内で震度１以上を観測したときに「震源・震度情報」を、県に通知する。ま
た、その他、地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認められるときに同機関に
通知する。

448

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（３）地震活動に関する解説資料等 
解説資料等の種類
地震解説資料（速報版）

発表基準
以下のいずれかを満たした場合に、一つの現象に対して一度だけ発表
・奈良県で震度４以上を観測
（ただし、地震が頻発している場合、その都度の発表はしない。）

内容
地震発生後30分程度を目途に、地方公共団体が初動期の判断のため、状況把握等に活用できるように、
地震の概要、奈良県の情報等、及び地震の図情報を取りまとめた資料。

（３）地震活動に関する解説資料等 
解説資料等の種類
地震解説資料（全国速報版・地域速報版）

発表基準
以下のいずれかを満たした場合に、一つの現象に対して一度だけ発表
・奈良県で震度４以上を観測
（ただし、地震が頻発している場合、その都度の発表はしない。）

内容
地震発生後30分程度を目途に、地方公共団体が初動期の判断のため、状況把握等に活用できるように、
地震の概要、震度や長周期地震動階級に関する情報、津波警報や津波注意報等の発表状況等、及び津波
や地震の図情報を取りまとめた資料。
・地震解説資料（全国速報版）
上記内容について、全国の状況を取りまとめた資料。
・地震解説資料（地域速報版）
上記内容について、発表基準を満たした都道府県別に取りまとめた資料。

449

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（３）地震活動に関する解説資料等
解説資料等の種類 
地震解説資料（詳細版）

発表基準
以下のいずれかを満たした場合に発表するほか、状況に応じて必要となる続報を適宜発表
　・奈良県で震度５弱以上を観測 
　・社会的に関心の高い地震が発生

内容
　地震発生後１～２時間を目途に第1号を発表し、地震の特徴を解説するため、地震解説資料（速報
版）の内容に加えて、防災上の留意事項やその後の地震活動の見通し、長周期地震動の観測状況、緊急
地震速報の発表状況、周辺の地域の過去の地震活動など、より詳しい状況等を取りまとめた資料。

（３）地震活動に関する解説資料等 
解説資料等の種類
地震解説資料（全国詳細版・地域詳細版）

発表基準
以下のいずれかを満たした場合に発表するほか、状況に応じて必要となる続報を適宜発表
　・奈良県で震度５弱以上を観測 
　・社会的に関心の高い地震が発生

内容
　地震発生後１～２時間を目途に第１号を発表する。
　・地震解説資料（全国詳細版）
　地震や津波の特徴を解説するため、防災上の留意事項やその後の地震活動の見通し、津波や長周期地
震動の観測状況、緊急地震速報の発表状況、周辺の地域の過去の地震活動など、より詳しい状況等を取
りまとめた資料。
　・地震解説資料（地域詳細版）
　地震解説資料（全国詳細版）発表以降に状況に応じて必要となる続報を適宜発表するとともに、状況
に応じて適切な解説を加えることで、防災対応を支援する資料（地域の地震活動状況や応じて、単独で
提供されることもある）。

450
第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（３）地震活動に関する解説資料等
※地震解説資料（速報版）はホームページでの発表をしていない。

（３）地震活動に関する解説資料等
（削除）

451

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（４）東海地震に関連する情報
　　④ 東海地震予知情報
　　　 東海地震の発生の恐れがあると認められ、内閣総理大臣から「警戒宣言」が発せられた
　　 場合に発表される情報。

（４）東海地震に関連する情報
　　④ 東海地震予知情報
　　　 東海地震の発生のおそれがあると認められ、内閣総理大臣から「警戒宣言」が発せられ
　　 た場合に発表される情報。

452

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

１  地震に関す
る情報

（５）南海トラフ地震に関連する情報
「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件
情報名
南海トラフ地震臨時情報
情報発表条件
○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかど
うか調査を開始した場合、または調査を継続している場合
○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

（５）南海トラフ地震に関連する情報
「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件
情報名
南海トラフ地震臨時情報
情報発表条件
○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかど
うか調査を開始した場合、又は調査を継続している場合
○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合
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453

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第１　地震情報
の伝達

２  情報の受
理、伝達

（２）伝達系統図
「気象庁・大阪管区気象台」→「ＮＨＫ奈良放送局（大阪放送局）」

（２）伝達系統図
「気象庁・大阪管区気象台」→「日本放送協会」

454

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第２ 早期災害情
報の収集

３ 災害時緊急連
絡員による情報
収集

　県は、あらかじめ職員を選定し、総括と支援員で構成する「災害時緊急連絡員」を編成し、県内で震
度５弱以上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害や災害対応の状況、
人的・物的ニーズなどの情報を収集する。
　なお、連絡員のうち支援員は、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、あらかじめ定められた
担当市町村に自動参集し、活動を開始する。
 市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程度等の情報につ
いて、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等の業務に従事する。
　その他、必要な事項については、「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づくものとする。

　県は、あらかじめ職員を選定し、「災害時緊急連絡員」を編成し、県内で震度５弱以上の地震が発生
したときは、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの
情報を収集する。
 市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程度等の情報につ
いて、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等の業務に従事する。

455

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第２ 早期災害情
報の収集

４ ヘリコプター
による情報収集

　早期に被害の概要を把握するため、県災害対策本部は必要に応じ、県消防防災ヘリコプター及び県警
察ヘリコプターにより情報を収集する。また、ヘリコプター・テレビシステムを活用し、可能な限り映
像による情報をヘリコプターから県災害対策本部等に伝送する。

　早期に被害の概要を把握するため、県災害対策本部は必要に応じ、県消防防災ヘリコプター、県警察
ヘリコプター、無人航空機、高所監視カメラ及びＳＡＲ衛星を含む人工衛星等により情報を収集すると
ともに、収集した画像情報について、防災ＩｏＴシステム等を活用し、関係機関間での迅速な共有に努
めるものとする。また、ヘリコプター・テレビシステムを活用し、可能な限り映像による情報をヘリコ
プターから県災害対策本部等に伝送する。

456

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第２ 早期災害情
報の収集

６ 異常現象発見
者の通報

（１）発見者の通報義務
　災害が発生する恐れがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村または警察官に通報する。

（１）発見者の通報義務
　災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村又は警察官に通報する。

457

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第４ 市町村防災
担当課から県防
災統括室への報
告

２ 災害概況即報 　また、「第３ ２（２）直接即報基準」に該当する災害が発生したときは、直接、総務省消防庁に電
子メール等により報告するとともに、併せて県防災統括室に電子メール、県防災情報システム等により
報告するものとする。

　また、「第３ ２（２）直接即報基準」に該当する災害が発生したときは、直接、総務省消防庁に電
子メール等により報告するとともに、あわせて県防災統括室に電子メール、県防災情報システム等によ
り報告するものとする。
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第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第５ 報告系統 　市町村、指定地方公共機関等は、県に報告する。
　県は、市町村から災害情報の報告を受け、入手後速やかに内閣総理大臣（窓口：総務省消防庁）に報
告する。

　市町村、指定地方公共機関等は、県に報告する。
　県は、市町村から災害情報の報告を受け、入手後速やかに内閣総理大臣（窓口：総務省消防庁）に報
告するとともに、新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用して関係省庁に当該情報を連絡
する。

459

第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第８ 被災者の安
否情報

１ 安否情報の提
供

　県、市町村は、次に掲げる者より被災者の安否に関する情報について照会があったときは、それぞれ
の場合に応じた情報を提供することができる。その際、当該安否情報に係る被災者または第三者の権利
利益を不当に侵害することのないよう配慮するものとする。

　県、市町村は、次に掲げる者より被災者の安否に関する情報について照会があったときは、それぞれ
の場合に応じた情報を提供することができる。その際、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利
益を不当に侵害することのないよう配慮するものとする。
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第３章 災害応急
対策計画

第７節 災害情報
の収集・伝達計
画

第８ 被災者の安
否情報

１ 安否情報の提
供

（１）被災者の同居の親族の場合
　被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況または連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報
（２）被災者の同居でない親族または職場等の関係者の場合
　被災者の負傷または疾病の状況
（３）被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者の場合
　県、市町村が保有している安否情報の有無
　上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同意の範囲内で、または
公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者にかかる安否情報を提
供することができる。
　なお、県、市町村は、照会に対する回答を適切に行い又は回答の適切な実施に備えるために必要があ
ると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、警察その他の者に対して、被災者に関する情報
の提供を求めることができる。

（１）被災者の同居の親族の場合
　被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報
（２）被災者の同居でない親族又は職場等の関係者の場合
　被災者の負傷又は疾病の状況
（３）被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者の場合
　県、市町村が保有している安否情報の有無
　上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同意の範囲内で、又は公
益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者にかかる安否情報を提供
することができる。
　なお、県、市町村は、照会に対する回答を適切に行い又は回答の適切な実施に備えるために必要があ
ると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、警察その他の者に対して、被災者に関する情報
の提供を求めることができる。
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第３章 災害応急
対策計画

第１０節　ヘリ
コプター等の派
遣要請及び受入
計画

第２　自衛隊へ
のヘリコプター
派遣要請

０　あ 陸上自衛隊第４施設団本部　第３科　防衛班
電話　０７７４－４４－０００１　内線２３３・２３９・２３５・２３６
　　　　　　　　　　　　（夜間・休日は当直室　内線２１２・３０２）
防災行政通信ネットワーク　ＴＮ－５７１－９１（夜間は当直室ＴＮ－５７１－９２

陸上自衛隊第４施設団本部　第３科　防衛班
電話　０７７４－４４－０００１　内線２３３・２３５・２３９・７２３
　　　　　　　　　　　　　　　　（夜間・休日は当直室　内線２１２）
防災行政通信ネットワーク　ＴＮ－５７１－９１（夜間は当直室ＴＮ－５７１－９２）
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第３章 災害応急
対策計画

第１０節　ヘリ
コプター等の派
遣要請及び受入
計画

第６ 市町村の受
入準備

　市町村はヘリコプター等の派遣等の事実を知り、またはその旨の連絡を受けたときは、緊急に次の措
置を講ずる。
　１ ヘリポートに紅白の吹流し又は国旗等を掲揚して、地上の風向を知らせる。
　２ 離着陸地点には  記号を石灰、墨汁、絵具等を用いて表示する。
　３ ヘリポート周辺への一般人の立入りを禁止し、事故防止に努める。
　４ ヘリポートの発着に障害となる物体については、除去または物件所在地の表示をする。表
　　示方法は、上空から良く判断できるよう白布又は赤布等を縛り付ける。
　５ 離着陸周辺の木片、小石等は吹き飛ばされるので、できるだけ取り除く。
　６ 離着陸の際には砂塵が発生するので、その防止対策として消防車等による散水を行う。

　市町村はヘリコプター等の派遣等の事実を知り、又はその旨の連絡を受けたときは、緊急に次の措置
を講ずる。
　１ ヘリポートに紅白の吹流し又は国旗等を掲揚して、地上の風向を知らせる。
　２ 離着陸地点には  記号を石灰、墨汁、絵具等を用いて表示する。
　３ ヘリポート周辺への一般人の立入りを禁止し、事故防止に努める。
　４ ヘリポートの発着に障害となる物体については、除去又は物件所在地の表示をする。表示
　　方法は、上空から良く判断できるよう白布又は赤布等を縛り付ける。
　５ 離着陸周辺の木片、小石等は吹き飛ばされるので、できるだけ取り除く。
　６ 離着陸の際には砂塵が発生するので、その防止対策として消防車等による散水を行う。

463

第３章 災害応急
対策計画

第１０節　ヘリ
コプター等の派
遣要請及び受入
計画

第７ 離着陸不能
の条件

　ヘリコプターの飛行または離着陸不能の条件はおおむね次のとおりである。
　１ 雨天または霧等が発生し、視界が不良の場合
　２ 前線通過などのため突風や乱気流のある場合
　３ 日没後
　４ 着陸地の傾斜及び障害物が規定以上である場合

　ヘリコプターの飛行又は離着陸不能の条件はおおむね次のとおりである。
　１ 雨天又は霧等が発生し、視界が不良の場合
　２ 前線通過などのため突風や乱気流のある場合
　３ 日没後
　４ 着陸地の傾斜及び障害物が規定以上である場合

464

第３章 災害応急
対策計画

第１１節 通信運
用計画

第０ ０　あ （防災統括室、総務部、水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部） （防災統括室、総務部、環境森林部、食農部、県土マネジメント部）

465

第３章 災害応急
対策計画

第１１節 通信運
用計画

第０ ０　あ 　県は、県・市町村・消防及び防災関係機関相互間の情報収集、伝達を確保するために県防災行政通信
ネットワークを利用する。大規模災害時等の緊急時においては、国との情報連絡手段として非常災害時
緊急連絡用無線（中央防災無線）や総務省消防庁、国土交通省及び各都道府県を結ぶ消防庁消防防災無
線を利用する。

　県は、市町村との相互間の情報収集、伝達を確保するために県防災行政通信ネットワーク等を利用す
る。大規模災害時等の緊急時においては、国等との情報連絡手段として中央防災無線や防災ＩｏＴシス
テム、消防庁消防防災無線等を利用する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１１節 通信運
用計画

第１　通信手段 １　県防災行政
通信ネットワー
ク

　県防災行政通信ネットワークは、県と市町村、消防本部、防災関係機関及び県出先機関（以下「市町
村等」という。）相互を結ぶ通信網で、電子データ送受信、音声通話等の機能を有している。
　県から市町村等へ気象予警報、地震情報及び災害に関する情報を伝達するときは、一斉通信システム
（全ての設置端末に、音声及び自動印刷機能により防災情報を伝達するとともに受信確認機能を有する
システム）により行う。また、市町村等から被害状況等を伝達するときは、防災情報システム（被害状
況等の情報入力・共有機能を有するシステム）により行う。
　なお、災害等が発生あるいは発生する恐れがある場合は、県は重要通話を確保するため、必要に応じ
通話の統制を行う。

　県防災行政通信ネットワークは、消防本部、防災関係機関及び県出先機関（以下「市町村等」とい
う。）相互を結ぶ通信網で、電子データ送受信、音声通話等の機能を有している。なお、県防災行政通
信ネットワークのうち、副回線の衛星系回線及びバックアップ回線の衛星携帯電話回線においては、国
及び各都道府県等との通信も可能となっている。
　県から市町村等へ気象予警報、地震情報及び災害に関する情報を伝達するときは、一斉通信システム
（全ての設置端末に、音声及び自動印刷機能により防災情報を伝達するとともに受信確認機能を有する
システム）により行う。また、市町村等から被害状況等を伝達するときは、防災情報システム（被害状
況等の情報入力・共有機能を有するシステム）により行う。
　なお、災害等が発生あるいは発生するおそれがある場合は、県は重要通話を確保するため、必要に応
じ通話の統制を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第１１節 通信運
用計画

第１　通信手段 ３　消防庁消防
防災無線、国土
交通省水防道路
用通信網、警察
無線

３　消防庁消防防災無線網、国土交通省水防道路用通信網、警察無線 ３　消防庁消防防災無線、国土交通省水防道路用通信網、警察無線
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第３章 災害応急
対策計画

第１１節 通信運
用計画

第１　通信手段 ３　消防庁消防
防災無線、国土
交通省水防道路
用通信網、警察
無線

　消防庁消防防災無線網、国土交通省水防道路用通信網及び警察無線を、災害時に国及び他府県との連
絡手段に活用する。

　消防庁消防防災無線、国土交通省水防道路用通信網及び警察無線を、災害時に国及び各都道府県等と
の連絡手段に活用する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１１節 通信運
用計画

第１ 通信手段 ５ 防災相互通信
用無線

　災害の現地等において、人命の救助・救援等、災害対策のため他の無線局と相互に連絡が必要な場合
には、平常時における無線局の通信の相手方の範囲を越えて、防災相互通信用無線を活用する。

　災害の現地等において、人命の救助・救援等、災害対策のため他の無線局と相互に連絡が必要な場合
には、平時における無線局の通信の相手方の範囲を越えて、防災相互通信用無線を活用する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１２節 広報計
画

（防災統括室、総務部知事公室） （防災統括室、知事公室）
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第３章 災害応急
対策計画

第１２節 広報計
画

第１ 県の広報活
動

２ 広報手段 （１）テレビ及びラジオ等の電波媒体、新聞紙面及び広報誌等の印刷媒体や県ホームページな
　　どインターネット、ＳＮＳ、デジタルサイネージ（放映型電子案内板）等を通して情報を
　　伝達する。また、ポータルサイト・サーバ運営業者に対し、インターネットを利用した避
　　難情報等の提供の協力を求める。そのため、各業者との協定締結等を進める等、平常時よ
　　り連携を深め、連絡方法、具体的な情報の伝達方法など、あらかじめ具体的な手続等につ
　　いて定めておく。なお、災害発生時の県ホームページサーバのダウンに備え、他県にある
　　データセンターのサーバを利用する。

（１）テレビ及びラジオ等の電波媒体、新聞紙面及び広報誌等の印刷媒体や県ホームページな
　　どインターネット、ＳＮＳ、デジタルサイネージ（放映型電子案内板）等を通して情報を
　　伝達する。また、ポータルサイト・サーバ運営業者に対し、インターネットを利用した避
　　難情報等の提供の協力を求める。そのため、各業者との協定締結等を進める等、平時より
　　連携を深め、連絡方法、具体的な情報の伝達方法など、あらかじめ具体的な手続等につい
　　て定めておく。なお、災害発生時の県ホームページサーバのダウンに備え、他県にある
　　データセンターのサーバを利用する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１２節 広報計
画

第１ 県の広報活
動

２ 広報手段 （４）報道機関への情報発表
　報道機関の協力を得て、極めて広範囲にかつ迅速に必要な情報を伝達できるよう、平常時より連携を
深め、災害対策本部は、災害、復旧に関する適切な情報を迅速に報道機関に対して発表する。また、報
道機関が独自に行う取材活動についても積極的に協力する。

（４）報道機関への情報発表
　報道機関の協力を得て、極めて広範囲にかつ迅速に必要な情報を伝達できるよう、平時より連携を深
め、災害対策本部は、災害、復旧に関する適切な情報を迅速に報道機関に対して発表する。また、報道
機関が独自に行う取材活動についても積極的に協力する。

473
第３章 災害応急
対策計画

第１２節 広報計
画

第４ 災害情報セ
ンター

　災害発生時には、県民からの多数の問い合わせを、正確かつ迅速に対応できるよう、総合相談班に災
害情報センターを開設する。

　災害発生時には、県民からの多数の問合せを、正確かつ迅速に対応できるよう、総合相談班に災害情
報センターを開設する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１３節 支援体
制の整備（県外
で災害発生の場
合）

第５　奈良県災
害支援対策本部
の設置

０　あ （省略） （省略）

475

第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１　県と市町
村の相互協力

０　あ 　県内で災害が発生した直後、被災市町村では十分な応急対策を実施することができない場合におい
て、市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県内全ての市町村が相互に協力し県が市町村
間の相互応援に必要な調整を行うことを内容とする「災害時における奈良県市町村相互応援に関する協
定書」に基づき、災害発生時、相互応援を実施する。
　また、県は「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュアル」に基づき、被災
市町村への応援・調整等を行う。

県内で災害が発生した直後、被災市町村では十分な応急対策を実施することができない場合におい
て、市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県内全ての市町村が相互に協力し県が市町村
間の相互応援に必要な調整を行うことを内容とする「災害時における奈良県市町村相互応援に関する協
定書」に基づき、災害発生時、相互応援を実施する。
　また、県は「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュアル」に基づき、地域
や災害の特性等を考慮し、被災市町村への応援・調整等を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第２ 緊急消防援
助隊の応援要請
計画

１ 応援要請 （２）消防庁長官への応援要請
　　③ 詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等が把握した段階で速やかに、
     書面によりこれらを報告する（報告は、ファクシミリにより行い、併せて電子メール
     によっても可能）。

（２）消防庁長官への応援要請
    ③ 詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等が把握した段階で速やかに、
     書面によりこれらを報告する（報告は、ファクシミリにより行い、あわせて電子メール
     によっても可能）。
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第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第２　緊急消防
援助隊の応援要
請計画

２　消防応援活
動調整本部の設
置

（７）県災害対策本部における航空運用調整班の設置・運営、ヘリコプターの離発着場・燃料
　　確保等の航空機の後方支援、緊急用務空域の指定依頼に関すること

（７）県災害対策本部における航空運用調整班の設置・運営、ヘリコプターの離発着場・燃料
　　確保等の航空機の後方支援、航空情報（ノータム）の発行依頼、緊急用務空域の指定依頼
　　に関すること
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第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第４ 自衛隊への
災害派遣要請計
画

１ 災害派遣の適
用範囲

（１）人命または財産の保護のため知事等災害派遣要請権者からの要請があった場合 （１）人命又は財産の保護のため知事等災害派遣要請権者からの要請があった場合
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第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第４ 自衛隊への
災害派遣要請計
画

２ 災害派遣に関
する部隊等の活
動

（３）災害発生後の活動
　　⑥ 道路または水路の啓開 
　 　　道路若しくは水路が破損し又は障害がある場合、それらの啓開又は除去に当たる。

（３）災害発生後の活動
　　⑥ 道路又は水路の啓開 
　 　　道路若しくは水路が破損し又は障害がある場合、それらの啓開又は除去に当たる。
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第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第７ 近畿地方整
備局への災害派
遣要請計画

１ 災害派遣の適
応範囲

　近畿地方整備局は、次の場合、災害対策用機材等及び人員（リエゾン（情報連絡員）、ＴＥＣ－ＦＯ
ＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）含む）を派遣する。
（１）公共施設等に災害が発生し又はその恐れがあり、奈良県により要請があった場合。

　近畿地方整備局は、次の場合、災害対策用機材等及び人員（リエゾン（情報連絡員）、ＴＥＣ－ＦＯ
ＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）等含む）を派遣する。
（１）公共施設等に災害が発生し又はそのおそれがあり、奈良県により要請があった場合。
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第３章 災害応急
対策計画

第１４節 受援体
制の整備（県内
で災害発生の場
合）

第１１ 他府県等
への応援要求計
画

１ 応援要求は、
次に掲げる場合
において知事が
行う。

（２）県内に大規模な災害が発生し、応援をもとめなければ被災者の救助に著しい支障をきたす恐れが
あるとき。

（２）県内に大規模な災害が発生し、応援をもとめなければ被災者の救助に著しい支障をきたすおそれ
があるとき。
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第３章 災害応急
対策計画

第１５節　公共
土木施設の初動
応急対

第０ ０　あ 大規模災害により道路、橋梁、あるいは河川管理施設等の公共土木施設が被害損傷を受けた場合には、
二次災害の防止に配慮しつつ、早急に施設の機能回復のため応急復旧の措置を講ずる必要がある。その
ため、これらの施設については、それぞれ応急体制を整備し、相互に連携を図りつつ迅速な対応を図る
ものとし、震災初動マニュアルに基づき初動対応を実施する。

大規模災害により道路、橋梁、河川管理施設等の公共土木施設が被害損傷を受けた場合には、二次災害
の防止に配慮しつつ、早急に施設の機能回復のために応急復旧の措置を講ずる必要がある。そのため、
これらの施設については、それぞれ応急体制を整備し、相互に連携を図りつつ迅速な対応を図るものと
し、震災初動マニュアルに基づき初動対応を実施する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１５節　公共
土木施設の初動
応急対

第１　被災直後
の初期段階での
対応

１　国・市町村
等との連携

　県は、地元からの被害情報が集中する市町村から被害情報が集中する市町村からの情報を収集し、被
害状況の把握に努め、国、市町村等との情報の共有化を図るものとする。さらに、災害協定を締結する
各種機関、団体等の協力も得て、以下の（１）～（４）等についての内容について実施する。

　県は、地元からの被害情報が集中する市町村からの情報を収集し、被害状況の把握に努め、国、市町
村等との情報の共有化を図るものとする。さらに、災害協定を締結する各種機関、団体等の協力も得
て、以下の内容を実施する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１５節　公共
土木施設の初動
応急対

第１　被災直後
の初期段階での
対応

１　国・市町村
等との連携

（４）被害箇所状況調査
　また、近畿地方整備局が実施するＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）及びリエゾン
（情報連絡員）による迅速な技術支援等の活動や、土砂災害防止法に基づく緊急調査（河道閉塞）との
連携を図る。

（４）被害箇所状況調査
　また、近畿地方整備局が実施するリエゾン（情報連絡員）、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣
隊）等による迅速な技術支援等の活動や、土砂災害防止法に基づく緊急調査（河道閉塞）との連携を図
る。
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第３章 災害応急
対策計画

第１５節　公共
土木施設の初動
応急対

第１　被災直後
の初期段階での
対応

２ 県による情報
収集と応急対策
の検討

（１）道路、河川等の被害及び土砂災害の状況をパトロールにより把握を行う。さらに、被害
　　状況把握の迅速化を図るためヘリコプターなどを活用する。
（２）一般通行者等からの情報の収集においては、安心みちしるべ（距離標）などによる位置
　　の特定を行う。
（３）被災箇所に対して、状況に応じた監視員の配置や各種センサーの設置などにより監視体
　　制を確立し、リアルタイムな現場情報を収集する。

（１）道路、河川等の被害及び土砂災害の状況をパトロールにより把握を行う。さらに、被害
　　状況把握の迅速化を図るため、ヘリコプターなどを活用する。
（２）一般通行者等からの情報の収集においては、安心みちしるべ（距離標）等による位置の
　　特定を行う。
（３）被災箇所に対して、状況に応じた監視員の配置や各種センサーの設置等による監視体制
　　を確立し、リアルタイムな現場情報を収集する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１６節 建築物
の応急対策計画

（地域デザイン推進局） （まちづくり推進局）
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第３章 災害応急
対策計画

第１７節 公園、
緑地の応急対策
計画

（地域デザイン推進局） （まちづくり推進局）
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第０ ０　あ （水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部） （環境森林部、食農部、県土マネジメント部）
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第１　被災直後
の初期段階での
対応

３ 関係機関との
連携

（３）近畿地方整備局、ＮＥＸＣＯ西日本等との協力
　大規模な震災の場合は、近畿地方整備局と連携し、より広域的な情報発信や隣接府県の情報収集を行
う。また、高度な技術的支援を必要とする場合は、迅速に整備局の支援活動（リエゾン、ＴＥＣ－ＦＯ
ＲＣＥ）を受け、被害の拡大防止や応急復旧を図る。

（３）近畿地方整備局、ＮＥＸＣＯ西日本等との協力
　大規模な震災の場合は、近畿地方整備局と連携し、より広域的な情報発信や隣接府県の情報収集を行
う。また、高度な技術的支援を必要とする場合は、迅速に整備局の支援活動（リエゾン、ＴＥＣ－ＦＯ
ＲＣＥ等）を受け、被害の拡大防止や応急復旧を図る。
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第１ 被害状況の
把握と情報発信

３ 関係機関との
連携

（５）道路占用者からの情報収集
　道路機能の確保には、上下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被災状況が大きく影響するた
め、土木事務所（連絡調整班）は施設管理者と連絡を密にして応急対策の必要性を把握し、安全、円滑
な交通路の確保を図る。

（５）道路占用者からの情報収集
　緊急車両の通行の確保には、上下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被災状況が大きく影響
するため、土木事務所（連絡調整班）は施設管理者と連絡を密にして応急対策の必要性を把握し、安
全、円滑な交通路の確保を図る。
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第１ 被害状況の
把握と情報発信

４ 県管理道路等
の情報収集

（１）パトロールによる被害状況調査（災害緊急点検）
　各土木事務所は、このような災害緊急点検を迅速・円滑・的確に実施するため、点検の実施体制や調
査手順、重点調査箇所等を予め定め、地震が発生した時には、関係機関と協力して被害の状況及びこれ
に対して執られた措置に関する情報（以下「災害情報」という。）の収集を行う。

（１）パトロールによる被害状況調査（災害緊急点検）
　各土木事務所は、このような災害緊急点検を迅速・円滑・的確に実施するため、点検の実施体制や調
査手順、重点調査箇所等をあらかじめ定め、地震が発生した時には、関係機関と協力して被害の状況及
びこれに対して執られた措置に関する情報（以下「災害情報」という。）の収集を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第１ 被害状況の
把握と情報発信

４ 県管理道路等
の情報収集

（４）一般通行者等からの情報整理
　一般通行者等からの情報は、規模や被災程度が不明確である場合が多く、不明確な情報については、
災害時緊急点検の途上で確認する必要がある。また、特に山間地域においては目印となる建物等が少な
いため、被災位置が特定されず情報が活用されない場合がある。このため、災害時だけでなく平常時に
おいても通行者が現在位置を的確に把握できるように、道路への距離標等の設置を進める。

（４）一般通行者等からの情報整理
　一般通行者等からの情報は、規模や被災程度が不明確である場合が多く、不明確な情報については、
災害時緊急点検の途上で確認する必要がある。また、特に山間地域においては目印となる建物等が少な
いため、被災位置が特定されず情報が活用されない場合がある。このため、災害時だけでなく平時にお
いても通行者が現在位置を的確に把握できるように、道路への距離標等の設置を進める。
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第１ 被害状況の
把握と情報発信

５ 情報発信 （２）広報の手段
　また、県民からの多数の問い合わせに対応するため、災害情報センターが開設される場合には、同セ
ンターに最新情報を提供する。

（２）広報の手段
　また、県民からの多数の問合せに対応するため、災害情報センターが開設される場合には、同セン
ターに最新情報を提供する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第２　道路啓開
と応急対策

１　道路啓開 （１）道路啓開の実施　
　道路は、地震発生時において消火・救急救助活動及び緊急物資輸送等を支える重要な施設であり、一
刻も早い機能回復が求められる。このため、土木事務所は、集められた情報を基に的確に被災状況を判
断し、路上の障害物の除去や簡易な応急作業により早期の道路啓開に努め、緊急活動を支援する。重要
物流道路（代替・補完路を含む）において、道路啓開の実施が困難な場合、国に代行を要請する。
　また、通行不能箇所については、迂回路を選定し緊急輸送ルートを確保する。放置車両や立ち往生車
両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため必要があるときは、道路管理者として区間
を指定して、運転者等に対し車両の移動等の命令を行い、運転者がいない場合等においては、道路管理
者自らが、車両の移動等を行うことができる災害対策基本法の規定の具体的運用について、検討する。 
　なお、関係機関により確認された道路啓開に関する情報は、速やかに報道機関等を通じて県民へ広報
する。

（１）道路啓開計画の策定　
　道路は、地震発生時において消火・救急救助活動及び緊急物資輸送等を支える重要な施設であり、一
刻も早い機能回復が求められる。迅速な道路啓開を可能とする体制のため、大規模災害時においても早
期に緊急輸送道路等の機能を確保し、奈良県域の道路管理者及び交通管理者間で情報共有・連携する体
制を構築する。道路啓開の考え方や対応、連絡体制等を検討し、発災時の救助・救援を支える「道路の
啓開」を迅速・適切に行うことのできる道路啓開計画を策定し、必要に応じてその見直しを行う。
（２）道路啓開の実施
　道路啓開計画に基づき道路管理者、警察機関、消防機関、自衛隊、インフラ事業者等は、状況に応じ
て協力して必要な措置をとるものとする。
　土木事務所では、集められた情報を基に的確に被災状況を判断し、路上の障害物の除去や簡易な応急
作業により早期の道路啓開に努め、緊急活動を支援する。重要物流道路（代替・補完路を含む）におい
て、道路啓開の実施が困難な場合、国に代行を要請する。
　また、通行不能箇所については、迂回路を選定し緊急輸送ルートを確保する。放置車両や立ち往生車
両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため必要があるときは、道路管理者として区間
を指定して、運転者等に対し車両の移動等の命令を行い、運転者がいない場合等においては、道路管理
者自らが、車両の移動等を行うことができる災害対策基本法の規定の具体的運用について、検討する。 
　なお、関係機関により確認された道路啓開に関する情報は、速やかに報道機関等を通じて県民へ広報
する。
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第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第２　道路啓開
と応急対策

１　道路啓開 （２）負傷者の救援 震災により負傷者が発生した場合には、関係機関と連携を図りながら、速やかに
救助・救出活動を行う。 
（３）道路占用施設の被災 上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合は、当
該施設管理者は、道路管理者に通報する。また、緊急時には、当該施設の管理者は、現場付近への立入
禁止、避難の誘導、周知等住民の安全確保のための措置をとり、事後速やかに道路管理者に連絡すると
ともに応急復旧を実施する。 また、道路管理者は、必要に応じて協力、支援等を行う。

（３）負傷者の救援 震災により負傷者が発生した場合には、関係機関と連携を図りながら、速やかに
救助・救出活動を行う。 
（４）道路占用施設の被災 上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合は、当
該施設管理者は、道路管理者に通報する。また、緊急時には、当該施設の管理者は、現場付近への立入
禁止、避難の誘導、周知等住民の安全確保のための措置をとり、事後速やかに道路管理者に連絡すると
ともに応急復旧を実施する。 また、道路管理者は、必要に応じて協力、支援等を行う。
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496

第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第２　道路啓開
と応急対策

１　道路啓開 （４）作業計画の立案
　土木事務所（災害対策班）は、人命救助活動や孤立集落解消、被災状況、投入可能な資機材等を考慮
して、効率的な道路啓開の作業計画を立案する。計画立案においては、警察や消防、市町村、道路占用
者等の関係機関と、相互に道路啓開に関する情報を共有化し連携して、可能な限り安全・円滑な交通機
能が有機的かつ迅速に確保されるように配慮する。

（削除）

497

第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第２ 道路啓開と
応急対策

２ 災害応急対策 （２）緊急輸送道路の確保
　このため、道路啓開の後、施設の重要性・被災状況等を検討し、予め指定された緊急輸送道路を中心
に、迅速かつ的確に応急対策工事を実施し、緊急輸送のための交通路を確保する。

（２）緊急輸送道路の確保
　このため、道路啓開の後、施設の重要性・被災状況等を検討し、あらかじめ指定された緊急輸送道路
を中心に、迅速かつ的確に応急対策工事を実施し、緊急輸送のための交通路を確保する。

498

第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第２ 道路啓開と
応急対策

３ 支援体制 （３）災害派遣要請
　　② 他府県への応援要請
 　　　災害対策基本法第７４条の規定に基づき、災害発生箇所が他府県に隣接し、応援を受け
　　 て緊急に応援措置を実施することにより、被害を最小限に止めることができると判断され
 　　るときや、県内に大規模な災害が発生し、応援をもとめなければ被災者の救助に著しい支
     障をきたす恐れがあるときには、他府県の知事に対し応援を求める。

（３）災害派遣要請
　　② 他府県への応援要請
 　　　災害対策基本法第７４条の規定に基づき、災害発生箇所が他府県に隣接し、応援を受け
　　 て緊急に応援措置を実施することにより、被害を最小限に止めることができると判断され
     るときや、県内に大規模な災害が発生し、応援をもとめなければ被災者の救助に著しい支
     障をきたすおそれがあるときには、他府県の知事に対し応援を求める。

499

第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第５ 農道 １ 応急措置 　市町村及び農道管理者は、著しい被害を生じる恐れがある場合には速やかに関係機 関や住民に連絡
するとともに、必要に応じ適切な避難対策、危険箇所への立入制限を実施する。

　市町村及び農道管理者は、著しい被害を生じるおそれがある場合には速やかに関係機 関や住民に連
絡するとともに、必要に応じ適切な避難対策、危険箇所への立入制限を実施する。

500

第３章 災害応急
対策計画

第１８節 道路等
の災害応急対策
計画

第５ 農道 ２ 応急復旧 　県は、被災した農道のうち応急復旧活動、市民生活に必要となる道路で二次災害の恐れのあるものに
ついて、市町村及び農道管理者が速やかに応急復旧工事を実施できるよう指導協力する。

　県は、被災した農道のうち応急復旧活動、市民生活に必要となる道路で二次災害のおそれのあるもの
について、市町村及び農道管理者が速やかに応急復旧工事を実施できるよう指導協力する。

501

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第０ ０　あ （防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン関係機関） （防災統括室、環境森林部、県土マネジメント部、ライフライン関係機関）

502

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第１ 水道 　水道事業者等は、震災発生時における迅速な初動対応と被害拡大防止対策を実施する。災害により途
絶した水道施設については、速やかに復旧を進めるとともに応急給水を行う。

　水道事業者等は、震災発生時における迅速な初動対応と被害拡大防止対策を実施する。
　災害により途絶した水道施設については、速やかに復旧を進める。また、断水が発生した場合、速や
かに、断水状況を把握した上で応急給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な人員、給水車及び
資機材を確保して、応急給水の実施に努めるものとする。

503

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第１ 水道 １ 応急措置 　水道事業者等は、災害の発生時に、取水・導水・浄水・送水の各施設についての被害状況を早急に調
査し、迅速に関係機関に伝達する。
また、小規模な配水管が破損した場合は、応急修理により給水を開始するほか、弁操作により他系統の
管網からの給水を図る。

　水道事業者等は、災害の発生時に、取水・導水・浄水・送水の各施設についての被害状況を早急に調
査し、迅速に県及び市町村を含む関係機関に伝達する。
また、小規模な配水管が破損した場合は、応急修理により給水を開始するほか、弁操作により他系統の
管網からの給水を図る。

504

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第１ 水道 ２ 応急復旧 （４）応急復旧の実施に必要な人員・資機材が確保できない場合には、市町村の防災担当部局
　　と連携を図りつつ、速やかに相互応援協定等に基づく支援の要請を行うものとし、また、
　　必要に応じて県を通じて県内市町村・厚生労働省・他府県及び日本水道協会等関係団体に
　　対する広域的な支援の要請を行う。

（４）応急復旧の実施に必要な人員・資機材が確保できない場合には、市町村の防災担当部局
　　と連携を図りつつ、速やかに相互応援協定等に基づく支援の要請を行うものとする。な
　　お、相互応援協定に基づく広域的な支援の要請は、必要に応じて水道災害対策連絡会議
　　（水道災害対策本部）を通じて県内市町村・国土交通省・他府県及び日本水道協会等関係
　　団体に対して行う。

505

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第２ 下水道 １ 応急措置 （１）緊急調査
　下水道施設の管理者は、地震災害の発生時に管渠については地表より目視により、ポンプ場、処理場
の各施設については施設内を巡視により被災状況を早急に調査し、迅速に関係機関に伝達する。なお、
調査の際、薬品等の危険物の漏洩を発見した時には緊急停止の処置を行う。

（１）緊急調査
　下水道施設の管理者は、地震災害の発生時に管渠については地表より目視により、ポンプ場、処理場
の各施設については施設内を巡視により被災状況を早急に調査し、迅速に県及び市町村を含む関係機関
に伝達する。なお、調査の際、薬品等の危険物の漏洩を発見した時には緊急停止の処置を行う。
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506

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

　地震災害により電力設備被害が発生した場合における、電力の早期復旧のための対策について定め
る。
１　通報・連絡
（１）通報・連絡の経路
　　通報・連絡は、以下のとおりとする。
経路図
（２）通報・連絡の方法
　　通報・連絡は、「第２章第１６節　ライフライン施設の災害予防計画」第３電力（関西電
　力株式会社・関西電力送配電株式会社）に示す施設、設備及び電気通信事業者の回線を使用
　して行う。

（削除）

507

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

２　災害時における情報の収集、連絡
（１）情報の収集・報告
　災害が発生した場合は、必要に応じ次に掲げる各号の情報を迅速かつ的確に把握する。
　　　①　一般情報
　　  　(ｱ)気象、地象情報
　　　  (ｲ)一般被害情報
　　　　　一般公衆の家屋被害情報および人身災害発生情報ならびに電力施設等を除く水道、
　　　　ガス、交通、通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設を始めとする当該管内全般の
　　　　被害情報
　　　  (ｳ) 社外対応状況（地方公共団体の災害対策本部、官公署、報道機関、お客さま等へ
　　　　　の対応状況）
　　　　(ｴ)その他災害に関する情報（交通状況等）
　　　②　当社被害情報
　　　　(ｱ)電力施設等の被害状況および復旧状況
　　　　(ｲ)停電による主な影響状況
　　　　(ｳ)復旧用資機材、復旧要員、食糧等に関する事項
　　　　(ｴ)従業員等の被災状況
　　　　(ｵ)その他災害に関する情報
（２）情報の集約
　国、地方公共団体、警察、消防等の防災関係機関および協力会社等から独自に収集した情報を集約
し、総合的被害状況の把握に努める。

（削除）

508

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

３　災害時における広報
（１）広報活動
　災害が発生した場合または発生することが予想される場合において、、停電による社会不安の除去の
ため、電力施設被害状況および復旧状況についての広報を行う。
　また、公衆感電事故や電気火災を防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を必要
に応じ行う。
　　　①　無断昇柱、無断工事をしないこと。
　　　②　電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、すみやか
　　　　に送配電コンタクトセンターへ通報すること。
　　　③　断線垂下している電線には、絶対にさわらないこと。
　　　④　大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付けすること、お
　　　　よび電気工事店等で点検してから使用すること。
　　　⑤　屋外に避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。
　　　⑥　電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認すること。
　　　⑦　その他事故防止のため留意すべき事項。
（２）広報の方法
　広報については、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、ホームページ、停
電情報アプリ、ＳＮＳ及びＬアラート等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等により直接当該地
域へ周知する。

（削除）
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509

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

４　対策組織要員の確保
（１）対策要員の確保
　　①　夜間、休日に災害が発生するおそれがある場合には、あらかじめ定められた対策組織
　　　要員は、気象、地震情報その他の情報に留意し、対策組織の設置に備える。
　　②　対策組織要員は、所属する対策組織が設置された場合、速やかに出社する。
　　　　なお、供給区域内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、関係所属の社員
　　　は、あらかじめ定められた基準に基づき、所属する事業所へ出社する。
（２）復旧要員の広域運営
　他電力会社、他一般送配電事業者、電源開発株式会社、電源開発送変電ネットワーク株式会社及び広
域機関等と復旧要員の相互応援体制を整えておく。
５　災害時における復旧資材の確保
（１）調達
　予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資機材は、次のいずれかの方法によ
り、可及的速やかに確保する。
　　①　現地調達
　　②　対策組織相互の流用
　　③　他電力会社等からの融通
（２）輸送
　復旧用資機材の輸送は、原則として、あらかじめ調達契約をしている協力会社の車両、ヘリコプター
等により行う。
（３）復旧用資機材置場等の確保
　災害時において、復旧用資機材置場及び仮設用地が緊急に必要となり、この確保が困難と思われる場
合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼するなど、迅速な確保に努める。

（削除）

510

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

　６　災害時における危険予防措置
　電力需要の実態に鑑み、災害時においても、原則として、供給を継続するが、警察、消防機関等から
要請があった場合等には、送電停止等の適切な危険予防措置を講ずる。
７　災害時における県への支援要請
　被害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合、または工事力を動員してもな
お応援を必要とすると判断される場合には、県へ支援を要請する。
８　災害時における応急工事
（１）応急工事の基本方針
　災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を勘案して、二次災害の
防止に配慮しつつ、迅速かつ適切に実施する。

（２）応急工事基準
　災害時における具体的な応急工事については、次の基準により実施する。
　　①　水力発電設備
　　　　共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。
　　②　送電設備
　　　　ヘリコプター、車両等の機動力及び貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。
　　③　変電設備
　　　　機器損傷事故に対し、系統の一部変更または移動用変圧器等の活用による応急措置で
　　　対処する。
　　④　配電設備
　　　　非常災害仮復旧標準工法による迅速確実な復旧を行う。
　　⑤　通信設備
　　　　共通機器、貯蔵品を活用した通信回線の応急復旧措置及び可搬型電源、衛星通信設
　　　備、移動無線機等の活用により通信手段を確保する。
（３）災害時における安全衛生
　応急工事の作業に当たっては、通常作業に比べ、悪条件のもとで行われるので、安全衛生について
は、十分配慮して実施する。

（削除）
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511

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

９　ダムの管理
（１）管理方法
　ダムの地域環境、重要度及び河川の状況を考慮して、平常時及び洪水時の管理方法を定め、運用の万
全を期する。
（２）洪水時の対策
　洪水が予想される時は、雨量、水位等の早期把握と出水量の的確な予測に努め、機械器具、観測・警
報施設の点検整備を行う。
（３）通知、警告
　ダム放流を開始する前には、関係官庁及び地方公共団体等に通知するとともに、一般に周知するた
め、立札による掲示を行うほか、サイレン、スピーカー等により警告する。
（４）ダム放流
　ダム放流に当たっては、下流水位が急上昇しないよう、ゲートを操作して放流を行う。なお、必要に
応じ、河川パトロールも等も実施する。
（５）管理の細目
　ダム、せき、水門等の管理の細目については、発電所ごと、ダムごとに定める。
１０　復旧計画
（１）設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした復旧計画を策定す
　　る。
　　①　復旧応援要員の必要の有無
　　②　復旧応援要員の配置状況
　　③　復旧用資機材の調達
　　④　復旧作業の日程
　　⑤　仮復旧の完了見込み
　　⑥　宿泊施設、食糧等の手配
　　⑦　その他必要な対策
１１　復旧順位
　復旧計画の策定及び実施に当たり、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案
し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。

（削除）

512

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

１ 応急措置 （新設） １ 応急措置

513

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

１ 応急措置 （新設） 　感電事故、漏電火災等、二次災害が発生するおそれがある場合は、送電中止等の危険予防措置を講ず
るとともに、県、消防機関、県警察に連絡し、付近住民へ広報する。

514

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

２ 応急供給 （新設） ２ 応急供給

515

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

２ 応急供給 （新設） （１）電力設備被害状況、一般被害情報等を集約するための体制、システムを整備し、総合的
　　に被害状況の把握に努める。
（２）被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。
（３）緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。
（４）単独復旧が困難な場合は、協定に基づき応援を要請する。

516

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

３ 広報 （新設） ３ 広報

517

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第３　電力（関
西電力株式会
社・関西電力送
配電株式会社）

３ 広報 （新設） （１）二次災害を防止するため、断線垂下している電線には触れないこと、屋外避難時はブ
　　レーカーを必ず切ること等、電気施設及び電気機器の使用上の注意について、広報活動を
　　行う。
（２）被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報す
　　る。加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧
　　状況等の広報に努める。
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518

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

第４　電信電話施設 第４　電信電話施設（ＮＴＴ西日本株式会社、株式会社ドコモＣＳ関西、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバ
ンク株式会社、楽天モバイル株式会社、こまどりケーブル株式会社）

519

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

１　西日本電信電話株式会社
　災害時における電気通信サービスの基本的な考え方として、災害が発生した場合又は通信の著しく輻
輳が発生した場合等において、通信不能地域をなくすため及び重要通信の確保を図るため、災害措置計
画を作成し、以下のとおり実施するものとする。
（１）　発生直後の対応
　　①　災害対策本部（災害情報連絡室）の設置
　　　　災害が発生し又は発生の恐れのある場合には、災害の規模や状況により災害情報連絡
　　　室又は災害対策本部を設置し、災害応急復旧等を効果的に講じられるよう、地域防災機
　　　関と密接な連携を保ち、災害応急対策及び災害復旧対策の活動を速やかに実施するもの
　　　とする。
体制図
　　②　災害対策情報の連絡体制
　　　　災害が発生し又は発生のおそれのある場合には、災害の規模及び状況により、県（県
　　　災害対策本部又は防災統括室）等の防災機関へ災害対策本部（情報連絡室）開設連絡及
　　　び被災状況・復旧対策等に関する情報を迅速・的確に収集し、必要な事項は情報統括班
　　　が速やかに報告するものとする。
災害対策情報の連絡体制図

（削除）

520

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

　　③　情報の収集、報告
　　　　災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、重要通信の確保、若しくは被災した
　　　電気通信設備等を迅速に復旧するため、次の情報を収集し、対策組織の長に報告すると
　　　ともに関係組織相互間の連絡、周知を行う。
　　　(ｱ)気象状況、災害予報等
　　　(ｲ)電気通信設備等の被害状況、疎通状況及び停電状況
　　　(ｳ)当該組織の災害応急復旧計画及び措置状況
　　　(ｴ)被災設備、回線等の復旧状況
　　　(ｵ)復旧要員の稼働状況
　　　(ｶ)その他必要な情報 
　　④　被害状況の把握及び応急対策要員等の確保
　　　　災害が発生し又は発生の恐れのある場合には、通信設備の被災の全容を災害対策シス
　　　テム等の活用により、より迅速に把握するとともに、早期設備回復に向け、効果的な復
　　　旧活動に努めることとする。
　　　(ｱ)災害発生の恐れがある場合、事前に復旧要員等を確保する。
　　　(ｲ)復旧資機材調達及び災害対策機器・工事車両等を確保する。
　　　(ｳ)被災が大規模に及ぶ場合等は、本社の災害対策本部に支援要請し、ＮＴＴ西日本グ
　　　 ループ総体として広域復旧体制を整える。
　　⑤　防護措置
　　　　通信設備等の被害拡大を防止するため、必要な防護措置を実施するものとする。

（削除）

521

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（２）災害状況等に関する広報活動体制
　災害が発生し、通信が途絶及び一般通話の利用制限等を行った場合は、通信の疎通状況、利用制限の
措置状況及び被災した電気通信設備等の復旧の状況、特設公衆電話設置状況等を広報するなど、通信の
疎通ができないことによる社会不安の解消に努めるものとする。
　　①　被災等の問合わせに対する受付体制を整える。
　　②　被害規模・内容によっては、トーキ案内を行う。
　　③　広報車による広報及び営業所等への掲示による広報活動を行う。
　　④　報道機関の協力を得て、テレビ・ラジオ及び新聞掲載等による広報活動を行う。
　　⑤　有機的な連携を強化するため、自治体等の協力を得ながら広報活動を行う。 
（３）応急復旧
　電気通信設備に災害が発生した場合、当該設備及び回線の復旧に関して応急復旧措置を講じるものと
する。また、重要通信の確保に留意し、災害の状況、電気通信設備の被災状況に応じ別表の復旧順位に
基づき、適切な措置をもって復旧に努める。

（削除）
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522

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

電気通信設備及び回線の復旧を優先する機関等
優先順位図

（削除）

523

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（４）通信疎通に対する応急措置
　災害のため通信が途絶し又は通信が輻輳した場合、災害措置計画に沿った臨時回線の作成、中継順路
の変更等疎通確保の措置及び臨時公衆電話の措置を実施するものとする。
（５）通信の利用制限
　災害が発生し、通話が著しく困難な場合は、重要通信を確保するため、契約約款に定めるところによ
り、通信の利用制限等の措置を行うものとする。
（６）災害用伝言ダイヤル等の提供
　災害発生により著しく通信ふくそうが発生した場合は、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言
ダイヤル等を速やかに提供する。
（７）災害対策用無線機による措置
　災害が発生し、孤立地帯等が発生又は発生する恐れのある場合は、災害対策用無線機による措置を行
うものとする。

（削除）

524

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

２　株式会社ドコモＣＳ関西（携帯電話）
　株式会社ドコモＣＳ関西は、ＮＴＴグループで定めている「防災業務計画」に基づき、以下のとおり
実施する。
（１）社外関係機関との連絡
　災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じ別に定める社外関係機関と災害対策に
関する連絡をとる。
（２）警戒措置
　災害予報が発せられた場合、報道された場合、若しくはその他の事由により災害の発生が予想される
ときは、その状況に応じて警戒の措置をとる。
　　①　情報連絡用回線を作成するとともに、情報連絡要員を配置すること。
　　②　異常事態の発生に備えた監視要員を配置し、又は防災上必要な要員を待機させるこ
　　　と。
　　③　重要回線、設備の把握及び各種措置計画の点検等を行うこと。
　　④　災害対策用機器の点検と出動準備、若しくは非常配置並びに電源設備に対し必要な措
　　　置を講ずること。
　　⑤　防災のために必要な工事用車両、資材等を準備すること。
　　⑥　電気通信設備等に対し必要な防護措置を講ずること。
　　⑦　その他、安全上必要な措置を講ずること。

（削除）

525

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（３）通信の非常そ通措置
　　①　重要通信のそ通措置
　　　災害等に際し、次により臨機に措置をとり、通信ふくそうの緩和及び重要通信の確保を
　　図る。
　　(ｱ)応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置をとること。
　　(ｲ)通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、関連法
　　　令等の定めるところにより、臨機に利用制限等の措置をとること。
　　(ｳ)非常、緊急通話又は非常、緊急電報は、関連法令等の定めるところにより、一般の通
　　　話又は電報に優先して取扱うこと。
　　(ｴ)警察、消防、その他の諸官庁等が設置する通信網との連携をとること。
　　(ｵ)電気通信事業者及び防災行政無線等との連携をとること。
　　②　携帯電話の貸出し
　　　「災害救助法」が適用された場合等には避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電
　　話の貸出しに努める。
　　③　災害用伝言ダイヤル等の提供
　　　地震等の災害発生により著しく通信ふくそうが発生した場合は、安否等の情報を円滑に
　　伝達できる災害用伝言板等を速やかに提供する。

（削除）
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526

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（４）社外機関に対する応援又は協力の要請
　災害が発生し、又は発生が予想される場合において、必要に応じて、社外機関に対し資材及び物資対
策、交通及び輸送対策、電源対策、その他必要な事項について、応援の要請又は協力を求める。また、
平常時からあらかじめその措置方法を定めておく。
　　①　要員対策
　　②　資材及び物資対策
　　③　交通及び輸送対策
　　④　電源対策
　　⑤　お客様対応
　　⑥　その他必要な事項
（５）設備の応急復旧
　災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を勘案して、
迅速・適切に実施する。

（削除）

527

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

３　ＫＤＤＩ株式会社（携帯電話）
　ＫＤＤＩ株式会社は、防災業務計画の定めるとおり以下を実施するものとする。
（１）情報の収集及び連絡
　災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信の疎通を確保し、又は被災した通信設備等を
迅速に復旧するため、次により情報の収集及び連絡を行うものとする。
　　①　災害の規模、気象等の状況、通信設備等の被災状況等について情報を収集し、社内関
　　　係事業所間相互の連絡を行う。
　　②　必要に応じて総務省及び内閣府その他関係政府機関並びに関係公共機関と災害応急対
　　　策等に関する連絡を行う。
（２）準備警戒
　災害予報が発せられた場合等において、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が予想される場合は、
その状況に応じ緊急連絡用設備等の運用に必要な措置、異常事態の発生に備えた監視要員の配置、防災
上必要な要員の待機、災害対策用機器の点検と出動準備、電源設備に対する必要な措置、伝送路の代替
設定の準備、他の中央局における代替運用の準備等の準備警戒措置をとるものとする。
（３）防災に関する組織
　　①　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、
　　　別に定めるところにより社内に災害対策本部等を設置する。
　　②　災害対策本部等は、災害に際し、被害状況、通信の疎通状況等の情報連絡、通信の疎
　　　通確保、設備の復旧、広報活動その他の災害対策に関する業務を行う。

（削除）

528

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（４）通信の非常疎通措置
　　①　災害に際し、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が生じたときは、臨時回線の設
　　　定、災害対策用設備等の運用等により臨機の措置をとるとともに関係電気通信事業者に
　　　必要な協力を要請し、重要な通信の確保を図るものとする。
　　②　通信の疎通が著しく困難となり、重要な通信を確保するため必要があるときは、電気
　　　通信事業法第８条第２項及び電気通信事業法施行規則第５６条の定めるところにより、
　　　利用制限等の措置をとるものとする。
（５）設備の応急復旧
　被災した通信設備等の応急復旧工事は、他の一般の諸工事に優先して、速やかに実施するものとす
る。
（６）設備の復旧
　被災した通信設備等の復旧工事は、応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、その結
果に基づいて必要な改良事項を組み入れて設計し、実施するものとする。

（削除）
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529

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（７）大規模地震対策特別措置法に係る防災強化
　ＫＤＤＩ株式会社は、大規模地震対策特別措置法の定めるところにより地震防災対策強化地域に指定
された地域（以下「強化地域」という。）における地震防災に関し、次の措置をとるものとする。ま
た、強化地域の周辺にある事業所等においてもこれに準じた措置をとるものとする。
　　①　地震防災応急対策
　　　(ｱ)地震予知情報等の伝達
　　　　 地震予知情報、地震注意情報、地震に関連する調査情報、警戒宣言、地震防災応急
        対策をとるべき旨の通知その他これらに関連する情報（以下「地震予知情報等」と
        いう。）については、別に定めるところにより一元的に収集し、伝達する。
　　　(ｲ)災害対策本部等の設置
　　　　 地震注意情報が発せられ、地震防災応急対策を事前に実施する必要があると認めた
       ときは、本社、総支社及び関係事業所に災害対策本部等を設置する。なお、警戒宣言
       が発せられた場合は、直ちに災害対策本部等を設置するものとする。
　　　(ｳ)地震予知情報等が発せられた場合における通信の業務
　　　　 ＫＤＤＩ株式会社は、地震予知情報等が発せられた場合であっても、原則として平
       常時と同様に通信に係る業務を行うものとする。ただし、通信の疎通状況等を監視し
       、著しいふくそう等が予想される場合は、重要な通信を確保するため、（４）②に定
       めるところにより、利用制限等臨機の措置をとるものとする。
      (ｴ)災害対策用機器、設備、車両等の配備
        地震災害が発生した場合に必要と認められる災害対策用機器、設備、車両等を事前
      に配備しておくものとする。

（削除）

530

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

　　　(ｵ)局舎、設備等の点検
　　　　 強化地域内の事業所等の長及び強化地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、
       地震注意情報が発せられた場合、局舎、重要な通信設備等について巡視し、必要な点
       検を行うものとする。
　　　(ｶ)社員等の安全確保 
　　　　 強化地域内の事業所等の長及び強化地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、
       地震注意情報が発せられた場合、地域の事業に応じ社内事業所にいる部外者及び所属
       する社員等の安全確保のための措置をとるものとする。
　　　(ｷ)地震防災応急対策の実施準備
　　　　 強化地域内の事業所等の長及び強化地域の周辺地域にある必要な事業所等の長は、
       地震注意情報が発せられた場合、地震防災応急対策の実施に係わる必要な準備を行う
       こととする。
　　　(ｸ)地震防災応急対策の実施状況等の報告
　　　　 ＫＤＤＩ株式会社は、地震防災応急対策の実施状況等について、国に設置された地
       震災害警戒本部等に別に定めるところにより、随時報告するものとする。

（削除）

531

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

　　②　地震防災に関する知識の普及及び訓練
　　　(ｱ)地震防災上必要な知識の普及
　　　　 強化地域内の事業所等の長は、地震防災応急対策に関与する社員等に対し、地震の
       予知、予想される地震の規模、地震予知情報等の性格及びこれに基づきとられる措置
       内容、並びに地震防災応急対策等に関する知識の普及を図るものとする。
　　　(ｲ)地震防災訓練
　　　　 強化地域内の事業所等の長は、大規模地震を想定し、地震防災応急対策に必要な地
       震予知情報等の伝達、社員の安否確認および避難・救護、通信の疎通確保、通信設備
      の応急復旧、ならびに関係地方公共団体等との連携等に関する訓練を毎年１回以上実
      施し、必要な防災体制の見直しを行うものとする。

（削除）

532

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（８）南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画
　ＫＤＤＩ株式会社は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の定めるところ
により、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された地域（以下この条において「推進地域」とい
う。）における地震防災に関し、（７）の対応に加えて、次の措置をとるものとする。また、推進地域
の周辺にある事業所等においてもこれに準じた措置をとるものとする。
　　①　南海トラフ地震に関連する情報等の伝達経路等の設定
　　　　　気象庁が発表する南海トラフ地震に関連する情報（以下「南海トラフ関連情報」と
　　　　いう。）等を、災害対策上、必要な部署､関連する人に対して、その内容を正確かつ
　　　　迅速に伝達できるよう、情報の伝達経路及び伝達方法をあらかじめ定めておく。

（削除）
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533

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

　　②　地震防災応急対策
　　　(ｱ)安全の確保
　　　　 推進地域内の事業所等の長及び推進地域の周辺地域にある事業所等の長は、地域の
       事情に応じ社内事業所にいる部外者及び所属する社員等の安全確保のための措置をと
       るとともに、南海トラフ関連情報等が確実に伝達できるよう十分留意するものとす
　　　 る。
　　　(ｲ)重要通信の確保
　　　　 南海トラフ関連情報等を確実に伝達するために必要な通信を確保するため、通信の
       疎通状況等を監視し、著しいふくそう等が予想される場合は、（４）に定めるところ
       により、通話の利用制限、ふくそう対策のための措置をとるものとする。
　　③　地震防災上必要な知識の普及
　　　　　推進地域内の事業所等の長は、地震防災応急対策に関与する社員等に対し、南海ト
　　　　ラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識の普及を図るもの
　　　　とする。

（削除）

534

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

４　ソフトバンク株式会社（携帯電話）
　ソフトバンク株式会社（以下、ＳＢ）は地震時において、基地局によるサービス提供が困難となった
場合など、基地局の復旧はもとより、通信サービスを提供するためエリアの確保を様々な手段をもって
整える対策を講じている。
（１）顧客への発災時の支援
　　①　発災情報の通知
　　②　被災情報の相互連絡
　　③　貸出用携帯電話等の配備
　　④　位置情報通知システム
　　⑤　ＷＥＢサイト・報道発表による障害状況および復旧状況の告知
　　⑥　ＷＥＢサイト上での災害関連地域情報の公開
（２）通信サービス確保の対策
　　①　緊急対策本部の設置
　　　　大規模災害発生時には、ＳＢが被害情報の収集を行い、その上で、被害状況に基づき
　　　緊急対策本部を設置し、通信ネットワークの早期復旧などの対策を講じる。
緊急対策本部 体制図
　　②　通信の確保・維持

（削除）
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第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（３）通信エリアの復旧と確保
　ＳＢでは、基地局が災害によって被災し利用できなくなった場合、状況に合わせて主に以下の対応を
実施し、早期に通信エリアが確保できるように努める。
　　①　停電基地局の発電機設備による電源確保
　　②　移動無線基地局車・可搬型衛星基地局の配備による臨時基地局の設置
　　　(ｱ)移動無線基地局車
　　　(ｲ)可搬型衛星基地局
　　③　新規伝送路確保による既存基地局復旧
　　④　基地局の建て直し
　　⑤　燃料調達
　　⑥　移動電源車
　　⑦　周辺基地局によるエリア救済
　　⑧　代替基地局設備の導入
（４）災害時通信サービス
　　①　緊急速報メール
　　②　災害用伝言板サービス
　　③　災害用音声お届けサービス
　　④　WEBサイト・報道発表による障害状況および復旧状況の告知

（削除）
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536

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

５　楽天モバイル株式会社（携帯電話）
（１）情報収集と連絡
　災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、重要通信の確保または被災した電気通信設備等
を迅速に復旧するため、次により情報収集と連絡を行う。
　　　①　災害の規模、気象、停電、道路等の状況、電気通信設備等の被災状況、災害応急復
　　　　　旧計画および実施状況、復旧要員の稼働状況等について情報収集し、社内関係事務
　　　　　所間相互の連絡を行う。
　　　②　必要に応じて社外関係機関と災害応急対策等に関する連絡を行う。
（２）警戒措置
　災害予報が発せられた場合、報道された場合、またはその他の事由により災害の発生が予想されると
きは、その状況に応じて警戒の措置を取る。
（３）重要通信の疎通確保
　　　①　災害等に際し、通信輻輳の緩和および重要通信の確保を図る。
　　　②　「災害救助法」（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）が適用された場合等に
　　　　　　は、避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電話等の貸出しに努める。
（４）災害時における広報
　　　①　災害の発生が予想される場合、または発生した場合に、通信の疎通、利用制限の措
　　　　　置状況および被災した電気通信設備等の応急、復旧状況等の広報を行い、通信の疎
　　　　　通ができないことによる社会不安の解消に努める。
　　　②　テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じてホーム
　　　　　ページ等により直接該当被災地に周知する。

（削除）
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第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（５）対策組織の確立
　災害が発生するおそれがある場合、または発生した場合は、対策組織を確立して被災の回復または予
防の措置を講ずる。
（６）社外機関に対する応援または協力の要請
　災害が発生し、または発生が予想される場合において、必要に応じて、社外機関に対し応援の要請ま
たは協力を求める。また、平常時からあらかじめその措置方法を定めておく。
（７）災害時における災害対策用資機材の確保
　予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は現地調達または購買部門等に要求す
る。
（８）設備の応急復旧
　災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連および情勢の緊急度を勘案して迅
速・適切に実施する。

（削除）
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第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

６　こまどりケーブル株式会社
　災害によりケーブルテレビ設備および電気通信設備に故障が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復
旧を行うため、防災体制を整備する。
（１）応急復旧体制の強化
　災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、放送および通信サービスの確保に万全を期す
るため、必要な組織において、グループ会社、工事会社等による応援班の編成、応急復旧用資機材の確
保と輸送体制等について計画に基づき確立し、運用する。
（２）災害対策用資機材の整備、点検
　　①災害発生時において迅速に復旧するため、あらかじめ保管場所及び数量を指定して、災
　　　害対策用機器並びに車両等を配備する。
　　②災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧用資材、器具、工具、消耗品等の確保
　　　に努める。
　　③災害対策用機器、資材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送ルート、確
　　　保すべき車両の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合の連絡方法等を定めてお
　　　くとともに、輸送力の確保に努める。
　　④災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を行い
　　　非常事態に備える。

（削除）

539

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

（３）防災訓練の実施
　防災を迅速かつ円滑に実施するため、次に掲げる内容の訓練を年１回以上実施する。
　　①安否確認および災害・警報の伝達
　　②情報収集・伝達
　　③各種災害対策機器の操作
　　④ケーブルテレビ設備および電気通信設備等の災害応急復旧マニュアルの確認
（４）協力応援体制の整備
　　①グループ会社との協調
　　　グループ会社、工事会社等と協調し、防災対策に努めるとともに、要員、資機材、輸送
　　等について相互応援体制を整備する。 
　　②他の事業者との協調
　　　電力、燃料、輸送等の事業者と協調し、商用電源の供給、自家発電用エンジンの燃料等
　　の確保並びに緊急輸送等の協力体制を整備防災対策に努める。

（削除）
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540

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

１　通信の非常
疎通措置

（新設） １　通信の非常疎通措置

541

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

１　通信の非常
疎通措置

（新設） 　災害に際し、次により臨機に措置を行い、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図る。
（１）応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を行う。
（２）通信の疎通が著しく困難となり、重要通信の確保が必要な場合は、臨機に利用制限等の
　　措置を行う。
（３）非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。
（４）災害用伝言ダイヤルの提供、又は、インターネットによる災害用伝言板サービスを提
　　供する。

542

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

２　 被災地域特
設公衆電話の設
置

（新設） ２　 被災地域特設公衆電話の設置

543

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

２　 被災地域特
設公衆電話の設
置

（新設） 　災害救助法が適用された場合等には、避難場所・指定避難所に、被災者が利用する特設公衆電話の設
置に努める。

544

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

３　設備の応急
対策

（新設） ３　設備の応急対策
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545

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

３　設備の応急
対策

（新設） （１）被災した電気通信設備等の応急対策は、サービス回復を第一義として速やかに実施す
　　る。
（２）必要と認めるときは、応急対策に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する要
　　員、資材及び輸送の手当てを行う。
（３）応急復旧にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。

546

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

４　広報 （新設） ４　広報

547

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第４　電信電話
施設（ＮＴＴ西
日本株式会社、
株式会社ドコモ
ＣＳ関西、ＫＤ
ＤＩ株式会社、
ソフトバンク株
式会社、楽天モ
バイル株式会
社、こまどり
ケーブル株式会
社）

４　広報 （新設） 　災害に伴う電気通信設備等の応急対策においては、通信の疎通及び利用制限の措置状況並びに被災し
た電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通ができないことによる社会不安の解消
に努める。

548

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

第５　都市ガス（ガス事業者） 第５　都市ガス（大阪ガス株式会社・大阪ガスネットワーク株式会社（北東部事業部）、大和ガス株式
会社、桜井ガス株式会社、五条ガス株式会社、株式会社大武）

549

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

　各ガス事業者は、ガス施設に被害が発生した場合、ガス漏洩による二次災害の防止等安全の確保を最
重点とし、ガス施設の応急復旧を迅速に行い、ガス供給を確保する。

（削除）
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550

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

１　大阪ガス株式会社・大阪ガスネットワーク株式会社（北東部事業部）
　災害発生時には「防災業務計画」に基づき、地域防災機関と密接に連携して、社内各部門の連携協力
のもとに応急対策を実施する。
（１）情報の収集伝達及び報告
　　① 　地震震度、気象予報等の収集、伝達
　　　地震情報、気象情報を収集し、一斉無線連絡装置等により直ちに各事業所に伝達する。
　　　(ｱ)地震情報　供給区域内の主要地点に地震計を設置し、地震情報を収集する。
　　　(ｲ)気象情報　気象情報システム、河川・地域総合情報システムにより気象情報を収集
　　　　する。
　　② 　通信連絡
　　　(ｱ)災害発生時に主要事業所間の通信手段を確保するため無線通信網の確保を図る。
　　　(ｲ)事業所管内の諸状況を把握するため、工作車等に陸上移動局を配置して無線連絡の
　　　　確保を図る。
　　　(ｳ)対策本部を設ける事業所には、停電時対策として非常電源装置を設置する。
　　③ 　被害状況の収集、報告
　  　当社管内施設及び顧客施設の被害状況を収集し、専用電話等により防災関係先への緊急
　　連絡を行う。

（削除）

551

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（２）応急対策要員の確保
　　① 　災害発生が予想される場合又は発生した場合は、社員と関連会社を対象に、待機及
       び非常召集に基づく動員を行う。また、迅速な出社をするために自動呼出装置を活用
       する。
　　② 　震度５弱以上の地震が発生した場合、本社及び当該事業所に災害対策本部を設置
       し、工事会社、サービスチェーン等の協力会社を含めた全社的な活動が出来るよう動
       員を行う。
　　③ 　大規模な災害により、事業者単独で応対することが困難な場合には、（社）日本ガ
       ス協会の｢地震・洪水等非常事態における救援措置要網｣に基づき、被災をまぬがれた
       事業者からの協力体制を活用する。
（３）顧客及び県民に対する災害広報の実施
（４）危険防止対策
　　① 　地震発生時に、ガスによる二次災害の防止と復旧活動の迅速化のため、導管網のブ
　　　 ロック化を行う。
　　② 　二次災害防止のためのガス供給停止判断は、地震計情報及び巡回点検等により判明
       した被害情報から行う。
　　③ 　ガスによる二次災害を防止するため、マイコンメーターにより一定地震以上でのガ
       スの自動遮断を行う。
（５）応急復旧対策
　　① 　供給施設の災害復旧については、被害箇所の修繕を行い、安全を確認した上で、ガ
       スを供給再開する。
    ② 　災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、救助救急活動の拠点となる場所等を原
       則として優先するなど、災害状況、各設備の被害状況及び被害復旧の難易を勘案し
       て、供給上復旧効果の高いものから行う。

（削除）

552

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

２　大和ガス株式会社
（１）動員基準
　社員は次のいずれかの条件により、全員が出動する。
　　①　会社設置の地震計が、震度５弱以上に相当すると判断したとき。（テレビ・ラジオの
　　　気象台情報から、奈良県下が震度５弱以上であることを覚知したとき）
    ②　ガス施設の被害発生が、具体的に明確であるとき。
（２）出動方法と出動場所
    ①　出動に際しては、交通渋滞あるいは道路破損等を考慮し、四輪車による出動は極力避
　　　け、徒歩又は二輪車を使用する。
　　　（交通機関が機能している場合は、それを利用する）
　　②　出動場所は、大和ガス本社とする。
      　ただし、特別に緊急措置を行う場所がある場合は、当該場所とする。
　　③　動員者に対して出動方法・所要時間等の調査を行い予め要員の把握をしておく。

（削除）
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553

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（３）出動時における情報収集
　　①　出動途上にて、可能な限り沿線の被害状況及び災害に関する情報の収集を行う。
      (ｱ)ガス設備（整圧器・中圧導管・主要低圧導管等）の被害状況
　　  (ｲ)道路・橋梁など交通や建物の被害状況及び火災の発生状況等その他
　　②　出動途上で、二次災害のおそれがあるガス設備の支障を万一発見した場合は、速やか
　　　に会社へ連絡するとともに、住民避難・警察・消防への連絡等の対応を適　　　　切に
　　　行う。
（４）協力会社の動員
　緊急作業要員として、協力会社の要員編成についても、前もって取り決めておく。
（５）災害対策本部の設置
　　①　社長は、震度５弱以上の地震が発生した時は、直ちに大和ガス株式会社本社内に、災
　　　害対策本部を設置する。本部長には、社長が当たる。
　　②　災害対策本部に本部長補佐を置く。本部長補佐は本部長を補佐し、本部長が不在の場
　　　合は、その職務を代行する。本部長補佐には２名の常勤取締役があたる。
　　③　災害対策本部に必要な設備・備品を常備する。
（６）災害対策本部の初動措置
　　①　情報収集
    ②　地震直後の情報収集
      (ｱ)供給所等の情報収集
      (ｲ)ガス導管網の被害に関する情報
　　③　緊急巡回点検
　　④　緊急措置（供給停止）の実施

（削除）

554

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（７）緊急措置（供給停止）の実施
　　①　災害復旧計画においては災害拠点病院等を原則として優先し、災害状況、各設備の被
　　　害状況を勘案して、供給上復旧効果の高いものから行う。
　　②　大規模な災害により、事業所単独で対応することが困難な場合は一般社団法人日本ガ
　　　ス協会の「非常事態における応援要綱」に基づき救援要請を行う。
（８）保安管理と広報
  　①　供給継続地区の保安管理
      供給継続地区の需要家の安全を確保するため、ガス漏れ通報には、供給遮断地区よりも
　　　優先して対応する。広報活動により安全使用について注意を促し、ガス漏れの即時通報
　　　を改めて周知徹底する。
　　②　受付、出動体制の整備
　　　ガス漏洩情報の受付、出動体制の整備と、要員の教育を繰り返し行い、緊急対応能力の
　　　向上に努める。
    ③　車両、資機材の整備及び維持管理
    ④　ガス漏洩等の措置　「ガス漏洩及びガス事故等処理要領」に基づき処理する。

（削除）

555

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

３　桜井ガス株式会社
（１）動員
　　①　当社供給区域内で震度５弱以上の地震を感知した場合は、本社内に災害対策本部を設
　　　置する。
　　②　社員は、供給区域内で震度４以上の地震を覚知した場合は、社員は自動的に出社す
　　　る。
　　③　必要に応じて、工事会社等を含めた動員体制とするため呼び出しを行う。
（２）情報の収集伝達
　　①　設置してある地震計による情報、防災機関、マスコミ等により情報の収集を行う。
　　②　収集し得た情報は、速やかに日本ガス協会近畿部会へ伝達する。また、関係防災機関
　　　へも伝達する。
（３）緊急停止判断
　大規模な地震が発生した場合供給停止判断は、二次災害の防止を最優先とした地震発生直後の第１次
緊急停止判断と、巡回点検等より得られた情報より、被害状況に応じて決定する第２次緊急停止判断よ
り供給停止を実施する。
　このような、非常事態が発生し広範囲な供給停止となった場合、「地震・洪水等非常事態における救
援措置要綱」に基づき、先遣隊の派遣を一般社団法人日本ガス協会に対し要請する。

（削除）
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556

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（４）顧客及び県民に対する災害広報の実施
　災害時における混乱を防止し被害を最小限に止めるため、ガス施設の災害及びガスの安全装置に関す
る各種の情報を広報する。
（５）応急復旧対策
　　①　災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、人命に係る拠点及び救急救助活動の拠点
　　　となる場所を原則として優先するなど、災害状況、各施設の被害状況及び被害復旧の難
　　　易を勘案して、供給上復旧効果の高いものから行う。
　　②　社員、工事会等による全社的な動員体制のほかに、「地震・洪水等非常事態における
　　　救援措置要綱」に基づき、被災をまぬがれた事業者からの協力を一般社団法人日本ガス
　　　協会に対し依頼する。

（削除）

557

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

４　五条ガス株式会社　
（１）情報の収集伝達及び報告
　　①　地震震度・気象情報等の伝達、収集
 　　(ｱ)気象情報等の収集、伝達
　　　  地震情報、気象予報を報道機関等から収集し、無線等により伝達する。
 　　(ｲ)地震情報
　 　　 本社事務所内に地震計を設置し、地震情報を収集する。
　　②　通信連絡
　　 (ｱ)災害発生時に通信手段を確保するため、工作車等に陸上移動局を配置して無線連絡の
      確保を図る。
　　 (ｲ)停電対策として非常電源装置を設置する。
　　③　被害状況の収集、報告
　　　　供給区域内施設及び顧客施設の被害状況を収集し、災害時優先電話等により防災関係
　　　先への緊急連絡を行う。 
（２）応急対策要員の確保
　　①　災害の発生が予想される場合又は発生した場合は、社員と関連会社を対象に、非常招
　　　集に基づく動員を行う。
　　②　震度５弱以上の地震が発生した場合、本社に災害対策本部を設置し、社員は自動出動
　　　する。 
　　③　大規模な災害により、事業者単独で対応することが困難な場合には、一般社団法人日
　　　本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」に基づき、被災をまぬが
　　　れた事業者からの協力体制を活用する。

（削除）

558

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（３）顧客及び一般市民に対する災害広報の実施
（４）危害防止対策
　　①　地震発生時に、ガスによる二次災害の防止と復旧活動の迅速化のため、導管網のブ
　　　ロック化を行う。
　　②　二次災害防止のためのガス供給停止判断は、地震計及び巡回点検等により判明した被
　　　害情報から行う。
　　③　ガスによる二次災害を防止するため、マイコンメーターにより一定地震以上でガスの
　　　自動遮断を行う。
（５）応急復旧対策
　　①　供給施設の災害復旧対策については、被害箇所の修繕を行い、安全を確認した上で、
　　　ガスを供給する。
　　②　災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、救急活動の拠点となる場所等を原則とし
　　　て優先するなど、災害状況、各施設の被害状況及び被害復旧の難易を勘案して、供給上
　　　復旧効果の高いものから行う。

（削除）
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559

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

５　株式会社大武
（１）計画方針
　地震発生時にはガス漏洩による二次災害の防止等、ガス施設の応急対策を実施する。
（２）情報の収集、伝達及び報告
　　①　地震震度、気象予報、警報等の収集、伝達
　　　対策本部で地震震度、気象予報、警報の情報を収集し無線連絡等により伝達する。
　　②　通信連絡
　　　地震発生時の各部署間の通信手段は無線通信網等を使用する。
　　③　被害状況の収集、報告
　　　供給施設及び顧客施設の被害状況の情報を収集し、関係各機関へ緊急連絡を行う。
（３）応急対策要員の確保
　　①　地震が発生した場合は、社員と関連会社を対象に待機及び非常招集を行い要員を確保
　　　する。
　　②　震度５弱以上の地震が発生した場合、本社内に災害対策本部を設置し工事会社等の協
　　　力会社を含めた全社的な活動が出来るよう動員を行う。
　　③　大規模な災害により当社単独で対応することが困難な場合には「地震・洪水等非常事
　　　態における救援措置要綱」に基づき、日本ガス協会に対し救援を依頼する。

（削除）

560

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

（４）災害広報の実施
　災害時において混乱を防止し、被害を最小限にくい止めるため必要がある時は、顧客及び一般市民に
対し災害に関する各種の情報を広報する。
（５）危険防止対策
　地震発生時には関係各機関と協力して二次災害防止のための措置を講ずる。
（６）応急復旧対策　
　供給施設及び顧客施設の災害復旧については、被害箇所の修繕を行い安全を確認した上でガスの供給
を再開する。

（削除）

561

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

１ 応急措置 （新設） １ 応急措置

562

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

１ 応急措置 （新設） 　地震により、ガスの漏洩による二次災害が発生するおそれがある場合は、ブロック毎の供給停止等の
危険予防措置を講ずるとともに、防災関係機関への通報並びに付近住民への広報を行う。
　水害、冠水地域の整圧器の機能監視及び他工事現場の特別見回りと防護強化打合せ等を行うととも
に、防護及び応急機材の点検整備を行う。なお、関係機関との情報連絡を行い、過去の災害事例を参考
にした被害予想地区の施設を重点的に監視する。
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563

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

２　臨時供給 （新設） ２　臨時供給

564

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

２　臨時供給 （新設） （１）被害状況、復旧の難易度を勘案して、優先度の高いものから臨時供給を行う。
（２）緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料・機器等を貸し出す。
（３）被害箇所の修繕を行い、安全を確認した上で、ガスの供給を再開する。

565

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

３　広報 ３　広報

566

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第５　都市ガス
（大阪ガス株式
会社・大阪ガス
ネットワーク株
式会社（北東部
事業部）、大和
ガス株式会社、
桜井ガス株式会
社、五条ガス株
式会社、株式会
社大武）

３　広報 （新設） （１）二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。
（２）被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報す
　　る。加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧
　　状況等の広報に努める。

567

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

第６　鉄道 第６　鉄道（西日本旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社）
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568

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

１　西日本旅客鉄道株式会社
　鉄道会社は、災害が発生した場合には速やかに被害状況の確認に努め、被害の拡大防止及び迅速な被
害復旧にあたり安全確保を図るとともに輸送力の確保に努める。
（１）　運転規制
　　①　地震計で計測震度の測定が可能な場合
　　 ア　地震計が計測震度4.0未満を示したとき
　　運転の再開を行うものとする。
 　　イ　地震計が計測震度4.0以上4.5未満を示したとき
　　規制区間内を初列車は25km/h以下で運転を行い、初列車により規制区間内に異常がないこ
　　とが確認された区間から運転規制の解除を行うものとする。ただし、規制区間内に要注意
　　箇所（※）がある場合は、初列車による規制区間内の異常の有無の確認に加え、スポット
　　巡回により異常がないことが確認されたのち、運転規制の解除を行うものとする。
　　スポット巡回による異常の有無が確認されるまでの間は、要注意箇所(※)を25km/h以下で
　　徐行運転を継続することとする。
 　　ウ　地震計が計測震度4.5以上を示したとき
　　規制区間内の地上巡回により異常のないことが確認されたのち、規制区間内を初列車は
　　45km/h以下で運転を行い、初列車により規制区間内に異常のないことが確認された区間か
　　ら運転規制の解除を行うものとする。

（削除）

569

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

　　②　地震計で計測震度の測定ができない場合
 　　ア　地震計が40ガル未満を示したとき
 　 運転の再開を行うものとする。
　　 イ　地震計が40ガル以上80ガル未満を示したとき
　　規制区間内を初列車は25㎞/h以下で運転を行い、初列車により規制区間内に異常がないこ
　　とが確認された区間から運転規制の解除を行うものとする。ただし、規制区間内に要注意
　　箇所（※）がある場合は、初列車による規制区間内の異常の有無の確認に加え、スポット
　　巡回により異常がないことが確認されたのち、運転規制の解除を行うものとする。スポッ
　　ト巡回による異常の有無が確認されるまでの間は、要注意箇所（※）を25km/h以下で徐行
　　運転を継続することとする。
 　　ウ　地震計が80ガル以上を示したとき
　　規制区間内の地上巡回により異常のないことが確認されたのち、規制区間内を初列車は
　　45km/h以下で運転を行い、初列車により規制区間内に異常のないことが確認された区間か
　　ら運転規制の解除を行うものとする。ただし、震度４以下のときは、駅間停車列車につい
　　て、規制区間内の地上巡回による確認の完了を待たずに25㎞/h以下で旅客の乗降可能な最
　　寄りの停車場まで運転できるものとする。
　　※要注意箇所は、近畿統括本部長が過去に地震に起因して変状が生じた構造物、耐震評価
　　上の弱点となる構造物等に対して事前に設定する。

（削除）

570

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

（２）統括本部対策本部及び現地対策本部の設置
　事故等の発生又は発生の恐れがある場合は、以下により対策本部を設置するものとする。
　　①　体制・招集の決定者
　　　　対策本部の体制は事故等の状況を判断し、統括本部長が決定し招集を指示する。ただ
　　　し、これによれない場合は、次長、安全推進室長又は担当室長が決定し招集を指示する
　　　ものとする。
　　②　対策本部の種別、設置標準及び招集範囲
表
　　③　統括本部対策本部体制図
図
　　④　支社、駅区所等への体制の伝達と指示
　　　　統括本部対策本部長は、大阪総合指令所を通じた旅客一斉放送、保安当直（安全推進
　　　室）から一斉送信されるメール等により、支社及び駅区所等に対策本部の体制を伝達す
　　　る。また、統括本部対策本部長は事故等の規模に応じて、関係支社及び駅区所等に対し
　　　て現地への出動を指示する。

（削除）

571

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

　　⑤　支社、駅区所等の業務
　　　　支社は、統括本部対策本部からの指示や現地の状況を踏まえ、支社、現地又は現地対
　　　策本部等において対応にあたることとする。また、駅区所等の状況把握に努め、必要な
　　　支援や手配を行うこととする。
　　　　駅区所等は、統括本部対策本部又は支社等からの指示を受け、対応または必要な要因
　　　の確保等を行うこととする。
　　⑥　本社、他支社との協力体制
　　　　統括本部対策本部長は、事故等の規模や状況により、本社及び他支社に支援要請を行
　　　うことができる。また、本社に対策本部が設置された場合は、役割を分担したうえ連携
　　　して対応にあたることとする。他支社から支援要請を受けた場合は、その要請に積極的
　　　に応じることとする。

（削除）
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572

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

　　⑦　現地対策本部の業務
　　　　現地対策本部長は、現場の状況を把握し、乗客等の救護及び復旧の業務を総括するこ
　　　ととする。
　　　ア　現地対策本部長は、現場の状況を把握し、被害者・被災者の救助を最優先すること
　　　　とする。
　　　　　※救助活動については、可能な限り警察・消防の指揮下に入ることとする。
　　　イ　現地対策本部長は、被害者・被災者の救助状況及び事故・復旧状況を統括本部対策
　　　　本部長に逐次報告することとする。
　　　ウ　現地対策本部長は、新幹線での事故等に限り、被害者・被災者の救助が終了し復旧
　　　　に向けた体制に移行する際は、新幹線鉄道事業本部に現地対策本部を引き継ぐことと
　　　　する。
　　　エ　現地対策本部長は、必要な作業班を適宜組織し班長を指定する。
　　⑧　統括本部対策本部への報告及び要請
　　　ア　現地対策本部長は、乗客等の救護及び復旧見込時刻及び確度を対策本部長に報告す
　　　　ることとする。
　　　イ　現地対策本部長は、乗客等の救護及び復旧に際し応援が必要と認めた場合は、必要
　　　　な人員、資材等を統括本部対策本部長に要請することとする。
　　　ウ　前項の要請を受けた統括本部対策本部長は、直ちに関係箇所に指示を行う。また、
　　　　応援が隣接支社に及ぶときは統括本部対策本部長が要請することとする。
　　　エ　応援指示を受けた箇所長は、速やかに、乗客等の救護及び事故復旧の手配をとると
　　　　ともに、責任者の氏名及び出動人員・時刻、携行機材等、乗客等の救護及び事故復旧
　　　　に必要と認める事項を統括本部対策本部長に報告することとする。

（削除）

573

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

２　近畿日本鉄道株式会社
　震災に際しては、人命尊重を第一とし、被害を最小限に防止するとともに、速やかに災害の復旧に努
め、輸送の確保を図るものとする。
（１）震度別列車運転基準
　　①　震度４の場合　　　 　　注意運転
　　②　震度５弱以上の場合　　 運転中止
（２）関係者の処置
　　①　運転指令者は、震度、被害、列車運行等の状況把握に努め、列車に対して適切な指示
　　　を行う。
　　②　駅長は、付近の状況把握に努め、列車運転上危険と認めたときは、運転指令者に報告
　　　するとともに、列車の運転を見合わせる。
　　③　運転士は、地震を感知したときは、速やかに安全位置に停止し、運転指令者からの指
　　　示に留意する。
　　④　施設関係各区長は、必要に応じて巡回点検する。

（削除）

574

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

（３）火災防止
　火気使用施設及び器具、危険物等による火災発生を防止するため、ガス、油の元栓の閉鎖、電気ス
イッチの遮断を速やかに行う。
（４）旅客の整理、避難誘導
　震災状況を的確に判断し、旅客の整理避難誘導を行い、混乱による二次災害防止に努める。
（５）他機関との応援体制
  災害により運行不能となった場合、他の運輸機関と打合せのうえ、代行輸送の取扱いを行う。
（６）災害発生時の対応
　災害が発生したときは、当社「異例事態対応規程」に基づき異例事態対策本部、現地対策本部を設
け、連絡通報、被災者の救助及び災害の復旧にあたる。

（削除）

575

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

１ 応急措置 （新設） １ 応急措置

576

第３章 災害応急
対策計画

第１９節 ライフ
ライン施設の災
害応急対策計画

第６　鉄道（西
日本旅客鉄道株
式会社、近畿日
本鉄道株式会
社）

１ 応急措置 （新設） （１）あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合わせ若しくは速度制限を行う。
（２）負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、消防署、警察署に通報
　　し、出動の要請を行う。
（３）乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状況に応
　　じて、安全な場所への避難誘導を行う。
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577

第３章 災害応急
対策計画

第２０節　危険
物施設等災害応
急対策計画

第０ ０　あ （消防救急課、福祉医療部） （消防救急課、福祉保険部）

578

第３章 災害応急
対策計画

第２０節　危険
物施設等災害応
急対策計画

第２ 高圧ガス・
ＬＰガス貯蔵施
設等

２ ＬＰガス貯蔵
施設等

（３）事業所等は、必要に応じて、協会支部を活動単位とする地域防災組織に応援出動、防災
　　資機材の提供を要請するものとし、併せて、受入に必要な作業を行う。

（３）事業所等は、必要に応じて、協会支部を活動単位とする地域防災組織に応援出動、防災
　　資機材の提供を要請するものとし、あわせて、受入に必要な作業を行う。

579

第３章 災害応急
対策計画

第２０節　危険
物施設等災害応
急対策計画

第３ 火薬類貯蔵
施設

１ 事業者の応急
措置

（２）事業者は、貯蔵施設等の周辺に災害が発生した場合、貯蔵中の火薬類に引火爆発の恐れ
　　が生じた場合、当該火薬類を近隣の火薬庫等に迅速に搬出する。搬出の余裕がない時は、
　　火薬類等を水中に沈める等、安全な措置を講じる。
　　　搬出に際しては、警察、消防機関及び県に対し、連絡を取り対処する。

（２）事業者は、貯蔵施設等の周辺に災害が発生した場合、貯蔵中の火薬類に引火爆発のおそ
　　れが生じた場合、当該火薬類を近隣の火薬庫等に迅速に搬出する。搬出の余裕がない時
　　は、火薬類等を水中に沈める等、安全な措置を講じる。
　　　搬出に際しては、警察、消防機関及び県に対し、連絡を取り対処する。

580

第３章 災害応急
対策計画

第２０節　危険
物施設等災害応
急対策計画

第４ 毒物・劇物
保管施設

１ 事故発生の場
合の応急措置

（２）県
　　① 中和剤による除毒作業の指示
　　② 保健所等から事故状況等の連絡を受けた際の関係機関（防災統括室、消防救急課、環
　　 境政策課、農業水産振興課、県警察本部警備第二課、市町村）との連絡調整

（２）県
　　① 中和剤による除毒作業の指示
　　② 保健所等から事故状況等の連絡を受けた際の関係機関（防災統括室、消防救急課、水・　　　　
大気環境課、農業水産振興課、県警察本部警備課、市町村）との連絡調整

581

第３章 災害応急
対策計画

第２１節 水防活
動計画

大地震が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、ダム等が損傷する恐れがあるため、直ちに所管
施設の被害状況を点検把握し、必要な応急措置を講ずる。

大地震が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、ダム等が損傷するおそれがあるため、直ちに所
管施設の被害状況を点検把握し、必要な応急措置を講ずる。

582

第３章 災害応急
対策計画

第２１節 水防活
動計画

第１ 監視警戒活
動

１ 河川・ダム及
びため池等の管
理者

　大地震が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、樋門、ダム及びため池等が損傷あるいは損壊
する恐れがあるため、河川、ダム、砂防施設、ため池、水門及び樋門等の管理者は、震度４以上の地震
が発生し、又は東海地震の予知警戒宣言の発令があり、かなりの被害が予想され水防上警戒が必要な時
は、直ちに所管施設の被害状況を点検把握し、必要な応急措置を講ずる。

　大地震が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、樋門、ダム及びため池等が損傷あるいは損壊
するおそれがあるため、河川、ダム、砂防施設、ため池、水門及び樋門等の管理者は、震度４以上の地
震が発生し、又は東海地震の予知警戒宣言の発令があり、かなりの被害が予想され水防上警戒が必要な
時は、直ちに所管施設の被害状況を点検把握し、必要な応急措置を講ずる。

583

第３章 災害応急
対策計画

第２２節　地盤
災害応急対策計
画

第０ ０　あ （水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部、地域デザイン推進局） （環境森林部、食農部、県土マネジメント部、まちづくり推進局）

584

第３章 災害応急
対策計画

第２２節　地盤
災害応急対策計
画

第２　砂防施設
等

１　応急措置 （１）砂防施設
　　①　砂防施設下流の人家、集落並びに関係機関への連絡、通報
　　　　地震により砂防施設が被害を受けた場合は、地震後の降雨による出水で土砂の異常流
　　　出等が生じやすくなるため、各施設管理者は、その被災程度を砂防施設下流の人家、集
　　　落並びに関係市町村等関係機関へ連絡、通報し注意を促す。
　　②　被災地域の巡視等危険防止のための監視
　　　　地震により砂防施設が被害を受けた場合は、各施設管理者は、その被害の程度に応じ
　　　て巡回パトロール等を行うとともに、二次災害等に対する危険防止のための監視を行
　　　う。
（２）地すべり防止施設
　　①　危険区域に位置する人家、集落及び関係機関への連絡、通報
　　　　地震を原因として発生する地すべりにより、下方の人家集落及び道路等に危険が及ぶ
　　　と思われる場合は、各施設管理者は、関係者及び関係機関に通報し、安全の確保に努め
　　　る。
　　②　警戒避難の助言
　　　　地すべりが進行し、下方の人家、集落に危険が及ぶと推察される場合は、各施設管理
　　　者は、警察、消防団等関係者への警戒避難等必要な措置の助言を行う。
　　③　危険物、障害物等の除去及び増破防止工事の実施
　　　　地すべりが発生した地域に危険物や障害物が存在する場合は、各施設管理者は、地す
　　　べりが進行して危険な状態になる前にこれらを除去し地すべりの進行を抑えるための増
　　　破防止工事を実施する。
　　④　被災地の巡視等危険防止のための監視
　　　　地震により地すべりが発生した場合やその兆候が見られる時は、各施設管理者は、巡
　　　回パトロール等を行い、時間の経過に伴う状況の推移を監視する。

（１）砂防施設
　　①　砂防施設下流の人家、集落及び関係機関への連絡、通報
　　　　各施設管理者は、地震により砂防施設が被害を受けた場合は、地震後の降雨による出
　　　水で土砂の異常流出等が生じやすくなるため、その被災程度を砂防施設下流の人家、集
　　　落並びに関係市町村等関係機関へ連絡、通報し注意を促す。
　　②　被災地域の危険防止のための監視
　　　　各施設管理者は、地震により砂防施設が被害を受けた場合はその被害の程度に応じて
　　　巡回パトロール等を行うとともに、二次災害等に対する危険防止のための監視を行う。
（２）地すべり防止施設
　　①　危険区域に位置する人家、集落及び関係機関への連絡、通報
　　　　各施設管理者は、地震を原因として発生する地すべりにより、下方の人家集落及び道
　　　路等に危険が及ぶと思われる場合は、関係者及び関係機関に通報し、安全の確保に努め
　　　る。
　　②　警戒避難の助言
　　　　各施設管理者は、地すべりが進行し、下方の人家、集落に危険が及ぶと推察される場
　　　合は、警察、消防団等関係者が行う警戒避難等に関する必要な措置の助言を行う。
　　③　危険物、障害物等の除去及び増破防止工事の実施
　　　　各施設管理者は、地すべりが発生した地域に危険物や障害物が存在する場合は、地す
　　　べりが進行して危険な状態になる前にこれらを除去し、地すべりの進行を抑えるための
　　　増破防止工事を実施する。
　　④　被災地の危険防止のための監視
　　　　各施設管理者は、地震により地すべりが発生した場合やその兆候が見られる時は、巡
　　　回パトロール等を行い、時間の経過に伴う状況の推移を監視する。
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585

第３章 災害応急
対策計画

第２２節　地盤
災害応急対策計
画

第２　砂防施設
等

１　応急措置 （３）急傾斜地崩壊防止施設
　　①　危険箇所に存在する人家、集落及び関係機関への連絡、通報
　　　　地震により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じたりその恐れが生じた場合には、各
　　　施設管理者は危険な箇所に存在する人家、集落並びに道路管理者等関係機関への連絡、
　　　通報を行う。
　　②　警戒避難の助言
　　　　地震により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じ被害が拡大する恐れがある場合は、
　　　被害の程度及び状況の推移に応じて、各施設管理者は警察、消防団等関係者への警戒避
　　　難等に関する助言を行う。
　　③　被災地域の巡視等危険防止のための監視
　　　　急傾斜地での崩壊や急傾斜地崩壊防止施設で被害を受けた場合には、被災地域での二
　　　次的被害の発生を防止するため、各施設管理者は、巡回パトロールや要員の配置等によ
　　　り危険防止のための監視を行う。

（３）急傾斜地崩壊防止施設
　　①　危険箇所に存在する人家、集落及び関係機関への連絡、通報
　　　　各施設管理者は、地震により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じたり、そのおそれ
　　　が生じたりした場合は、危険な箇所に存在する人家、集落、道路管理者等の関係機関へ
　　　の連絡、通報を行う。
　　②　警戒避難の助言
　　　　各施設管理者は、地震により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じ、被害が拡大する
　　　おそれがある場合は、被害の程度及び状況の推移に応じて、警察、消防団等関係者が行
　　　う警戒避難等に関する必要な助言を行う。
　　③　被災地域の危険防止のための監視
　　　　各施設管理者は、急傾斜地での崩壊や急傾斜地崩壊防止施設で被害が生じた場合に
　　　は、被災地域での二次的被害の発生を防止するため、巡回パトロールや要員の配置等に
　　　より、危険防止のための監視を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２２節　地盤
災害応急対策計
画

第２　砂防施設
等

２　応急復旧 　応急工事は、被害の拡大防止に重点を置いて、各施設管理者は、被害の状況、本復旧までの工期、施
行規模、資材並びに機械の有無を考慮して、応急工事として適切な工法により実施する。

　各施設管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて被害の状況、本復旧までの工期、施行規模、資材並
びに機械の有無を考慮し、応急工事を適切な工法により実施する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２２節 地盤災
害応急対策計画

第２　砂防施設
等

３　二次災害の
防止活動計画

　県及び市町村は、余震あるいは降雨等による二次的な土砂災害の危険個所の点検を行う。その結果危
険性が高いとされた箇所については、関係機関や住民に周知を図り適切な応急対策を行うとともに、災
害の発生のおそれのある場合は速やかに避難対策を実施する。
　また、災害が発生した場合、情報が錯綜し混乱状態に陥ることが予想されるため、砂防ボランティア
に対し適切な情報提供を行う。

　県及び市町村は、余震あるいは降雨等による二次的な土砂災害の危険個所の点検を行う。点検の結
果、危険性が高いとされた箇所については、関係機関や住民に周知を図り、適切な応急対策を行うとと
もに、災害の発生のおそれのある場合は、速やかに避難対策を実施する。
　また、災害が発生した場合、情報が錯綜して混乱状態に陥ることが予想されるため、砂防ボランティ
アに対して適切な情報提供を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２２節　地盤
災害応急対策計
画

第５ ため池への
対応

１ 県が実施する
対策として

（１）ため池が決壊した場合若しくは決壊の恐れが生じた場合は、速やかに市町村等から位置
　　及び被害状況等を把握するため情報を入手する。

（１）ため池が決壊した場合若しくは決壊のおそれが生じた場合は、速やかに市町村等から位
　　置及び被害状況等を把握するため情報を入手する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２２節　地盤
災害応急対策計
画

第５ ため池への
対応

３ 関係機関が実
施する対策

（１）管理団体は、ため池に決壊の恐れが生じた場合、住民の避難が迅速に行えるよう速やか
　　に市町村に通報する。
（２）災害の発生により堤体に亀裂等が確認され決壊の恐れが生じた場合、緊急に取水施設を
　　操作し貯留水を放流する。

（１）管理団体は、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民の避難が迅速に行えるよう速や
　　かに市町村に通報する。
（２）災害の発生により堤体に亀裂等が確認され決壊のおそれが生じた場合、緊急に取水施設
　　を操作し貯留水を放流する。

590
第３章 災害応急
対策計画

第２３節 消火活
動計画

第２ 消防活動 １ 消防職員等の
確保

　震災時には、住宅密集地域において火災が多発する等、集中的消火活動が困難となる恐れがある。ま
た、消防器具、装備等が破損または搬出不能となる可能性があり、さらには消防職員、団員の召集も困
難になる等消防能力の低下が考えられるので、これに対する維持・確保の措置を考慮する。

　震災時には、住宅密集地域において火災が多発する等、集中的消火活動が困難となるおそれがある。
また、消防器具、装備等が破損又は搬出不能となる可能性があり、さらには消防職員、団員の召集も困
難になる等消防能力の低下が考えられるので、これに対する維持・確保の措置を考慮する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第２５節　保健医療活動計画 第２５節　保健医療福祉活動計画
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第０ ０　あ （福祉医療部） （福祉保険部、医療政策局）
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

災害発生後４８時間の急性期には、被災地においてトリアージ及び応急治療を行うとともに、重症傷病
者を被災地外へ搬送し迅速な高度医療提供を図る。また、急性期以降は、被災者に対する、医療救護、
健康相談、こころのケアなど、保健医療活動を実施する。
災害の規模や原因、発生場所、発生時刻などの違いや、災害発生からの時間経過に伴う被災地域の保健
医療ニーズの変化に応じた対応を図る。

災害発生後４８時間の急性期には、被災地においてトリアージ及び応急治療を行うとともに、重症傷病
者を被災地外へ搬送し迅速な高度医療提供を図る。また、急性期以降は、被災者に対する、医療救護、
健康相談、福祉サービスの提供、こころのケアなど、保健医療福祉活動を実施する。
災害の規模や原因、発生場所、発生時刻などの違いや、災害発生からの時間経過に伴う被災地域の保健
医療福祉ニーズの変化に応じた対応を図る。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

第１　保健医療活動 第１　保健医療福祉活動
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

１　市町村 （２）市町村は、市町村の対応能力のみでは不足すると認める時は、県保健医療調整本部に保
　　健医療活動チームの派遣を要請する。
（３）市町村は、医療救護所を設置、運営するとともに医療ニーズを把握する。
（４）市町村は、地域の医療機関の被災状況及び診療継続状況を把握し、県保健所と情報共有
　　を図るとともに、保健ニーズの把握に努め、県と協力し避難住民等への保健医療活動を行
　　う。

（２）市町村は、市町村の対応能力のみでは不足すると認める時は、県保健医療福祉調整本部
　　に保健医療福祉活動チームの派遣を要請する。
（３）市町村は、医療救護所を設置、運営するとともに保健・医療・福祉ニーズを把握する。
（４）市町村は、地域の医療機関の被災状況及び診療継続状況を把握し、県保健所と情報共有
　　を図るとともに、保健・医療・福祉ニーズの把握に努め、県と協力し避難住民等への保健
　　医療福祉活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

２　県（保健医療調整本部） ２　県（保健医療福祉調整本部）
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

（１）県医療政策局長は、奈良県保健医療調整本部運営要領に基づき、災害対策本部が設置さ
　　れるとき及び被災状況に応じて必要と認めるときは、災害対策本部の下に保健医療調整本
　　部（本部長：県医療政策局長）を設置する。また、保健医療調整本部の設置に伴い、被災
　　市町村を管轄する県保健所長は、当該県保健所に地域保健医療調整本部（本部長：県保健
　　所長）を設置する。
　　　なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状況に応
　　じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。
（２）保健医療調整本部長は、暫時参集する職員により概ね業務ごとに班（統括班、ＤＭＡＴ
　　調整班、医療支援調整班、精神保健支援班、要医療者支援班、保健支援調整班、薬務班
　　等）を適宜編成する。
（３）保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部と連携し、県内の医療機関等の被災状況及
　　び保健医療ニーズを把握し、必要に応じて医療機関に対し人的・物的支援を行うほか、保
　　健医療活動チーム（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー
　　ム）、医療救護班（県内医療関係団体、県内医療関係団体の属する全国組織及びその他の
　　医療関係団体が派遣する医療救護活動を行うチームをいう。以下同じ。）、保健師等支援
　　チーム、災害支援ナース、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）等で、保健医療
　　活動を行うチームをいう。以下同じ。）の派遣調整、国、近隣府県をはじめとする他公共
　　団体及び日本赤十字社等に対する保健医療活動チームの派遣要請、並びに関連法令等に基
　　づく所要の指揮調整など、県内の保健医療活動の実施及び調整を行う。

（１）県福祉保険部長は、奈良県保健医療福祉調整本部設置要綱に基づき、災害対策本部が設
　　置されるとき及び被災状況に応じて必要と認めるときは、災害対策本部の下に保健医療福
　　祉調整本部（本部長：福祉保険部長）を設置する。また、保健医療福祉調整本部の設置に
　　伴い、被災市町村を管轄する県保健所長は、当該県保健所に保健医療福祉調整地域本部
　　（本部長：県保健所長）を設置する。
　　　なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状況に応
　　じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。
（２）保健医療福祉調整本部長は、暫時参集する職員により概ね業務ごとに班を適宜編成す
　　る。
（３）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、県内の医療機関等の被
　　災状況及び保健医療福祉ニーズを把握し、必要に応じて医療・福祉機関に対し人的・物的
　　支援を行うほか、保健医療福祉活動チーム（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、ＤＰＡＴ
　　（災害派遣精神医療チーム）、医療救護班（ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）、Ｊ
　　ＤＡＴ（日本災害歯科支援チーム）、災害支援ナース、薬剤師チーム等の県内医療関係団
　　体、県内医療関係団体の属する全国組織及びその他の医療関係団体が派遣する医療救護活
　　動を行うチームをいう。以下同じ。）、保健師等支援チーム、ＪＲＡＴ（日本災害リハビ
　　リテーション支援協会）、ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム）、ＤＩＣＴ
　　（災害時感染制御支援チーム）、ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）、ＤＨＥＡＴ（災害時
　　健康危機管理支援チーム）等で、保健医療福祉活動を行うチームをいう。以下同じ。）の
　　派遣調整、国、近隣府県をはじめとする他公共団体及び日本赤十字社等に対する保健医療
　　福祉活動チームの派遣要請、並びに関連法令等に基づく所要の指揮調整など、県内の保健
　　医療福祉活動の実施及び調整を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

（４）保健医療調整本部は、国、他都道府県等公共団体、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師
　　会、県看護協会、日本赤十字社奈良県支部等との間で受援・救護体制に関する調整を行う
　　とともに、災害対策本部を通じ自衛隊、消防機関等との間で要救護者、要支援医療機関等
　　に関する搬送・移送等にかかる調整を実施する。
（５）保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部及び中核市保健所と連携し、災害により失
　　われた保健医療提供体制の復旧と再開に向けた調整及び計画的な支援を行う。
（６）保健医療調整本部の運営にかかる事項は、別に「奈良県保健医療調整本部運営要領」に
　　定める。

（４）保健医療福祉調整本部は、国、他都道府県等公共団体、県医師会、県歯科医師会、県薬
　　剤師会、県看護協会、日本赤十字社奈良県支部等との間で受援・救護体制に関する調整を
　　行うとともに、災害対策本部を通じ自衛隊、消防機関等との間で要救護者、要支援医療機
　　関等に関する搬送・移送等にかかる調整を実施する。
（５）保健医療福祉調整本部は、市町村、保健医療福祉調整地域本部及び中核市保健所等と連
　　携し、災害により失われた保健医療福祉提供体制の復旧と再開に向けた調整及び計画的な
　　支援を行う。
（６）保健医療福祉調整本部の運営にかかる事項は、別に「奈良県保健医療福祉調整本部設置
　　要綱」に定める。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

（新設） （７）保健医療福祉調整本部は、必要に応じ、その地域内における福祉的支援を円滑に行うた
　　めの総合調整等に努めるものとする。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

３　県保健所
（保健医療福祉
調整地域本部）

３　県保健所（地域保健医療調整本部） ３　県保健所（保健医療福祉調整地域本部）
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

３　県保健所
（保健医療福祉
調整地域本部）

（１）地域保健医療調整本部は、管内の医療機関の被災状況及び保健医療ニーズを把握し、保
　　健医療調整本部に報告する。
（２）地域保健医療調整本部は、市町村を通じ避難所等の保健医療ニーズを把握し、保健医療
　　調整本部に報告する。また、保健医療ニーズの把握に際し、必要に応じて保健師等を市町
　　村へ派遣するなどマネジメントにかかる人員支援を行う。
（３）地域保健医療調整本部は、管内の地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等医療
　　関係機関及び市町村で構成する地域災害医療対策会議を開催し、保健医療調整本部と連携
　　して管轄地域における保健医療活動を支援及び実施する。
（４）保健医療調整本部は、地域における保健医療活動のマネジメント支援のために、必要に
　　応じて他府県ＤＨＥＡＴ等を受入れ、地域保健医療調整本部に派遣する。

（１）保健医療福祉調整地域本部は、管内の医療機関の被災状況及び保健医療福祉ニーズを把
　　握し、保健医療福祉調整本部に報告する。
（２）保健医療福祉調整地域本部は、市町村を通じ避難所等の保健医療福祉ニーズを把握し、
　　保健医療福祉調整本部に報告する。また、保健医療福祉ニーズの把握に際し、必要に応じ
　　て保健師等を市町村へ派遣するなどマネジメントにかかる人員支援を行う。
（３）保健医療福祉調整地域本部は、管内の地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等
　　医療関係機関及び市町村で構成する地域災害医療対策会議を開催し、保健医療福祉調整本
　　部と連携して管轄地域における保健医療福祉活動を支援及び実施する。
（４）保健医療福祉調整本部は、地域における保健医療福祉活動のマネジメント支援のため
　　に、必要に応じて他府県ＤＨＥＡＴ等を受入れ、保健医療福祉調整地域本部に派遣する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

４　奈良市保健
所及び奈良市
（市災害対策本
部）との連携

　保健医療調整本部は、奈良市及び奈良市保健所と連絡調整を行い、奈良市域における保健医療活動を
実施するために必要な保健医療活動チームの派遣及び受援の調整を行う。

　保健医療福祉調整本部は、奈良市及び奈良市保健所と連絡調整を行い、奈良市域における保健医療福
祉活動を実施するために必要な保健医療福祉活動チームの派遣及び受援の調整を行う。
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603

第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

１　医療情報の
収集・伝達

　保健医療調整本部（医療支援調整班）は、ＤＭＡＴ調整班及び地域保健医療調整本部と連携し、奈良
県広域災害救急医療情報システムやＥＭＩＳ（広域災害・救急医療情報システム）、奈良県防災行政通
信ネットワーク、衛星携帯電話等を活用し、以下の内容を把握する。
　①　医療機関の施設・設備の損壊状況及びライフラインの状況
　②　医療機関の稼働状況（医療提供能力、入院患者の状態、患者受入の可否）
　③　必要とされる支援の内容
　また、奈良県広域災害救急医療情報システムやＥＭＩＳ等により把握した情報を発信し、保健医療活
動に必要な情報の提供に努める。

　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、ＥＭＩＳ（広域災害・救急医療情報
システム）、奈良県防災行政通信ネットワーク、衛星携帯電話等を活用し、以下の内容を把握する。
　①　医療機関の施設・設備の損壊状況及びライフラインの状況
　②　医療機関の稼働状況（医療提供能力、入院患者の状態、患者受入の可否）
　③　必要とされる支援の内容
　また、ＥＭＩＳ等により把握した情報を発信し、保健医療福祉活動に必要な情報の提供に努める。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

２　入院患者の
移送・病院避難

　保健医療調整本部は、医療機関の施設及び設備の被災状況から、入院患者の移送または病院避難が必
要と認められる場合は、当該医療機関及び受け入れが可能な後方医療機関と連絡調整を行い、災害対策
本部を通じ自衛隊、警察、その他の機関に協力を要請するとともに、ＤＭＡＴや医療救護班等による医
療支援を投入し、入院患者等の移送支援を行う。

　保健医療福祉調整本部は、医療機関の施設及び設備の被災状況から、入院患者の移送又は病院避難が
必要と認められる場合は、当該医療機関及び受け入れが可能な後方医療機関と連絡調整を行い、災害対
策本部を通じ自衛隊、警察、その他の機関に協力を要請するとともに、ＤＭＡＴや医療救護班等による
医療支援を投入し、入院患者等の移送支援を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

３　医療人材及
び医療資機材の
支援

　保健医療調整本部は、医療機関の状況をふまえ、医療人材や医薬品等の医療資機材の支援が必要と認
められる場合は、県医師会や県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師会、日本赤十字社奈良県支部等の医
療団体と調整を行い、医療機関が必要とする保健医療活動チームの派遣や医療資機材の提供を行う。
　なお、医薬品等の医療資機材の提供体制については、本節第８で示すところによる。

　保健医療福祉調整本部は、医療機関の状況をふまえ、医療人材や医薬品等の医療資機材の支援が必要
と認められる場合は、県医師会や県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師会、日本赤十字社奈良県支部等
の医療団体と調整を行い、医療機関が必要とする保健医療福祉活動チームの派遣や医療資機材の提供を
行う。
　なお、医薬品等の医療資機材の提供体制については、本節第８で示すところによる。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

４　医療機関へ
のライフライン
の確保

　保健医療調整本部は、医療機関の電気、ガス、水道及び燃料（重油、軽油）等のライフラインの復
旧、確保について、優先的な措置が行われるよう災害対策本部を通じ自衛隊や市町村、その他関係する
事業者に要請する。

　保健医療福祉調整本部は、医療機関の電気、ガス、水道及び燃料（重油、軽油）等のライフラインの
復旧、確保について、優先的な措置が行われるよう災害対策本部を通じ自衛隊や市町村、その他関係す
る事業者に要請する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第３　要継続的
医療支援者（人
工透析患者、人
工呼吸器使用者
等）への支援

１　人工透析患
者への支援

（１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の透析施設の被災状況、稼働状
況、水、医薬品等の不足状況及び人工透析患者の状況把握に努める。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制の整備に
必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、透析施設に優先的に水が供給されるよう自衛隊や市町村に協力を要請するとと
もに、本節第８に示す医薬品等の供給体制により医薬品等の供給を行う。また、必要に応じて消防機関
や災害対策本部と調整し、施設までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　地域保健医療調整本部は、管内市町村、透析患者団体及び透析患者に対し、透析施設の稼働状況等の
情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の透析施設の被災状況、稼働
状況、水、医薬品等の不足状況及び人工透析患者の状況把握に努める。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制
の整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、透析施設に優先的に水が供給されるよう自衛隊や市町村に協力を要請する
とともに、本節第８に示す医薬品等の供給体制により医薬品等の供給を行う。また、必要に応じて消防
機関や災害対策本部と調整し、施設までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、透析患者団体及び透析患者に対し、透析施設の稼働状況
等の情報を提供する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第３　要継続的
医療支援者（人
工透析患者、人
工呼吸器使用者
等）への支援

２ 人工呼吸器等
使用者への支援

（１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、管内市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等を通じ、医療依存度の高
い人工呼吸器や吸引器などを使用している在宅難病患者（指定難病特定医療受給者証保持者等）の安否
確認や被災状況の把握に努めるとともに、人工呼吸器等使用者に対応可能な医療機関の情報を収集す
る。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制の整備に
必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援 
　保健医療調整本部は、市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等と連携し、人工呼吸器等の電源確
保・供給を行うとともに、医療機器取扱事業者に対し、人工呼吸器等の故障の際に迅速に対応するよう
協力を要請する。また、対応可能な医療機関の情報を提供するとともに、必要に応じて消防機関等への
支援要請並びにＤＭＡＴ、医療救護班による医療支援を行い、避難誘導または後方医療機関へ搬送す
る。
　地域保健医療調整本部は、管内市町村、関係医療団体及び人工呼吸器等使用者に対し、受入可能な医
療機関等の情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等を通じ、医療依存度
の高い人工呼吸器や吸引器などを使用している在宅難病患者（指定難病特定医療受給者証保持者等）の
安否確認や被災状況の把握に努めるとともに、人工呼吸器等使用者に対応可能な医療機関の情報を収集
する。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制
の整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援 
　保健医療福祉調整本部は、市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等と連携し、人工呼吸器等の電
源確保・供給を行うとともに、医療機器取扱事業者に対し、人工呼吸器等の故障の際に迅速に対応する
よう協力を要請する。また、対応可能な医療機関の情報を提供するとともに、必要に応じて消防機関等
への支援要請並びにＤＭＡＴ、医療救護班による医療支援を行い、避難誘導又は後方医療機関へ搬送す
る。
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、関係医療団体及び人工呼吸器等使用者に対し、受入可能
な医療機関等の情報を提供する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第３　要継続的
医療支援者（人
工透析患者、人
工呼吸器使用者
等）への支援

３ その他の要継
続的医療支援者
への支援

（１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、本節第３の１～３以外に特殊な医療支援が必要な要継続的医療支援者、ま
たは継続的に服薬が必要な慢性疾患患者（以下、「その他の要継続的医療支援者等」という。）につい
て、管内市町村及び関係医療団体等を通じ、対応可能な医療機関、必要な医薬品や医療機器等及びその
他の要継続的医療支援者の被災状況等の情報を把握する。また、その他の要継続的医療支援者から支援
要請等があった場合は、速やかに保健医療調整本部へ報告し、医療提供体制の整備を図る。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制の整備に
必要な支援の調整を行う。また、他部局との連携が必要と考えられる場合は、情報共有を図るととも
に、必要に応じて連携体制を確立する。 
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、医療機関、医療救護所等に対し、必要な医薬品や医療機器等が優先的に供給さ
れるよう関係団体に要請する。また、必要に応じて消防機関や災害対策本部と調整し、対応可能な医療
機関までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　地域保健医療調整本部は、市町村、医療機関及びその他の要継続的医療支援者等に対し、対応可能な
医療機関や支援体制等の必要な情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、本節第３の１～３以外に特殊な医療支援が必要な要継続的医療支援
者、又は継続的に服薬が必要な慢性疾患患者（以下、「その他の要継続的医療支援者等」という。）に
ついて、管内市町村及び関係医療団体等を通じ、対応可能な医療機関、必要な医薬品や医療機器等及び
その他の要継続的医療支援者の被災状況等の情報を把握する。また、その他の要継続的医療支援者から
支援要請等があった場合は、速やかに保健医療福祉調整本部へ報告し、医療提供体制の整備を図る。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制
の整備に必要な支援の調整を行う。また、他部局との連携が必要と考えられる場合は、情報共有を図る
とともに、必要に応じて連携体制を確立する。 
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、医療機関、医療救護所等に対し、必要な医薬品や医療機器等が優先的に供
給されるよう関係団体に要請する。また、必要に応じて消防機関や災害対策本部と調整し、対応可能な
医療機関までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　保健医療福祉調整地域本部は、市町村、医療機関及びその他の要継続的医療支援者等に対し、対応可
能な医療機関や支援体制等の必要な情報を提供する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第４　小児・周
産期領域の患者
への支援

０　あ （１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の産科施設の被災状況、稼働状
況、水、医薬品等の不足状況等の把握に努める。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約するとともに、周産期災害
医療コーディネーターの支援のもと、ＥＭＩＳの活用等により医療情報の収集を行い、医療提供体制の
整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、必要に応じて搬送調整及び消
防機関や災害対策本部と調整し、搬送先までの移動手段の確保を行う。地域保健医療調整本部は、管内
市町村に対し、産科施設の稼働状況等の情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の産科施設の被災状況、稼働
状況、水、医薬品等の不足状況等の把握に努める。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約するとともに、小
児・周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、ＥＭＩＳの活用等により医療情報の収集を行い、
医療提供体制の整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、小児・周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、必要に応じて搬送
調整及び消防機関や災害対策本部と調整し、搬送先までの移動手段の確保を行う。保健医療福祉調整地
域本部は、管内市町村に対し、産科施設の稼働状況等の情報を提供する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

１　ＤＭＡＴの
派遣調整

（１）保健医療調整本部は、奈良ＤＭＡＴの出動が想定される場合は、保健医療調整本部内に
　　ＤＭＡＴ調整班を設置する。
（５）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて災害対策本部や厚生
　　労働省と調整の上、原則として広域防災活動拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を指定す
　　る。
（７）ＤＭＡＴ調整班は、原則として災害発生後急性期までの間に設置されるものとし、ＤＭ
　　ＡＴの活動・受援にかかる業務の縮小にあわせ、保健医療調整本部医療支援調整班に統合
　　されるものとする。

（１）保健医療福祉調整本部は、奈良ＤＭＡＴの出動が想定される場合は、保健医療福祉調整
　　本部内にＤＭＡＴ調整班を設置する。
（５）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて災害対策本部や厚生
　　労働省と調整の上、原則として広域防災拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を指定する。
（７）ＤＭＡＴ調整班は、原則として災害発生後急性期までの間に設置されるものとし、ＤＭ
　　ＡＴの活動・受援にかかる業務の縮小にあわせ、保健医療福祉調整本部医療支援調整班に
　　統合されるものとする。
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第２５節　保健
医療福祉活動計
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第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

２　医療救護班
の派遣調整

（１）保健医療調整本部は、医療救護班の活動が想定される場合は、保健医療調整本部内に医
　　療支援調整班を編制する。保健医療調整本部（医療支援調整班）は、医療救護班の活動に
　　かかる調整を行い、県内被災地外の県内医療機関等における医療救護班の編制及び派遣先
　　の調整を行う。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、市町村や医療機関等から医療救護班の派遣要
　　請があったとき又は被災状況に応じて医療救護班の派遣が必要と認めるときは、速やかに
　　医療救護班の派遣調整を行う。
（３）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場
　　合等、必要に応じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に
　　基づく全国知事会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく近隣府
　　県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等に対し、医療救護班の派遣要請等の
　　調整を行う

（１）保健医療福祉調整本部は、医療救護班の活動が想定される場合は、保健医療福祉調整本
　　部内に班を編制する。保健医療福祉調整本部は、医療救護班の活動にかかる調整を行い、
　　県内被災地外の県内医療機関等における医療救護班の編制及び派遣先の調整を行う。
（２）保健医療福祉調整本部は、市町村や医療機関等から医療救護班の派遣要請があったとき
　　又は被災状況に応じて医療救護班の派遣が必要と認めるときは、速やかに医療救護班の派
　　遣調整を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場合等、必要に応
　　じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基づく全国知事
　　会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく近隣府県、その他の公共
　　団体、医療団体及び日本赤十字社等に対し、医療救護班の派遣要請等の調整を行う。
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対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
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第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

３　県医療救護
班の活動場所及
び活動内容

　保健医療調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、保健医療調整班を編制する。
（１）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、傷病者が多数発生した災害現場及び負傷者が
　　多数収容された病院等に医療救護班を派遣し、人的支援を行う。医療救護班は、主として
　　下記の活動を行う。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、避難所等に設置される医療救護所に医療救護
　　班を派遣し、避難所の保健医療提供体制整備のための支援を行う。医療救護班は、主とし
　　て下記の活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、班を編制する。
（１）保健医療福祉調整本部は、傷病者が多数発生した災害現場及び負傷者が多数収容された
　　病院等に医療救護班を派遣し、人的支援を行う。医療救護班は、主として下記の活動を行
　　う。　
（２）保健医療福祉調整本部は、避難所等に設置される医療救護所に医療救護班を派遣し、避
　　難所の保健医療提供体制整備のための支援を行う。医療救護班は、主として下記の活動を
　　行う。

614

第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画
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第６　保健医療活動にかかる受援体制の整備 第６　保健医療福祉活動にかかる受援体制の整備
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

　保健医療調整本部は、県外から保健医療活動チームの支援を受け入れるにあたり、下記に示す派遣調
整を行い、受援体制の整備を図る。

　保健医療福祉調整本部は、県外から保健医療福祉活動チームの支援を受け入れるにあたり派遣調整を
行い、受援体制の整備を図る。ＤＭＡＴ等については下記に示す整備を図る。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

１　ＤＭＡＴ （１）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、県保健医療調整本
　　部や厚生労働省と調整の上、原則として広域防災活動拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を
　　指定する。

（１）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、県保健医療福祉調
　　整本部や厚生労働省と調整の上、原則として広域防災拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を
　　指定する。
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対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
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備

２　医療救護班
等

２　医療救護班 ２　医療救護班等
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

２　医療救護班
等

（１）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、医療救護班を適切に配置するため、本部内に
　　保健医療調整班を編成し、県内医療関係機関等の情報を収集・整理するとともに、医療救
　　護班の調整にかかる連絡体制を確立する。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場
　　合等、必要に応じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に
　　基づき全国知事会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき近隣府
　　県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等に医療救護班の派遣要請を行う。
（３）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、参集拠点を確保するとともに、受援した医療
　　救護班のチーム数、人員等を把握し、県内の医療提供状況について収集・分析した情報を
　　基に支援を必要とする県内医療関係機関等への派遣にかかる要請を行う。
（４）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、県の医療救護活動の窓口として国、全国知事
　　会、近隣府県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等との連絡調整を行う。ま
　　た、活動中の医療救護班に対して情報提供及び医療資機材等の必要な支援を行う。

（１）保健医療福祉調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、県内医療関係機関等の情
　　報を収集・整理するとともに、医療救護班の調整にかかる連絡体制を確立する。
（２）保健医療福祉調整本部は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場合等、必要に応
　　じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基づき全国知事
　　会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき近隣府県、その他の公共
　　団体、医療団体及び日本赤十字社等に医療救護班の派遣要請を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、参集拠点を確保するとともに、受援した医療救護班のチーム
　　数、人員等を把握し、県内の医療提供状況について収集・分析した情報を基に支援を必要
　　とする県内医療関係機関等への派遣にかかる要請を行う。
（４）保健医療福祉調整本部は、県の医療救護活動の窓口として国、全国知事会、近隣府県、
　　その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等との連絡調整を行う。また、活動中の医
　　療救護班に対して情報提供及び医療資機材等の必要な支援を行う。
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３　ＤＨＥＡＴ （１）保健医療調整本部（統括班）は、地域保健医療調整本部及び市町村の避難所運営におけ
　　る健康管理に関するマネジメント業務等を支援するため、必要に応じて国に対しＤＨＥＡ
　　Ｔの派遣要請を行う。
（２）保健医療調整本部（統括班）は、ＤＨＥＡＴを地域保健医療調整本部に重点的に派遣
　　し、保健医療活動に関わるマネジメント業務を支援することで、被災地域における健康危
　　機管理体制の速やかな整備と維持が行われるよう努める。

（１）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部及び市町村の避難所運営における
　　健康管理に関するマネジメント業務等を支援するため、必要に応じて国に対しＤＨＥＡＴ
　　の派遣要請を行う。
（２）保健医療福祉調整本部は、ＤＨＥＡＴを保健医療福祉調整地域本部に重点的に派遣し、
　　保健医療福祉活動に関わるマネジメント業務を支援することで、被災地域における健康危
　　機管理体制の速やかな整備と維持が行われるよう努める。
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備

４　保健師 （１）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部を通じて、保健師の派
　　遣調整のための情報収集、整理を行い、収集した情報を基に支援を必要とする市町村に適
　　切に派遣できるよう調整を図る。
（２）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、県内の保健師の派遣のみで対応が困難である
　　と判断した場合等、必要に応じて、隣接県や災害時相互応援協定を結ぶ府県に保健師等支
　　援チームの派遣要請を行う。また、全国規模の派遣要請が必要であると判断した場合、内
　　閣府、厚生労働省に保健師支援班の派遣要請を行う。
（３）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、応援・派遣保健師等の受け入れに関する方針
　　を策定し、派遣計画に基づき県内被災地に派遣調整を行う。
　　　なお、市町村からの要請に基づく応援・派遣の調整については、本節第９で示すところ
　　による。

（１）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて、保健師の派遣調整のた
　　めの情報収集、整理を行い、収集した情報を基に支援を必要とする市町村に適切に派遣で
　　きるよう調整を図る。
（２）保健医療福祉調整本部は、県内の保健師の派遣のみで対応が困難であると判断した場合
　　等、必要に応じて、隣接県や災害時相互応援協定を結ぶ府県に保健師等支援チームの派遣
　　要請を行う。また、全国規模の派遣要請が必要であると判断した場合、厚生労働省に保健
　　師の応援派遣要請を行う
（３）保健医療福祉調整本部は、応援・派遣保健師等の受け入れに関する方針を策定し、派遣
　　計画に基づき県内被災地に派遣調整を行う。
　　　なお、市町村からの要請に基づく応援・派遣の調整については、本節第９で示すところ
　　による。

621

第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

５　ＤＰＡＴ （１）保健医療調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療調整本部精神保健
　　支援班内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（３）他府県ＤＰＡＴを要請した場合、県ＤＰＡＴ調整本部は、県保健医療調整本部や厚生労
　　働省と調整の上、必要に応じて被災地域の保健所管内にＤＰＡＴ活動拠点本部を設置す
　　る。

（１）保健医療福祉調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療福祉調整本部
　　内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（３）他府県ＤＰＡＴを要請した場合、県ＤＰＡＴ調整本部は、県保健医療福祉調整本部や厚
　　生労働省と調整の上、必要に応じて被災地域の保健所管内にＤＰＡＴ活動拠点本部を設置
　　する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第７　後方医療
体制の整備及び
傷病者の搬送

１　後方医療体
制の整備

　災害拠点病院及び被災を免れた医療機関は、被災地域からの傷病者搬送及び被災地域の医療施設から
の入院患者の移送等を可能な限り受け入れ、治療にあたる。その際、保健医療調整本部は、各医療機関
が医療救護活動を円滑に実施することができるように必要な支援を行う。
　保健医療調整本部は、必要に応じて「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき、近
隣府県に対しての傷病者の受入れ等、支援要請を行う。

　災害拠点病院及び被災を免れた医療機関は、被災地域からの傷病者搬送及び被災地域の医療施設から
の入院患者の移送等を可能な限り受け入れ、治療にあたる。その際、保健医療福祉調整本部は、各医療
機関が医療救護活動を円滑に実施することができるように必要な支援を行う。
　保健医療福祉調整本部は、必要に応じて「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づ
き、近隣府県に対しての傷病者の受入れ等、支援要請を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第７　後方医療
体制の整備及び
傷病者の搬送

２  傷病者の搬
送

　保健医療調整本部及び保健医療活動チームは、救護措置を行った者について、後方医療機関への収容
及び広域医療搬送が必要と判断した場合は、状況に応じて以下のとおり対応する。
（１）保健医療活動チームは、県又は市町村の要請若しくは自らが必要と判断した場合には、
　　傷病者を後方医療機関へ搬送する。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、後方医療機関への搬送にあたり、各医療機関
　　における受診状況を収集し、積極的に情報提供及び調整を行うことで、特定の医療機関に
　　受診者が集中することのないよう努める。
（３）保健医療調整本部は、広域医療搬送が必要と認められるときは、国や「近畿圏危機発生
　　時の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」に基
　　づき、近隣府県に広域医療搬送の受入れを要請する。
　　　また、保健医療調整本部（ＤＭＡＴ調整班）は、県内医療機関での対応が困難になった
　　場合等、必要に応じて広域医療搬送を行うための拠点（ＳＣＵ：ステージングケアユニッ
　　ト）を広域防災活動拠点等に設置する。
　　　広域医療搬送の調整については、原則として保健医療調整本部（ＤＭＡＴ調整班）を通
　　じて行う。また、必要に応じて保健医療調整本部も医療関係団体等と調整を行う。
（４）保健医療調整本部は、施設・設備への被害により業務継続が困難となった医療機関の在
　　院患者等の搬送について、必要に応じ消防機関、自衛隊等に対して協力を要請し、搬送の
　　円滑な実施に努める。
（５）重篤患者の搬送については、必要に応じて奈良県ドクターヘリ、関西広域連合（大阪大
　　学医学部附属病院）又は和歌山県（和歌山県立医科大学附属病院）、三重県のドクターヘ
　　リに支援を要請する。広域医療搬送の調整については、原則として保健医療調整本部（Ｄ
　　ＭＡＴ調整班）を通じて行う。
（７）保健医療調整本部は、搬送に際して可能な限りＤＭＡＴ、医療救護班等による支援のも
　　と搬送が行われるよう調整する。

　保健医療福祉調整本部及び保健医療福祉活動チームは、救護措置を行った者について、後方医療機関
への収容及び広域医療搬送が必要と判断した場合は、状況に応じて以下のとおり対応する。
（１）保健医療福祉活動チームは、県又は市町村の要請若しくは自らが必要と判断した場合に
　　は、傷病者を後方医療機関へ搬送する。
（２）保健医療福祉調整本部は、後方医療機関への搬送にあたり、各医療機関における受診状
　　況を収集し、積極的に情報提供及び調整を行うことで、特定の医療機関に受診者が集中す
　　ることのないよう努める。
（３）保健医療福祉調整本部は、広域医療搬送が必要と認められるときは、国や「近畿圏危機
　　発生時の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」
　　に基づき、近隣府県に広域医療搬送の受入れを要請する。
　　　また、保健医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整班）は、県内医療機関での対応が困難に
　　なった場合等、必要に応じて広域医療搬送を行うための拠点（ＳＣＵ：ステージングケア
　　ユニット）を広域防災拠点等に設置する。
　　　広域医療搬送の調整については、原則として保健医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整班）
　　を通じて行う。また、必要に応じて保健医療福祉調整本部も医療関係団体等と調整を行
　　う。
（４）保健医療福祉調整本部は、施設・設備への被害により業務継続が困難となった医療機関
　　の在院患者等の搬送について、必要に応じ消防機関、自衛隊等に対して協力を要請し、搬
　　送の円滑な実施に努める。
（５）重篤患者の搬送については、必要に応じて奈良県ドクターヘリ、関西広域連合（大阪大
　　学医学部附属病院）又は和歌山県（和歌山県立医科大学附属病院）、三重県のドクターヘ
　　リに支援を要請する。広域医療搬送の調整については、原則として保健医療福祉調整本部
　　（ＤＭＡＴ調整班）を通じて行う。
（７）保健医療福祉調整本部は、搬送に際して可能な限りＤＭＡＴ、医療救護班等による支援
　　のもと搬送が行われるよう調整する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

　保健医療調整本部は、医療救護所等へ迅速かつ安定的に医薬品等を供給するため、保健医療調整本部
内に薬務班を編制する。薬務班は、保健医療調整本部が把握した保健医療ニーズから医薬品等に関する
情報を集約・調整する。加えて、市町村及び医療救護所等に派遣されている薬剤師班（県薬剤師会）を
通して医薬品供給状況等の把握を行う。
　薬務班は、下記１～３に示すもののほか、「災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル」等を
参考に活動する。

　保健医療福祉調整本部は、医療救護所等へ迅速かつ安定的に医薬品等を供給するため、保健医療福祉
調整本部内に班を編制する。災害薬事コーディネーターと連携（災害薬事コーディネーターは医薬品等
の供給に係る助言及び調整の支援を行う。）し、保健医療福祉調整本部が把握した保健医療福祉ニーズ
から医薬品等に関する情報を集約・調整する。加えて、市町村及び医療救護所等に派遣されている薬剤
師班（県薬剤師会）を通して医薬品供給状況等の把握を行う。
　下記１～３に示すもののほか、「災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル」等を参考に活動
する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

１　医薬品等の
要請・供給フ
ロー

（1）医薬品、医療機器、医療用ガス、臨床検査薬等
別図参照

（1）医薬品、医療機器、医療用ガス、臨床検査薬等
別図参照
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

１　医薬品等の
要請・供給フ
ロー

医薬品等集積所（県外からの物資及び搬送拠点）
・県営競輪場（奈良市秋篠町98）
・第二浄化センター（北葛城郡広陵町菅野533）
・消防学校（宇陀市榛原下井足17-2）
・吉野川浄化センター（五條市二見5-1314）

医薬品等集積所（県外からの物資及び搬送拠点）
災害発生場所等を考慮の上、あらかじめ定めた広域防災拠点等から指定

627

第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

１　医薬品等の
要請・供給フ
ロー

（２）血液製剤
別図参照

（２）血液製剤
別図参照
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

２　災害時にお
ける関係者の役
割分担

①　市町村
　　市町村は、災害時の医療救護班用としての必要な医薬品等を確保するとともに、不足が生
　じた場合には、県に支援を要請する。
　　なお、保健医療調整本部（薬務班）は、市町村への支援にあたり、医療用の消毒薬等につ
　いては、医薬品等の要請・供給フローにしたがって支援を行うが、生活衛生に必要な医療用
　以外の消毒薬等については、本章第２８節第１の３に基づき支援を行うよう災害対策本部救
　援物資班に要請する。

①　市町村
　　市町村は、災害時の医療救護班用としての必要な医薬品等を確保するとともに、不足が生
　じた場合には、県に支援を要請する。
　　なお、保健医療福祉調整本部は、市町村への支援にあたり、医療用の消毒薬等について
　は、医薬品等の要請・供給フローにしたがって支援を行うが、生活衛生に必要な医療用以外
　の消毒薬等については、本章第２８節第１の３に基づき支援を行うよう災害対策本部救援物
　資班に要請する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

２　災害時にお
ける関係者の役
割分担

②　県
　(ｱ) 保健医療調整本部（薬務班）は、あらかじめ定めた広域防災拠点のうち、災害発生場所
　に最も近い活動拠点を医薬品等集積場所として指定する。集積場所における医薬品等の管理
　監督は保健医療調整本部が直接行うこととし、搬入・搬出・在庫管理等の作業は、「災害時
　における医療救護活動に関する協定」に基づき薬剤師会から派遣された薬剤師が行う。
　(ｲ) 保健医療調整本部（薬務班）は、保健医療活動チーム及び市町村に対する支援用とし
　て、奈良県医薬品卸協同組合、奈良県製薬協同組合、大阪医療機器協会、日本産業・医療ガ
　ス協会、近畿臨床検査薬卸連合会（以下「医薬品卸組合等」という。）に供給等の協力を要
　請する。
　(ｳ) 保健医療調整本部（薬務班）は、医薬品等に不足が予想される場合には、国及び「近畿
　圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき近隣府県に支援を要請する。
③　関係団体
　　医薬品卸組合等は、保健医療調整本部（薬務班）から「災害時における医薬品等の供給に
　関する協定書」、「災害時における医薬品の供給等に関する協定書」、「災害時における医
　療機器等の供給に関する協定書」、「災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書」
　又は「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書」に基づく医薬品等の供給要請が
　あったときは、組合員等に対し、医療救護所等への医薬品等の供給及び搬送を要請する。
④　奈良県薬剤師会
　(ｱ)奈良県薬剤師会は、指定地方公共機関としての責務に基づき、積極的医療救護活動に協
　力する。
　(ｲ)奈良県薬剤師会は、保健医療調整本部（薬務班）から「災害時における医療救護活動に
　関する協定」に基づく薬剤師班の派遣要請があったときは、被災地外の支部に対し、医療
　救護活動を要請する。
⑥　県保健所
　　地域保健医療調整本部は、市町村、医療救護所等への医薬品等の供給について、必要に応
　じ調整を図る。

②　県
　(ｱ) 保健医療福祉調整本部は、災害発生場所等を考慮の上、あらかじめ定めた広域防災拠点
　等から医薬品等集積所を指定する。集積場所における医薬品等の管理監督は保健医療福祉調
　整本部が直接行うこととし、搬入・搬出・在庫管理等の作業は、「災害時における医療救護
　活動に関する協定」に基づき薬剤師会から派遣された薬剤師が行う。
　(ｲ) 保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動チーム及び市町村に対する支援用として、
　奈良県医薬品卸協同組合、奈良県製薬協同組合、大阪医療機器協会、日本産業・医療ガス協
　会、近畿臨床検査薬卸連合会（以下「医薬品卸組合等」という。）に供給等の協力を要請す
　る。
　(ｳ) 保健医療福祉調整本部は、医薬品等に不足が予想される場合には、国及び「近畿圏危機
　発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき近隣府県に支援を要請する。
③　関係団体
　　医薬品卸組合等は、保健医療福祉調整本部から「災害時における医薬品等の供給に関する
　協定書」、「災害時における医薬品の供給等に関する協定書」、「災害時における医療機器
　等の供給に関する協定書」、「災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書」又は
　「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書」に基づく医薬品等の供給要請があっ
　たときは、組合員等に対し、医療救護所等への医薬品等の供給及び搬送を要請する。
④　奈良県薬剤師会
　(ｱ)奈良県薬剤師会は、指定地方公共機関としての責務に基づき、積極的に医療救護活動に
　協力する。
　(ｲ)奈良県薬剤師会は、保健医療福祉調整本部から「災害時における医療救護活動に関する
　協定」に基づく薬剤師班の派遣要請があったときは、被災地外の支部に対し、医療救護活
　動を要請する。
⑥　県保健所
　　保健医療福祉調整地域本部は、市町村、医療救護所等への医薬品等の供給について、必要
　に応じ調整を図る。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

１　被災状況等
の情報収集・分
析・関係者との
情報共有

市町村は、要配慮者の安否確認や健康状態の確認をするとともに、保健活動に必要な被災に関連する情
報を迅速に収集・分析する。
地域保健医療調整本部は、支援方法を検討するため、速やかに被災市町村に入る等、被災状況や活動状
況等の情報収集を行う。
保健医療調整本部は、保健活動にかかる総合調整を行うため、保健医療調整本部内に保健支援調整班を
編成する。保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部が収集した被災に関連する
情報を集約するとともに、市町村に必要な情報を速やかに提供し、支援方針を決定する。

市町村は、要配慮者の安否確認や健康状態の確認をするとともに、保健活動に必要な被災に関連する情
報を迅速に収集・分析する。
保健医療福祉調整地域本部は、支援方法を検討するため、速やかに被災市町村に入る等、被災状況や活
動状況等の情報収集を行う。
保健医療福祉調整本部は、保健活動にかかる総合調整を行うため、保健医療福祉調整本部内に班を編成
する。保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部が収集した被災に関連する情報を集約する
とともに、市町村に必要な情報を速やかに提供し、支援方針を決定する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

２　市町村から
の要請に基づく
派遣調整

（１）市町村は、必要に応じて保健医療調整本部（保健支援調整班）へ保健師等の派遣要請を
　　行う。
（２）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部と連携し、市町村の派
　　遣要請若しくは自ら保健師等の派遣が必要と判断した場合、人材派遣計画を立て、県内被
　　災地外の市町村に保健師等派遣の要請を行う。
（３）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、県内応援のみでは対応が困難な場合等、必要
　　に応じて隣接県や近県ブロックエリア等（災害協定県を含む）に保健師等派遣の要請を行
　　う。
（４）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、災害規模や質に応じて全国規模の派遣要請が
　　必要であると判断した場合、内閣府、厚生労働省に保健師支援チームの派遣要請を行う。
（５）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、応援・派遣保健師等の受け入れ方針を策定
　　し、派遣調整・見直し等受け入れ体制の整備を行う。

（１）市町村は、必要に応じて保健医療福祉調整本部へ保健師等の派遣要請を行う。
（２）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、市町村の派遣要請若し
　　くは自ら保健師等の派遣が必要と判断した場合、人材派遣計画を立て、県内被災地外の市
　　町村に保健師等派遣の要請を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、県内応援のみでは対応が困難な場合等、必要に応じて隣接県
　　や近県ブロックエリア等（災害協定県を含む）に保健師等派遣の要請を行う。
（４）保健医療福祉調整本部は、災害規模や質に応じて全国規模の派遣要請が必要であると判
　　断した場合、厚生労働省に保健師の応援派遣要請を行う。
（５）保健医療福祉調整本部は、応援・派遣保健師等の受け入れ方針を策定し、派遣調整・見
　　直し等受け入れ体制の整備を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

３ 避難所での保
健活動

（１）
　　③　市町村は避難所開設直後に、被害状況や設備状況、要配慮者の避難状況等を迅速に情
　　　報収集し、被災地域を管轄する県保健所に設置された地域保健医療調整本部を通じて保
　　　健医療調整本部に報告する。
（２）保健医療調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチーム（以下、「保健
　　師等支援チーム」という。）は、避難所における環境整備や健康管理が円滑に行われるよ
　　う避難者の心身の健康の保持への対策を講じ、加えて要配慮者の避難状況を確認し、緊急
　　的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関につなげる。

（１）
　　③　市町村は避難所開設直後に、被害状況や設備状況、要配慮者の避難状況等を迅速に情
　　　報収集し、被災地域を管轄する県保健所に設置された保健医療福祉調整地域本部を通じ
　　　て保健医療福祉調整本部に報告する。
（２）保健医療福祉調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチーム（以
　　下、「保健師等支援チーム」という。）は、避難所における環境整備や健康管理が円滑に
　　行われるよう避難者の心身の健康の保持への対策を講じ、加えて要配慮者の避難状況を確
　　認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関につなげる。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

３ 避難所での保
健活動

（新設） （３）県は、避難所等の高齢者、障害者等の多様なニーズへの対応のため、必要に応じて、災
　　害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避難所の避難者、在宅避難者や車中泊避難者のもとへ派
　　遣するものとする。
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634

第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

４ 在宅避難者等
への支援体制の
整備

４ 在宅被災者等への支援体制の整備 ４ 在宅避難者等への支援体制の整備
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

４ 在宅避難者等
への支援体制の
整備

（１）市町村は、避難せず自宅にとどまる被災者や避難所から自宅に戻った在宅被災者につい
　　て、保健師等支援チーム等を活用し、迅速に在宅被災者に関する情報収集を行い、保健師
　　の巡回相談等により心身の健康状態の把握と必要な支援を行う。保健活動については、以
　　下の事項に留意するものとする。
　　③　市町村は在宅避難者、在宅の要配慮者の状況について、迅速に収集した情報を集約
　　　し、県保健所を通じて保健医療調整本部に報告する。
（２）保健医療調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチームは、在宅被災
　　者の心身の健康の保持への対策を講じ、とりわけ災害関連死予防にむけた積極的な啓発を
　　行う。加えて在宅の要配慮者の避難状況を確認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・
　　適切な機関につなげる。

（１）市町村は、在宅避難者について、保健師等支援チーム等を活用し、迅速に在宅避難者に
　　関する情報収集を行い、保健師の巡回相談等により心身の健康状態や多様なニーズの把握
　　と必要な支援を行う。保健活動については、以下の事項に留意するものとする。
　　③　市町村は在宅避難者、在宅の要配慮者の状況について、迅速に収集した情報を集約
　　　し、県保健所を通じて保健医療福祉調整本部に報告する。
（２）保健医療福祉調整本部より派遣された、保健師等支援チームは、在宅避難者の心身の健
　　康の保持への対策を講じ、とりわけ災害関連死予防にむけた積極的な啓発を行う。加えて
　　在宅の要配慮者の避難状況を確認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関に
　　つなげる。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

５　市町村への
支援

（１）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、必要に応じ被災直後に被災市町村に対し、被
　　災状況の把握、被災者の心身の健康状態の把握、他機関との調整及び健康管理に関するマ
　　ネジメント業務等を支援するため、保健師等支援チームを派遣する。
（２）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部と連携して、市町村が
　　把握した要配慮者の情報を確認し、保健師等支援チームによる必要な支援を行う。
（３）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、避難所の環境整備や健康管理が円滑に行われ
　　るよう県内被災地以外の市町村と連携し、保健師等支援チームを編成し、派遣する。

（１）保健医療福祉調整本部は、必要に応じ被災直後に被災市町村に対し、被災状況の把握、
　　被災者の心身の健康状態の把握、他機関との調整及び健康管理に関するマネジメント業務
　　等を支援するため、保健師等支援チームを派遣する。
（２）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携して、市町村が把握した要
　　配慮者の情報を確認し、保健師等支援チームによる必要な支援を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、避難所の環境整備や健康管理が円滑に行われるよう県内被災
　　地以外の市町村と連携し、保健師等支援チームを編成し、派遣する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

６　関係機関と
の連携、地域づ
くり

　保健医療調整本部は、市町村及び医療・福祉・介護等の関係機関とのネットワークの構築や社会資源
としてのソーシャルキャピタルを活用し、地域に密着した公衆衛生活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、市町村及び医療・福祉・介護等の関係機関とのネットワークの構築や社会
資源としてのソーシャルキャピタルを活用し、地域に密着した公衆衛生活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

　保健医療調整本部（精神保健支援班）、精神保健福祉センター、地域保健医療調整本部、市町村等
は、精神障害者及びメンタルヘルス対策として次の活動を行う。

　保健医療福祉調整本部、精神保健福祉センター、保健医療福祉調整地域本部、市町村等は、精神障害
者及びメンタルヘルス対策として次の活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

１　安否確認等 　地域保健医療調整本部及び市町村は、相談支援事業等関係機関との連携をはかり、在宅精神障害者の
安否及び健康状況を確認して必要な支援の検討、提供を行う。

　保健医療福祉調整地域本部及び市町村は、相談支援事業等関係機関との連携をはかり、在宅精神障害
者の安否及び健康状況を確認して必要な支援の検討、提供を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

２　精神科病院
等の被害状況の
把握

　保健医療調整本部（精神保健支援班）は、精神科病院等の被害状況を把握し、入院可能病床の確認と
入転院の調整等を行う。入転院が必要な場合の患者搬送は、被災病院及び受入病院が協力して実施す
る。

　保健医療福祉調整本部は、精神科病院等の被害状況を把握し、入院可能病床の確認と入転院の調整等
を行う。入転院が必要な場合の患者搬送は、被災病院及び受入病院が協力して実施する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

３　ＤＰＡＴ
（災害派遣精神
医療チーム）の
派遣

（１）保健医療調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療調整本部精神保健
　　支援班内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（５）地域保健医療調整本部は、避難所の状況や他の保健医療活動チームの活動状況等を把握
　　し、被災地域でのＤＰＡＴの活動が円滑に行われるよう、現地コーディネーターの役割を
　　果たす。

（１）保健医療福祉調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療福祉調整本部
　　内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（５）保健医療福祉調整地域本部は、避難所の状況や他の保健医療福祉活動チームの活動状況
　　等を把握し、被災地域でのＤＰＡＴの活動が円滑に行われるよう、現地コーディネーター
　　の役割を果たす。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

５ 相談支援等 　保健師等支援チームは、ＤＰＡＴ等と連携して避難所等を巡回し、地域精神保健活動を展開する。特
に精神疾患を有している方、遺族、高齢者、妊婦、子ども等サポートの必要性が高いと考えられる住民
に配慮して活動を行う。

　保健師等支援チームは、ＤＰＡＴ等と連携して避難所等を巡回し、地域精神保健活動を展開する。特
に精神疾患を有している方、遺族、高齢者、妊婦、こども等サポートの必要性が高いと考えられる住民
に配慮して活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

６　情報収集・
発信

　保健医療調整本部（精神保健支援班）及び精神保健福祉センターは、県内外の情報を集約のうえ地域
保健医療調整本部及び市町村等に情報提供するとともに、こころのケアに関する情報発信を行う。

　保健医療福祉調整本部及び精神保健福祉センターは、県内外の情報を集約のうえ保健医療福祉調整地
域本部及び市町村等に情報提供するとともに、こころのケアに関する情報発信を行う。
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644

第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

２　日本赤十字
社奈良県支部

　日本赤十字社奈良県支部は、自らの判断又は保健医療調整本部の要請に基づき、医療救護班による医
療救護活動を行う。
　また、必要に応じて、保健医療調整本部に日本赤十字社奈良県支部日赤災害医療コーディネートチー
ムを派遣する。

　日本赤十字社奈良県支部は、自らの判断又は保健医療福祉調整本部の要請に基づき、医療救護班によ
る医療救護活動を行う。
　また、必要に応じて、保健医療福祉調整本部に日本赤十字社奈良県支部日赤災害医療コーディネート
チームを派遣する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

３　県医師会 　県医師会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき、
被災地外の地区医師会、病院等により医療救護班（ＪＭＡＴ）を編成し、医療救護活動を行う。

　県医師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、被災地外の地区医師会、病院等により医療救護班（ＪＭＡＴ）を編成し、医療救護活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

４　県病院協会 　保健医療調整本部は、後方医療体制の整備のため、県病院協会に対して被災地から移送される傷病者
及び被災医療機関等から移送される患者を可能な限り受け入れ、治療にあたるよう要請する。
　また、県病院協会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に
基づき、被災地外の病院等により医療救護班を編成し、医療救護活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、後方医療体制の整備のため、県病院協会に対して被災地から移送される傷
病者及び被災医療機関等から移送される患者を可能な限り受け入れ、治療にあたるよう要請する。
　また、県病院協会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協
定」に基づき、被災地外の病院等により医療救護班を編成し、医療救護活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

５　県精神科病
院協会

　保健医療調整本部は、災害精神医療に対応できる医療連携体制の構築について、県精神科病院協会に
対して協力要請を行う。
　県精神科病院協会は、保健医療調整本部の要請に基づき、被災地外の精神科病院等によりＤＰＡＴを
編成し、災害精神医療活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、災害精神医療に対応できる医療連携体制の構築について、県精神科病院協
会に対して協力要請を行う。
　県精神科病院協会は、保健医療福祉調整本部の要請に基づき、被災地外の精神科病院等によりＤＰＡ
Ｔを編成し、災害精神医療活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

６　県歯科医師
会

　県歯科医師会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、歯科医療救護活動を行う。

　県歯科医師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に
基づき、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、歯科医療救護活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

７　県薬剤師会 　県薬剤師会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、服薬指導及び医薬品等集積所における医薬品の管理
等の活動を行う。

　県薬剤師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基
づき、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、服薬指導及び医薬品等集積所における医薬品の管
理等の活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

８　県災害支援
ナース派遣協定
締結施設

８　県看護協会 ８　県災害支援ナース派遣協定締結施設
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

８　県災害支援
ナース派遣協定
締結施設

　県看護協会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、災害支援ナース等を医療機関、医療救護所及び避難所等に派遣し、保健医療活動を行う。

　県災害支援ナース派遣協定締結施設は、保健医療福祉調整本部の要請及び「奈良県における災害支援
ナースの派遣に関する協定」に基づき、災害支援ナース等を医療機関、医療救護所及び避難所等に派遣
し、保健医療活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

９　県柔道整復
師会

　県柔道整復師会は、保健医療調整本部の要請及び「在外時における保健医療活動に関する協定」に基
づき、柔道整復師班を編成し、医療救護所における柔道整復術の実施等の活動を行う。

　県柔道整復師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における保健医療活動に関する協定」
に基づき、柔道整復師班を編成し、医療救護所における柔道整復術の実施等の活動を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

１０　医薬品卸
組合等

　県医薬品卸協同組合は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における医薬品の供給等に
関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な医薬品の供給等を行う。
　県製薬協同組合は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における医薬品等の供給に関す
る協定書」に基づき、被災地等における医薬品等の供給を行う。
　大阪医療機器協会は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における医療機器等の供給に
関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な医療機器等の供給等を行う。
　日本産業・医療ガス協会近畿地域本部奈良県支部は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害
時における医療用ガス等の供給に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な医療用ガス等の供給
等を行う。
　近畿臨床検査薬卸連合会は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における臨床検査薬等
の供給に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な臨床検査薬等の供給等を行う。

　県医薬品卸協同組合は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医薬品の供給等に関する
協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医薬品の供給等を行う。
　県製薬協同組合は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医薬品等の供給に関する協定
書」に基づき、被災地等における医薬品等の供給を行う。
　大阪医療機器協会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療機器等の供給に関する
協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医療機器等の供給等を行う。
　日本産業・医療ガス協会近畿地域本部奈良県支部は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時にお
ける医療用ガス等の供給に関する協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医療用ガス等の供給等
を行う。
　近畿臨床検査薬卸連合会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における臨床検査薬等の供給
に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な臨床検査薬等の供給等を行う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

１１　県栄養士
会

（新設） １１　県栄養士会
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第３章 災害応急
対策計画

第２５節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

１１　県栄養士
会

（新設） 　県栄養士会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における栄養・食生活支援活動に関する協
定」に基づき、災害時栄養支援チームを編成し、避難所等における栄養・食生活支援活動を行う。
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656
第３章 災害応急
対策計画

第２６節 緊急輸
送計画

第２ 輸送力の確
保

１ 防災関係機関
の措置

１ 市町村及び防災関係機関の措置 １ 防災関係機関の措置

657

第３章 災害応急
対策計画

第２６節 緊急輸
送計画

第３　緊急輸送
体制の確立

１　広域防災拠
点の確保及び活
用

　県は、地域内外からの物資の集積、配送拠点として次の広域防災拠点を活用する。（「第２章第２２
節　防災体制の整備計画」参照）
（１）大規模広域防災拠点
（２）県営競輪場
（３）第二浄化センター
（４）消防学校
（５）吉野川浄化センター
（６）奈良市都祁󠄀生涯スポーツセンター 
（７）宇陀市総合体育館 
（８）昴の郷 
（９）下北山スポーツ公園

　県は、全国の防災機関から災害応急対策活動に係る応援を受けるために、あらかじめ指定された広域
防災拠点を活用する。（「第２章第２２節　防災体制の整備計画」参照）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
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第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第１　災害警備 ２　警備体制 （１）甲号体制
　県内で震度５強以上の地震が発生した場合、又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発せら
れた場合にとる体制をいう。

（１）甲号体制
　県内で震度６弱以上の地震が発生した場合にとる体制をいう。
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第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第１　災害警備 ２　警備体制 （２）乙号体制
　県内で震度４若しくは震度５弱の地震が発生し、相当な被害が発生した場合、又は南海トラフ地震臨
時情報（巨大地震注意）が発せられた場合にとる体制をいう。

（２）乙号体制
　県内で震度５弱又は震度５強の地震が発生した場合で、相当な被害が発生したときにとる体制をい
う。
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第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第１　災害警備 ２　警備体制 （３）丙号体制
　県内で震度４若しくは震度５弱の地震が発生した場合、又は南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発
せられた場合にとる体制をいう。

（３）丙号体制
　県内で震度４、震度５弱若しくは震度５強の地震が発生した場合、又は南海トラフ地震臨時情報が発
せられた場合にとる体制をいう。

661

第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第１　災害警備 ３　警備本部等
の設置

（３）支援体制の発令に伴う警備本部等の設置
　　①　大規模な支援活動を実施する必要がある場合
　　　　乙号体制に準ずる災害警備本部を設置する。
　　②　支援活動を実施する必要がある場合又は、支援活動を実施することが予想される場合
　　　　丙号体制に準ずる災害警備連絡室を設置する。

（３）支援体制の発令に伴う警備本部等の設置
　　①　大規模な支援活動を実施する必要がある場合
　　　　乙号体制に準ずる震災警備本部を設置する。
　　②　支援活動を実施する必要がある場合又は、支援活動を実施することが予想される場合
　　　　丙号体制に準ずる震災警備連絡室を設置する。
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第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

２ 被災地及びそ
の周辺における
交通規制

（３）災害対策基本法に基づく交通規制（同法７６条、７６条の３関係）
　警察官は、通行禁止区域等において、車両等が妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支
障が生じる恐れがあると認められる場合は、当該車両等の所有者等に対し移動等の措置をとることを命
じる。

（３）災害対策基本法に基づく交通規制（同法７６条、７６条の３関係）
　警察官は、通行禁止区域等において、車両等が妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支
障が生じるおそれがあると認められる場合は、当該車両等の所有者等に対し移動等の措置をとることを
命じる。
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第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

４ 災害対策基本
法の規定に基づ
く緊急通行車両
の確認及び取扱
い

（３） 県及び市町村等防災関係機関は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、緊急通行車
両の事前届出制度を活用し、緊急通行車両として使用される車両について公安委員会に事前に届出をす
る。

（３） 防災関係機関等は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、緊急通行車両の事前届出
制度を活用し、緊急通行車両として使用される車両について公安委員会に事前に届出をする。

664

第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

６ 災害対策基本
法の規定に基づ
く規制除外車両
の確認及び取扱
い

（３） 県及び市町村等防災関係機関は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、規制
　　除外車両の事前届出制度を活用し、規制除外車両として使用される車両について県公安委
　　員会に事前に届出をする。

（３） 防災関係機関等は、災害時において迅速かつ円滑な輸送を図るため、規制除外車両の事
　　前届出制度を活用し、規制除外車両として使用される車両について県公安委員会に事前に
　　届出をする。

665

第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

別記様式第４（第４関係） 別記様式第３（第６関係）
押印不要
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第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

別記様式第１（第２関係） 別記様式第１（第２関係）
押印不要

667
第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

別記様式第６（第５関係） 別記様式第３（第３関係）
様式変更

668
第３章 災害応急
対策計画

第２７節　災害
警備、交通規制
計画

第２　交通規制
及び緊急通行車
両等

別記様式第10（第７関係） 別記様式第５
様式変更

669
第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第０ ０　あ （防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部、日本赤十字社） （防災統括室、福祉保険部、産業部、食農部、日本赤十字社）
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670

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

３ 　県は、市町村からの要請に応じ、または被災市町村における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策
を的確に行うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、市町村からの要請を待つ
いとまがないと認められるときは、要請を待たずに物資を確保し供給を行う。また、県は、被災市町村
へ物資の供給を行うために必要があると認めるときは、倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者のノウ
ハウ等を活用して迅速に供給を行う。

　県は、市町村からの要請に応じ、又は被災市町村における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策を
的確に行うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、市町村からの要請を待つい
とまがないと認められるときは、要請を待たずに物資を確保し供給を行う。また、県は、被災市町村へ
物資の供給を行うために必要があると認めるときは、倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者のノウハ
ウ等を活用して迅速に供給を行う。

671

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

４ （新設） 　県及び市町村は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に
必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努めるものとする。

672

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第２ 物資の調
達・供給状況の
報告等

　県及び市町村は、被災住民への物資の供給を実施するため、迅速かつ緊密に正確な情報交換を行う。
なお、情報交換に当たっては国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用する。

　県及び市町村は、被災住民への物資の供給を実施するため、迅速かつ緊密に正確な情報交換を行う。
なお、情報交換に当たっては国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠
点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を
把握するものとする。

673

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第５ 救援物資へ
の対応

２ 　県は、全国から寄せられる救援物資は、受入、保管、仕分け、配送等に、多大な労力・時間・保管場
所が必要となることから、その善意に配慮しつつ集積場所が混乱したり不要な物資が蓄積したりするな
どの弊害が生じないよう、個人等からの小口支援物資等は辞退する等の広報を行い、併せて被災住民の
ニーズのある物資情報の発信や市町村が行う受入・管理の支援等、次のとおり必要な援助を行う。

　県は、全国から寄せられる救援物資は、受入、保管、仕分け、配送等に、多大な労力・時間・保管場
所が必要となることから、その善意に配慮しつつ集積場所が混乱したり不要な物資が蓄積したりするな
どの弊害が生じないよう、個人等からの小口支援物資等は辞退する等の広報を行い、あわせて被災住民
のニーズのある物資情報の発信や市町村が行う受入・管理の支援等、次のとおり必要な援助を行う。

674
第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第６　日本赤十
字社による救助

０　あ 日本赤十字社奈良県支部は、内規に基づき、次の救助を行う。 日本赤十字社は、災害により罹災した者及び死亡した者の遺族に対し支給する。

675

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第６　日本赤十
字社による救助

１　全・半焼、
全・半壊および
流失の場合

毛　　布	 １人に対して１枚（１１月～翌３月は２枚）
緊急セット	 １世帯に対して１個（内容は４人分）
バスタオル※	 １人に対して１枚
布　　団※	 １人に対して１組

毛　　　布	4～5月・10月：１人に対して１枚
　　　　　　　　　　11月～翌3月：１人に対して２枚
タオルケット	6～9月:１人に対して１枚
緊急セット	１世帯に対して１個（内容：4人分）
ブルーシート	１世帯に対して原則１枚　
バスタオル※	１人に対して１枚
布　　　団※	１人に対して１組

676

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第６　日本赤十
字社による救助

２ 床上浸水又は
避難所等に避難
の場合

２ 床上浸水または避難所等に避難の場合 ２ 床上浸水又は避難所等に避難の場合

677

第３章 災害応急
対策計画

第２８節 食料、
生活必需品の供
給計画

第６　日本赤十
字社による救助

３　死亡者の遺
族　弔慰金１人
20,000円

３　死亡者の遺族　弔慰金１人２０,０００円 ３　死亡者の遺族　弔慰金１人20,000円

678
第３章 災害応急
対策計画

第２９節 給水計
画

第００ ０　あ （水循環・森林・景観環境部、水道局） （環境森林部、ライフライン関係機関）

679

第３章 災害応急
対策計画

第２９節 給水計
画

第１ 実施体制 １　実施責任者 　飲料水供給の実施は原則として市町村が行うものとするが、被災市町村において実施できないとき
は、奈良県水道災害相互応援協定締結先の市町村の協力を得て実施する。
　また、災害救助法を適用した場合（同法により知事が職権の一部を委任した場合を除く。）及び知事
が必要と認めた場合の給水は、県が市町村相互間の連絡調整を行い、広域的な見地からその確保に努め
る。

　飲料水供給の実施は原則として水道事業者等が行うものとするが、被災水道事業者等において実施で
きないときは、奈良県水道災害相互応援協定締結先の水道事業者等の協力を得て実施する。
　また、災害救助法を適用した場合（同法により知事が職権の一部を委任した場合を除く。）及び知事
が必要と認めた場合の給水は、県が水道事業者等の相互間の連絡調整を行い、広域的な見地からその確
保に努める。

680

第３章 災害応急
対策計画

第２９節 給水計
画

第４ 給水応援 ２ 　県は、被災地の近隣市町村に緊急応援を要請し、なお対応が困難な場合は、厚生労働省、他府県、自
衛隊、近畿水道用水供給事業連絡会及び日本水道協会等の関係団体に対して、応援を要請するとともに
連絡・調整に当たる。
（資料編「給水計画資料」、「奈良県水道災害相互応援に関する協定」、「近畿２府５県の府県営及び
大規模水道用水供給事業者の震災時等の相互応援に関する覚書」、「災害発生時における日本水道協会
関西地方支部内の相互応援に関する協定」、「災害救助法による救助の程度と期間」参照）

　県は、被災地の近隣市町村に緊急応援を要請し、なお対応が困難な場合は、自衛隊に対して、応援を
要請するとともに連絡・調整に当たる。
　水道災害対策連絡会議（水道災害対策本部）は、被災地の近隣市町村に緊急応援を要請し、なお対応
が困難な場合は、国土交通省、他府県、日本水道協会等の関係団体に対して、応援を要請するとともに
連絡・調整に当たる。

681

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第０ ０　あ （福祉医療部、文化・教育・くらし創造部） （知事公室、福祉保険部）
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682

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第１　防疫体制 １　実施責任者 （１）市町村
　被災地の防疫は、当該地域の市町村の防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して管轄保健所長の指
導、指示に基づいて実施する。ただし、当該市町村の被害が甚大で、市町村限りでの実施が不可能又は
困難なときは、管轄保健所に応援を要請し、当該保健所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て
実施する。
　なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、県（福祉医療部医療政策局疾病対策
課）に連絡し、他の保健所管内の市町村又は県からの応援を得て実施する。

（１）市町村
　被災地の防疫は、当該地域の市町村の防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して管轄保健所長の指
導、指示に基づいて実施する。ただし、当該市町村の被害が甚大で、市町村限りでの実施が不可能又は
困難なときは、管轄保健所に応援を要請し、当該保健所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て
実施する。
　なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、保健所を通して県に要請し、応援を
得て実施する

683

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第１　防疫体制 ２　防疫措置の
指示命令

　県は、感染症予防上必要があると認めるときは、市町村における災害の規模、態様に応じ、その範
囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。
　なお、被害激甚な市町村に対しては、県（福祉医療部医療政策局疾病対策課）又は管轄保健所の職員
を現地に派遣して「奈良県防疫必携　第１２節　災害防疫に定める「災害防疫調査指導票」様式７号」
によりその実情を調査し、実施方法及び基準を示して指導に当たる。

　県は、感染症予防上必要があると認めるときは、市町村における災害の規模、態様に応じ、その範
囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。
　なお、被害激甚な市町村に対しては、県又は管轄保健所の職員を現地に派遣して「奈良県防疫必携　
第１２節　災害防疫に定める「災害防疫調査指導票」様式７号」によりその実情を調査し、実施方法及
び基準を示して指導に当たる。

684

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第２　食品衛生
対策

３　食中毒発生
時の対応

　県消費・生活安全課は、被災地において食中毒が発生した場合、食品衛生監視員等による食中毒調査
を行い、原因究明を進めるとともに被害の拡大を防止する。なお、食品が原因と考えられる感染症が発
生した場合は、県疾病対策課と連携し、感染症法の規定に基づく調査及び消毒等の指示・命令等を行
い、被害の拡大を防止する。

　県は、被災地において食中毒が発生した場合、食品衛生監視員等による食中毒調査を行い、原因究明
を進めるとともに被害の拡大を防止する。なお、食品が原因と考えられる感染症が発生した場合は、県
疾病対策課と連携し、感染症法の規定に基づく調査及び消毒等の指示・命令等を行い、被害の拡大を防
止する。

685

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第４ 家庭動物
（ペット）の災
害対策

第４ ペットの災害対策 第４ 家庭動物（ペット）の災害対策

686

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第４ 家庭動物
（ペット）の災
害対策

２ 飼養者の責務 　ペットの飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。また、自身の動物が県等に保
護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可能な限り早期に引き取り、又は適正に飼養で
きる者に譲渡する等、飼養者の責務を全うするよう努める。

　家庭動物（ペット）の飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。また、自身の動
物が県等に保護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可能な限り早期に引き取り、又は
適正に飼養できる者に譲渡する等、飼養者の責務を全うするよう努める。

687

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第４ 家庭動物
（ペット）の災
害対策

３ 特定動物の逸
走対策

※ 法律において飼養・保管の許可が必要とされる動物。（例：ワニ、クマ等）県は、特定動物の管理
状況を確認し、逸走等の事態が生じている場合は、次の対策を講じる。

※ 法律において飼養・保管の許可が必要とされる動物。（例：ワニ、クマ等）
　 県は、特定動物の管理状況を確認し、逸走等の事態が生じている場合は、次の対策を講ず
   る。

688

第３章 災害応急
対策計画

第３０節　防
疫、保健衛生計
画

第５　生活衛生
対策

県は、市町村が旅館・ホテル等を避難所として利用する場合は、感染症発生防止の観点から以下の対策
を講じる。

県は、市町村が旅館・ホテル等を避難所として利用する場合は、感染症発生防止の観点から以下の対策
を講ずる。

689

第３章 災害応急
対策計画

第３１節　遺体
の火葬等計画

第００ ０　あ （文化・教育・くらし創造部、警察本部） （医療政策局、警察本部）

690

第３章 災害応急
対策計画

第３１節　遺体
の火葬等計画

第２ 遺体の収容 １ 　警察は、警察に対して届出がなされた遺体又は警察官が発見した遺体について、医師会等の協力を得
て、死体の調査等及び検視その他の所要の処理を行った後、関係者（遺族または市町村）に引き渡す。

　警察は、警察に対して届出がなされた遺体又は警察官が発見した遺体について、医師会等の協力を得
て、死体の調査等及び検視その他の所要の処理を行った後、関係者（遺族又は市町村）に引き渡す。

691
第３章 災害応急
対策計画

第３２節 廃棄物
の処理及び清掃
計画

第００ ０　あ （水循環・森林・景観環境部） （環境森林部）

692

第３章 災害応急
対策計画

第３２節 廃棄物
の処理及び清掃
計画

第６ 市町村への
緊急支援要員の
派遣（災害廃棄
物処理緊急支援
要員）

　県は、平常時から「災害廃棄物処理緊急支援要員」を編成し、原則として、県が災害廃棄物対策本部
を設置した場合は、災害廃棄物処理緊急支援要員に任命されている職員の中から必要な人員を抽出し、
速やかに被災市町村へ派遣する。

　県は、平時から「災害廃棄物処理緊急支援要員」を編成し、原則として、県が災害廃棄物対策本部を
設置した場合は、災害廃棄物処理緊急支援要員に任命されている職員の中から必要な人員を抽出し、速
やかに被災市町村へ派遣する。

693

第３章 災害応急
対策計画

第３３節　ボラ
ンティア活動支
援計画

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部、関係部局） （地域創造部、関係部局）
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694

第３章 災害応急
対策計画

第３３節　ボラ
ンティア活動支
援計画

県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会と協働して、ボランティア団体、ＮＰＯ等の関係機
関・関係団体と連携を図り、ボランティアに関する被災地の情報の把握に努めるとともに、ボランティ
アによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティ
ア活動者への情報提供等に努め、円滑なボランティア活動を進められるよう支援する。

県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会と協働して、ボランティア団体、ＮＰＯ等の関係機
関・関係団体と連携を図り、ボランティアに関する被災地の情報の把握に努めるとともに、ボランティ
アによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティ
ア活動者への情報提供等に努め、円滑なボランティア活動を進められるようボランティア活動の環境整
備・連携体制の強化に努めるものとする。
また、県及び市町村は、国と連携して、避難生活に必要な物資の備蓄、避難所環境の整備、地域のボラ
ンティア人材の確保・育成や災害発生時における官民連携の強化など、地域防災力の向上に努めるもの
とする。

695

第３章 災害応急
対策計画

第３３節　ボラ
ンティア活動支
援計画

第２　ボラン
ティアの受け入
れ対応

４ 　県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会と協働して、地元や外部から被災地入りしているボ
ランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、必要に応じて全国域で活動する中間支援組織
（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）との連携を図
りながら、被災地のニーズや支援活動の全体像を把握・調整するため、情報を共有する場を設置し、連
携のとれた支援活動の展開を図る。

　県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会と協働して、地元や外部から被災地入りしているボ
ランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るため、県域で活動する災害中間支援組織（奈良防災プラッ
トフォーム連絡会）との連携体制の強化に努める。また必要に応じて全国域で活動する災害中間支援組
織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）との連携を
図りながら、被災地のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に把握・調整するため、災害の状況
やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置し、連携のとれた支援活動の展開
を図る。

696
第３章 災害応急
対策計画

第３４節　災害
救助法等による
救助計画

第０ ０　あ （防災統括室、福祉医療部） （防災統括室、福祉保険部）

697

第３章 災害応急
対策計画

第３４節　災害
救助法等による
救助計画

第１　救助 １  避難所及び応急仮設住宅の供与　
２  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
３  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
４　医療及び出産
５　被災者の救出
６　被災した住宅の応急修理
７　生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
８　学用品の給与
９　埋葬
１０　死体の捜索及び処理
１１　災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしている
ものの除去

１  避難所及び応急仮設住宅の供与　
２  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
３  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
４　医療及び出産
５　被災者の救出
６　福祉サービスの提供
７　被災した住宅の応急修理
８　生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
９　学用品の給与
１０　埋葬
１１　死体の捜索及び処理
１２　災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしている
ものの除去

698

第３章 災害応急
対策計画

第３４節　災害
救助法等による
救助計画

第２　適用基準 ０　あ 　県は、災害救助法第２条及び災害救助法施行令第１条の定めるところにより、自然災害等による被害
が次の１から４のいずれかの基準に該当し、災害救助法による救助の必要を認めたときは、市町村を単
位として適用地域を指定し救助を実施する。

　県は、災害救助法第２条及び災害救助法施行令第１条の定めるところにより、自然災害等による被害
が次の１から５のいずれかの基準に該当し、災害救助法による救助の必要を認めたときは、市町村を単
位として適用地域を指定し救助を実施する。
５　災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定する災害対策本部
　が設置され、当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の
　市町村の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする
　者がいるとき。

699
第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部、教育委員会） （地域創造部、教育委員会）

700

第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第０ 児童・生徒等の安全のため、学校等における防災計画を策定する。
また、災害等が起きた際の緊急避難の指示等の応急対応や、応急教育を実施するための施設・設備及び
教員の確保について定める。
併せて、児童・生徒等が教育を受けることが出来るよう、教科書及び学用品の給与等の援助に関するこ
とや心のケアについても定める。

児童・生徒等の安全のため、学校等における防災計画を策定する。
また、災害等が起きた際の緊急避難の指示等の応急対応や、応急教育を実施するための施設・設備及び
教員の確保について定める。
あわせて、児童・生徒等が教育を受けることが出来るよう、教科書及び学用品の給与等の援助に関する
ことや心のケアについても定める。

701

第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第１ 児童、生徒
等の安全確保

【学校等における防災計画策定の留意事項】
（１）防災体制に関する内容
　　① 校内の防災組織（平常時と災害時の役割の明確化、被災時における学校防災本部の設
　　　置）

【学校等における防災計画策定の留意事項】
（１）防災体制に関する内容
　　① 校内の防災組織（平時と災害時の役割の明確化、被災時における学校防災本部の設置）

702

第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第２　応急措置 ２　校長等は、
災害の状況につ
いて速やかに報
告する。

（１）市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校では、被害状況等を市町
　　村教育委員会に報告し、報告を受けた市町村教育委員会は、県教育委員会企画管理室長へ
　　報告する。
（２）県立の中学校、高等学校、特別支援学校では、被害状況等を県教育委員会企画管理室長
　　へ報告する。

（１）市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校では、被害状況等を市町
　　村教育委員会に報告し、報告を受けた市町村教育委員会は、県教育委員会総務課長へ報告
　　する。
（２）県立の中学校、高等学校、特別支援学校では、被害状況等を県教育委員会総務課長へ報
　　告する。
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703

第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第３ 応急教育 １ （１）応急教育への対応
　　③　学校等への避難が長期化することが見込まれる場合は、授業実施のための教室等の確
　　　保が必要となるため、近隣の代替施設及び学校敷地、近隣公園など仮設校舎等の建築可
　　　能場所を予め選定しておく。

（１）応急教育への対応
　　③　学校等への避難が長期化することが見込まれる場合は、授業実施のための教室等の確
　　　保が必要となるため、近隣の代替施設及び学校敷地、近隣公園など仮設校舎等の建築可
　　　能場所をあらかじめ選定しておく。

704

第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第３ 応急教育 ２ 　教育委員会は、災害により学校教育活動が中断することのないよう、応急教育実施のための施設また
は教職員の確保等について、必要な措置を講ずる。

　教育委員会は、災害により学校教育活動が中断することのないよう、応急教育実施のための施設又は
教職員の確保等について、必要な措置を講ずる。

705

第３章 災害応急
対策計画

第３５節 文教対
策計画

第４ 児童・生徒
等に対する援助

２ 授業料等の減
免

　県立高等学校の生徒が、災害により授業料等の免除を必要とするときは、「奈良県立学校における授
業料等に関する条例」に基づき、授業料等（授業料、入学考査料、入学料）の減免の措置を講じる。

　県立高等学校の生徒が、災害により授業料等の免除を必要とするときは、「奈良県立学校における授
業料等に関する条例」に基づき、授業料等（授業料、入学考査料、入学料）の減免の措置を講ずる。

706
第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第０ ０　あ （文化・教育・くらし創造部） （地域創造部）

707

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第０ ０　あ 　文化財への応急対策は、文化財の安全性を確保することを第一の目的とする。応急措置の方法は文化
財の種別や災害の種類により異なるが、早急かつ適切に対応し、文化財的価値を損なわないように、被
害の拡大を防がなければならない。応急的な復旧については将来の本格的な保存修理の方針や、今後予
想される新たな災害への対策等も視野に入れた対応が求められ、専門家と十分に協議する必要がある。

　文化財への応急措置及び復旧対策は、被害の拡大防止を第一の目的とする。応急措置の方法は文化財
の種別や災害の種類により異なるが、早急かつ適切に対応し、文化財的価値を損なわないようにしなけ
ればならない。また、復旧対策については、今後予想される新たな災害への対策等も視野に入れた対応
が求められ、専門家と十分に協議する必要がある。

708

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第１　災害状況
の把握

１ 　指定文化財の所有者又は管理者は、災害が発生したときには、文化財の被害状況を速やか市町村また
は市町村教育委員会を通じて県へ報告する。
　なお、災害によって交通等が遮断され、被害確認が困難な場合には、所有者又は管理者は市町村また
は市町村教育委員会を通して、その旨を県に報告する。県は、文化財所在地に到達可能な交通路を確認
の上で調査員を手配し、被害状況の確認を行う。

　指定・登録・選定された文化財の所有者又は管理者は、災害が発生したときには、文化財の被害状況
を速やかに市町村（市町村教育委員会を含む。）を通じて県へ報告する。

709

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第１　災害状況
の把握

２ 　県は被害状況を迅速に収集し、国指定文化財については直ちに文化庁に報告する。 　県は被害状況を迅速に収集し、国指定文化財等については直ちに文化庁に報告する。

710

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第２　被害状況
の調査と応急措
置

１ 　県は、通報受理後、直ちに係員を現地に派遣して被害の状況の把握に努め、国指定文化財について
は、その結果を文化庁に報告し、係員の派遣等必要な措置を求める。

　県は、被害の通報受理後、係員を現地に派遣して被害の状況の把握に努め、国指定文化財等について
は、その結果を文化庁に報告し、係員の派遣等必要な措置を求める。地方指定・未指定文化財について
は、文化財防災センターへ適宜協力を求める。

711

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第２　被害状況
の調査と応急措
置

２ 　現地調査の結果、二次災害の発生や、破損の進行、破損部位の滅失、散逸等の可能性があると判断さ
れた場合は、所有者及び管理者に応急措置を講じるよう指導する。
　ただし、国指定文化財の応急措置については、文化庁へ実施した内容を報告する。

　現地調査を行い、必要に応じて所有者及び管理者に応急措置を講ずるよう指導する。
　なお、国指定文化財等の応急措置については、文化庁へ実施した内容を報告し、地方指定・未指定文
化財については、文化財防災センターへ適宜協力を求める。

712

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第３　復旧対策 ０　あ 　県は、所有者及び管理者とともに、別表「文化財災害応急処置」により、被害状況の調査結果をもと
に、今後の復旧計画の策定を行う。ただし、国指定文化財については、文化庁の指導を受ける。
　（「第３章第１６節　建築物の応急対策計画」参照）

　所有者及び管理者は、別表「災害種別文化財災害応急処置」により、被害状況の調査結果をもとに、
復旧費用を含めた復旧事業計画の策定を行う。県は、市町村（市町村教育委員会を含む。）とともに、
所有者及び管理者に対して指導・助言、並びに法令上の手続きの支援を行う。
　なお、国指定文化財等については、文化庁の指導を受ける。地方指定・未指定文化財については、文
化財防災センターへ適宜協力を求める。
　（「第３章第１６節　建築物の応急対策計画」参照）
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713

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

０　あ 　県内において大規模な災害が発生して、県・市町村の行政機関の機能が著しく低下し、単独では十分
に被害状況調査等が実施できない場合、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく近
畿２府７県及び文化財保護関係機関等(以下「近隣府県等」という。)への応援を要請する。

　県内において大規模な災害が発生して、県・市町村の行政機関の機能が著しく低下し、単独では十分
に被害状況調査等が実施できない場合、県は「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び
「関西広域連合と鳥取県との危険発生時の相互応援に関する覚書」に基づく、本県を除いた近畿２府７
県及び文化財保護関係機関等(以下「近隣府県等」という。)への応援を要請する。

714

第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

１  事前準備 　被災時において迅速な応援体制を遂行可能にするため、事前より指定文化財目録等を整備し近隣府県
等との十分な情報交換に努める。
（１）指定文化財等の目録を作成し、近隣府県等文化財主管課に送付し、災害発生前から基本
　　データの共有をはかる。
（２）目録は個別指定文化財の所在地・種別・規模・員数等を記入し、定期的にデータの更新
　　を行う。
（３）被害調査項目の統一を図った被害状況調査票を作成し、近隣府県等と共有する。
（４）災害時に迅速な情報交換が可能なように、連絡窓口・各分野担当者の氏名連絡先を近隣
　　府県等に事前に通知する。

　県は、被災時において迅速な応援体制を遂行可能にするため、事前に指定文化財目録等を整備し、近
隣府県等との十分な情報交換に努める。
（１）指定文化財等の目録を作成し、近隣府県等に送付し、災害発生前から基本データの共有
　　を図る。
（２）目録は、個別指定文化財の所在地・種別・規模・員数等を記入し、定期的にデータの更
　　新を行う。
（３）被害調査項目の統一を図った被害状況調査票を作成し、近隣府県等と共有する。
（４）災害時に迅速な情報交換が可能となるように、連絡窓口・各分野担当者の氏名連絡先を
　　近隣府県等に事前に通知する。
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

２  支援要請 （１）災害時において、被害状況から応援を必要と判断した場合、速やかに近隣府県等に被害
　　状況を連絡するとともに、応援を受けることについて関係機関との連絡調整をはかる。
（２）必要とする応援の内容については、支援府県等に対し文書により要請を行うものとす
　　る。ただしそのいとまがない場合には、口頭又は電話等により要請を行い、後に文書等を
　　速やかに提出するものとする。
（３）応援に要する経費は原則として応援を受ける本県の負担とする。

（１）県は、災害時において、被害状況から応援が必要と判断した場合、速やかに近隣府県等
　　に被害状況を連絡するとともに、応援を受けることについて関西広域連合と連絡調整を行
　　う。
（２）必要とする応援の内容については、関西広域連合に対し、文書により要請を行うものと
　　する。ただし緊急の場合には、口頭又は電話等により要請を行い、後に文書等を速やかに
　　提出するものとする。
（３）応援に要する経費は、原則として応援を受ける本県の負担とする。
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

３  被害状況調
査

（１）近隣府県等による応援が決定された場合、緊急に近隣府県等の担当者会議を実施し、指
　　定分野ごとに被害の規模・内容に応じた具体的な応援体制について協議を行う。
（２）指定区分・地域に応じて調査担当区域を決定し、調査は専門性を考慮のうえ班を編制し
　　実施する。
（３）調査内容は共有の調査票に記入し、撮影した写真等とともに一括して保存し、復旧計画
　　作成の基本資料とする。

（１）県は、近隣府県等による応援が決定された場合、緊急に近隣府県等の担当者会議を実施
　　し、指定分野ごとに被害の規模・内容に応じた具体的な応援体制について、協議を行う。
（２）文化財の指定区分・地域に応じて調査担当区域を決定し、専門性を考慮のうえ班を編制
　　し調査を実施する。
（３）調査内容は、共有の調査票に記入し、撮影した写真等とともに一括して保存し、復旧計
　　画作成の基本資料とする。
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

４　復旧計画の
立案・実施

　被害状況調査後において行う調査結果の集積と分析、復旧事業計画の立案・実施においては、応援府
県等と再度協議し、必要に応じて応援を要望する。

　県は、被害状況調査後に行う調査結果の集積と分析をふまえ、復旧事業計画を立案及び実施する場合
においては、必要に応じ近隣府県等と再度協議し、応援を要望する。
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

４　復旧計画の
立案・実施

文化財災害応急処置 災害種別文化財災害応急措置

719
第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

４　復旧計画の
立案・実施

災害別 災害種別
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

４　復旧計画の
立案・実施

応急対策 応急措置
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

４　復旧計画の
立案・実施

【災害別（１.震災）】
２．建造物の傾斜や倒壊
　　　二次災害に十分留意しながら、被害の拡大を防ぐため、支持材等により補強を施す。
　　　倒壊の場合は、部材の滅失や散逸を防ぐとともに、雨水による汚損を防ぐ措置を講じ
　　る。

【災害種別（１.震災）】
２．建造物の傾斜や倒壊
　　　二次災害に十分留意しながら、被害の拡大を防ぐため、支持材等により補強を施す。
　　　倒壊の場合は、部材の滅失や散逸を防ぐとともに、雨水による汚損を防ぐ措置を講ず
　　る。
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第３章 災害応急
対策計画

第３６節　文化
財災害応急対策

第４　大規模災
害における応急
対策

４　復旧計画の
立案・実施

【災害別（２.火災）】
１．焼　損
　　　素材が脆くなっている場合が多いので、取り扱いは県の指示に従う。
２．煤、消火剤等による汚損
　　　除去作業は専門技術を要するので、県の指示に従う。
３．水　損
　　　通気をよくし、自然乾燥を旨とするが、美術工芸品等移動可能なものは安全な場所に移
　　動し、低温で乾燥させ、カビの発生に注意する。状況に応じ県の指示に従う。

【災害種別（２.火災）】
１．焼　損
　　　被害状況を写真で記録する。素材が脆くなっている場合が多いので、取り扱いは県の指
　　示に従う。
２．煤、消火剤等による汚損
　　　除去作業は専門技術を要するので、県の指示に従う。
３．水　損
　　　通気を良くし、自然乾燥を旨とする。美術工芸品等移動可能なものは安全な場所に移
　　動し、低温で乾燥させ、カビの発生に注意する。状況に応じ県の指示に従う。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

県、市町村及び防災関係機関は、災害時の混乱状態を早期に解消し、県民の生活の安定、社会経済活動
の回復を図る。

防災関係機関は、災害時の混乱状態を早期に解消し、県民の生活の安定、社会経済活動の回復を図る。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第１ 被害認定調
査、罹災証明書
の交付及び被災
者台帳の作成

１ 市町村 　市町村は、遅滞なく罹災証明書を交付するため、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定
め、マニュアル等の作成、それに伴う必要な業務の実施体制確保のための職員の育成、他の地方公共団
体又は民間の団体との連携の確保、及び応援の受入体制の構築等を講ずるよう努める。また、罹災証明
書交付業務を支援するシステムの活用など、効率的な手法について検討する。

　市町村は、遅滞なく罹災証明書を交付するため、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定
め、マニュアル等の作成、それに伴う必要な業務の実施体制確保のための職員の育成、他の地方公共団
体や不動産鑑定士や行政書士等の士業団体その他の民間の団体との連携の確保、及び応援の受入体制の
構築等を講ずるよう努める。また、国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業務を支援する
システムを活用するなど、当該業務の迅速化・効率化を積極的に検討する。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第１ 被害認定調
査、罹災証明書
の交付及び被災
者台帳の作成

２ 県 　県は、市町村に対し、住家等の被害認定調査の担当者に対する研修機会の強化、拡充等により、災害
時の被害認定調査や罹災証明書交付の迅速化を図る。また、専門知識を持った職員（県・市町村）の養
成に努めるとともに、県が実施した研修受講者や調査経験者など業務遂行ができる職員の名簿の作成、
他の都道府県や民間団体、関西広域連合等との連携も視野に入れ、被災地への円滑な応援体制の構築を
図る。

　県は、市町村に対し、住家等の被害認定調査の担当者に対する研修機会の強化、拡充等により、災害
時の被害認定調査や罹災証明書交付の迅速化を図る。また、専門知識を持った職員（県・市町村）の養
成に努めるとともに、県が実施した研修受講者や調査経験者など業務遂行ができる職員の名簿の作成、
他の都道府県や不動産鑑定士や行政書士等の士業団体その他の民間団体、関西広域連合等との連携も視
野に入れ、被災地への円滑な応援体制の構築を図る。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第２ 被災者生活
再建支援法

５ 長期避難世帯 （１）認定
　県は、住宅に直接被害が及んでいる又は被害を受ける恐れがあるなど世帯に属する者の生命又は身体
に著しい危険が切迫していると認められ、当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、かつ
その状態が引き続き長期にわたり継続する可能性がある世帯を、長期避難世帯として認定する。

（１）認定
　県は、住宅に直接被害が及んでいる又は被害を受けるおそれがあるなど世帯に属する者の生命又は身
体に著しい危険が切迫していると認められ、当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、か
つその状態が引き続き長期にわたり継続する可能性がある世帯を、長期避難世帯として認定する。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第１０ 災害時に
おける金融面の
対策

２ 金融機関の業
務運営の確保に
係る措置

　日本銀行は、奈良財務事務所等関係行政機関と協議の上、被災金融機関が早急に営業開始を行いうる
よう必要な措置を講ずるほか、必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長または休日臨時営業の実施
に配慮するよう要請する。また、災害の状況に応じ必要の範囲で適宜業務時間の延長または休日臨時営
業を行う。

　日本銀行は、奈良財務事務所等関係行政機関と協議の上、被災金融機関が早急に営業開始を行いうる
よう必要な措置を講ずるほか、必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長又は休日臨時営業の実施に
配慮するよう要請する。また、災害の状況に応じ必要の範囲で適宜業務時間の延長又は休日臨時営業を
行う。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第１０ 災害時に
おける金融面の
対策

３ 金融機関によ
る金融上の措置
の実施に係る要
請

　日本銀行は、必要に応じ奈良財務事務所等関係行政機関と協議のうえ、金融機関または金融機関団体
に対し、次に掲げる措置その他の金融上の措置を適切に講ずるよう要請する。
（２）被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻しまたは預貯金を担保とする貸出等の特別取
扱いを行うこと。

　日本銀行は、必要に応じ奈良財務事務所等関係行政機関と協議のうえ、金融機関又は金融機関団体に
対し、次に掲げる措置その他の金融上の措置を適切に講ずるよう要請する。
（２）被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等の特別取扱
いを行うこと。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第１２ 公営住宅
の建設

　災害により住宅を滅失、または焼失した低額所得者の被災者に対する住宅対策として、県及び市町村
は、必要に応じて災害公営住宅を建設し、住居の確保を図る。
 この場合において、滅失または焼失した住宅が公営住宅法に定める基準に該当するときには、被災地
市町村及び県は、災害住宅の状況を速やかに調査して国土交通省に報告するとともに、災害公営住宅整
備計画を作成し、災害査定の早期実施が得られるよう努める。

　災害により住宅を滅失又は焼失した低額所得者の被災者に対する住宅対策として、県及び市町村は、
必要に応じて災害公営住宅を建設し、住居の確保を図る。
 この場合において、滅失又は焼失した住宅が公営住宅法に定める基準に該当するときには、被災地市
町村及び県は、災害住宅の状況を速やかに調査して国土交通省に報告するとともに、災害公営住宅整備
計画を作成し、災害査定の早期実施が得られるよう努める。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第２節 被災者の
生活の確保

第１５　支援の
ための環境整備

０　あ 　県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、
見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援
制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。

　県及び市町村は、平時から、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状
況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）な
どの被災者支援の仕組みの整備等に努めるものとする。
　また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケース
マネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行う
とともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。
　さらに、県及び市町村は近畿管区行政評価局（奈良行政監視行政相談センター）が行う被災者への生
活情報の提供、専用電話を備えた相談窓口の開設、特別相談所の開設といった特別行政相談活動に協力
し、相互に連携して被災者支援を進めるものとする。
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第４章 災害復
旧・復興計画

第３節　被災中
小企業の振興

第０ ０　あ （産業・観光・雇用振興部） （産業部）
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第４章 災害復
旧・復興計画

第４節 農林漁業
者への融資

第０ ０　あ （水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部） （環境森林部、食農部）
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第４章 災害復
旧・復興計画

第５節 義援金の
受入れ・配分等
に関する計画

第０ ０　あ （防災統括室、福祉医療部、会計局、日本赤十字社） （防災統括室、福祉保険部、会計局、日本赤十字社）
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第４章 災害復
旧・復興計画

第６節 激甚災害
の指定に関する
計画

県及び市町村は、激甚と認められる災害が発生した場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助
等に関する法律」（以下、「激甚法」という。）に基づく激甚災害または局地激甚災害の指定を速やか
に受けるため、被害の状況を調査し、復旧が円滑に行われるよう努める。

県及び市町村は、激甚と認められる災害が発生した場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助
等に関する法律」（以下、「激甚法」という。）に基づく激甚災害又は局地激甚災害の指定を速やかに
受けるため、被害の状況を調査し、復旧が円滑に行われるよう努める。

735

第４章 災害復
旧・復興計画

第６節 激甚災害
の指定に関する
計画

第１ 激甚災害に
関する調査

１ 県における措
置

（１）激甚災害の指定に係る調査
　県は、市町村の被害状況等を検討の上、激甚災害または局地激甚災害の指定を受ける必要があると思
われる事業について、関係部局が激甚法に定められる必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の
指定が受けられるよう措置する。

（１）激甚災害の指定に係る調査
　県は、市町村の被害状況等を検討の上、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受ける必要があると思わ
れる事業について、関係部局が激甚法に定められる必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の指
定が受けられるよう措置する。
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736

第４章 災害復
旧・復興計画

第７節 災害復
旧・復興計画

第２ 復旧・復興
計画の策定

３ 住民の合意形
成

　地域の復旧・復興の主体は、その地域の住民であることから、早期にまちづくりに関する協議会等を
設置するなど、地域住民の意見等を反映させながら、復旧・復興計画のあり方から事業・施策の展開に
至る復旧・復興のあらゆる段階において、地域住民の参加と協力を得て行うものとする。また、決定事
項については速やかに公表し、周知徹底を図るものとする。

　地域の復旧・復興の主体は、その地域の住民であることから、早期にまちづくりに関する協議会等を
設置するなど、地域住民の意見等を反映させながら、復旧・復興計画の在り方から事業・施策の展開に
至る復旧・復興のあらゆる段階において、地域住民の参加と協力を得て行うものとする。また、決定事
項については速やかに公表し、周知徹底を図るものとする。

737

第４章 災害復
旧・復興計画

第７節 災害復
旧・復興計画

第２ 復旧・復興
計画の策定

４ 技術的・財政
的支援

　また、県は、必要に応じて、国や他の自治体に対し、職員の派遣その他の協力を求め、特に、他の地
方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度を活用
するものとする。被災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把握し、復旧・復興財源の確保を図る
ものとする。

　また、県は、必要に応じて、国や他の自治体に対し、職員の派遣その他の協力を求め、特に、他の地
方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用
も含めて検討するものとする。被災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把握し、復旧・復興財源
の確保を図るものとする。

738

第４章 災害復
旧・復興計画

第７節 災害復
旧・復興計画

第３ 復旧・復興
対策体制の整備

　発災直後の救命・救急、応急復旧中心の体制（災害対策本部体制）から各種の復旧・復興対策を実施
する体制へと円滑に移行（または併設）できるよう、県及び市町村は災害の規模等に応じて、適宜復
旧・復興本部等の体制を確立するものとする。

　発災直後の救命・救急、応急復旧中心の体制（災害対策本部体制）から各種の復旧・復興対策を実施
する体制へと円滑に移行（又は併設）できるよう、県及び市町村は災害の規模等に応じて、適宜復旧・
復興本部等の体制を確立するものとする。

739

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第１ 計画の目的 　本章に定める計画は、南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えるため、国が公表した「南海トラフ巨
大地震の被害想定」（平成２４年８月及び平成２５年３月公表）及び「南海トラフ巨大地震対策につい
て（最終報告）」（平成２５年５月公表）に基づき、本県における南海トラフ巨大地震等の広域災害対
策の推進を図ることを目的とする。
　また、「南海トラフ巨大地震の被害想定について」（令和元年６月公表）についても必要に応じて活
用する。ただし、国における公式の被害想定は平成２４年・２５年に公表されたものであり、本想定は
あくまでも参考資料として取り扱う。取扱に際しては、このことを念頭に置いた上で十分に留意するも
のとする。
　なお、本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第
９２号。以下「南海トラフ法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震に係る地震防
災対策推進地域について、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事
項その他南海トラフ地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項等を定める計画とみなすものとす
る。

　本章に定める計画は、南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えるため、国が公表した「南海トラフ巨
大地震の被害想定」（令和７年３月公表）及び「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告
書」（令和７年３月公表）に基づき、本県における南海トラフ巨大地震等の広域災害対策の推進を図る
ことを目的とする。
　なお、本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第
９２号。以下「南海トラフ法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震に係る地震防
災対策推進地域について、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事
項その他南海トラフ地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項等を定める計画とみなすものとす
る。

740

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

２ 　こうした状況の下、平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では、従来の
想定をはるかに超える巨大な地震・津波が発生し、戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害がもた
らされた。このため、国では、平成２３年８月に内閣府に「南海トラフの巨大地震モデル検討会」を設
置し、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波」の検討を行い、関東から四国・九州にか
けての極めて広い範囲で強い揺れと巨大な津波が想定されることとなった。

　こうした状況の下、平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では、従来の
想定をはるかに超える巨大な地震・津波が発生し、戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害がもた
らされた。このため、国では、平成２３年８月に内閣府に「南海トラフの巨大地震モデル検討会」を設
置し、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波」の検討を行い、関東から四国・九州にか
けての極めて広い範囲で強い揺れと巨大な津波が想定されることとなった。また、令和５年２月に内閣
府に設置された「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」及び同年３月に中央防災会議防災
対策実行会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」において、近年の
社会変化や自然災害等の特徴を踏まえた被害想定の見直しや新たな防災対策が検討された。

741

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

３ 　国の想定によると、南海トラフ沿いで発生する最大クラスの巨大地震は、千年に一度あるいはそれよ
りもっと発生頻度が低いが、仮に発生すれば、西日本を中心に、東日本大震災を越える甚大な人的・物
的被害をもたらすとともに、我が国全体の国民生活・経済活動に極めて深刻な影響が生じる、まさに国
難とも言える巨大災害になるとされており、また、本県においても最大で死者数約１，７００名など、
多大な被害をもたらすおそれがあるとされている。

　国の想定によると、南海トラフ沿いで発生する最大クラスの巨大地震は、千年に一度あるいはそれよ
りもっと発生頻度が低いが、一度発生すれば、西日本を中心に、東日本大震災を越える甚大な人的・物
的被害をもたらすとともに、我が国全体の国民生活・経済活動に極めて深刻な影響が生じる、まさに国
難とも言える巨大災害になるとされており、また、本県においても最大で死者数約１，６００名など、
多大な被害をもたらすおそれがあるとされている。

742

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

４ 　この計画は、南海トラフ巨大地震等の広域災害に伴う被害の発生に対して、「人命を守る」ことを最
大の目標に、県民一人一人ができる限り被害を減少させるよう「減災」の考え方に基づいて「自助」の
取組を推進するとともに、地域や事業所等における「共助」の取組を促進し、県及び市町村による「公
助」との連携・協働を図るため、県民、地域及び防災関係機関のとるべき基本的事項を定める。

　この計画は、南海トラフ巨大地震等の広域災害に伴う被害の発生に対して、「人命を守る」「人命を
つなぐ」ことを最大の目標に、県民一人一人ができる限り被害を減少させるよう「減災」の考え方に基
づいて「自助」の取組を推進するとともに、地域や事業所等における「共助」の取組を促進し、県及び
市町村による「公助」との連携・協働を図るため、県民、地域及び防災関係機関のとるべき基本的事項
を定める。

743

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

５ （４）計画的かつ早急な事前防災対策の推進 政府地震調査研究推進本部地震調査委員会にお
　　ける長期評価によると、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生す
　　る確率は７０～８０％に達すると評価されており（令和４年１月１日現在）、計画的か
　　つ早急な事前防災対策が必要である。

（４）計画的かつ早急な事前防災対策の推進 政府地震調査研究推進本部地震調査委員会にお
　　ける長期評価によると、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生す
　　る確率は６０～９０％程度以上又は２０～５０％と評価されており（令和７年９月２６日
　　現在）、計画的かつ早急な事前防災対策が必要である。

744

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

５ （新設） （６） 複数の災害等への同時対応（複合災害対策）
　複合災害は、想定され得る条件が多種多様であり、災害ごとの特性に応じた対応をできる限り円滑に
行うことが基本であることから、対応の検討に当たっては、災害ごとの対策等の充実を図るとともに、
より厳しい想定についても可能な範囲で考慮するものとする。
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745

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

５ （新設） （７）災害関連死防止のための避難者の生活環境整備等の被災者支援
　避難者の良好な生活環境を整備することは、被災者の命と尊厳を守るとともに、災害関連死防止の観
点から極めて重要である。

746

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１節 総則 第２ 計画の基本
方針

６ （新設） 本章に記載のない南海トラフ巨大地震等に係る地震防災対策については、前章までの規定に基づき実施
する。

747

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

　県、市町村は、気象庁が①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、②南海トラフ地震臨時情報（巨大地
震警戒）、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表した場合においては、時間差を置いた複
数の地震発生に備えて、災害応急対策を実施する。

県、市町村は、気象庁が①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震
警戒）、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表した場合においては、県民及び関係機関が
円滑かつ確実に適切な防災対応をとることができるよう、平時から、南海トラフ地震臨時情報の内容、
南海トラフ地震臨時情報発表時に実施する措置及び国民がとるべき行動等についての周知・広報を行う
とともに、時間差を置いた複数の地震発生に備えて、災害応急対策を実施する。

748

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

１ 臨時情報につ
いて

　南海トラフ巨大地震の想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたマグニチュード６．８程度以上
の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、大規模地震
発生との関連性について調査を開始する、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表される。
　これらの地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価され
た南海トラフ地震を、以下「後発地震」と称する。なお、後発地震発生の可能性は最初の地震発生直後
ほど高く、時間とともに減少する。

　南海トラフ巨大地震の想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたマグニチュード６．８程度以上
の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、大規模地震発
生との関連性について調査を開始する、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表される。
　これらの地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平時に比べて相対的に高まったと評価された
南海トラフ地震を、以下「後発地震」と称する。なお、後発地震発生の可能性は最初の地震発生直後ほ
ど高く、時間とともに減少する。

749

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

３ 南海トラフ地
震臨時情報（調
査中）発表後、
気象庁に設置さ
れた「南海トラ
フ沿いの地震に
関する評価検討
会」における評
価を踏まえ、以
下の情報が発表
される。

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート
　　境界でマグニチュード８．０以上の地震が発生したと評価が出された場合、後発地震の
　　可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す。 
（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） ①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレー
　　ト境界でマグニチュード７．０以上８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海
　　溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲で、マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平
　　洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地域は除く）が発生もしくは、②南海トラフ沿
　　いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価
　　が出された場合、後発地震の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す。

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート
　　境界でマグニチュード８．０以上の地震が発生したと評価が出された場合、後発地震の
　　可能性が平時と比べて相対的に高まっている旨を示す。 
（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） ①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレー
　　ト境界でマグニチュード７．０以上８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海
　　溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲で、マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平
　　洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地域は除く）が発生もしくは、②南海トラフ沿
　　いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価
　　が出された場合、後発地震の可能性が平時と比べて相対的に高まっている旨を示す。

750

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

４ 臨時情報の発
表に対する警戒
等措置

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 対象とする後発地震に対して、後発地震発
　　生の可能性と社会的な受忍の限度を踏まえ、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート
　　境界におけるマグニチュード８．０以上の地震の発生から１週間（対象地震発生から　
　　１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、警戒する措置をとる。 ま
　　た、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．０以上
　　の地震の発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は原則解除す
　　るものとし、さらに１週間（対象地震発生から３３６時間経過した以降の正時までの
　　期間、以下同じ。）、注意する措置をとる。なお、それを経過した後は、後発地震に対
　　して注意する措置は原則解除するものとする。

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 対象とする後発地震に対して、後発地震発
　　生の可能性と社会的な受忍の限度を踏まえ、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート
　　境界におけるマグニチュード８．０以上の地震の発生から１週間（対象地震発生から
　　１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、警戒する措置をとる。 
    　また、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．０以　　　上
の地震の発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は原則終了す　　　るものと
し、更に１週間（対象地震発生から３３６時間経過した以降の正時までの期間、　　　以下同じ。）、
注意する措置をとる。なお、それを経過した後は、後発地震に対して注意　　　する措置は原則終了す
るものとする。

751

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

４ 臨時情報の発
表に対する警戒
等措置

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 対象とする後発地震に対して、後発地震発
　　生の可能性を踏まえ、①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード
　　７．０以上８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度まで
　　の範囲で、マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う
　　震源が深い地域は除く）の発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した以降の
　　正時までの期間、以下同じ。）もしくは、②南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境
　　界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、通常と異なる変化が観測され
　　ていた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの間、注意する措置をとるものとする。な
　　お、それを経過した後は、後発地震に対して注意する措置は原則解除するものとする。

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 対象とする後発地震に対して、後発地震発
　　生の可能性を踏まえ、①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード
　　７．０以上８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度まで
　　の範囲で、マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う
　　震源が深い地域は除く）の発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した以降の
　　正時までの期間、以下同じ。）もしくは、②南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境
　　界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、通常と異なる変化が観測され
　　ていた期間とおおむね同程度の期間が経過するまでの間、注意する措置をとるものとす
　　る。なお、それを経過した後は、後発地震に対して注意する措置は原則終了するものとす
　　る。

752

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

４ 臨時情報の発
表に対する警戒
等措置

（４）必要な体制の確保 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情
　　報（巨大地震注意）が発表された場合は、その程度に応じて災害対策本部等を設置するな
　　ど、必要な体制を確保するものとする。

（４）必要な体制の確保 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情
　　報（巨大地震注意）が発表された場合は、その程度に応じて災害対策本部等を設置するな
　　ど、必要な体制を確保するものとし、災害応急対策要領により定めるものとする。
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753

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

４ 臨時情報の発
表に対する警戒
等措置

（新設） （５）避難状況等の災害応急対策に係る措置の実施状況の報告等については、災害応急対策要
　　領により定めるものとする。

754

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

５ 必要な情報の
伝達・周知等

（１）県及び市町村等は、次の内容等を正確かつ迅速に防災関係機関等及び県民に伝達する。 
　　①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海
　　トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容 
　　②国からの指示、国民に対する周知及び呼びかけの内容

（１）県及び市町村等は、次の内容等を正確かつ迅速に防災関係機関等及び県民に伝達する。なお、そ
の情報伝達の経路、体制及び方法については、「第８節 地震発生時の応急対策等」により定めるもの
とする。
　　①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海
　　トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容 
　　②国からの指示、国民に対する周知及び呼びかけの内容

755

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第２ 南海トラフ
地震臨時情報の
発表

５ 必要な情報の
伝達・周知等

（新設） （４）県及び市町村等は、県民全体に対し、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒／巨大
　　地震注意）」の内容や「南海トラフ地震臨時情報」発表時の防災対応等を的確に伝達する
　　ため、平時からの「南海トラフ地震臨時情報」に関する理解促進に向けた周知・広報を継
　　続的に行うとともに、「南海トラフ地震臨時情報」発表時の応急対策に係る要員・物資の
　　確保等の計画、地域住民や観光客等への情報提供方法、「南海トラフ地震臨時情報（巨大
　　地震警戒）」発表時の事前避難対象地域等をあらかじめ定めておき、報道機関等との連携
　　を強化することにより呼びかけの充実を図る。その際、とるべき防災対応について、平時
　　との違いを意識した図等を用いて、直感的でわかりやすく説明することに加え、南海トラ
　　フ地震臨時情報発表時の偽・誤情報や買いだめ・買い急ぎに対する注意喚起もあわせて実　　　施
する。

756

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第４ 南海トラフ
地震臨時情報
（巨大地震警
戒）等が発表さ
れた場合におけ
る災害応急対策
に係る措置に関
する事項

１ 南海トラフ地
震臨時情報（巨
大地震警戒）等
の伝達

（１）県や市町村、関係機関及び県民等における情報伝達の経路、体制及び方法については、
　　勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じて確実に情報が伝達されるよう留意する。伝
　　達の手段は可能な限り多重化・多様化に努めるものとし、短い時間内において正確かつ広
　　範に伝達を行うよう留意する。また、必要に応じて地域の自主防災組織や公共的団体等の
　　協力を得るものとする。

（１）県や市町村、関係機関及び県民等における情報伝達の経路、体制及び方法については、
　　勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じて確実に情報が伝達されるよう留意する。伝
　　達の手段は可能な限り多重化・多様化に努めるものとし、短い時間内において正確かつ広
　　範に伝達を行うよう留意する。また、必要に応じて地域の自主防災組織や公共的団体等の
　　協力を得るものとする。なお、その情報伝達の経路、体制及び方法については、「第８節 　　　
地震発生時の応急対策等」により定めるものとする。

757

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第４ 南海トラフ
地震臨時情報
（巨大地震警
戒）等が発表さ
れた場合におけ
る災害応急対策
に係る措置に関
する事項

１ 南海トラフ地
震臨時情報（巨
大地震警戒）等
の伝達

（３）県は、状況の変化等に応じて必要な情報を逐次伝達するために必要な措置を講じるとと
　　もに、地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続して行うよう努める。

（３）県は、状況の変化等に応じて必要な情報を逐次伝達するために必要な措置を講ずるとと
　　もに、地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続して行うよう努める。

758

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第４ 南海トラフ
地震臨時情報
（巨大地震警
戒）等が発表さ
れた場合におけ
る災害応急対策
に係る措置に関
する事項

１ 南海トラフ地
震臨時情報（巨
大地震警戒）等
の伝達

（４）周知については、冷静な対応を行うよう呼びかけるとともに、交通及びライフラインに
　　関する情報や生活関連情報など、県民に密接に関係のある事項について周知する。また、
　　県民からの問合せに対応できるよう、窓口等の体制を整備する。

（４）周知については、冷静な対応を行うよう呼びかけるとともに、南海トラフ地震臨時情報
　　（巨大地震警戒）等の内容、生活関連情報等の県民等に密接に関係のある事項について県
　　及び市町村等のホームページへの掲載等により県民等へ周知する。また、県民からの問合
　　せに対応できるよう、窓口等の体制を整備する。なお、その情報伝達の経路、体制及び方　　　法
については、「第８節 地震発生時の応急対策等」により定めるものとする。

759

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第４ 南海トラフ
地震臨時情報
（巨大地震警
戒）等が発表さ
れた場合におけ
る災害応急対策
に係る措置に関
する事項

２ 南海トラフ地
震臨時情報（巨
大地震警戒）等
が発表された後
の災害応急対策
の実施状況等に
関する情報の収
集・伝達等

　県は、災害応急対策の実施状況や諸般の状況を具体的に把握するため、各種情報の収集体制を整備す
る。また、これらの情報が正確かつ迅速に災害対策本部等に集約するために必要な措置をとる。

　県は、災害応急対策の実施状況や諸般の状況を具体的に把握するため、各種情報の収集体制を整備す
る。また、これらの情報が正確かつ迅速に災害対策本部等に集約するために必要な措置をとる。なお、
その情報伝達の経路、体制及び方法については、「第８節 地震発生時の応急対策等」により定めるも
のとする。

760

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

（新設） 第５ 関係機関がとるべき措置

103 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

761

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） １　県

762

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） （１）県及び市町村は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）
　　等が発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するものとする。

763

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） （２）県及び市町村等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお
　　いて必要となる道路管理上の措置を講ずる。この場合において、県及び市町村等は、橋
　　梁、トンネル及び法面のうち、危険度が特に高いと予想されるものに留意するものとす
　　る。

764

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） （３）県及び市町村等は、河川管理施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）
　　等が発表された場合、それらの情報に応じた水門の閉鎖手順の確認等を講ずる。この場合
　　において、県及び市町村等は、内水排除施設等については、施設の管理上必要な操作、非
　　常用発電装置の準備、点検その他所要の措置を講ずる。

765

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） （４）県及び市町村等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、庁
　　舎等公共施設のうち、後発地震の発生後における災害応急対策の実施上大きな役割を果た
　　すことが期待できるものについて、その機能を果たすため、必要な措置を講ずるものとす
　　る。この場合において、県及び市町村は、非常用発電装置の準備、非常用通信手段の確
　　保、水や食料等の備蓄、コンピューター・システム等重要資機材の点検その他所要の措置
　　を実施するものとする。

766

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） （５）県及び市町村は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表
　　された場合、従業員の安全確保に配慮し、緊急点検及び巡視を実施するものとする。

767

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

１　県 （新設） （６）県及び市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合におけ
　　る工事中の建築物その他の工作物又は施設の安全確保上実施すべき措置について、工事受
　　注者に対し、国土交通省の「建設工事公衆災害防止対策要綱」に基づき実施するよう注意
　　喚起するものとする。

768

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

２　県警察 （新設） ２　県警察

769

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

２　県警察 （新設） （１）県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、犯
　　罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点とする措置を講ずるものとする。
　　・ 正確な情報の収集及び伝達
　　・ 不法事案等の予防及び取締り
　　・ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導

770

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

２　県警察 （新設） （２）県警察は、車両を運転中に南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場
　　合の運転者のとるべき行動として、次の事項について、県民等に周知するものとする。
　　ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表されたことを知ったときは、カーラ
　　　ジオ等により継続して地震情報及び交通情報を収集し、その情報に応じて行動すること
　　イ 車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動しておくこと。やむを得
　　　ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エン
　　　ジンキーは付けたままとし、窓は閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避
　　　難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げになるような場所には駐車しないこと

771

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

３　水道事業者 （新設） ３　水道事業者

772

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第２節 南海トラ
フ地震臨時情報

第５ 関係機関が
とるべき措置

３　水道事業者 （新設） 　水道事業者は、飲料水の供給が、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお
いても災害応急対策の実施をはじめとする全ての活動の基礎となるべきものであることから、飲料水の
供給の継続を確保することが不可欠である。このため、水道事業者は、必要な飲料水を供給する体制を
確保するものとする。

773

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第４節 防災訓練
計画等

（防災統括室、安全・安心まちづくり推進課） （防災統括室）
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774

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第４節 防災訓練
計画等

南海トラフ巨大地震等、広域に被害が及ぶ災害が発生した場合において、県民（自主防災組織等）、
県、市町村、防災関係機関等が防災活動を的確に実施できるよう、防災訓練を実施する。

南海トラフ巨大地震等、広域に被害が及ぶ災害が発生した場合において、県民（自主防災組織等）、防
災関係機関等が防災活動を的確に実施できるよう、防災訓練を実施する。

775

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第４節 防災訓練
計画等

第２ 広域応援訓
練

　県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき実施される、南海トラフ巨大地
震等を想定した広域応援に関する合同訓練を実施または参加し、他府県と連携を図り、広域応援体制の
構築に努める。

　県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき実施される、南海トラフ巨大地
震等を想定した広域応援に関する合同訓練を実施又は参加し、他府県と連携を図り、広域応援体制の構
築に努める。

776

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第５節　地震防
災上必要な防災
知識の普及計画

第０ ０　あ （防災統括室、安全・安心まちづくり推進課、教育委員会） （防災統括室、地域創造部、教育委員会）

777

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第５節　地震防
災上必要な防災
知識の普及計画

県は、市町村その他の防災関係機関、地域の自主防災組織等と協力して、「第２章第６節 防災教育計
画」に基づく取組のほか、以下の南海トラフ巨大地震等の防災上必要な防災知識の普及を推進する。

県は、防災関係機関、地域の自主防災組織等と協力して、「第２章第６節 防災教育計画」に基づく取
組のほか、以下の南海トラフ巨大地震等の防災上必要な防災知識の普及を推進する。

778

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第５節　地震防
災上必要な防災
知識の普及計画

第２　県民に対
する防災知識の
普及

　県民の一人一人が「自らの身は、自ら守る。自分たちの地域は、地域の自分たちで守る。」という自
助・共助の意識を普及させるため、県は、市町村等と協力して、インターネット（消防庁、県、市町村
のホームページなど）、県政出前トークの活用等により、住民等に対する防災知識の普及を図るととも
に、市町村等が行う県民等に対する防災知識の普及に関し必要な助言を行うものとする。

　県民の一人一人が「自らの身は、自ら守る。自分たちの地域は、地域の自分たちで守る。」という自
助・共助の意識を普及させるため、県は、市町村等と協力して、インターネット（消防庁、県、市町村
のホームページなど）等により、住民等に対する防災知識の普及を図るとともに、市町村等が行う県民
等に対する防災知識の普及に関し必要な助言を行うものとする。

779

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第６節 地域防災
力の向上に関す
る計画

（防災統括室、消防救急課、安全・安心まちづくり推進課） （防災統括室、消防救急課）

780

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第６節 地域防災
力の向上に関す
る計画

南海トラフ巨大地震は、広域的かつ甚大な被害が予想され、被災地域外から奈良県への早期支援が期待
できない場合も考えられ、まずは自立した災害対応を行うことが必要であることから、県民一人ひとり
による防災対策の実践に加え、住民、企業、自主防災組織、ＮＰＯ等の主体的な参加・連携による地域
の総合的な防災力の向上が重要である｡

南海トラフ巨大地震は、広域的かつ甚大な被害が予想され、被災地域外から奈良県への早期支援が期待
できない場合も考えられ、まずは自立した災害対応を行うことが必要であることから、県民一人ひとり
による防災対策の実践に加え、住民、企業、自主防災組織、ＮＰＯ等の主体的な参加・連携による地域
の総合的な防災力の向上が重要である｡
県及び市町村は、国と連携して、避難生活に必要な物資の備蓄、避難所環境の整備、地域のボランティ
ア人材の確保・育成や災害発生時における官民連携の強化など、地域防災力の向上に努めるものとす
る。

781

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第６節 地域防災
力の向上に関す
る計画

第３ 常備消防力
の強化、緊急消
防援助隊の増強
等

　また、県内が大きく被災している場合、近隣府県にも広域的かつ甚大な被害が出ており迅速な受援を
望むことが困難な状況が想定されるため、消防職員数の確保や市町村の消防の広域化や連携・協力、消
防防災施設・設備の整備等、常備消防力の強化に努める。

　また、県内が大きく被災している場合、近隣府県にも広域的かつ甚大な被害が出ており迅速な受援を
望むことが困難な状況が想定されるため、消防職員数の確保や市町村の消防の広域化や連携・協力、消
防防災施設・設備の整備等、常備消防力の強化に努める。
　さらに、自衛隊等との連携強化を図るとともに、教育訓練を通じて部隊運用の強化を図る。

782

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第０ ０　あ （防災統括室、文化・教育・くらし創造部、観光局、地域デザイン推進局） （防災統括室、地域創造部、観光局、まちづくり推進局）

783

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第１ 建築物の耐
震性の確保

　政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、南海トラフで次に発生する地
震は多様な震源パターンがあり得るとされ、その中で、最大クラスの地震（マグニチュード９クラス）
の発生は、千年に一度かそれよりも低い確率であるとされている。一方、今後３０年以内にマグニ
チュード８～９クラスの地震が発生する確率は７０～８０％に達すると評価されており（令和４年１月
１日現在）、計画的かつ早急な事前防災対策が必要である。

　政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、南海トラフで次に発生する地
震は多様な震源パターンがあり得るとされ、その中で、最大クラスの地震（マグニチュード９クラス）
の発生は、千年に一度かそれよりも低い確率であるとされている。一方、今後３０年以内にマグニ
チュード８～９クラスの地震が発生する確率は６０～９０％程度以上又は２０～５０％と評価されてお
り（令和７年９月２６日現在）、計画的かつ早急な事前防災対策が必要である。

784

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第２ 長周期地震
動対策

　このため、県その他の防災関係機関は、このような長周期地震動の構造物に及ぼす影響について、今
後の、国等の調査研究成果に基づき、新たな対策の必要性を検討する。

　このため、防災関係機関は、このような長周期地震動の構造物に及ぼす影響について、今後の、国等
の調査研究成果に基づき、新たな対策の必要性を検討する。

785

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第３ 斜面崩壊、
液状化対策

２ 液状化対策 　県その他の防災関係機関は、液状化の可能性のある地域や対策工法の啓発に努めるとともに、県管理
施設等の液状化対策に努める。また、国等の液状化対策が明らかになった場合には、所要の対策に努め
る。

　防災関係機関は、液状化の可能性のある地域や対策工法の啓発に努めるとともに、県管理施設等の液
状化対策に努める。また、国等の液状化対策が明らかになった場合には、所要の対策に努める。

786

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第４ 時間差発生
による災害の拡
大防止

１  地震の時間
差発生による災
害の拡大防止

　過去に南海トラフ沿いで発生した大規模な地震を見ると、１８５４年の安政東海地震・安政南海地震
では３２時間の間隔で発生し、１９４４年の東南海地震と１９４６年の南海地震は約２年間の間隔をお
いて発生している。また、東日本大震災においても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が
発生し、復旧を遅らせたという事実もある。このように複数の大規模な地震が、数時間から数年の時間
差で発生する可能性があることを考慮し、県、市町村及び防災関係機関は、応急活動、避難者保護、復
旧活動における注意喚起等を行うとともに、地震が連続発生した場合に生じる危険について広報するな
ど住民意識の啓発に努める。

　過去に南海トラフ沿いで発生した大規模な地震を見ると、１８５４年の安政東海地震・安政南海地震
では３２時間の間隔で発生し、１９４４年の東南海地震と１９４６年の南海地震は約２年間の間隔をお
いて発生している。また、東日本大震災においても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が
発生し、復旧を遅らせたという事実もある。このように複数の大規模な地震が、数時間から数年の時間
差で発生する可能性があることを考慮し、防災関係機関は、応急活動、避難者保護、復旧活動における
注意喚起等を行うとともに、地震が連続発生した場合に生じる危険について広報するなど住民意識の啓
発に努める。
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787

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第５ 帰宅困難者
対策

　南海トラフ巨大地震が発生すると広域かつ甚大な被害が予想され、交通機関が長期かつ広範囲に渡っ
て不通になる可能性があり、帰宅困難者対策は一層重要になるので、次の対策を推進する。

　南海トラフ巨大地震が発生すると広域かつ甚大な被害が予想され、交通機関が長期かつ広範囲に渡っ
て不通になる可能性があり、災害応急対策の妨げとなる事態を防止するとともに帰宅困難者自身の安全
を確保するため、次の対策を推進する。

788

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第５ 帰宅困難者
対策

１ 　県外就業率・就学率が高いという本県の特性を踏まえ、県外就業者・就学者（県民）に対して、「ま
ずは津波の心配のない場所まで逃げる」こと及び「むやみに移動を開始しない」こと等の啓発や、他府
県等との広域連携による災害時帰宅支援ステーション等の帰宅困難者対策を推進する。

　県外就業率・就学率が高いという本県の特性を踏まえ、県外就業者・就学者（県民）に対して、「ま
ずは津波の心配のない場所まで逃げる」こと及び「むやみに移動を開始しない」こと等の啓発や、他府
県等との広域連携による災害時帰宅支援ステーション等の帰宅困難者支援を推進する。

789

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第７節　広域か
つ甚大な被害へ
の備え

第５ 帰宅困難者
対策

２ 　年間約３，３００万人の観光客が本県を訪れることから、観光客等を対象とする帰宅困難者対策につ
いて、観光施設・交通機関・市町村・県等で協議を行う場を設定し、協力して、観光客向けの避難場
所・物資の確保、正確な情報提供による適切な行動の誘導など帰宅困難者対策を検討する。

　年間約３，３００万人の観光客が本県を訪れることから、観光客等を対象とする帰宅困難者対策につ
いて、観光施設・交通機関・市町村・県等で協議を行う場を設定し、協力して、観光客向けの避難場
所・物資の確保、正確な情報提供による適切な行動の誘導など帰宅困難者支援を検討する。

790

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

１ 防災組織計画 　県及び市町村は、南海トラフ巨大地震等が発生した場合には、応急対策を総合的に推進する中心的な
組織である災害対策本部または災害支援対策本部をできる限り速やかに設置し、活動体制を確立する。

　県及び市町村は、南海トラフ巨大地震等が発生した場合には、応急対策を総合的に推進する中心的な
組織である災害対策本部又は災害支援対策本部をできる限り速やかに設置し、活動体制を確立する。

791

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

１ 防災組織計画 災害対策系統図
図修正

災害対策系統図
図修正

792

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

２ 災害対策本部
（災害支援対策
本部）の設置

　知事は、南海トラフ巨大地震、東南海・南海地震または当該地震等と想定される地震が発生したと判
断したときは、直ちに奈良県災害対策本部または災害支援対策本部を設置し、的確かつ円滑にこれを運
営するものとする。

　知事は、南海トラフ巨大地震、東南海・南海地震又は当該地震等と想定される地震が発生したと判断
したときは、直ちに奈良県災害対策本部又は災害支援対策本部を設置し、的確かつ円滑にこれを運営す
るものとする。

793

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

３  災害対策本
部（災害支援対
策本部）体制の
組織及び事務分
掌等

奈良県災害対策本部体制は「第３章第７節　活動体制計画」第４に、災害支援対策本部体制は「第３章
第１３節　支援体制の整備」に準ずる。

奈良県災害対策本部体制は「第３章第６節　活動体制計画」第４に、災害支援対策本部体制は「第３章
第１３節　支援体制の整備」に準ずる。

794

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

３  災害対策本
部（災害支援対
策本部）体制の
組織及び事務分
掌等

（２）分担事務
④　福祉医療部長

（２）分担事務
④　福祉保険部長

795

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

４ 市町村の活動
体制

　市町村は、当該市町村の区域に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において第一次的に災害
応急対策を実施する機関であるため、法令、奈良県地域防災計画及び市町村地域防災計画の定めるとこ
ろにより、他の市町村、県、指定地方行政機関、区域内の公共的団体及び住民、自主防災組織等の協力
を得て、災害応急対策の実施に努める。

　市町村は、当該市町村の区域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において第一次的に災
害応急対策を実施する機関であるため、法令、奈良県地域防災計画及び市町村地域防災計画の定めると
ころにより、他の市町村、県、指定地方行政機関、区域内の公共的団体及び住民、自主防災組織等の協
力を得て、災害応急対策の実施に努める。

796

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第１ 災害対策本
部等の設置

５ 指定地方行政
機関等の活動体
制

　県の区域内の指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設
の管理者、その他法令の規定による防災に関する責任を有する者は、県の地域に災害が発生し又は発生
する恐れがある場合においては、法令、防災業務計画等の定めるところにより、その所掌事務にかかる
災害応急対策を速やかに実施する。

　県の区域内の指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設
の管理者、その他法令の規定による防災に関する責任を有する者は、県の地域に災害が発生し又は発生
するおそれがある場合においては、法令、防災業務計画等の定めるところにより、その所掌事務にかか
る災害応急対策を速やかに実施する。

797

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（１）地震に関する情報の種類
「震源・震度に関する情報」
「各地の震度に関する情報」

（１）地震に関する情報の種類
（項目削除）
（項目削除）
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798

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（１）地震に関する情報の種類
（新設）

（１）地震に関する情報の種類
「震源・震度情報」

内容
地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度１以上を観測した地点と観測した震度を
発表。それに加えて、震度３以上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を発表。
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村・地点名を発
表。

799

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（１）地震に関する情報の種類
「その他の情報（気象庁）」
内容
　地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震回数情報を発表する。

（１）地震に関する情報の種類
「その他の情報（気象庁）」
内容
　地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震回数情報を発表する。（地震発生から約10分後に気
象庁ホームページ上に掲載）

800

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（１）地震に関する情報の種類
「緊急地震速報（気象庁）」
内容
　地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせる情報。

（１）地震に関する情報の種類
「緊急地震速報（気象庁）」
内容
　最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、震度４以上又は長周期地
震動階級３以上が予想される地域に対し発表される情報。

801

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（１）地震に関する情報の種類
※気象庁ホームページでの「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関する情報」はどちらかの
発表基準に達した場合に両方の情報を発表する。

（１）地震に関する情報の種類
（削除）

802

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（２）地震に関する情報の通知基準
　奈良地方気象台は、次の基準により「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関する情報」を
県に通知する。また、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報」（本章第２節及び第３章第７節参照）を発
表した場合も県に通知する。 
　　①県内で震度３以上を観測したとき 
　　②その他、地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認められるとき

（２）地震に関する情報の通知基準
　奈良地方気象台は、次の基準により「震源・震度情報」を県に通知する。また、気象庁が「南海トラ
フ地震臨時情報」（本章第２節及び第３章第７節参照）を発表した場合も県に通知する。 
　　①県内で震度１以上を観測したとき 
　　②その他、地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認められるとき

803

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（３）各機関の受理、伝達 
　気象庁からの地震情報は、オンラインで県へ送られる。 
　県からは、県防災情報システム等により、市町村、消防本部、関係機関へ情報が送られる。 
　市町村その他防災関係機関は、緊急地震速報の受信体制の整備とともに市町村防災行政無線等によ
り、迅速に住民等へ情報を伝達するよう努める。

（３）各機関の受理、伝達 
　気象庁からの地震情報は、オンラインで県へ送られる。 
　県からは、県防災情報システム等により、市町村、消防本部、関係機関へ情報が送られる。 
　防災関係機関は、緊急地震速報の受信体制の整備とともに市町村防災行政無線等により、迅速に住民
等へ情報を伝達するよう努める。

804

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

１　地震情報の
収集・伝達

（４）伝達系統図
「気象庁・大阪管区気象台」→「ＮＨＫ奈良放送局（大阪放送局）」

（４）伝達系統図
「気象庁・大阪管区気象台」→「日本放送協会」

805

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２ 地震発生時
の応急対策

２ 早期災害情報
の収集

（２）実施機関 
　　①　県・市町村等（消防本部等含む） 県・市町村等（消防本部等含む）は、被害の状況
　　　及びこれに対して執られた措置に関する情報（以下「災害情報」という。）を収集す
　　　る。 その際、当該被害が自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができな
　　　い災害である場合は、他機関への応援要請等を検討するため、速やかにその規模を把
　　　握するための情報を収集するよう特に留意する。

（２）実施機関 
　　①　県・市町村等（消防本部等含む） 県・市町村等（消防本部等含む）は、被害の状況
　　　及びこれに対して執られた措置に関する情報（以下「災害情報」という。）を収集す
　　　る。 
　　　　その際、当該被害が自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができな
　　　い災害である場合は、他機関への応援要請等を検討するため、速やかにその規模を把
　　　握するための情報を収集するよう特に留意する。

806

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２　地震発生
時の応急対策

２ 早期災害情報
の収集

（３）災害時緊急連絡員による情報収集
　県は、あらかじめ職員を選定し、総括と支援員で構成する「災害時緊急連絡員」を編成し、県内で震
度５弱以上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害や災害対応の状況、
人的・物的ニーズなどの情報を収集する。 なお、連絡員のうち支援員は、県内で震度５弱以上の地震
が発生したときは、あらかじめ定められた担当市町村に自動参集し、活動を開始する。 
　市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程度等の情報につ
いて、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等の業務に従事する。 その他、
必要な事項については、「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づくものとする。

（３）災害時緊急連絡員による情報収集
　県は、あらかじめ職員を選定し、「災害時緊急連絡員」を編成し、県内で震度５弱以上の地震が発生
したときは、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの
情報を収集する。 
　市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程度等の情報につ
いて、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等の業務に従事する。

107 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

807

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２ 地震発生時
の応急対策

２ 早期災害情報
の収集

（６）異常現象発見者の通報 
　　① 発見者の通報義務 災害が発生する恐れがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村ま
たは警察官に通報する。

（６）異常現象発見者の通報 
　　① 発見者の通報義務 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村
又は警察官に通報する。

808

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２ 地震発生時
の応急対策

３ 被害状況、避
難状況等の調
査・報告計画

（３）市町村防災担当課から県防災統括室への報告
　　②　災害概況即報 市町村防災担当課は、「第２ ３（２）②(ｱ)即報基準」に該当する災
　　　害が発生したときは、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関す
　　　る第１報を電子メール、県防災情報システム等により県防災統括室に報告する。 ま
　　　た、「第２ ３（２）②(ｲ)直接即報基準」に該当する災害が発生したときは、直接、
　　　総務省消防庁に電子メール等により報告するとともに、併せて県防災統括室に電子メー
　　　ル、県防災情報システム等により報告するものとする。

（３）市町村防災担当課から県防災統括室への報告
　　②　災害概況即報 市町村防災担当課は、「第２ ３（２）②(ｱ)即報基準」に該当する災
　　　害が発生したときは、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関す
　　　る第１報を電子メール、県防災情報システム等により県防災統括室に報告する。 ま
　　　た、「第２ ３（２）②(ｲ)直接即報基準」に該当する災害が発生したときは、直接、
　　　総務省消防庁に電子メール等により報告するとともに、あわせて県防災統括室に電子
　　　メール、県防災情報システム等により報告するものとする。

809

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２ 地震発生時
の応急対策

３　被害状況、
避難状況等の調
査・報告計画

（７）被災者の安否情報 
① 安否情報の提供 
　県、市町村は、次に掲げる者より被災者の安否に関する情報について照会があったときは、それぞれ
の場合に応じた情報を提供することができる。その際、当該安否情報に係る被災者または第三者の権利
利益を不当に侵害することのないよう配慮するものとする。
 (ｱ)被災者の同居の親族の場合 被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況または連絡先その他安否の確
認に必要と認められる情報
 (ｲ)被災者の同居でない親族または職場等の関係者の場合 
　　被災者の負傷または疾病の状況
 (ｳ)被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者の場合 
　県、市町村が保有している安否情報の有無
　上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同意の範囲内で、または
公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者にかかる安否情報を提
供することができる。 
　なお、県、市町村は、照会に対する回答を適切に行い、または回答の適切な実施に備えるために必要
があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、警察その他の者に対して、被災者に関する
情報の提供を求めることができる。

（７）被災者の安否情報 
① 安否情報の提供 
　県、市町村は、次に掲げる者より被災者の安否に関する情報について照会があったときは、それぞれ
の場合に応じた情報を提供することができる。その際、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利
益を不当に侵害することのないよう配慮するものとする。
 (ｱ)被災者の同居の親族の場合 被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認
に必要と認められる情報
 (ｲ)被災者の同居でない親族又は職場等の関係者の場合 
　　被災者の負傷又は疾病の状況
 (ｳ)被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者の場合 
　県、市町村が保有している安否情報の有無
　上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同意の範囲内で、又は公
益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者にかかる安否情報を提供
することができる。 
　なお、県、市町村は、照会に対する回答を適切に行い、又は回答の適切な実施に備えるために必要が
あると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、警察その他の者に対して、被災者に関する情
報の提供を求めることができる。

810

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２ 地震発生時
の応急対策

３　被害状況、
避難状況等の調
査・報告計画

③ 被災者に関する情報の利用
　県、市町村は、安否情報の回答を適切に行い、または回答の適切な実施に備えるために必要な限度
で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の
目的以外の目的のために内部で利用することができる。

③ 被災者に関する情報の利用
　県、市町村は、安否情報の回答を適切に行い、又は回答の適切な実施に備えるために必要な限度で、
その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的
以外の目的のために内部で利用することができる。

811

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第２ 地震発生時
の応急対策

３　被害状況、
避難状況等の調
査・報告計画

（７）被災者の安否情報
（新設）

（７）被災者の安否情報
　　④　安否不明者の氏名等の公表
　　　　市町村は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を
　　　得て、積極的に情報収集を行うものとする。
　　　　県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認める
　　　ときは、市町村等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精
　　　査することにより、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。
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812

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第４ 他機関に対
する応援要請

１ 　県または警察本部が地震防災応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応援
協定等は次のとおりである。
（１）県が締結している応援協定等
・全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（全国知事会等）
・近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定（近畿２府７県、関西広域連合）
・紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定（三重県、和歌山県）
・福井県・奈良県災害時等相互応援に関する協定（福井県）
・近畿２府５県府県営及び大規模水道用水供給事業者の震災時等の相互応援に関す
る覚書（近畿２府５県等）
・災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書（各市町村長等）
・奈良県水道災害相互応援に関する協定（各市町村長等）
・奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書（各市町村長等）
・緊急物資供給協定書（業者）
・災害時における医療救護活動に関する協定書（奈良県医師会）
・災害時における医療救護活動に関する協定書（奈良県病院協会）
・災害時における医療救護活動に関する協定書（奈良県歯科医師会）
・災害時における医療救護活動に関する協定書（奈良県薬剤師会）
・災害時における医療救護活動に関する協定書（奈良県看護協会）
・災害時における医薬品の供給等に関する協定書（奈良県医薬品卸協同組合）
・災害時における医薬品等の供給に関する協定書（奈良県製薬協同組合）
・災害時における医療機器等の供給に関する協定書（大阪医療機器協会）
・災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書（日本産業・医療ガス協会近
畿地域本部奈良県支部）
・奈良ＤＭＡＴの派遣に関する協定書（奈良県立医科大学付属病院ほか）
・災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書（近畿臨床検査薬卸連合会）
・災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定書
（日本放送協会奈良放送局、奈良テレビ放送株式会社）
・緊急警報放送の放送要請に関する覚書（日本放送協会奈良放送局）

（削除）

813

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第４ 他機関に対
する応援要請

１ ・滋賀県・奈良県航空消防防災相互応援協定（滋賀県）
・災害緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定書
（朝日航洋、中日本航空、四国航空）
・災害時における災害救助犬の出動に関する協定（日本レスキュー協会）
・災害時の応援に関する申し合わせ（第五管区海上保安本部）
・災害時の応援に関する申し合わせ（近畿地方整備局）
・災害時等における緊急対応業務に関する協定書
（奈良県建設業協会、奈良県測量設計業協会、同和建設部会、奈良県緑化土木協
同組合、奈良県環境緑化協同組合、奈良県造園建設業協会、奈良県造園業協同
組合）
・災害時等における調査の相互協力に関する協定書
（土木学会関西支部）
・災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書
（近畿地方整備局等）
・災害時等における相互協力に関する協定書（西日本高速道路株式会社関西支社）
・奈良県と奈良交通株式会社との協働連携に関する協定書（奈良交通株式会社）
・災害時における緊急輸送等に関する協定書（奈良県タクシー協会）
・土砂災害防止のための活動に関する協定書（奈良県砂防ボランティア協会）
・災害時における奈良県管理橋梁の応急対策業務に関する協定
（日本橋梁建設業協会関西支部）
（プレストレスト・コンクリート建設業協会関西支部）
・災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書（プレハブ建築協会）
・災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書
（独立行政法人 住宅金融支援機構）
・大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
（全国賃貸住宅経営者協会連合会、日本賃貸住宅管理協会等）
・地震災害時における被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定
（奈良県建築士会）

（削除）
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814

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第４ 他機関に対
する応援要請

１ ・災害時における支援に関する協定（奈良県土地家屋調査士会）
・災害時における被災者支援のための行政書士業務についての協定
（奈良県行政書士会）
・災害時における交通誘導、警戒業務に関する協定（奈良県警備業協会）
・災害時における応急対策業務に関する協定書
（日本下水道管路管理業協会関西支部）
・下水道事業災害時近畿ブロックに関する申し合わせ（近畿２府７県等）
・災害時における電気設備の応急対策業務に関する協定（奈良電業協会）
・災害時における機械設備の応急対策業務に関する協定書
（奈良県空調衛生工業協会）
・災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定（奈良県石油商業組合等）
・災害時におけるＬＰガスの優先供給に関する協定書（奈良県高圧ガス保安協会）
・災害時における救援物資の保管等に関する協定書（奈良県倉庫協会）
・災害時等における緊急物資供給協力に関する協定書
（日本福祉用具供給協会）
・災害発生時における物資等の緊急輸送に関する協定書
（奈良県トラック協会）
・危機発生時の支援協力に関する協定（関西ゴルフ連盟）
・大規模災害時等における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
（奈良県葬祭業協同組合、全日本葬祭業協同組合連合会）
・大規模災害時等における遺体の搬送等の協力に関する協定書
（全国霊柩自動車協会）
・災害救助用精米の供給等の協力に関する協定書
（第一食料（株）、近畿食糧（株）、南都食糧（株））
・緊急消防援助隊奈良県大隊等の応援出動における食料等の供給に関する協定書
（市民生活協同組合ならコープ）
・災害時における段ボール製品の調達に関する協定（西日本段ボール工業組合）
・避難所用間仕切りシステムの供給等に関する協定書
（ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク）

（削除）

815

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第４ 他機関に対
する応援要請

１ ・災害時における宿泊施設の提供に関する協定（奈良県旅館・ﾎﾃﾙ生活衛生同業組合）
・災害時における外国人専用福祉避難所の開設に関する協定書（奈良市）
・災害時における避難物資等の供給に関する協定書（奈良県ビジターズビューロー）
・災害時における揚重作業等の協力に関する協定（揚重工事業協会）
・大規模広域災害時におけるフォークリフトの提供に関する協定（関西広域連合等）
・地震等大規模災害時における解体撤去等の協力に関する協定書
（奈良県解体工事業協会）
・災害時等における燃料供給等に関する協定書（奈良県石油商業組合）
・災害時における動物救護活動の協力に関する協定書（奈良市、奈良県獣医師会）
・地震等大規模災害時における解体撤去等の協力に関する協定書
（奈良県建設業協会）
・地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書
（奈良県産業廃棄物協会）
・地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書
（奈良県一般廃棄物事業協同組合）
・災害時における屋外広告物の応急対策等に関する協定書
（奈良県広告美術塗装業協同組合）
・災害時等における水道施設の緊急対応業務に関する協定書
（奈良県建設業協会、奈良県管工事業協同組合）

（削除）

816

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第４ 他機関に対
する応援要請

１ （２）警察本部が締結している応援協定等
・災害時における小型無人機による情報収集に関する協定（特定非営利活動法人安
全安心スカイヘリサポート隊・竜虎）
・災害救助犬の出動に関する協定（ＳＡＲ－ＤＯＧ ＣＷＣ）
・災害時における物資調達に関する協定（ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター）
・大規模災害発生時等における支援に関する協定（一般社団法人奈良県警友会連合
会）
・災害時の石油類燃料の供給等における協定（奈良県石油商業組合）
・災害等における建設機械等のレンタル機材の供給に関する協定（株式会社大紀）
・災害時における車両等の排除活動に関する覚書（奈良県レッカー事業協同組合）
・災害時における車両等の排除活動に関する覚書（日本自動車連盟関西本部奈良支
部）
・災害時における交通誘導、警戒業務に関する協定（奈良県警備業協会）

（削除）
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817

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第８節 地震発生
時の応急対策等

第４ 他機関に対
する応援要請

１ （新設） 　県又は警察本部が締結している防災に関する協定等は別表にとりまとめる。
　なお、別表は事務局がとりまとめ随時更新する。

818

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第９節 消火活動
計画

第２ 消防活動 １ 消防職員等の
確保

　震災時には、住宅密集地域において火災が多発する等、集中的消火活動が困難となる恐れがある。ま
た、消防器具、装備等が破損または搬出不能となる可能性があり、さらには消防職員、団員の召集も困
難になる等消防能力の低下が考えられるので、これに対する維持・確保の措置を考慮する。

　震災時には、住宅密集地域において火災が多発する等、集中的消火活動が困難となるおそれがある。
また、消防器具、装備等が破損又は搬出不能となる可能性があり、さらには消防職員、団員の召集も困
難になる等消防能力の低下が考えられるので、これに対する維持・確保の措置を考慮する。

819

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０節　保健医療活動計画 第１０節　保健医療福祉活動計画

820

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第０ ０　あ （福祉医療部） （福祉保険部、医療政策局）

821

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

災害発生後４８時間の急性期には、被災地においてトリアージ及び応急治療を行うとともに、重症傷病
者を被災地外へ搬送し迅速な高度医療提供を図る。また、急性期以降は、被災者に対する、医療救護、
健康相談、こころのケアなど、保健医療活動を実施する。
災害の規模や原因、発生場所、発生時刻などの違いや、災害発生からの時間経過に伴う被災地域の保健
医療ニーズの変化に応じた対応を図る。

災害発生後４８時間の急性期には、被災地においてトリアージ及び応急治療を行うとともに、重症傷病
者を被災地外へ搬送し迅速な高度医療提供を図る。また、急性期以降は、被災者に対する、医療救護、
健康相談、福祉サービスの提供、こころのケアなど、保健医療福祉活動を実施する。
災害の規模や原因、発生場所、発生時刻などの違いや、災害発生からの時間経過に伴う被災地域の保健
医療福祉ニーズの変化に応じた対応を図る。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

第１　保健医療活動 第１　保健医療福祉活動
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

１　市町村 （２）市町村は、市町村の対応能力のみでは不足すると認める時は、県保健医療調整本部に保
　　健医療活動チームの派遣を要請する。
（３）市町村は、医療救護所を設置、運営するとともに医療ニーズを把握する。
（４）市町村は、地域の医療機関の被災状況及び診療継続状況を把握し、県保健所と情報共有
　　を図るとともに、保健ニーズの把握に努め、県と協力し避難住民等への保健医療活動を行
　　う。

（２）市町村は、市町村の対応能力のみでは不足すると認める時は、県保健医療福祉調整本部
　　に保健医療福祉活動チームの派遣を要請する。
（３）市町村は、医療救護所を設置、運営するとともに保健・医療・福祉ニーズを把握する。
（４）市町村は、地域の医療機関の被災状況及び診療継続状況を把握し、県保健所と情報共有
　　を図るとともに、保健・医療・福祉ニーズの把握に努め、県と協力し避難住民等への保健
　　医療福祉活動を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

２　県（保健医療調整本部） ２　県（保健医療福祉調整本部）
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

（１）県医療政策局長は、災害対策本部が設置されるとき及び被災状況に応じて必要と認める
　　ときは、災害対策本部の下に保健医療調整本部（本部長：県医療政策局長）を設置する。
　　また、保健医療調整本部の設置に伴い、被災市町村を管轄する県保健所長は、当該県保健
　　所に地域保健医療調整本部（本部長：県保健所長）を設置する。
　　　なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状況に応
　　じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。
（２）保健医療調整本部長は、暫時参集する職員により概ね業務ごとに班（統括班、ＤＭＡＴ
　　調整班、医療支援調整班、精神保健支援班、要医療者支援班、保健支援調整班、薬務班
　　等）を適宜編成する。
（３）保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部と連携し、県内の医療機関等の被災状況及
　　び保健医療ニーズを把握し、必要に応じて医療機関に対し人的・物的支援を行うほか、保
　　健医療活動チーム（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー
　　ム）、医療救護班（県内医療関係団体、県内医療関係団体の属する全国組織及びその他の
　　医療関係団体が派遣する医療救護活動を行うチームをいう。以下同じ。）、保健師等支援
　　チーム、災害支援ナース、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）等で、保健医療
　　活動を行うチームをいう。以下同じ。）の派遣調整、国、近隣府県をはじめとする他公共
　　団体及び日本赤十字社等に対する保健医療活動チームの派遣要請、並びに関連法令等に基
　　づく所要の指揮調整など、県内の保健医療活動の実施及び調整を行う。

（１）県福祉保険部長は災害対策本部が設置されるとき及び被災状況に応じて必要と認めると
　　きは、災害対策本部の下に保健医療福祉調整本部（本部長：福祉保険部長）を設置する。
　　また、保健医療福祉調整本部の設置に伴い、被災市町村を管轄する県保健所長は、当該県
　　保健所に保健医療福祉調整地域本部（本部長：県保健所長）を設置する。
　　　なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状況に応
　　じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。
（２）保健医療福祉調整本部長は、暫時参集する職員により概ね業務ごとに班を適宜編成す
　　る。
（３）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、県内の医療機関等の被
　　災状況及び保健医療ニーズを把握し、必要に応じて医療機関に対し人的・物的支援を行う
　　ほか、保健医療福祉活動チーム（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、ＤＰＡＴ（災害派遣
　　精神医療チーム）、医療救護班（ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）、ＪＤＡＴ（日
　　本災害歯科支援チーム）、災害支援ナース、薬剤師チーム等の県内医療関係団体、県内医
　　療関係団体の属する全国組織及びその他の医療関係団体が派遣する医療救護活動を行う
　　チームをいう。以下同じ。）、保健師等支援チーム、ＪＲＡＴ（日本災害リハビリテー
　　ション支援協会）、ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム）、ＤＩＣＴ（災害時
　　感染制御支援チーム）、ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機
　　管理支援チーム）等で、保健医療福祉活動を行うチームをいう。以下同じ。）の派遣調
　　整、国、近隣府県をはじめとする他公共団体及び日本赤十字社等に対する保健医療福祉活
　　動チームの派遣要請、並びに関連法令等に基づく所要の指揮調整など、県内の保健医療福
　　祉活動の実施及び調整を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

２　県（保健医
療福祉調整本
部）

（４）保健医療調整本部は、国、他都道府県等公共団体、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師
　　会、県看護協会、日本赤十字社奈良県支部等との間で受援・救護体制に関する調整を行う
　　とともに、災害対策本部を通じ自衛隊、消防機関等との間で要救護者、要支援医療機関等
　　に関する搬送・移送等にかかる調整を実施する。
（５）保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部及び中核市保健所と連携し、災害により失
　　われた保健医療提供体制の復旧と再開に向けた調整及び計画的な支援を行う。
（６）保健医療調整本部の運営にかかる事項は、別に「奈良県保健医療調整本部運営要領」に
　　定める。

（４）保健医療福祉調整本部は、国、他都道府県等公共団体、県医師会、県歯科医師会、県薬
　　剤師会、県看護協会、日本赤十字社奈良県支部等との間で受援・救護体制に関する調整を
　　行うとともに、災害対策本部を通じ自衛隊、消防機関等との間で要救護者、要支援医療機
　　関等に関する搬送・移送等にかかる調整を実施する。
（５）保健医療福祉調整本部は、市町村、保健医療福祉調整地域本部及び中核市保健所等と連
　　携し、災害により失われた保健医療福祉提供体制の復旧と再開に向けた調整及び計画的な
　　支援を行う。
（６）保健医療福祉調整本部の運営にかかる事項は、別に「奈良県保健医療福祉調整本部設置
　　要綱」に定める。
（７）保健医療福祉調整本部は、必要に応じ、その地域内における福祉的支援を円滑に行うた
　　めの総合調整等に努めるものとする。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

３　県保健所
（保健医療福祉
調整地域本部）

３　県保健所（地域保健医療調整本部） ３　県保健所（保健医療福祉調整地域本部）
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

３　県保健所
（保健医療福祉
調整地域本部）

（１）地域保健医療調整本部は、管内の医療機関の被災状況及び保健医療ニーズを把握し、保
　　健医療調整本部に報告する。
（２）地域保健医療調整本部は、市町村を通じ避難所等の保健医療ニーズを把握し、保健医療
　　調整本部に報告する。また、保健医療ニーズの把握に際し、必要に応じて保健師等を市町
　　村へ派遣するなどマネジメントにかかる人員支援を行う。
（３）地域保健医療調整本部は、管内の地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等医療
　　関係機関及び市町村で構成する地域災害医療対策会議を開催し、保健医療調整本部と連携
　　して管轄地域における保健医療活動を支援及び実施する。
（４）保健医療調整本部は、地域における保健医療活動のマネジメント支援のために、必要に
　　応じて他府県ＤＨＥＡＴ等を受入れ、地域保健医療調整本部に派遣する。

（１）保健医療福祉調整地域本部は、管内の医療機関の被災状況及び保健医療福祉ニーズを把
　　握し、保健医療福祉調整本部に報告する。
（２）保健医療福祉調整地域本部は、市町村を通じ避難所等の保健医療福祉ニーズを把握し、
　　保健医療福祉調整本部に報告する。また、保健医療福祉ニーズの把握に際し、必要に応じ
　　て保健師等を市町村へ派遣するなどマネジメントにかかる人員支援を行う。
（３）保健医療福祉調整地域本部は、管内の地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等
　　医療関係機関及び市町村で構成する地域災害医療対策会議を開催し、保健医療福祉調整本
　　部と連携して管轄地域における保健医療福祉活動を支援及び実施する。
（４）保健医療福祉調整本部は、地域における保健医療福祉活動のマネジメント支援のため
　　に、必要に応じて他府県ＤＨＥＡＴ等を受入れ、保健医療福祉調整地域本部に派遣する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１　保健医療
福祉活動

４　奈良市保健
所及び奈良市
（市災害対策本
部）との連携

　保健医療調整本部は、奈良市及び奈良市保健所と連絡調整を行い、奈良市域における保健医療活動を
実施するために必要な保健医療活動チームの派遣及び受援の調整を行う。

　保健医療福祉調整本部は、奈良市及び奈良市保健所と連絡調整を行い、奈良市域における保健医療福
祉活動を実施するために必要な保健医療福祉活動チームの派遣及び受援の調整を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

１　医療情報の
収集・伝達

　保健医療調整本部（医療支援調整班）は、ＤＭＡＴ調整班及び地域保健医療調整本部と連携し、奈良
県広域災害救急医療情報システムやＥＭＩＳ（広域災害・救急医療情報システム）、防災行政通信ネッ
トワーク、衛星携帯電話等を活用し、以下の内容を把握する。
　①　医療機関の施設・設備の損壊状況及びライフラインの状況
　②　医療機関の稼働状況（医療提供能力、入院患者の状態、患者受入の可否）
　③　必要とされる支援の内容
　また、奈良県広域災害救急医療情報システムやＥＭＩＳ等により把握した情報を発信し、保健医療活
動に必要な情報の提供に努める。

　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、ＥＭＩＳ（広域災害・救急医療情報
システム）、防災行政通信ネットワーク、衛星携帯電話等を活用し、以下の内容を把握する。
　①　医療機関の施設・設備の損壊状況及びライフラインの状況
　②　医療機関の稼働状況（医療提供能力、入院患者の状態、患者受入の可否）
　③　必要とされる支援の内容
　また、ＥＭＩＳ等により把握した情報を発信し、保健医療活動に必要な情報の提供に努める。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

２　入院患者の
移送・病院避難

　保健医療調整本部は、医療機関の施設及び設備の被災状況から、入院患者の移送または病院避難が必
要と認められる場合は、当該医療機関及び受け入れが可能な後方医療機関と連絡調整を行い、災害対策
本部を通じ自衛隊、警察、その他の機関に協力を要請するとともに、ＤＭＡＴや医療救護班等による医
療支援を投入し、入院患者等の移送支援を行う。

　保健医療福祉調整本部は、医療機関の施設及び設備の被災状況から、入院患者の移送又は病院避難が
必要と認められる場合は、当該医療機関及び受け入れが可能な後方医療機関と連絡調整を行い、災害対
策本部を通じ自衛隊、警察、その他の機関に協力を要請するとともに、ＤＭＡＴや医療救護班等による
医療支援を投入し、入院患者等の移送支援を行う。

832

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

３　医療人材及
び医療資機材の
支援

　保健医療調整本部は、医療機関の状況をふまえ、医療人材や医薬品等の医療資機材の支援が必要と品
等の医療資機材の支援が必要と認められる場合は、県医師会や県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師
会、日本赤十字社奈良県支部等の医療団体と調整を行い、医療機関が必要とする保健医療活動チームの
派遣や医療資機材の提供を行う。
　なお、医薬品等の医療資機材の提供体制については、本節第８で示すところによる。

　保健医療福祉調整本部は、医療機関の状況をふまえ、医療人材や医薬品等の医療資機材の支援が必要
と認められる場合は、県医師会や県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師会、日本赤十字社奈良県支部等
の医療団体と調整を行い、医療機関が必要とする保健医療福祉活動チームの派遣や医療資機材の提供を
行う。
　なお、医薬品等の医療資機材の提供体制については、本節第８で示すところによる。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第２　医療機関
への支援

４　医療機関へ
のライフライン
の確保

　保健医療調整本部は、医療機関の電気、ガス、水道及び燃料（重油、軽油）等のライフラインの復
旧、確保について、優先的な措置が行われるよう災害対策本部を通じ自衛隊や市町村、その他関係する
事業者に要請する。

　保健医療福祉調整本部は、医療機関の電気、ガス、水道及び燃料（重油、軽油）等のライフラインの
復旧、確保について、優先的な措置が行われるよう災害対策本部を通じ自衛隊や市町村、その他関係す
る事業者に要請する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第３　要継続的
医療支援者（人
工透析患者、人
工呼吸器使用者
等）への支援

１　人工透析患
者への支援

（１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の透析施設の被災状況、稼働状
況、水、医薬品等の不足状況及び人工透析患者の状況把握に努める。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制の整備に
必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、透析施設に優先的に水が供給されるよう自衛隊や市町村に協力を要請するとと
もに、本節第８に示す医薬品等の供給体制により医薬品等の供給を行う。また、必要に応じて消防機関
や災害対策本部と調整し、施設までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　地域保健医療調整本部は、管内市町村、透析患者団体及び透析患者に対し、透析施設の稼働状況等の
情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の透析施設の被災状況、稼働
状況、水、医薬品等の不足状況及び人工透析患者の状況把握に努める。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制
の整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、透析施設に優先的に水が供給されるよう自衛隊や市町村に協力を要請する
とともに、本節第８に示す医薬品等の供給体制により医薬品等の供給を行う。また、必要に応じて消防
機関や災害対策本部と調整し、施設までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、透析患者団体及び透析患者に対し、透析施設の稼働状況
等の情報を提供する。

835

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第３　要継続的
医療支援者（人
工透析患者、人
工呼吸器使用者
等）への支援

２　人工呼吸器
等使用者への支
援

（１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、管内市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等を通じ、医療依存度の高
い人工呼吸器や吸引器などを使用している在宅難病患者（指定難病特定医療受給者証保持者等）の安否
確認や被災状況の把握に努めるとともに、人工呼吸器等使用者に対応可能な医療機関の情報を収集す
る。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制の整備に
必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等と連携し、人工呼吸器等の電源確
保・供給を行うとともに、医療機器取扱事業者に対し、人工呼吸器等の故障の際に迅速に対応するよう
協力を要請する。また、対応可能な医療機関の情報を提供するとともに、必要に応じて消防機関等への
支援要請並びにＤＭＡＴ、医療救護班による医療支援を行い、避難誘導または後方医療機関へ搬送す
る。
　地域保健医療調整本部は、管内市町村、関係医療団体及び人工呼吸器等使用者に対し、受入可能な医
療機関等の情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等を通じ、医療依存度
の高い人工呼吸器や吸引器などを使用している在宅難病患者（指定難病特定医療受給者証保持者等）の
安否確認や被災状況の把握に努めるとともに、人工呼吸器等使用者に対応可能な医療機関の情報を収集
する。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制
の整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等と連携し、人工呼吸器等の電
源確保・供給を行うとともに、医療機器取扱事業者に対し、人工呼吸器等の故障の際に迅速に対応する
よう協力を要請する。また、対応可能な医療機関の情報を提供するとともに、必要に応じて消防機関等
への支援要請並びにＤＭＡＴ、医療救護班による医療支援を行い、避難誘導又は後方医療機関へ搬送す
る。
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、関係医療団体及び人工呼吸器等使用者に対し、受入可能
な医療機関等の情報を提供する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第３　要継続的
医療支援者（人
工透析患者、人
工呼吸器使用者
等）への支援

３　その他の要
継続的医療支援
者への支援

（１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、本節第３の１～３以外に特殊な医療支援が必要な要継続的医療支援者、ま
たは継続的に服薬が必要な慢性疾患患者（以下、「その他の要継続的医療支援者等」という。）につい
て、管内市町村及び関係医療団体等を通じ、対応可能な医療機関、必要な医薬品や医療機器等及びその
他の要継続的医療支援者の被災状況等の情報を把握する。また、その他の要継続的医療支援者から支援
要請等があった場合は、速やかに保健医療調整本部へ報告し、医療提供体制の整備を図る。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制の整備に
必要な支援の調整を行う。また、他部局との連携が必要と考えられる場合は、情報共有を図るととも
に、必要に応じて連携体制を確立する。
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、医療機関、医療救護所等に対し、必要な医薬品や医療機器等が優先的に供給さ
れるよう関係団体に要請する。また、必要に応じて消防機関や災害対策本部と調整し、対応可能な医療
機関までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　地域保健医療調整本部は、市町村、医療機関及びその他の要継続的医療支援者等に対し、対応可能な
医療機関や支援体制等の必要な情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、本節第３の１～３以外に特殊な医療支援が必要な要継続的医療支援
者、又は継続的に服薬が必要な慢性疾患患者（以下、「その他の要継続的医療支援者等」という。）に
ついて、管内市町村及び関係医療団体等を通じ、対応可能な医療機関、必要な医薬品や医療機器等及び
その他の要継続的医療支援者の被災状況等の情報を把握する。また、その他の要継続的医療支援者から
支援要請等があった場合は、速やかに保健医療福祉調整本部へ報告し、医療提供体制の整備を図る。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約し、医療提供体制
の整備に必要な支援の調整を行う。また、他部局との連携が必要と考えられる場合は、情報共有を図る
とともに、必要に応じて連携体制を確立する。
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、医療機関、医療救護所等に対し、必要な医薬品や医療機器等が優先的に供
給されるよう関係団体に要請する。また、必要に応じて消防機関や災害対策本部と調整し、対応可能な
医療機関までの移動手段の確保及び避難誘導を行う。
　保健医療福祉調整地域本部は、市町村、医療機関及びその他の要継続的医療支援者等に対し、対応可
能な医療機関や支援体制等の必要な情報を提供する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第４　小児・周
産期領域の患者
への支援

０　あ （１）情報の収集及び把握
　地域保健医療調整本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の産科施設の被災状況、稼働状
況、水、医薬品等の不足状況等の把握に努める。
　保健医療調整本部は、地域保健医療調整本部を通じて収集した情報を集約するとともに、周産期災害
医療コーディネーターの支援のもと、ＥＭＩＳの活用等により医療情報の収集を行い、医療提供体制の
整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療調整本部は、周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、必要に応じて搬送調整及び消
防機関や災害対策本部と調整し、搬送先までの移動手段の確保を行う。地域保健医療調整本部は、管内
市町村に対し、産科施設の稼働状況等の情報を提供する。

（１）情報の収集及び把握
　保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の産科施設の被災状況、稼働
状況、水、医薬品等の不足状況等の把握に努める。
　保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約するとともに、小
児・周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、ＥＭＩＳの活用等により医療情報の収集を行い、
医療提供体制の整備に必要な支援の調整を行う。
（２）医療支援
　保健医療福祉調整本部は、小児・周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、必要に応じて搬送
調整及び消防機関や災害対策本部と調整し、搬送先までの移動手段の確保を行う。保健医療福祉調整地
域本部は、管内市町村に対し、産科施設の稼働状況等の情報を提供する。

838

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

１　ＤＭＡＴの
派遣調整

（１）保健医療調整本部は、奈良ＤＭＡＴの出動が想定される場合は、保健医療調整本部内と
　　してＤＭＡＴ調整班を設置する。
（５）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて災害対策本部や厚生
　　労働省と調整の上、原則として広域防災活動拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を指定す　　　　
る。
（７）ＤＭＡＴ調整班は、原則として災害発生後急性期までの間に設置されるものとし、ＤＭ
　　ＡＴの活動・受援にかかる業務の縮小にあわせ、保健医療調整本部医療支援調整班に統合
　　されるものとする。

（１）保健医療福祉調整本部は、奈良ＤＭＡＴの出動が想定される場合は、保健医療福祉調整
　　本部内としてＤＭＡＴ調整班を設置する。
（５）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて災害対策本部や厚生
　　労働省と調整の上、原則として広域防災拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を指定する。
（７）ＤＭＡＴ調整班は、ＤＭＡＴの活動・受援にかかる業務の縮小にあわせ、保健医療福祉
　　調整本部医療支援調整班に統合されるものとする。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

２　医療救護班
の派遣調整

（１）保健医療調整本部は、医療救護班の活動が想定される場合は、保健医療調整本部内に医
　　療支援調整班を編制する。保健医療調整本部（医療支援調整班）は、医療救護班の活動に
　　かかる調整を行い、県内被災地外の県内医療機関等における医療救護班の編制及び派遣先
　　の調整を行う。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、市町村や医療機関等から医療救護班の派遣要
　　請があったとき又は被災状況に応じて医療救護班の派遣が必要と認めるときは、速やかに
　　医療救護班の派遣調整を行う。
（３）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場
　　合等、必要に応じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に
　　基づく全国知事会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく近隣府
　　県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等に対し、医療救護班の派遣要請等の
　　調整を行う。

（１）保健医療福祉調整本部は、医療救護班の活動が想定される場合は、保健医療福祉調整本
　　部内に班を編制する。保健医療福祉調整本部は、医療救護班の活動にかかる調整を行い、
　　県内被災地外の県内医療機関等における医療救護班の編制及び派遣先の調整を行う。
（２）保健医療福祉調整本部は、市町村や医療機関等から医療救護班の派遣要請があったとき
　　又は被災状況に応じて医療救護班の派遣が必要と認めるときは、速やかに医療救護班の派
　　遣調整を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場合等、必要に応
　　じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基づく全国知事
　　会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく近隣府県、その他の公共
　　団体、医療団体及び日本赤十字社等に対し、医療救護班の派遣要請等の調整を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

３　県医療救護
班の活動場所及
び活動内容

３　県医療救護班等の活動場所及び活動内容 ３　県医療救護班の活動場所及び活動内容
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第５　ＤＭＡＴ
及び医療救護班
の活動

３　県医療救護
班の活動場所及
び活動内容

　保健医療調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、保健医療調整班を編制する。
（１）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、傷病者が多数発生した災害現場及び負傷者が
　　多数収容された病院等に医療救護班を派遣し、人的支援を行う。医療救護班は、主として
　　下記の活動を行う。
　　　①　負傷者の重症度判定（トリアージ）
　　　②　負傷者に対する応急処置
　　　③　入院患者の移送及び病院避難の支援
　　　④　死亡の確認
　　　⑤　遺体の検案等の協力（状況に応じて）
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、避難所等に設置される医療救護所に医療救護
　　班を派遣し、避難所の保健医療提供体制整備のための支援を行う。医療救護班は、主とし
　　て下記の活動を行う。
　　　①　軽症患者に対する医療提供
　　　②　被災地の巡回診療
　　　③　ＤＰＡＴ、保健師チーム等との連携
　　　④　その他、必要に応じた医療提供

　保健医療福祉調整本部は、医療救護班を適切に配置するため班を編制する。
（１）保健医療福祉調整本部は、傷病者が多数発生した災害現場及び負傷者が多数収容された
　　病院等に医療救護班を派遣し、人的支援を行う。医療救護班は、主として下記の活動を行
　　う。
　　　①　負傷者の重症度判定（トリアージ）
　　　②　負傷者に対する応急処置
　　　③　入院患者の移送及び病院避難の支援
　　　④　死亡の確認
　　　⑤　遺体の検案等の協力（状況に応じて）
（２）保健医療福祉調整本部は、避難所等に設置される医療救護所に医療救護班を派遣し、避
　　難所の保健医療提供体制整備のための支援を行う。医療救護班は、主として下記の活動を
　　行う。
　　　①　軽症患者に対する医療提供
　　　②　被災地の巡回診療
　　　③　ＤＰＡＴ、保健師チーム等との連携
　　　④　その他、必要に応じた医療提供
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第５章 広域災害
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大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

第６　保健医療活動にかかる受援体制の整備 第６　保健医療福祉活動にかかる受援体制の整備
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

　保健医療調整本部は、県外から保健医療活動チームの支援を受け入れるにあたり、下記に示す派遣調
整を行い、受援体制の整備を図る。

　保健医療福祉調整本部は、県外から保健医療福祉活動チームの支援を受け入れるにあたり派遣調整を
行い、受援体制の整備を図る。ＤＭＡＴ等については下記に示す整備を図る。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

１　ＤＭＡＴ （１）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、県保健医療調整本
　　部や厚生労働省と調整の上、原則として広域防災活動拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を
　　指定する。

（１）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、県保健医療福祉調
　　整本部や厚生労働省と調整の上、原則として広域防災拠点の中からＤＭＡＴの参集拠
　　点を指定する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

２　医療救護班 ２　医療救護班等 ２　医療救護班
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

２　医療救護班 （１）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、医療救護班を適切に配置するため、本部内に
　　保健医療調整班を編成し、県内医療関係機関等の情報を収集・整理するとともに、医療救
　　護班の調整にかかる連絡体制を確立する。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場
　　合等、必要に応じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に
　　基づき全国知事会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき近隣府
　　県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等に医療救護班の派遣要請を行う。
（３）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、参集拠点を確保するとともに、受援した医療
　　救護班のチーム数、人員等を把握し、県内の医療提供状況について収集・分析した情報を
　　基に支援を必要とする県内医療関係機関等への派遣にかかる要請を行う。
（４）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、県の医療救護活動の窓口として国、全国知事
　　会、近隣府県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等との連絡調整を行う。ま
　　た、活動中の医療救護班に対して情報提供及び医療資機材等の必要な支援を行う。

（１）保健医療福祉調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、県内医療関係機関等の情
　　報を収集・整理するとともに、医療救護班の調整にかかる連絡体制を確立する。
（２）保健医療福祉調整本部は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場合等、必要に応
　　じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基づき全国知事
　　会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき近隣府県、その他の公共
　　団体、医療団体及び日本赤十字社等に医療救護班の派遣要請を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、参集拠点を確保するとともに、受援した医療救護班のチーム
　　数、人員等を把握し、県内の医療提供状況について収集・分析した情報を基に支援を必要
　　とする県内医療関係機関等への派遣にかかる要請を行う。
（４）保健医療福祉調整本部は、県の医療救護活動の窓口として国、全国知事会、近隣府県、
　　その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等との連絡調整を行う。また、活動中の医
　　療救護班に対して情報提供及び医療資機材等の必要な支援を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

３　ＤＨＥＡＴ （１）保健医療調整本部（統括班）は、地域保健医療調整本部及び市町村の避難所運営におけ
　　る健康管理に関するマネジメント業務等を支援するため、必要に応じて国に対しＤＨＥＡ
　　Ｔの派遣要請を行う。
（２）保健医療調整本部（統括班）は、ＤＨＥＡＴを地域保健医療調整本部に重点的に派遣
　　し、保健医療活動に関わるマネジメント業務を支援することで、被災地域における健康危
　　機管理体制の速やかな整備と維持が行われるよう努める。

（１）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部及び市町村の避難所運営における
　　健康管理に関するマネジメント業務等を支援するため、必要に応じて国に対しＤＨＥＡＴ
　　の派遣要請を行う。
（２）保健医療福祉調整本部は、ＤＨＥＡＴを保健医療福祉調整地域本部に重点的に派遣し、
　　保健医療福祉活動に関わるマネジメント業務を支援することで、被災地域における健康危
　　機管理体制の速やかな整備と維持が行われるよう努める。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

４　保健師 （１）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部を通じて、保健師の派
　　遣調整のための情報収集、整理を行い、収集した情報を基に支援を必要とする市町村に適
　　切に派遣できるよう調整を図る。
（２）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、県内の保健師の派遣のみで対応が困難である
　　と判断した場合等、必要に応じて、隣接県や災害時相互応援協定を結ぶ府県に保健師等支
　　援チームの派遣要請を行う。また、全国規模の派遣要請が必要であると判断した場合、内
　　閣府、厚生労働省に保健師支援班の派遣要請を行う。
（３）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、応援・派遣保健師等の受け入れに関する方針
　　を策定し、派遣計画に基づき県内被災地に派遣調整を行う。
　　　なお、市町村からの要請に基づく応援・派遣の調整については、本節第９で示すところ
　　による。

（１）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて、保健師の派遣調整のた
　　めの情報収集、整理を行い、収集した情報を基に支援を必要とする市町村に適切に派遣で
　　きるよう調整を図る。
（２）保健医療福祉調整本部は、県内の保健師の派遣のみで対応が困難であると判断した場合　　　
等、必要に応じて、隣接県や災害時相互応援協定を結ぶ府県に保健師等支援チームの派遣　　　要請を
行う。また、全国規模の派遣要請が必要であると判断した場合、厚生労働省に保健　　　師の応援派遣
要請を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、応援・派遣保健師等の受け入れに関する方針を策定し、派遣
　　計画に基づき県内被災地に派遣調整を行う。
　　　なお、市町村からの要請に基づく応援・派遣の調整については、本節第９で示すところ
　　による。
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第６　保健医療
福祉活動にかか
る受援体制の整
備

５　ＤＰＡＴ （１）保健医療調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療調整本部精神保健
　　支援班内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（３）他府県ＤＰＡＴを要請した場合、県ＤＰＡＴ調整本部は、県保健医療調整本部や厚生労
　　働省と調整の上、必要に応じて被災地域の保健所管内にＤＰＡＴ活動拠点本部を設置す
　　る。

（１）保健医療福祉調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療福祉調整本部
　　内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（３）他府県ＤＰＡＴを要請した場合、県ＤＰＡＴ調整本部は、県保健医療福祉調整本部や厚
　　生労働省と調整の上、必要に応じて被災地域の保健所管内にＤＰＡＴ活動拠点本部を設置
　　する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第７　後方医療
体制の整備及び
傷病者の搬送

１　後方医療体
制の整備

　災害拠点病院及び被災を免れた医療機関は、被災地域からの傷病者搬送及び被災地域の医療施設から
の入院患者の移送等を可能な限り受け入れ、治療にあたる。その際、保健医療調整本部は、各医療機関
が医療救護活動を円滑に実施することができるように必要な支援を行う。
　保健医療調整本部は、必要に応じて「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき、近
隣府県に対しての傷病者の受入れ等、支援要請を行う。

　災害拠点病院及び被災を免れた医療機関は、被災地域からの傷病者搬送及び被災地域の医療施設から
の入院患者の移送等を可能な限り受け入れ、治療にあたる。その際、保健医療福祉調整本部は、各医療
機関が医療救護活動を円滑に実施することができるように必要な支援を行う。
　保健医療福祉調整本部は、必要に応じて「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づ
き、近隣府県に対しての傷病者の受入れ等、支援要請を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
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計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第７　後方医療
体制の整備及び
傷病者の搬送

２  傷病者の搬
送

　保健医療調整本部及び保健医療活動チームは、救護措置を行った者について、後方医療機関への収容
及び広域医療搬送が必要と判断した場合は、状況に応じて以下のとおり対応する。
（１）保健医療活動チームは、県又は市町村の要請若しくは自らが必要と判断した場合には、
　　傷病者を後方医療機関へ搬送する。
（２）保健医療調整本部（医療支援調整班）は、後方医療機関への搬送にあたり、各医療機関
　　における受診状況を収集し、積極的に情報提供及び調整を行うことで、特定の医療機関に
　　受診者が集中することのないよう努める。
（３）保健医療調整本部は、広域医療搬送が必要と認められるときは、国や「近畿圏危機発生
　　時の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」に基
　　づき、近隣府県に広域医療搬送の受入れを要請する。
　　　また、保健医療調整本部（ＤＭＡＴ調整班）は、県内医療機関での対応が困難になった
　　場合等、必要に応じて広域医療搬送を行うための拠点（ＳＣＵ：ステージングケアユニッ
　　ト）を広域防災活動拠点等に設置する。
　　　広域医療搬送の調整については、原則として保健医療調整本部（ＤＭＡＴ調整班）を通
　　じて行う。また、必要に応じて保健医療調整本部も医療関係団体等と調整を行う。

　保健医療福祉調整本部及び保健医療福祉活動チームは、救護措置を行った者について、後方医療機関
への収容及び広域医療搬送が必要と判断した場合は、状況に応じて以下のとおり対応する。
（１）保健医療福祉活動チームは、県又は市町村の要請若しくは自らが必要と判断した場合に
　　は、傷病者を後方医療機関へ搬送する。
（２）保健医療福祉調整本部は、後方医療機関への搬送にあたり、各医療機関における受診状
　　況を収集し、積極的に情報提供及び調整を行うことで、特定の医療機関に受診者が集中す
　　ることのないよう努める。
（３）保健医療福祉調整本部は、広域医療搬送が必要と認められるときは、国や「近畿圏危機
　　発生時の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」
　　に基づき、近隣府県に広域医療搬送の受入れを要請する。
　　　また、保健医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整班）は、県内医療機関での対応が困難に
　　なった場合等、必要に応じて広域医療搬送を行うための拠点（ＳＣＵ：ステージングケア
　　ユニット）を広域防災拠点等に設置する。
　　　広域医療搬送の調整については、原則として保健医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整班）
　　を通じて行う。また、必要に応じて保健医療福祉調整本部も医療関係団体等と調整を行
　　う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第７　後方医療
体制の整備及び
傷病者の搬送

２  傷病者の搬
送

（４）保健医療調整本部は、地震等による施設・設備への被害により業務継続が困難となった
　　医療機関の在院患者等の搬送について、必要に応じ消防機関、自衛隊等に対して協力を要
　　請し、搬送の円滑な実施に努める。
（５）重篤患者の搬送については、必要に応じて奈良県ドクターヘリ、関西広域連合（大阪大
　　学医学部附属病院）又は和歌山県（和歌山県立医科大学附属病院）、三重県のドクターヘ
　　リに支援を要請する。広域医療搬送の調整については、原則として保健医療調整本部（Ｄ
　　ＭＡＴ調整班）を通じて行う。
（６）広域医療搬送等を必要とする場合は、奈良県消防防災ヘリコプターによる緊急運行を要
　　請する。消防防災ヘリコプターが出動できない場合は、自衛隊にヘリコプターによる搬送
　　を要請する。
（７）保健医療調整本部は、搬送に際して可能な限りＤＭＡＴ、医療救護班等による支援のも
　　と搬送が行われるよう調整する。

（４）保健医療福祉調整本部は、地震等による施設・設備への被害により業務継続が困難と
　　なった医療機関の在院患者等の搬送について、必要に応じ消防機関、自衛隊等に対して協
　　力を要請し、搬送の円滑な実施に努める。
（５）重篤患者の搬送については、必要に応じて奈良県ドクターヘリ、関西広域連合（大阪大
　　学医学部附属病院）又は和歌山県（和歌山県立医科大学附属病院）、三重県のドクターヘ
　　リに支援を要請する。広域医療搬送の調整については、原則として保健医療福祉調整本部
　　（ＤＭＡＴ調整班）を通じて行う。
（７）保健医療福祉調整本部は、搬送に際して可能な限りＤＭＡＴ、医療救護班等による支援
　　のもと搬送が行われるよう調整する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

　保健医療調整本部は、医療救護所等へ迅速かつ安定的に医薬品等を供給するため、保健医療調整本部
内に薬務班を編制する。薬務班は、保健医療調整本部が把握した保健医療ニーズから医薬品等に関する
情報を集約・調整する。加えて、市町村及び医療救護所等に派遣されている薬剤師班（県薬剤師会）を
通して医薬品供給状況等の把握を行う。
　薬務班は、下記１～３に示すもののほか、「災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル」等を
参考に活動する。

　保健医療福祉調整本部は、医療救護所等へ迅速かつ安定的に医薬品等を供給するため、保健医療福祉
調整本部内に班を編制する。災害薬事コーディネーターと連携（災害薬事コーディネーターは医薬品等
の供給に係る助言及び調整の支援を行う。）し、保健医療福祉調整本部が把握した保健医療福祉ニーズ
から医薬品等に関する情報を集約・調整する。加えて、市町村及び医療救護所等に派遣されている薬剤
師班（県薬剤師会）を通して医薬品供給状況等の把握を行う。
　下記１～３に示すもののほか、「災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル」等を参考に活動
する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

１　医薬品等の
要請・供給フ
ロー

（1）医薬品、医療機器、医療用ガス、臨床検査薬等
別図参照

（1）医薬品、医療機器、医療用ガス、臨床検査薬等
別図参照
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

１　医薬品等の
要請・供給フ
ロー

医薬品等集積所（県外からの物資及び搬送拠点）
・県営競輪場（奈良市秋篠町98）
・第二浄化センター（北葛城郡広陵町菅野533）
・消防学校（宇陀市榛原下井足17-2）
・吉野川浄化センター（五條市二見5-1314）

医薬品等集積所（県外からの物資及び搬送拠点）
災害発生場所等を考慮の上、あらかじめ定めた広域防災拠点等から指定
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

１　医薬品等の
要請・供給フ
ロー

（２）血液製剤
別図参照

（２）血液製剤
別図参照
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

２　災害時にお
ける関係者の役
割分担

①　市町村
　　市町村は、災害時の医療救護班用としての必要な医薬品等を確保するとともに、不足が生
　じた場合には、県に支援を要請する。
　　なお、保健医療調整本部（薬務班）は、市町村への支援にあたり、医療用の消毒薬等につ
　いては、医薬品等の要請・供給フローにしたがって支援を行うが、生活衛生に必要な医療用
　以外の消毒薬等については、本章第１５節第１の３に基づき支援を行うよう災害対策本部救
　援物資班に要請する。
②　県
　(ｱ) 保健医療調整本部（薬務班）は、あらかじめ定めた広域防災拠点のうち、災害発生場所
　に最も近い活動拠点を医薬品等集積場所として指定する。集積場所における医薬品等の管理
　監督は保健医療調整本部が直接行うこととし、搬入・搬出・在庫管理等の作業は、「災害時
　における医療救護活動に関する協定」に基づき薬剤師会から派遣された薬剤師が行う。
　(ｲ) 保健医療調整本部（薬務班）は、保健医療活動チーム及び市町村に対する支援用とし
　て、奈良県医薬品卸協同組合、奈良県製薬協同組合、大阪医療機器協会、日本産業・医療ガ
　ス協会、近畿臨床検査薬卸連合会（以下「医薬品卸組合等」という。）に供給等の協力を要
　請する。
　(ｳ) 保健医療調整本部（薬務班）は、医薬品等に不足が予想される場合には、国及び「近畿
　圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき近隣府県に支援を要請する。

①　市町村
　　市町村は、災害時の医療救護班用としての必要な医薬品等を確保するとともに、不足が生
　じた場合には、県に支援を要請する。
　　なお、保健医療福祉調整本部は、市町村への支援にあたり、医療用の消毒薬等について
　は、医薬品等の要請・供給フローにしたがって支援を行うが、生活衛生に必要な医療用以外
　の消毒薬等については、本章第１５節第１の３に基づき支援を行うよう災害対策本部救援物
　資班に要請する。
②　県
　(ｱ) 保健医療福祉調整本部は、災害発生場所等を考慮の上、あらかじめ定めた広域防災拠点
　等から医薬品等集積所を指定する。集積場所における医薬品等の管理監督は保健医療福祉調
　整本部が直接行うこととし、搬入・搬出・在庫管理等の作業は、「災害時における医療救護
　活動に関する協定」に基づき薬剤師会から派遣された薬剤師が行う。
　(ｲ) 保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動チーム及び市町村に対する支援用として、
　奈良県医薬品卸協同組合、奈良県製薬協同組合、大阪医療機器協会、日本産業・医療ガス協
　会、近畿臨床検査薬卸連合会（以下「医薬品卸組合等」という。）に供給等の協力を要請す
　る。
　(ｳ) 保健医療福祉調整本部は、医薬品等に不足が予想される場合には、国及び「近畿圏危機
　発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき近隣府県に支援を要請する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第８　災害時に
おける医薬品等
の供給体制

２　災害時にお
ける関係者の役
割分担

③　関係団体
　　医薬品卸組合等は、保健医療調整本部（薬務班）から「災害時における医薬品等の供給に
　関する協定書」、「災害時における医薬品の供給等に関する協定書」、「災害時における医
　療機器等の供給に関する協定書」、「災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書」
　または「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書」に基づく医薬品等の供給要請
　があったときは、組合員等に対し、医療救護所等への医薬品等の供給及び搬送を要請する。
④　奈良県薬剤師会
　(ｲ)奈良県薬剤師会は、保健医療調整本部（薬務班）から「災害時における医療救護活動に
　関する協定」に基づく薬剤師班の派遣要請があったときは、被災地外の支部に対し、医療
　救護活動を要請する。
⑥　県保健所
　　地域保健医療調整本部は、市町村、医療救護所等への医薬品等の供給について、必要に応
　じ調整を図る。

③　関係団体
　　医薬品卸組合等は、保健医療福祉調整本部から「災害時における医薬品等の供給に関する
　協定書」、「災害時における医薬品の供給等に関する協定書」、「災害時における医療機器
　等の供給に関する協定書」、「災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書」又は
　「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書」に基づく医薬品等の供給要請があっ
　たときは、組合員等に対し、医療救護所等への医薬品等の供給及び搬送を要請する。
④　奈良県薬剤師会
　(ｲ)奈良県薬剤師会は、保健医療福祉調整本部から「災害時における医療救護活動に関する
　協定」に基づく薬剤師班の派遣要請があったときは、被災地外の支部に対し、医療救護活
　動を要請する。
⑥　県保健所
　　保健医療福祉調整地域本部は、市町村、医療救護所等への医薬品等の供給について、必要
　に応じ調整を図る。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

１　被災状況等
の情報収集・分
析・関係者との
情報共有

　市町村は、要配慮者の安否確認や健康状態の確認をするとともに、保健活動に必要な被災に関連する
情報を迅速に収集・分析する。
　地域保健医療調整本部は、支援方法を検討するため、速やかに被災市町村に入る等、被災状況や活動
状況等の情報収集を行う。
　保健医療調整本部は、保健活動にかかる総合調整を行うため、保健医療調整本部内に保健支援調整班
を編成する。保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部が収集した被災に関連す
る情報を集約するとともに、市町村に必要な情報を速やかに提供し、支援方針を決定する。

　市町村は、要配慮者の安否確認や健康状態の確認をするとともに、保健活動に必要な被災に関連する
情報を迅速に収集・分析する。
　保健医療福祉調整地域本部は、支援方法を検討するため、速やかに被災市町村に入る等、被災状況や
活動状況等の情報収集を行う。
　保健医療福祉調整本部は、保健活動にかかる総合調整を行うため、保健医療福祉調整本部内に班を編
成する。保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部が収集した被災に関連する情報を集約す
るとともに、市町村に必要な情報を速やかに提供し、支援方針を決定する。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

２　市町村から
の要請に基づく
派遣調整

（１）市町村は、必要に応じて保健医療調整本部（保健支援調整班）へ保健師等の派遣要請を
　　行う。
（２）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部と連携し、市町村の派
　　遣要請若しくは自ら保健師等の派遣が必要と判断した場合、人材派遣計画を立て、県内被
　　災地外の市町村に保健師等派遣の要請を行う。
（３）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、県内応援のみでは対応が困難な場合等、必要
　　に応じて隣接県や近県ブロックエリア等（災害協定県を含む）に保健師等派遣の要請を行
　　う。
（４）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、災害規模や質に応じて全国規模の派遣要請が
　　必要であると判断した場合、内閣府、厚生労働省に保健師支援チームの派遣要請を行う。
（５）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、応援・派遣保健師等の受け入れ方針を策定
　　し、派遣調整・　見直し等受け入れ体制の整備を行う。

（１）市町村は、必要に応じて保健医療福祉調整本部へ保健師等の派遣要請を行う。
（２）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、市町村の派遣要請若し
　　くは自ら保健師等の派遣が必要と判断した場合、人材派遣計画を立て、県内被災地外の市
　　町村に保健師等派遣の要請を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、県内応援のみでは対応が困難な場合等、必要に応じて隣接県
　　や近県ブロックエリア等（災害協定県を含む）に保健師等派遣の要請を行う。
（４）保健医療福祉調整本部は、災害規模や質に応じて全国規模の派遣要請が必要であると判
　　断した場合、厚生労働省に保健師の応援派遣要請を行う。
（５）保健医療福祉調整本部は、応援・派遣保健師等の受け入れ方針を策定し、派遣調整・見
　　直し等受け入れ体制の整備を行う。
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第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

３　避難所での
保健活動

（１）
　　③　市町村は避難所開設直後に、被害状況や設備状況、要配慮者の避難状況等を迅速に情
　　　報収集し、被災地域を管轄する県保健所に設置された地域保健医療調整本部を通じて保
　　　健医療調整本部に報告する。
（２）保健医療調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチーム（以下、「保健
　　師等支援チーム」という。）は、避難所における環境整備や健康管理が円滑に行われるよ
　　う避難者の心身の健康の保持への対策を講じ、加えて要配慮者の避難状況を確認し、緊急
　　的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関につなげる。

（１）
　　③　市町村は避難所開設直後に、被害状況や設備状況、要配慮者の避難状況等を迅速に情
　　　報収集し、被災地域を管轄する県保健所に設置された保健医療福祉調整地域本部を通じ
　　　て保健医療福祉調整本部に報告する。
（２）保健医療福祉調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチーム（以
　　下、「保健師等支援チーム」という。）は、避難所における環境整備や健康管理が円滑に
　　行われるよう避難者の心身の健康の保持への対策を講じ、加えて要配慮者の避難状況を確
　　認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関につなげる。
（３）県は、避難所等の高齢者、障害者等の多様なニーズへの対応のため、必要に応じて、災
　　害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避難所の避難者、在宅避難者や車中泊避難者のもとへ派
　　遣するものとする。

862

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

４　在宅避難者
等への支援体制
の整備

４　在宅被災者等への支援体制の整備 ４　在宅避難者等への支援体制の整備

863

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

４　在宅避難者
等への支援体制
の整備

（１）市町村は、避難せず自宅にとどまる被災者や避難所から自宅に戻った在宅被災者につい
　　て、保健師等支援チーム等を活用し、迅速に在宅被災者に関する情報収集を行い、保健師
　　の巡回相談等により心身の健康状態の把握と必要な支援を行う。保健活動については、以
　　下の事項に留意するものとする。
　　③　市町村は在宅避難者、在宅の要配慮者の状況について、迅速に収集した情報を集約
　　　し、県保健所を通じて保健医療調整本部に報告する。
（２）保健医療調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチームは、在宅被災
　　者の心身の健康の保持への対策を講じ、とりわけ災害関連死予防にむけた積極的な啓発を
　　行う。加えて在宅の要配慮者の避難状況を確認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・
　　適切な機関につなげる。

（１）市町村は、在宅避難者について、保健師等支援チーム等を活用し、迅速に在宅避難者に
　　関する情報収集を行い、保健師の巡回相談等により心身の健康状態や多様なニーズの把握
　　と必要な支援を行う。保健活動については、以下の事項に留意するものとする。
　　③　市町村は在宅避難者、在宅の要配慮者の状況について、迅速に収集した情報を集約
　　　し、県保健所を通じて保健医療福祉調整本部に報告する。
（２）保健医療福祉調整本部より派遣された、保健師等支援チームは、在宅避難者の心身の健
　　康の保持への対策を講じ、とりわけ災害関連死予防にむけた積極的な啓発を行う。加えて
　　在宅の要配慮者の避難状況を確認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関に
　　つなげる。

117 / 122 ページ



奈良県地域防災計画　地震編

章 節 第 数字 修正前 修正後

864

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

５　市町村への
支援

（１）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、必要に応じ被災直後に被災市町村に対し、被
　　災状況の把握、被災者の心身の健康状態の把握、他機関との調整及び健康管理に関するマ
　　ネジメント業務等を支援するため、保健師等支援チームを派遣する。
（２）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、地域保健医療調整本部と連携して、市町村が
　　把握した要配慮者の情報を確認し、保健師等支援チームによる必要な支援を行う。
（３）保健医療調整本部（保健支援調整班）は、避難所の環境整備や健康管理が円滑に行われ
　　るよう県内被災地以外の市町村と連携し、保健師等支援チームを編成し、派遣する。

（１）保健医療福祉調整本部は、必要に応じ被災直後に被災市町村に対し、被災状況の把握、　
　　被災者の心身の健康状態の把握、他機関との調整及び健康管理に関するマネジメント業務
　　等を支援するため、保健師等支援チームを派遣する。
（２）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携して、市町村が把握した要
　　配慮者の情報を確認し、保健師等支援チームによる必要な支援を行う。
（３）保健医療福祉調整本部は、避難所の環境整備や健康管理が円滑に行われるよう県内被災
　　地以外の市町村と連携し、保健師等支援チームを編成し、派遣する。

865

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第９　保健師等
による健康管理
に関する活動

６　関係機関と
の連携、地域づ
くり

　保健医療調整本部は、市町村及び医療・福祉・介護等の関係機関とのネットワークの構築や社会資源
としてのソーシャルキャピタルを活用し、地域に密着した公衆衛生活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、市町村及び医療・福祉・介護等の関係機関とのネットワークの構築や社会
資源としてのソーシャルキャピタルを活用し、地域に密着した公衆衛生活動を行う。

866

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０　精神障
害者及びメンタ
ルヘルスに関す
る活動

　保健医療調整本部（精神保健支援班）、精神保健福祉センター、地域保健医療調整本部、市町村等は
精神障害者及びメンタルヘルス対策として次の活動を行う。

　保健医療福祉調整本部、精神保健福祉センター、保健医療福祉調整地域本部、市町村等は精神障害者
及びメンタルヘルス対策として次の活動を行う。

867

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０　精神障
害者及びメンタ
ルヘルスに関す
る活動

１　安否確認等 　地域保健医療調整本部及び市町村は、相談支援事業等関係機関との連携をはかり、在宅精神障害者の
安否及び健康状況を確認して必要な支援の検討、提供を行う。

　保健医療福祉調整地域本部及び市町村は、相談支援事業等関係機関との連携をはかり、在宅精神障害
者の安否及び健康状況を確認して必要な支援の検討、提供を行う。

868

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０　精神障
害者及びメンタ
ルヘルスに関す
る活動

２　精神科病院
等の被害状況の
把握

　保健医療調整本部（精神保健支援班）は、精神科病院等の被害状況を把握し、入院可能病床の確認と
入転院の調整等を行う。入転院が必要な場合の患者搬送は、被災病院及び受入病院が協力して実施す
る。

　保健医療調福祉整本部は、精神科病院等の被害状況を把握し、入院可能病床の確認と入転院の調整等
を行う。入転院が必要な場合の患者搬送は、被災病院及び受入病院が協力して実施する。

869

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０　精神障
害者及びメンタ
ルヘルスに関す
る活動

３　ＤＰＡＴ
（災害派遣精神
医療チーム）の
派遣

（１）保健医療調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療調整本部精神保健
　　支援班内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（５）地域保健医療調整本部は、避難所の状況や他の保健医療活動チームの活動状況等を把握
　　し、被災地域でのＤＰＡＴの活動が円滑に行われるよう、現地コーディネーターの役割を
　　果たす。

（１）保健医療福祉調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療福祉調整本部
　　内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。
（５）保健医療福祉調整地域本部は、避難所の状況や他の保健医療福祉活動チームの活動状況
　　等を把握し、被災地域でのＤＰＡＴの活動が円滑に行われるよう、現地コーディネーター
　　の役割を果たす。

870

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０ 精神障害
者及びメンタル
ヘルスに関する
活動

５ 相談支援等 　保健師等支援チームは、ＤＰＡＴ等と連携して避難所等を巡回し、地域精神保健活動を展開する。特
に精神疾患を有している方、遺族、高齢者、妊婦、子ども等サポートの必要性が高いと考えられる住民
に配慮して活動を行う。

　保健師等支援チームは、ＤＰＡＴ等と連携して避難所等を巡回し、地域精神保健活動を展開する。特
に精神疾患を有している方、遺族、高齢者、妊婦、こども等サポートの必要性が高いと考えられる住民
に配慮して活動を行う。

871

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１０　精神障
害者及びメンタ
ルヘルスに関す
る活動

６　情報収集・
発信

　保健医療調整本部（精神保健支援班）及び精神保健福祉センターは、県内外の情報を集約のうえ地域
保健医療調整本部及び市町村等に情報提供するとともに、こころのケアに関する情報発信を行う。

　保健医療福祉調整本部及び精神保健福祉センターは、県内外の情報を集約のうえ保健医療福祉調整地
域本部及び市町村等に情報提供するとともに、こころのケアに関する情報発信を行う。

872

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

２　日本赤十字
社奈良県支部

　日本赤十字社奈良県支部は、自らの判断又は保健医療調整本部の要請に基づき、医療救護班による医
療救護活動を行う。
　また、必要に応じて、保健医療調整本部に日本赤十字社奈良県支部日赤災害医療コーディネートチー
ムを派遣する。

　日本赤十字社奈良県支部は、自らの判断又は保健医療福祉調整本部の要請に基づき、医療救護班によ
る医療救護活動を行う。
　また、必要に応じて、保健医療福祉調整本部に日本赤十字社奈良県支部日赤災害医療コーディネート
チームを派遣する。

873

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

３　県医師会 　県医師会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき、
被災地外の地区医師会、病院等により医療救護班（ＪＭＡＴ）を編成し、医療救護活動を行う。

　県医師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、被災地外の地区医師会、病院等により医療救護班（ＪＭＡＴ）を編成し、医療救護活動を行う。

874

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

４　県病院協会 　保健医療調整本部は、後方医療体制の整備のため、県病院協会に対して被災地から移送される傷病者
及び被災医療機関等から移送される患者を可能な限り受け入れ、治療にあたるよう要請する。
　また、県病院協会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に
基づき、被災地外の病院等により医療救護班を編成し、医療救護活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、後方医療体制の整備のため、県病院協会に対して被災地から移送される傷
病者及び被災医療機関等から移送される患者を可能な限り受け入れ、治療にあたるよう要請する。
　また、県病院協会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協
定」に基づき、被災地外の病院等により医療救護班を編成し、医療救護活動を行う。
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875

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

５　県精神科病
院協会

　保健医療調整本部は、災害精神医療に対応できる医療連携体制の構築について、県精神科病院協会に
対して協力要請を行う。
　県精神科病院協会は、保健医療調整本部の要請に基づき、被災地外の精神科病院等によりＤＰＡＴを
編成し、災害精神医療活動を行う。

　保健医療福祉調整本部は、災害精神医療に対応できる医療連携体制の構築について、県精神科病院協
会に対して協力要請を行う。
　県精神科病院協会は、保健医療福祉調整本部の要請に基づき、被災地外の精神科病院等によりＤＰＡ
Ｔを編成し、災害精神医療活動を行う。

876

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

６　県歯科医師
会

　県歯科医師会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、歯科医療救護活動を行う。

　県歯科医師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に
基づき、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、歯科医療救護活動を行う。

877

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

７　県薬剤師会 　県薬剤師会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、服薬指導及び医薬品等集積所における医薬品の管理
等の活動を行う。

　県薬剤師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基
づき、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、服薬指導及び医薬品等集積所における医薬品の管
理等の活動を行う。

878

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

８　県災害支援
ナース派遣協定
締結施設

８　県看護協会 ８　県災害支援ナース派遣協定締結施設

879

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

８　県災害支援
ナース派遣協定
締結施設

　県看護協会は、保健医療調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づ
き、災害支援ナース等を医療機関、医療救護所及び避難所等に派遣し、保健医療活動を行う。

　災害支援ナース派遣協定締結施設は、保健医療福祉調整本部の要請及び「奈良県における災害支援
ナースの派遣に関する協定」に基づき、災害支援ナース等を医療機関、医療救護所及び避難所等に派遣
し、保健医療活動を行う。

880

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

９　県柔道整復
師会

　県柔道整復師会は、保健医療調整本部の要請及び「在外時における保健医療活動に関する協定」に基
づき、柔道整復師班を編成し、医療救護所における柔道整復術の実施等の活動を行う。

　県柔道整復師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における保健医療活動に関する協定」
に基づき、柔道整復師班を編成し、医療救護所における柔道整復術の実施等の活動を行う。

881

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

１０　医薬品卸
組合等

　県医薬品卸協同組合は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における医薬品の供給等に
関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な医薬品の供給等を行う。
　県製薬協同組合は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における医薬品等の供給に関す
る協定書」に基づき、被災地等における医薬品等の供給を行う。
　大阪医療機器協会は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における医療機器等の供給に
関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な医療機器等の供給等を行う。
　日本産業・医療ガス協会近畿地域本部奈良県支部は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害
時における医療用ガス等の供給に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な医療用ガス等の供給
等を行う。
　近畿臨床検査薬卸連合会は、保健医療調整本部（薬務班）の要請及び「災害時における臨床検査薬等
の供給に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な臨床検査薬等の供給等を行う。

　県医薬品卸協同組合は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医薬品の供給等に関する
協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医薬品の供給等を行う。
　県製薬協同組合は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医薬品等の供給に関する協定
書」に基づき、被災地等における医薬品等の供給を行う。
　大阪医療機器協会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療機器等の供給に関する
協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医療機器等の供給等を行う。
　日本産業・医療ガス協会近畿地域本部奈良県支部は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時にお
ける医療用ガス等の供給に関する協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医療用ガス等の供給等
を行う。
　近畿臨床検査薬卸連合会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における臨床検査薬等の供給
に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な臨床検査薬等の供給等を行う。

882

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

１１　県栄養士
会

（新設） １１　県栄養士会

883

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１０節　保健
医療福祉活動計
画

第１１　医療関
係機関・団体へ
の協力要請

１１　県栄養士
会

（新設） 　県栄養士会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における栄養・食生活支援活動に関する協
定」に基づき、災害時栄養支援チームを編成し、避難所等における栄養・食生活支援活動を行う。

884

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１１節 緊急輸
送計画

第２ 輸送力の確
保

１ 防災関係機関
の措置

１ 市町村及び防災関係機関の措置 １ 防災関係機関の措置
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885

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１１節 緊急輸
送計画

第３  緊急輸送
体制の確立

１　広域防災拠
点の確保及び活
用

　県は、地域内外からの物資の集積、配送拠点として次の広域防災拠点を活用する。（「第２章第２２
節　防災体制の整備計画」参照）
（１）大規模広域防災拠点
（２）県営競輪場
（３）第二浄化センター
（４）消防学校
（５）吉野川浄化センター
（６）奈良市都祁󠄀生涯スポーツセンター
（７）宇陀市総合体育館
（８）昴の郷
（９）下北山スポーツ公園

　県は、地域内外からの物資の集積、配送拠点として次の広域防災拠点を活用する。（「第２章第２２
節　防災体制の整備計画」参照）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）

886

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節　防
疫、保健衛生計
画

第０ ０　あ （福祉医療部、文化・教育・くらし創造部） （知事公室、福祉保険部）

887

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節　防
疫、保健衛生計
画

第１　防疫体制 １　実施責任者 （１）市町村
　被災地の防疫は、当該地域の市町村が管轄保健所長の指導、指示に基づいて実施する。ただし、当該
市町村の被害が甚大で、市町村限りでの実施が不可能又は困難なときは、管轄保健所に応援を要請し、
当該保健所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て実施する。
なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、県（福祉医療部医療政策局疾病対策
課）に連絡し、他の保健所管内の市町村又は県からの応援を得て実施する。

（１）市町村
　被災地の防疫は、当該地域の市町村が管轄保健所長の指導、指示に基づいて実施する。ただし、当該
市町村の被害が甚大で、市町村限りでの実施が不可能又は困難なときは、管轄保健所に応援を要請し、
当該保健所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て実施する。
なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、保健所を通して県に要請し、応援を得
て実施する。

888

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節　防
疫、保健衛生計
画

第１　防疫体制 ２　防疫措置の
指示命令

　県は、感染症予防上必要があると認めるときは、市町村における災害の規模、態様に応じ、その範
囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。
　なお、被害激甚な市町村に対しては、県（福祉医療部医療政策局疾病対策課）又は管轄保健所の職員
を現地に派遣して「奈良県防疫必携　第１２節　災害防疫に定める「災害防疫調査指導票」様式７号」
によりその実情を調査し、実施方法及び基準を示して指導に当たる。

　県は、感染症予防上必要があると認めるときは、市町村における災害の規模、態様に応じ、その範
囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。
　なお、被害激甚な市町村に対しては、県又は管轄保健所の職員を現地に派遣して「奈良県防疫必携　
第１２節　災害防疫に定める「災害防疫調査指導票」様式７号」によりその実情を調査し、実施方法及
び基準を示して指導に当たる。

889

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節 防疫、
保健衛生計画

第２　食品衛生
対策

３　食中毒発生
時の対応

　県消費・生活安全課は、被災地において食中毒が発生した場合、食品衛生監視員等による食中毒調査
を行い、原因究明を進めるとともに被害の拡大を防止する。なお、食品が原因と考えられる感染症が発
生した場合は、県疾病対策課と連携し、感染症法の規定に基づく調査及び消毒等の指示・命令等を行
い、被害の拡大を防止する。

　県は、被災地において食中毒が発生した場合、食品衛生監視員等による食中毒調査を行い、原因究明
を進めるとともに被害の拡大を防止する。なお、食品が原因と考えられる感染症が発生した場合は、県
疾病対策課と連携し、感染症法の規定に基づく調査及び消毒等の指示・命令等を行い、被害の拡大を防
止する。

890

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節 防疫、
保健衛生計画

第４ 家庭動物
（ペット）の災
害対策

第４ ペットの災害対策 第４ 家庭動物（ペット）の災害対策

891

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節 防疫、
保健衛生計画

第４ 家庭動物
（ペット）の災
害対策

２ 飼養者の責務 　ペットの飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。また、自身の動物が県等に保
護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可能な限り早期に引き取り、又は適正に飼養で
きる者に譲渡する等、飼養者の責務を全うするよう努める。

　家庭動物（ペット）の飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。また、自身の動
物が県等に保護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可能な限り早期に引き取り、又は
適正に飼養できる者に譲渡する等、飼養者の責務を全うするよう努める。

892

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節 防疫、
保健衛生計画

第４ 家庭動物
（ペット）の災
害対策

３ 特定動物の逸
走対策

※ 法律において飼養・保管の許可が必要とされる動物。（例：ワニ、クマ等）県は、特定動物の管理
状況を確認し、逸走等の事態が生じている場合は、次の対策を講じる。

※ 法律において飼養・保管の許可が必要とされる動物。（例：ワニ、クマ等）
　 県は、特定動物の管理状況を確認し、逸走等の事態が生じている場合は、次の対策を講ず
 　る。

893

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１２節 防疫、
保健衛生計画

第５ 生活衛生対
策

　県は、市町村が旅館・ホテル等を避難所として利用する場合は、感染症発生防止の観点から以下の対
策を講じる。

　県は、市町村が旅館・ホテル等を避難所として利用する場合は、感染症発生防止の観点から以下の対
策を講ずる。
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894

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１３節　支
援・受援体制の
整備

第３ 被災地への
人的支援

　市町村及び県は、医師、保健師、土木及び農林関係等、派遣可能な専門職員の人数をあらかじめ把握
しておき、災害時における応援協定や、関西広域連合、全国知事会、全国市長会または全国町村会から
の要請等に基づき、被災地に迅速に職員を派遣する。さらに、国の現地災害対策本部が設置された際に
は、リエゾンとして職員の派遣を行い、必要な情報収集等を行うものとする。
　また、必要に応じて、応急対策職員派遣制度や災害マネジメント（総括）支援員制度等の国の制度を
活用し、支援または受援に努める。

　市町村及び県は、医師、保健師、土木及び農林関係等、派遣可能な専門職員の人数をあらかじめ把握
しておき、災害時における応援協定や、関西広域連合、全国知事会、全国市長会又は全国町村会からの
要請等に基づき、被災地に迅速に職員を派遣する。さらに、国の現地災害対策本部が設置された際に
は、リエゾンとして職員の派遣を行い、必要な情報収集等を行うものとする。
　また、必要に応じて、応急対策職員派遣制度や災害マネジメント（総括）支援員制度等の国の制度を
活用し、支援又は受援に努める。

895

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１３節　支
援・受援体制の
整備

第４　大規模な
広域防災拠点の
整備

第４　大規模広域防災拠点の整備 第４　大規模な広域防災拠点の整備

896

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１３節　支
援・受援体制の
整備

第４　大規模な
広域防災拠点の
整備

　南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、紀伊半島全体の
後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な滑走路等を備えた県の大規模広
域防災拠点の整備を、「奈良県大規模広域防災拠点整備基本計画（令和３年６月）」に基づき、進めて
いる。

　紀伊半島には大規模な広域防災拠点はないことを踏まえて、五條市に南部中核拠点として、当該エリ
アを広くカバーする大規模な広域防災拠点の整備を段階的に進めている。

897

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第０ ０　あ （防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部） （防災統括室、福祉保険部、産業部、食農部）

898

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第０ 最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合、甚大な被害が発生することは、東日本大震災の経験
からも明らかである。広域的な停電による製造業の停止、物流道路等の損壊も想定され、数日で被災地
に物資が届くように復旧するとは限らない。
こうした被害想定を、県民、市町村及び県並びに防災関係機関は再認識し、災害への備えとして、多様
な手段を用いて物資等の確保に努めるものとする。
また、県及び市町村は、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等
配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。

最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合、甚大な被害が発生することは、東日本大震災の経験
からも明らかである。広域的な停電による製造業の停止、物流道路等の損壊も想定され、数日で被災地
に物資が届くように復旧するとは限らない。
こうした被害想定を、県民、防災関係機関は再認識し、災害への備えとして、多様な手段を用いて物資
等の確保に努めるものとする。
また、県及び市町村は、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等
配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体制の整備に努める。

899

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

１ 住民の役割 　また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資がすぐに行きわ
たらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、
最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需品を非常時に持ち出しができる状態で備蓄する
よう努める。特に食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な住民は、平常時から最低３日間、推奨
１週間分の分量を自ら確保するように努める。この分量を確保するためにローリングストック法等によ
りストックが可能な食料及び生活必需品を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努め
る。
　また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併せて準備するよ
う努める。

　また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資がすぐに行きわ
たらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、
最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需品を非常時に持ち出しができる状態で備蓄する
よう努める。特に食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な住民は、平時から最低３日間、推奨１
週間分の分量を自ら確保するように努める。この分量を確保するためにローリングストック法等により
ストックが可能な食料及び生活必需品を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努める。
　また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についてもあわせて準備する
よう努める。

900

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

２ 市町村の役割 　市町村は被災した住民や一時的滞在者に対して物資を供給するために、物資の調達及び供給計画を策
定し、その計画に基づき地域に即した方法等により調達及び供給を行うための環境整備に努める。特に
災害発生時に、被災した住民へ物資を円滑に供給するために、民間の施設やノウハウを活用できるよう
整備に努める。

　市町村は被災した住民や一時的滞在者に対して物資を供給するために、物資の調達及び供給計画を策
定し、その計画に基づき地域に即した方法等により調達及び供給を行うための環境整備に努める。特に
災害発生時に、被災した住民へ物資を円滑に供給するために、民間の施設やノウハウを活用できるよう
整備に努める。また、物資の備蓄については、男女共同参画担当部署や女性職員の参画も得ながら、女
性と男性のニーズの違いや、妊産婦・乳幼児・子育て家庭、家庭動物（ペット）の飼養等のニーズを十
分に踏まえた品目を選定し、必要かつ十分な物資を備蓄する。

901

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第１ 県、市町
村、住民の役割
分担

３ 県の役割 　県は、被災住民に供給する生活必需品や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等
及び市町村の要請を受けて必要となる物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体
制の整備に努めるとともに、市町村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生時に、被災し
た市町村へ物資を円滑に供給するために、倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等のノウハウを活用
する。

　県は、被災住民に供給する生活必需品や感染症を含む感染症対策に必要な物資等及び市町村の要請を
受けて必要とな物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるとと
もに、市町村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生時に、被災した市町村へ物資を円滑
に供給するために、倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等のノウハウを活用する。また、物資の備
蓄については、男女共同参画担当部署や女性職員の参画も得ながら、女性と男性のニーズの違いや、妊
産婦・乳幼児・子育て家庭、家庭動物（ペット）の飼養等のニーズを十分に踏まえた品目を選定し、必
要かつ十分な物資を備蓄する。

902

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第２ 平時の物資
調達

０　あ 第２ 平常時の物資調達 第２ 平時の物資調達

903

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第２ 平時の物資
調達

０　い 　県及び市町村は、平常時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行う。 　県及び市町村は、平時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行う。
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章 節 第 数字 修正前 修正後

904

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第２ 平時の物資
調達

１ 市町村の物資
調達

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目につい
　　ては、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。
（３）国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登
　　録に努め、国、県との情報共有を図る。

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目につい
　　ては、要配慮者、女性、こどもにも配慮する。
（３）国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登録に
　　努め、国、県との情報共有を図る。

905

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第３ 平時の報告 第３ 平常時の報告 第３ 平時の報告

906

第５章 広域災害
（南海トラフ巨
大地震等）対策
計画

第１５節 物資等
の確保

第３ 平時の報告 　災害発生時において、県が適切な物資の供給及び支援を行うため、市町村は、少なくとも年１回、平
常時から調達物資の品目・数量・集積場所・民間との災害時応援協定の締結状況及び担当部署を県に報
告する。

　災害発生時において、県が適切な物資の供給及び支援を行うため、市町村は、少なくとも年１回、平
時から調達物資の品目・数量・集積場所・民間との災害時応援協定の締結状況及び担当部署を県に報告
する。
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

本　部　事　務　局 調整班 １．災害対策本部の運営に関すること

（※1） ２．災害対策本部会議の開催に関すること

危機管理監 ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

４．本部事務局の庶務に関すること

（知事公室理事） ５．各種災害情報の分析に関すること

６．本部長、本部事務局長への助言に関すること

（知事公室次長） ７．自衛隊及び他府県等への災害派遣要請に関すること

（防災統括室長）
８．自衛隊、消防、警察各リエゾンと連携し、分担区域・業務の調整に関
すること

９．現地対策本部の設置に関すること

（消防救急課長） １０．被災市町村への災害時緊急連絡員の派遣に関すること

１１．災害救助法の適用に関すること

通信班 １．防災行政無線の運用に関すること

２．衛星携帯電話の調達・確保に関すること

情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

２．気象・地震情報等の受理及び市町村等関係機関への伝達に関する
こと

資料編集班
（※1）

１．視察者等への説明資料の編集に関すること
（各部局が作成した資料の編集・編綴を行う）

２．その他各種資料の編集に関すること（１に同じ）

視察対応班 １．国からの視察対応に関すること

（※2） ２．他機関からの視察対応に関すること

３．国会議員、県会議員等からの視察対応に関すること

応援・受援班 １．国や他府県等からの受援（リエゾンを含む）に関すること

（※3） ２．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること

消防応援活動調整班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

及び航空運用調整班 ２．消防活動の調整に関すること

３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

４．関係機関の出動ヘリコプター等における活動調整に関すること

５．高圧ガス貯蔵施設及び火薬類貯蔵施設に関すること

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※4） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

地域防災支援班 １．地域防災支援担当者の派遣・調整に関すること

奈良県災害対策本部　事務分掌

（安全・安心まちづくり推進課長）

※1　調整班及び資料編集班には、県土マネジメント部職員も構成員となる。調整班では、県土マネジメント部職員は５及び６の業務を行う。
なお、必要に応じて、５及び６の業務には外部機関（気象台等）にも参加を依頼する。
※2　視察対応班は、災害対策本部体制時に部局横断的に設置される班であり、主に総務部の担当課を構成員とする。
※3　応援・受援班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、知事公室、総務部の応援・受援の窓口となる担当課で構
成する。
※4　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振
興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

本　部　事　務　局 調整班 １．災害対策本部の運営に関すること

（※1） ２．災害対策本部会議の開催に関すること

危機管理監 ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

４．本部事務局の庶務に関すること

（知事公室次長） ５．各種災害情報の分析に関すること

６．本部長、本部事務局長への助言に関すること

（防災統括室長） ７．自衛隊及び他府県等への災害派遣要請に関すること

８．自衛隊、消防、警察各リエゾンと連携し、分担区域・業務の調整に関
すること

（消防救急課長） ９．現地対策本部の設置に関すること

１０．被災市町村への災害時緊急連絡員の派遣に関すること

１１．災害救助法の適用に関すること

通信班 １．防災行政通信ネットワークの運用に関すること

情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

２．気象・地震情報等の受理及び市町村等関係機関への伝達に関する
こと

資料編集班
（※1）

１．視察者等への説明資料の編集に関すること
（各部局が作成した資料の編集・編綴を行う）

２．その他各種資料の編集に関すること（１に同じ）

視察対応班 １．国からの視察対応に関すること

（※2） ２．他機関からの視察対応に関すること

３．国会議員、県会議員等からの視察対応に関すること

応援・受援班 １．国や他府県等からの受援（リエゾンを含む）に関すること

（※3） ２．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること

消防応援活動調整班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

２．消防活動の調整に関すること

３．高圧ガス貯蔵施設及び火薬類貯蔵施設に関すること

航空運用調整班 １．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

２．関係機関の出動ヘリコプター等における活動調整に関すること

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※4） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

奈良県災害対策本部　事務分掌

※1　調整班及び資料編集班には、県土マネジメント部職員も構成員となる。調整班では、県土マネジメント部職員は５及び６の業務を行う。
なお、必要に応じて、５及び６の業務には外部機関（気象台等）にも参加を依頼する。
※2　視察対応班は、災害対策本部体制時に部局横断的に設置される班であり、主に総務部の担当課を構成員とする。
※3　応援・受援班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、知事公室、総務部の応援・受援の窓口となる担当課で構
成する。
※4　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉保険部、産業部、食農部の救援物資又は輸
送の担当課で構成し、産業部長が所管するものとする。

別紙 
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

知　　事　　公　　室 秘書班 １．本部長及び副本部長の秘書に関すること

（秘書課長）

部　　　　　　　　長
（知事公室長）

広報記録班
（広報広聴課長）

１．災害地における現地写真その他広報活動に必要な資料の収集に関
すること

（南部東部振興監） ２．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を通じて県内外へ広
報活動を行うこと

副　　　 部　　　 長
（知事公室次長）

総合相談班
（広報広聴課長）

１．災害情報センター（災害に関する総合相談窓口）の運用に関すること

総合調整班
（政策推進課長）

１．政府、国会等に対する陳情・要望事項等のとりまとめに関すること

２．国や他府県等からの受援に関すること

統計班
（統計分析課長）

１．指導員、調査員及び調査客体の安否確認並びに各所管省への報告
に関すること

２．本部事務局各班の業務に関すること

国際協力班 １．海外からの支援受入に関すること

（国際課長） ２．外国人に対する災害情報の周知及び相談に関すること

３．旅券事務所（来所者・建物・施設等）の被害に関すること

４．外国人支援センター（来所者・建物・施設等）の被害に関すること

市町村振興班 １．罹災市町村の行政指導に関すること

(市町村振興課長) ２．市町村の災害応急復旧資金の斡旋に関すること

３．市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援派遣の協力に
関すること.

４．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること

５．国や他府県等からの受援に関すること

協力班 １．総務部総務班への協力に関すること

（南部東部振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．総務部総務班への協力に関すること

（奥大和移住・交流推進室長） ２．本部事務局への応援に関すること

うだ・アニマルパーク
振興班

１．うだ･アニマルパーク（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確
認に関すること

（うだ・アニマルパーク振興室長） ２　パーク内動物の保護に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

総　　　 務 　　　部 総務部総務班 １．本部事務局への応援に関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．視察者への対応に関すること

（総務部長） ４．その他部内の他の班に属しないこと

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

副　　　 部　　　 長 （法務文書課長）

協力班 １．総務班への協力に関すること

（行政・人材マネジメント課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．視察者への対応に関すること

（総務部次長） 人事給与班 １．災害対策本部職員の現況把握と配置に関すること

（人事課長） ２．災害対策本部職員の給与に関すること

３．県の応援職員派遣調整・要請に関すること

４．国や他府県等からの受援に関すること

職員厚生班 １．災害対策本部職員の健康管理に関すること

(総務厚生センター所長) ２．総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

財政班 １．災害に関する予算及び資金に関すること

（財政課長）

税務班 １．罹災による県税の減免に関すること

（税務課長） ２．本部事務局への応援に関すること

〇
管財班

（管財課長）
１．公有財産（教育及び警察財産を除く。）の被害調査及び応急対策に関
すること

（ファシリティマネジメント室長） ２．災害用自動車の管理に関すること

３．庁内の電気、電話回線網に関すること

４．自衛隊員の待機場所に関すること

５．国や他府県等からの受援に関すること（執務室の確保）

情報システム班 １．情報システム等の被害状況の把握に関すること

２．情報システムの維持・運用に関すること

（デジタル戦略課長）
３．大和路情報ハイウェイ、庁内ネットワーク等の維持・運用に関すること

○ (デジタル管理室長) ４．国や他府県等からの受援に関すること
５．執務環境の確保に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

知　　事　　公　　室 秘書班 １．本部長及び副本部長の秘書に関すること

（秘書課長）

部　　　　　　　　長
（知事公室長）

広報記録班
（広報広聴課長）

１．災害地における現地写真その他広報活動に必要な資料の収集に関
すること

（南部東部振興監） ２．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を通じて県内外へ広
報活動を行うこと

副　　　 部　　　 長
（知事公室次長）

総合相談班
（広報広聴課長）

１．災害情報センター（災害に関する総合相談窓口）の運用に関すること

○
総合調整班

（政策推進課長）
１．政府、国会等に対する陳情・要望事項等のとりまとめに関すること

２．国や他府県等からの受援に関すること

３．指導員、調査員及び調査客体の安否確認並びに各所管省への報告
に関すること

４．本部事務局各班の業務に関すること

施設プロジェクト統括班 １．施設プロジェクトの進捗に対する状況把握に関すること

（施設プロジェクト統括室長） ２．総務部総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

国際協力班 １．海外からの支援受入に関すること

（国際課長） ２．外国人に対する災害情報の周知及び相談に関すること

３．旅券事務所（来所者・建物・施設等）の被害に関すること

４．外国人支援センター（来所者・建物・施設等）の被害に関すること

市町村振興班 １．罹災市町村の行政指導に関すること

(市町村振興課長) ２．市町村の災害応急復旧資金の斡旋に関すること

３．市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援派遣の協力に
関すること.

４．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること

５．国や他府県等からの受援に関すること

協力班 １．総務部総務班への協力に関すること

（美しい南部東部振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

うだ・アニマルパーク
振興班

１．うだ･アニマルパーク（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確
認に関すること

（うだ・アニマルパーク振興室長） ２　パーク内動物の保護に関すること

３．家庭動物（ペット）の災害対策に関すること

協力班 １．総務部総務班への協力に関すること

（奥大和地域活力推進課長） ２．本部事務局への応援に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

総　　　 務 　　　部 総務部総務班 １．本部事務局への応援に関すること

（総務課長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．視察者への対応に関すること

（総務部長） ４．その他部内の他の班に属しないこと

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

副　　　 部　　　 長 （法務文書課長）

協力班 １．総務班への協力に関すること

（行政・人材マネジメント課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．視察者への対応に関すること

（総務部次長） 人事給与班 １．災害対策本部職員の現況把握と配置に関すること

（人事課長） ２．災害対策本部職員の給与に関すること

３．県の応援職員派遣調整・要請に関すること

４．国や他府県等からの受援に関すること

協力班 １．人事給与班への協力に関すること

(職員相談支援課長) ２．本部事務局への応援に関すること

３．災害対策本部職員の勤務環境等各種相談に関すること

職員厚生班 １．災害対策本部職員の健康管理に関すること

(総務厚生センター所長) ２．総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

財政班 １．災害に関する予算及び資金に関すること

（財政課長）

税務班 １．罹災による県税の減免に関すること

（税務課長） ２．本部事務局への応援に関すること

〇
管財班

（管財課長）
１．公有財産（教育及び警察財産を除く。）の被害調査及び応急対策に関
すること

（ファシリティマネジメント室長） ２．災害用自動車の管理に関すること

３．庁内の電気、電話回線網に関すること

４．自衛隊員の待機場所に関すること

５．国や他府県等からの受援に関すること（執務室の確保）

情報システム班 １．情報システム等の被害状況の把握に関すること

２．情報システムの維持・運用に関すること

（デジタル戦略課長）
３．大和路情報ハイウェイ、庁内ネットワーク等の維持・運用に関すること

○ (デジタル管理室長) ４．国や他府県等からの受援に関すること
５．執務環境の確保に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

文化・教育・くらし創造総務班 １．本部事務局への応援に関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（こども・女性局長） （大和平野中央構想推進室長） ２．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（文化振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．文化会館、橿原文化会館、美術館、なら歴史芸術文化村（来場者、建
物、設備等）の被害状況の調査・確認に関すること

副　　　 部　　　 長 文化財班 １．文化財の応急復旧に関すること

(文化財保存課長) ２．文化財の被害の状況調査に関すること

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（文化資源活用課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．橿原考古学研究所、同附属博物館、万葉文化館、民俗博物館、図書
情報館（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に関すること

教育振興班 １．私立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること

（教育振興課長）
２．県立大学（県立大学生、来校者、建物、設備等）の被害に関すること

３．国立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること

青少年・社会活動推進班
(青少年・社会活動推進課長)

１．野外活動センター（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認
に関すること

２．西奈良県民センター跡地の被害状況の調査・確認に関すること

３．ボランティアの活動支援に関すること

４．災害ボランティア本部に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（人権施策課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．消費・生活安全班への協力に関すること

協力班
(スポーツ振興課長)

１．橿原公苑（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に関する
こと

２．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

消費・生活安全班 １．食品衛生に関すること

(消費・生活安全課長) ２．生活必需品の価格、需要動向の把握及び安定供給に関すること

３．遺体の火葬計画に関すること

４．ペットの災害対策に関すること

５．生活衛生施設の被害の状況調査に関すること

６．要配慮者の宿泊施設への受入に関すること

○
女性支援班

（こども・女性局長）
１．児童福祉施設（通所者･建物･設備等）の被害の状況調査、確認に関
すること

（女性活躍推進課長） ２．女性センター（来館者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に関
すること

３．女性のための支援や相談に関すること

４．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

○
子ども支援班

（こども・女性局長）
１．児童福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害の状況調査、
確認に関すること

（奈良っ子はぐくみ課長）
（こども家庭課長）

２．乳幼児、児童等（以下「乳幼児等」という）の安否確認、避難等被害の
状況調査、確認に関すること

３．応急仮設住宅等における乳幼児等の支援に関すること

４．要保護児童の保護、支援等に関すること

５．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

６．避難所等における乳幼児等への受援に関すること

※　６．の事務は、福祉医療部避難所等支援班と連携

（文化・教育・くらし創造部長）

（文化・教育・くらし創造部次長）

文化・教育・くらし創造部

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

地域創造総務班 １．本部事務局への応援に関すること

（総務課長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと

協力班 １．地域創造総務班への協力に関すること

２．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．地域創造総務班への協力に関すること

（文化振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること
３．文化会館、橿原文化会館、美術館、なら歴史芸術文化村、万葉文化
館、図書情報館（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に関
すること

文化財班 １．文化財の応急復旧に関すること

(文化財課長) ２．文化財の被害の状況調査に関すること

(世界遺産室長) ３．地域創造総務班への協力に関すること

４．本部事務局への応援に関すること

５．橿原考古学研究所、同附属博物館、民俗博物館（来場者、建物、設
備等）の被害状況の調査・確認に関すること

県民くらし班 １．西奈良県民センター跡地の被害状況の調査・確認に関すること
(県民くらし課長) ２．災害ボランティアの活動支援に関すること

３．災害ボランティア本部に関すること

４．本部事務局への応援に関すること
５．生活必需品の価格、需要動向の把握及び安定供給に関すること

協力班 １．地域創造総務班への協力に関すること

（人権施策課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．県民くらし班への協力に関すること

協力班
(スポーツ振興課長)

１．橿原公苑（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に関する
こと

２．地域創造総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

女性支援班 １．児童福祉施設及び女性相談支援センター（入所者・通所者･建物･設
備等）の被害の状況調査、確認に関すること

○ （こども・女性課長）
（こども家庭課長）

２．女性センター（来館者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に関
すること

３．女性のための支援や相談に関すること

４．地域創造総務班への協力に関すること

子ども支援班 １．児童福祉施設及びこども家庭相談センター（入所者･通所者･建物･設
備等）の被害の状況調査、確認に関すること

○ （こども保育課長）
（こども家庭課長）

２．乳幼児、児童等（以下「乳幼児等」という）の安否確認、避難等被害の
状況調査、確認に関すること

３．応急仮設住宅等における乳幼児等の支援に関すること

４．要保護児童の保護、支援等に関すること

５．地域創造総務班への協力に関すること

６．避難所等における乳幼児等への受援に関すること

※　６．の事務は、福祉医療部避難所等支援班と連携

教育振興班 １．私立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること

（教育振興課長）
２．県立大学（県立大学生、来校者、建物、設備等）の被害に関すること

３．野外活動センター（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認
に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

（地域創造部長）

地域創造部

（こども・女性局長）
（大和平野中央構想・

スタートアップ推進課長）

（国民スポーツ大会・全国
障害者スポーツ大会準備室長）

副　　　 部　　　 長
（地域創造部次長）
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

福　祉　医　療　部 福祉医療総務班 １．災害対策本部及び他部局との連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長
（企画管理室長） ２．福祉医療部内の各班（保健医療調整本部を含む）の総合調整（入手

情報や対応状況等の共有及び指示）に関すること

（福祉医療部長） 避難所等支援班

○ （医療・介護保険局長）
副　　　部　　　長
（企画管理室長）

（長寿・福祉人材確保
対策課長）

（医療・介護保険局次長） （地域包括ケア推進室長）

（地域福祉課）
２．災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣・活動・受援調整等に関するこ
と

（障害福祉課） ３．福祉避難所の支援に関すること
※１．２．の事務の人的支援について、保健医療調整本部と連携

※１．２．の事務の物的支援について、救援物資班、保健医療調整本部
と連携

○
救援物資班

（医療・介護保険局長）
１．避難所等で必要となる福祉・保健・医療関係物資等の調達、供給及
びその調整に関すること

（医療保険課長）
（地域福祉課補佐）

２．水・食料・衣料・毛布など救援物資の調達・供給及び陸上輸送に関す
ること

（※2） ※１．の事務について、避難所等支援班、保健医療調整本部と連携
※２．の事務について、救援物資班（産業・雇用振興部）と連携

地域福祉班
（地域福祉課長）

１．保護施設（入所者、建物、設備等）の被害の状況調査、確認に関する
こと

２．災害救助費負担金に関すること

３．災害救助法運用の連絡調整に関すること

４．災害弔慰金、災害義援金の配分に関すること

５．要配慮者の支援で他班の所掌に属さないことに関すること

障害者支援班
（障害福祉課長）

１．障害福祉施設（入所者・通所者・建物・設備等）の被害の状況調査、
確認に関すること
２．障害者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認に関すること

３．応急仮設住宅等における障害者等の支援に関すること

４．避難所等における障害者への支援に関すること

※　４．の事務は、避難所等支援班と連携

高齢者支援班
（介護保険課長）

１．高齢福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害の状況調査、
確認に関すること

２．高齢者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認に関すること

３．応急仮設住宅等における高齢者等の支援に関すること

４．避難所等における高齢者への受援に関すること

※　４．の事務は、避難所等支援班と連携

協力班 １．福祉医療総務班、避難所等支援班への協力に関すること

○ （監査指導室長） ２．災害対策本部事務局への応援に関すること

（長寿・福祉人材確保対策課）

保健医療調整本部 統括班 １．保健医療調整本部の運営に関すること

本　　　部　　　長
○ （医療政策局次長）

（医師・看護師確保対策室長）
２．保健医療調整本部内の情報共有体制の整備、連絡調整に関すること

（医療政策局長） （病院マネジメント課長）
（企画管理室補佐）

３．保健医療調整本部の報告・広報資料の作成・とりまとめに関すること

副　　本　　部　　長 ４．保健医療調整本部外との連絡（窓口）に関すること

（医療政策局次長） ５．保健医療活動チームの受援窓口及び総合調整に関すること

６．ＤＨＥＡＴの活動・受援調整に関すること

７．他班の所掌に属さない保健医療活動チームの活動・受援調整に関す
ること

１．避難所のニーズ把握及び支援に関すること
　（避難所運営市町村や避難所派遣チーム等を通じた障害者、高齢者な
ど支援が必要な者にかかる人的・物的支援ニーズの把握・支援の調整な
ど）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振
興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）
福　祉　保　険　部 調整班

２．保健医療福祉調整本部内の情報の連携に関すること

本 部 長 ３．保健医療福祉調整会議の開催に関すること

部　　　　　　　　長 ４．保健医療福祉活動チームの総括調整に関すること

（福祉保険部長） （福祉保険部長） ５．ＤＨＥＡＴの活動・受援調整に関すること

（医療政策局長） 情報分析班

副 本 部 長
副　　　部　　　長 （医療保健担当）

（医療政策局長） 調整本部運営班 １．保健医療福祉調整本部の運営に関すること
（総務課補佐） ２．災害対策本部との連絡調整に関すること

３．厚生労働省災害対策本部（同省の現地対策本部が設
置された場合は、当該現地対策本部）との連絡調整、他
都道府県との連携に関すること
４．保健医療福祉調整会議の運営、記録に関すること

５．福祉保険部内の人員配置に係る総合調整に関するこ
と

６．災害対策本部事務局への応援に関すること

（医療政策局次長） 物資調整班

（医療保険課長）

２．救援物資班の指揮調整に関すること

情報収集班
（総務課参事）

福祉班統括 福祉班
（地域包括支援課長）

２．福祉避難所の支援に関すること

４．保健医療活動との連携に関すること

医療班統括 医療班
（医療政策局次長） （医療政策局次長）

(※3)

３．医療関係団体への医療活動支援要請に関すること
４．保健福祉活動との連携に関すること

保健班統括 保健班 １．保健衛生・防疫活動の総合調整に関すること
（健康推進課参事） 〇 （健康推進課参事）

（疾病対策課補佐）

４．医療福祉活動との連携に関すること

ＤＭＡＴ調整班 １．ＤＭＡＴの活動調整に関すること

＜ＤＭＡＴ調整本部＞ ２．広域医療搬送に関すること

（地域医療連携課主幹） ３．ドクターヘリによる医療搬送の調整に関すること

救援物資班
○ （医療保険課補佐）

（地域福祉課補佐）

（※2） ※２．の事務について、救援物資班（産業部）と連携

地域福祉班

（地域福祉課長）

２．災害救助費負担金に関すること

３．災害救助法運用の連絡調整に関すること
４．災害弔慰金、災害義援金の配分に関すること

障害者支援班

（障害福祉課長）

４．避難所等における障害者への支援に関すること

保健医療福祉
調整本部

統括DHEAT １．保健医療福祉活動の指揮・総合調整、進捗状況の把
握に関すること（医療政策局参事

（医療政策統括））
（医療政策局参事（医療政策

統括））

１．保健医療福祉活動に関する情報の整理及び分析に関
すること（医師・看護師確保対策室

長） ２．保健医療福祉調整会議資料の作成及びとりまとめに
関すること
３．災害対策本部への報告資料及び広報資料の作成、と
りまとめに関すること（福祉保険部次長(総務

課長事務取扱)） 調整本部事務局長

３．被災者の健康管理に関すること

（福祉保険部次長（医療
保険・介護保険担当））

（福祉保険部次長（総務
課長事務取扱））

１．保健医療福祉関係の物的資源の支援要請、配分調整
に関すること

１．他部局を含む各班、保健医療福祉調整地域本部（保
健所）、市町村保健医療福祉部局、保健医療福祉活動に
係る関係機関との総合連絡窓口の運用に関すること

１．要配慮者に係る福祉的支援ニーズの把握及び支援の
調整に関すること（福祉保険部次長

（医療保険・介護保
険担当）） ３．福祉活動チームの支援要請、受援、派遣に係る総合

調整に関すること

５．地域福祉班、障害者支援班、高齢者支援班の指揮調
整に関すること
１．医療活動に関する情報の連携、整理、調整に関するこ
と
２．医療活動チームの支援要請、受援、派遣に係る総合
調整に関すること

５．医療支援調整班、精神保健支援班、在宅難病患者等
支援班、薬務・衛生班の指揮調整に関すること

２．保健師等、保健活動チームの支援要請、受援、派遣に
係る総合調整に関すること

（福祉保険部次長（地域
包括ケア推進担当））

１．避難所等で必要となる保健医療福祉関係物資等の調
達、供給に関すること

２．水・食料・衣料・毛布など救援物資の調達・供給及び
陸上輸送に関すること

１．保護施設（入所者、建物、設備等）の被害の状況調
査、確認に関すること

５．要配慮者の支援で他班の所掌に属さないことに関する
こと

１．障害福祉施設（入所者・通所者・建物・設備等）の被害
の状況調査、確認に関すること

２．障害者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認
に関すること

３．応急仮設住宅等における障害者等の支援に関するこ
と

※１　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※２　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉保険部、産業部、食農部の救援物資又は輸送の担当課で構成
し、産業部長が所管するものとする。
※３　医療班統括の医療政策局次長は、県土マネジメント部副部長（まちづくり推進局次長（事））との兼務。
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

保健医療調整本部 ＤＭＡＴ調整班 【超急性期～急性期のみ設置】

＜ＤＭＡＴ調整本部＞ １．ＤＭＡＴの活動調整に関すること

本　　　部　　　長 （地域医療連携課補佐） ２．広域医療搬送に関すること

（医療政策局長） 医療支援調整班 １．医療機関の被災状況・稼働状況の調査・確認に関すること

○ （地域医療連携課長） ２．医療機関間の連絡調整に関すること

副　　本　　部　　長 （医師・看護師確保対策室補佐） ３．医療機関への物的・人的支援に関すること

（医療政策局次長）
（病院マネジメント課補佐） ４．透析患者（透析施設への支援含む。）及び周産期医療（母子・保健分

野を除く。）への支援調整に関すること

５．後方医療体制の整備、受診・入転院調整に関すること

６．医療救護班の編成、活動・受援調整に関すること

７．県内医療提供体制の復旧・整備に関すること

精神保健支援班
＜ＤＰＡＴ調整本部＞

１．精神科病院の被災状況・稼働状況の調査・確認に関すること

（疾病対策課長） ２．精神科病院間の連絡調整に関すること

３．精神障害者の入転院調整に関すること

４．精神科病院への物的・人的支援に関すること

５．ＤＰＡＴ及び災害時精神保健活動にかかる活動・受援調整に関するこ
と

○
要医療者支援班

（健康推進課参事）
１．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特に高度な医療的
ケアを要する者等の調査・確認に関すること

（疾病対策課） ２．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特に高度な医療的
ケアを要する者等の支援調整に関すること

保健支援調整班 １．保健衛生・防疫活動の総合調整に関すること

○ （健康推進課長） ２．保健師等支援チームの活動・受援調整に関すること

（疾病対策課） ３．避難所（市町村）の運営支援（保健衛生・防疫分野）に関すること
（新型コロナワクチン接種推進室） ４．母子・保健支援に関すること

薬務班 １．医薬品、医療資機材及び血液製剤の供給に関すること

（薬務課長） ２．毒物・劇物保管施設に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

高齢者支援班

（介護保険課長）

４．避難所等における高齢者への受援に関すること

医療支援調整班

○ （地域医療連携課長）
（医師・看護師確保対策室補佐） ２．医療機関間の連絡調整に関すること
（病院マネジメント課補佐） ３．医療機関への物的・人的支援に関すること

６．医療救護班の編成、活動・受援調整に関すること

７．県内医療提供体制の復旧・整備に関すること

８．災害支援ナースの活動調整に関すること

精神保健支援班
＜ＤＰＡＴ調整本部＞

（疾病対策課長） ２．精神科病院間の連絡調整に関すること

３．精神障害者の入転院調整に関すること

４．精神科病院への物的・人的支援に関すること

５．心のケア対策に関すること

５．ＤＰＡＴ及び災害時精神保健活動にかかる活動・受援
調整に関すること

在宅難病患者等支援班

（健康推進課長）

薬務・衛生班

（薬務・衛生課長）

２．毒物・劇物保管施設に関すること

３．食品衛生に関すること

４．遺体の火葬計画に関すること

５．棺、ドライアイス等の手配要請に係る支援に関すること

６．霊柩車、骨壺等の手配に関する関係団体への応援要請に関す
ること

７．生活衛生施設の被害の状況調査に関すること

８．要配慮者の宿泊施設への受入に関すること

（郡山保健所長）

（中和保健所長）

（吉野保健所長）

４．県保健医療福祉調整本部への報告、支援要請に関す
ること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

２．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特
に高度な医療的ケアを要する者等の支援調整に関するこ
と

１．医薬品、医療資機材及び血液製剤の要請・供給に関
すること

保健医療福祉調整地域本
部

１．管内における保健医療福祉活動チーム、市町村保健
衛生部局からの情報収集、整理、分析に関すること

２．保健医療福祉調整地域本部業務に関する地域内関係
者との情報連携に関すること

３．管内における保健医療福祉活動チームの指揮・連絡、
避難所等への派遣調整に関すること

１．医療機関の被災状況・稼働状況の調査・確認に関す
ること

４．透析患者（透析施設への支援含む。）及び周産期医療
（母子・保健分野を除く。）への支援調整に関すること

５．後方医療体制の整備、受診・入転院調整に関すること

１．精神科病院の被災状況・稼働状況の調査・確認に関
すること

１．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特
に高度な医療的ケアを要する者等の調査・確認に関する
こと

１．高齢福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害
の状況調査、確認に関すること

２．高齢者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認
に関すること

３．応急仮設住宅等における高齢者等の支援に関するこ
と
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

水循環・森林・景観環境総務班

(企画管理室長)

１．水循環・森林・景観環境部関係被害のとりまとめに関すること

部　　　　　　　　長 ２．部内外の連絡調整に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

４．その他部内の他の班に属さないこと

副　　 　部 　　　長 エネルギー班 １．電力使用制限令、計画停電、節電要請に関すること

（環境政策課長） ２．電力及びガスの安定供給に向けた支援に関すること

水資源政策班 １．水道施設の被害状況の情報収集に関すること

（水資源政策課長） ２．応急給水及び水道施設の応急復旧のための連絡調整に関すること

森林総務班 １．林業関係被害の取りまとめに関すること

（森と人の共生推進課長） ２．林業用施設の被害状況調査及び情報の収集に関すること

３．林野火災の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

木材産業班
（奈良の木ブランド課長）

１．林産物、林産施設の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

２．応急用林産資材の確保及び供給についての体制整備及び支援に関す
ること

３．水循環・森林・景観環境部長(災害対策本部体制)が指示する班への
協力に関すること

森林整備班
（森林資源生産課長）

１．林地及び治山施設の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

２．林道の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．造林地、苗畑及び作業道等被害の状況調査及び情報の収集に関す
ること

４．林地及び治山施設の災害の応急復旧に関すること

５．林道の災害の応急復旧に関すること

６．林業用施設、造林地、苗畑及び作業道等の災害復旧に関すること
７．薪炭の確保及び供給についての体制整備及び支援に関すること

協力班
（景観・自然環境課長）

１．古都保存法買入地の被害状況の調査、確認及び緊急対応に関する
こと
２．矢田自然公園、万葉の森、大台ヶ原（来場者、建物、設備等）の被害
状況の調査・確認に関すること
３．採石場及び砂利採取場の被害状況の調査、確認及び災害防止措置
の指導に関すること

４．水循環・森林・景観環境総務班への協力に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

企画調整班 １．県災害廃棄物対策本部の体制整備

（廃棄物対策課長） ２．発災直後の情報収集 ・とりまとめ

本　　　部　　　長 ３．処理方針の作成（県外支援の必要度等）

（水循環・森林・景観環境部長） ４．各班への指示、進捗管理

５．広報、報道対応

統　　　　　　括 ６．予算経理

（水循環・森林・景観環境部理事） 計画調整班 １．県内広域支援の調整

（廃棄物対策課課長補佐[総括]） 　　　・要支援市町村と支援市町村等のﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　　・関係団体等との調整

２．市町村の処理実行計画作成への支援

３．二次仮置場等の計画・調整・指定等

処理推進班 １．発災直後に市町村が実施する情報収集等への支援
（廃棄物対策課課長補佐[産業廃棄物担当]） ２．市町村が実施する災害廃棄物等の処理への技術的支援

３．市町村の事務委託により県が処理主体になる場合の実行部隊

広域調整班 １．国、他府県等への支援要請

（環境政策課課長補佐[総括]） ２．県外広域支援の調整

　　　・要支援市町村と支援市町村等のﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　　・関係団体等との調整

水循環・森林・景観環境部

（水循環・森林・景観環境部長）

（水循環・森林・景観環境部次長）

災害廃棄物対策本部

（水資源政策・景観環境担当）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当
職）

（班長担当職）

産業・観光・雇用振興総務班 １．商工労働関係被害の取りまとめに関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．本部事務局への応援に関すること

４．その他部内の他の班に属さないこと

（観光局長） 地域産業班 １．罹災企業に対する融資の斡旋に関すること

(地域産業課長) ２．奈良県信用保証協会の業務指導に関すること

副　　　 部 　　　長 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ （企画管理室長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

（地域産業課長）

（産業政策課長）

（産業振興総合センター所長）

（企業立地推進課長）

（雇用政策課長）

（外国人・人材活用推進室長）

（※1、2）

観光班 １．旅行者に対する災害情報の周知に関すること

○ (ならの観光力向上課長)

（観光プロモーション課長）

（ＭＩＣＥ推進室長）

（産業・観光・雇用振興部次長）

産業・観光・雇用振興部

（産業・観光・雇用振興部長）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

環境森林総務班
(総務課長)

１．環境森林部関係被害のとりまとめに関すること

部　　　　　　　　長 ２．部内外の連絡調整に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

４．その他部内の他の班に属さないこと

副　　 　部 　　　長 水・大気環境班 １．水道施設の被害状況の情報収集に関すること

（水・大気環境課長） ２．応急給水及び水道施設の応急復旧のための連絡調整に関すること

森林総務班 １．林業関係被害の取りまとめに関すること

（森林環境課長） ２．林業用施設の被害状況調査及び情報の収集に関すること

３．林野火災の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

森林整備班
（県産材利用推進課長）

１．林地及び治山施設の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

２．林道の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．造林地、苗畑及び作業道等被害の状況調査及び情報の収集に関す
ること

４．林地及び治山施設の災害の応急復旧に関すること

５．林道の災害の応急復旧に関すること

６．林業用施設、造林地、苗畑及び作業道等の災害復旧に関すること

７．薪炭の確保及び供給についての体制整備及び支援に関すること

８．林産物、林産施設の被害の状況調査及び情報の収集に関すること
９．応急用林産資材の確保及び供給についての体制整備及び支援に関
すること
１０．環境森林部長(災害対策本部体制)が指示する班への協力に関する
こと

協力班
（景観・自然環境課長）

１．古都保存法買入地の被害状況の調査、確認及び緊急対応に関する
こと
２．矢田自然公園、万葉の森、大台ヶ原（来場者、建物、設備等）の被害
状況の調査・確認に関すること
３．採石場及び砂利採取場の被害状況の調査、確認及び災害防止措置
の指導に関すること
４．環境森林総務班への協力に関すること
５．本部事務局への応援に関すること

エネルギー班 １．電力使用制限令、計画停電、節電要請に関すること

（脱炭素・水素社会推進課長）

企画調整班 １．県災害廃棄物対策本部の体制整備

（廃棄物対策課長） ２．発災直後の情報収集 ・とりまとめ

本　　　部　　　長 ３．処理方針の作成（県外支援の必要度等）

（環境森林部長） ４．各班への指示、進捗管理

５．広報、報道対応

統　　　　　　括 ６．予算経理

計画調整班 １．県内広域支援の調整

（廃棄物対策課課長補佐[総括]） 　　　・要支援市町村と支援市町村等のﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　　・関係団体等との調整

２．市町村の処理実行計画作成への支援

３．二次仮置場等の計画・調整・指定等

処理推進班 １．発災直後に市町村が実施する情報収集等への支援
（廃棄物対策課課長補佐[産業廃棄物担当]） ２．市町村が実施する災害廃棄物等の処理への技術的支援

３．市町村の事務委託により県が処理主体になる場合の実行部隊

広域調整班 １．国、他府県等への支援要請

（水・大気環境課課長補佐[水環境・生活環境担当]） ２．県外広域支援の調整

　　　・要支援市町村と支援市町村等のﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　　・関係団体等との調整

２．電力及びガスの安定供給に向けた支援（情報提供や周知等）に関す
ること

災害廃棄物対策本部

（環境森林部次長）

環境森林部

（環境森林部長）

（環境森林部次長）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

産業総務班 １．商工労働関係被害の取りまとめに関すること

（総務課長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．本部事務局への応援に関すること

４．その他部内の他の班に属さないこと

（観光局長） 経営支援班 １．罹災企業に対する融資の斡旋に関すること

(経営支援課長) ２．奈良県信用保証協会の業務指導に関すること

副　　　 部 　　　長 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ （総務課長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

（産業創造課長）

（経営支援課長）

（人材・雇用政策課長）

（※1、2）

観光班 １．旅行者に対する災害情報の周知に関すること

○ (観光戦略課)
２．所管する公共土木施設、都市施設等（※３）の被害の状況調査に関
すること

（観光力創造課） ３．所管する公共土木施設、都市施設等の機能回復に関すること

（奈良公園室） ４．管内市町村との連絡・調整に関すること

（奈良公園事務所）

（産業部次長）

産業部

（産業部長）
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当
職）

（班長担当職）

食 と 農 の 振 興 部 農業総務班 １．農業関係被害のとりまとめに関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．部内の人員調整に関すること

４．他部及び出先機関等への応援に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

副　　　 部 　　　長 ６．その他部内の他の班に属さないこと

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ (豊かな食と農の振興課長) ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

（中央卸売市場再整備推進室長）

（※1、2）

農業水産班
（農業水産振興課長）

１．農業生産用施設・農産物等の状況調査及び情報の収集に関すること

２．水産関係被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．被災農業生産用施設・農産物等の応急技術対策に関すること

農業経済班 １．農業団体との連絡に関すること

（農業経済課長） ２．農業共同利用施設の災害復旧に関すること

３．食と農の振興部長（災害対策本部体制）が指示する班への協力に関
すること

畜産班
１．畜産物及び畜産関係施設の被害状況調査及び情報の収集に関する
こと

（畜産課長） ２．畜産物等生産者団体との連携に関すること

担い手・農地マネジメント班 １．天災資金の融資に関すること

（担い手・農地マネジメント課長） ２．農村班への協力に関すること

３．食と農の振興部長(災害対策本部体制)が指示する班への協力に関
すること

農村班
（農村振興課長）

１．農地、農業用施設被害の状況調査及び情報の収集に関すること

２．農地、農道、ため池及び農業用施設等の応急復旧に関すること

３．農地のたん水排除に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振
興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとする。

（食と農の振興部次長）

（食と農の振興部長）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

食農部 農業総務班 １．農業関係被害のとりまとめに関すること

（総務課長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．部内の人員調整に関すること

４．他部及び出先機関等への応援に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

６．農業団体との連絡に関すること

７．農業共同利用施設の災害復旧に関すること

副　　　 部 　　　長 ８．その他部内の他の班に属さないこと

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ (豊かな食と農の振興課長) ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

（中央卸売市場再整備推進室長）

（※1、2）

農業水産班
（農業水産振興課長）

１．農業生産用施設・農産物等の状況調査及び情報の収集に関すること

２．水産関係被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．被災農業生産用施設・農産物等の応急技術対策に関すること

畜産班
１．畜産物及び畜産関係施設の被害状況調査及び情報の収集に関する
こと

（畜産課長） ２．畜産物等生産者団体との連携に関すること

担い手・農地マネジメント班 １．天災資金の融資に関すること

（担い手・農地マネジメント課長） ２．農村班への協力に関すること

３．食農部長(災害対策本部体制)が指示する班への協力に関すること

農村班 １．農地、農業用施設被害の状況調査及び情報の収集に関すること

（農村振興課長） ２．農地、農道、ため池及び農業用施設等の応急復旧に関すること

３．農地のたん水排除に関すること

（食農部長）

（食農部次長）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉保険部、産業部、食農部の救援物資又は輸
送の担当課で構成し、産業部長が所管するものとする。
※3　公共土木施設等の被害状況調査については、市町村が管理する施設の被害情報収集も視野に入れて対応すること。
※4　都市計画区域内にある地方公共団体の維持管理に属する公園（公共土木施設である都市公園及び自然公園法に規定する自然公園を
除く）、広場、緑地、運動場、墓園及び公共空地
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

県土マネジメント部 総括班 土木統括班※１ １．土木関係被害状況の取りまとめに関すること

○ （技術次長） ２．応急用資機材の調達に関すること

部　　　　　　　　長 （企画管理室長） 　（県土マネジメント部所管の施設を復旧するため）

（県土マネジメント部長） （技術管理課長） ３．災害協定に基づく応急活動に関すること

（地域デザイン推進局長）
４．国土交通省のTEC－FORCE、リエゾンの受入に関すること

（政策統括官）
５．危機管理監指揮下の調整班、資料編集班の事務に関すること

土木総務班※１ １．部内事務局の設置運営に関すること

副　　　 部　　　 長 ○ （企画管理室長） ２．部内の人員調整に関すること

（県土マネジメント部・地域
デザイン推進局理事） (建設業・契約管理課長) ３．部内外の連絡調整に関すること

（県土マネジメント部次長） （用地対策課長） ４．公共土木施設に関する広報に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

６．その他部内の他の班に属さないこと

水防班 河川班※１ １．水防本部に関すること

○ （河川整備課長） ２．河川に関する危険情報の収集、伝達に関すること

（砂防・災害対策課長）
３．水防法第２９条による避難のための立ち退きの指示に関するこ
と

（企画管理室長） ４．河川施設の応急復旧に関すること

５．公共土木施設（河川）の被害の状況調査に関すること

土砂班 １．土木災害の情報取りまとめに関すること

（砂防・災害対策課長） ２．砂防施設等の応急復旧に関すること

３．公共土木施設(砂防施設等)の被害の状況調査に関すること

４．土砂災害対策に関すること

５．地すべり等防止法第２５条による避難のための立ち退きの指示
に関すること

６．土砂災害防止法第２８条による緊急調査に関すること

７．公共土木施設の災害査定に関すること

下水道班 １．公共土木施設(下水道施設)の応急復旧に関すること

（下水道課長） ２．公共土木施設(下水道施設)の被害の状況調査に関すること

道路啓開班 道路班※１ １．道路及び橋梁等の応急復旧に関すること

○
（道路保全課長）

２．災害時における道路規制（公安部所管を除く）及び迂回路等の
策定に関すること

（道路建設課長） ３．緊急輸送道路の確保に関すること

４．公共土木施設（道路等）の被害の状況調査に関すること（※２）

５．道路災害応急対策、雪害応急対策に関すること

６．道路掲示板等による通行者への道路情報の提供に関すること

公共交通班 １．鉄道､バス等の公共交通に関する情報収集及び提供

○
（リニア推進・地域交通

対策課長）
２．ヘリポート施設の被害の状況調査に関すること

(まちづくりプロジェクト
推進課長)

（大規模広域防災拠点
整備課長）

都市施設班 都市施設班※１ １．都市施設（他班所管分を除く）の応急復旧に関すること

○ （まちづくり連携推進課長） ２．都市施設（他班所管分を除く）の被害の状況調査に関すること

（県土利用政策室長） ３．都市災害情報の取りまとめに関すること

○
公園緑地班※１
（公園緑地課長）

１．公共土木施設（公園緑地課所管分）の応急復旧に関すること

（奈良公園室長） ２．公共土木施設（公園）の被害の状況調査に関すること

（平城宮跡事業推進室長） ３．都市施設等（※３）の被害の状況調査に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

県土マネジメント部 総括班 土木統括班※１ １．土木関係被害状況の取りまとめに関すること

○ （防災政策官） ２．応急用資機材の調達に関すること

部　　　　　　　　長 （総務課長） 　（県土マネジメント部所管の施設を復旧するため）

（県土マネジメント部長） （技術管理課長） ３．災害協定に基づく応急活動に関すること

（まちづくり推進局長）
４．国土交通省のリエゾン、TEC－FORCE等の受入に関すること

５．危機管理監指揮下の調整班、資料編集班の事務に関すること

土木総務班※１ １．部内事務局の設置運営に関すること

副　　　 部　　　 長 ○ （総務課長） ２．部内の人員調整に関すること

（県土マネジメント部次長
（技）） (建設産業課長) ３．部内外の連絡調整に関すること

（まちづくり推進局次長
(事)） ４．公共土木施設に関する広報に関すること

（まちづくり推進局次長
（技）） ５．本部事務局への応援に関すること

６．その他部内の他の班に属さないこと

水防班 河川班※１ １．水防本部に関すること

○ （河川整備課長） ２．河川に関する危険情報の収集、伝達に関すること

（砂防・災害対策課長）
３．水防法第２９条による避難のための立ち退きの指示に関するこ
と

（総務課長） ４．河川施設の応急復旧に関すること

５．公共土木施設（河川）の被害の状況調査に関すること

土砂班 １．土木災害の情報取りまとめに関すること

（砂防・災害対策課長） ２．砂防施設等の応急復旧に関すること

３．公共土木施設(砂防施設等)の被害の状況調査に関すること

４．土砂災害対策に関すること

５．地すべり等防止法第２５条による避難のための立ち退きの指示
に関すること

６．土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関
する法律第２８条による緊急調査に関すること

７．公共土木施設の災害査定に関すること

下水道班 １．公共土木施設(下水道施設)の応急復旧に関すること

（下水道マネジメント課長） ２．公共土木施設(下水道施設)の被害の状況調査に関すること

道路啓開班 道路班※１ １．道路及び橋梁等の応急復旧に関すること

○ （道路マネジメント課長）
２．災害時における道路規制（公安部所管を除く）及び迂回路等の
策定に関すること

（道路建設課長） ３．緊急輸送道路の確保に関すること

４．公共土木施設（道路等）の被害の状況調査に関すること（※２）

５．道路災害応急対策、雪害応急対策に関すること

６．道路掲示板等による通行者への道路情報の提供に関すること

公共交通班 １．鉄道､バス等の公共交通に関する情報収集及び提供

○ （リニア地域交通課長） ２．ヘリポート施設の被害の状況調査に関すること

都市施設班 都市施設班※１ １．都市施設（他班所管分を除く）の応急復旧に関すること

○ （まちづくり推進課長） ２．都市施設（他班所管分を除く）の被害の状況調査に関すること

（県土利用政策課長） ３．都市災害情報の取りまとめに関すること

○
公園緑地班※１
（公園企画課長）

１．公共土木施設（公園企画課所管分）の応急復旧に関すること

２．公共土木施設（都市公園）の被害の状況調査に関すること

３．都市施設等（※３）の被害の状況調査に関すること
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

建築・住宅班 建築班 １．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修理

○ (建築安全推進課長）※4 に関すること

(県有施設営繕課長)

(住まいまちづくり課長）

県有建築物ﾁｰﾑ
（県有施設営繕課長）

１．県有建築物（文化財、警察関係施設を除く）の被害状況報告、
安全確認及び応急補修に関すること

（営繕プロジェクト推進室長）

県営住宅ﾁｰﾑ １．県営住宅の罹災状況の把握及び応急修理に関すること

（住まいまちづくり課長）

一般建築物ﾁｰﾑ １．被災建築物の応急危険度判定に関すること

（建築安全推進課長） ２．被災宅地の危険度判定に関すること

３．宅地造成工事に伴う崖崩れ及び土砂流出の応急復旧に関する
こと

住宅班 １．災害救助法に基づく応急仮設住宅の設置に関すること

（住まいまちづくり課長）※５ ２．災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること

３．被災者への公営住宅の提供に関すること

４．民間賃貸住宅紹介に係る関係団体等との連絡調整に関するこ
と

５．住宅相談窓口の設置に関すること

６．応急復旧用住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連携
調整に関すること

現地班 現地対応班
（奈良土木事務所長）

１．所管する公共土木施設、都市施設等（※３）の被害の状況調査
に関すること（※２）

（郡山土木事務所長）
（高田土木事務所長）

２．所管する公共土木施設、都市施設等の機能回復に関すること

（中和土木事務所長） ３．管内市町村との連絡・調整に関すること

（宇陀土木事務所長）

（吉野土木事務所長）

（五條土木事務所長）

（幹線街路事務所長）

（ヘリポート管理事務所長）

（流域下水道センタ－所長）

（中和公園事務所長）

（奈良公園事務所長）

（県営住宅管理事務所長）

※5　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全推進課、県有施設営繕課、営繕プロジェクト推進室が支援する。

※1　複数の課で構成される班・・・○印の課を班長とする。

※2　公共土木施設等の被害状況調査については、市町村が管理する施設の被害情報収集も視野に入れて対応すること。

※3　都市計画区域内にある地方公共団体の維持管理に属する公園（公共土木施設である公園及び自然公園法に規定する自然公園を除く）、
広場、緑地、運動場、墓園及び公共空地

※4　建築物の分類ごとに各チームで分掌するが、建築物・宅地の安全確認のための建築職員等の派遣の調整は建築安全推進課が行う。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

建築・住宅班 ○
建築班

（まちづくり推進局次長(建
築・営繕担当)）

１．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修理に関
すること

(建築安全課長）※4

(営繕課長)

（住宅課長）

県有建築物ﾁｰﾑ
（営繕課長）

１．県有建築物（文化財、警察関係施設を除く）の被害状況報告、
安全確認及び応急補修に関すること

県営住宅ﾁｰﾑ １．県営住宅の罹災状況の把握及び応急修理に関すること

（住宅課長）

一般建築物ﾁｰﾑ １．被災建築物の応急危険度判定に関すること

（建築安全課長） ２．被災宅地の危険度判定に関すること

３．宅地造成工事に伴う崖崩れ及び土砂流出の応急復旧に関する
こと

住宅班 １．災害救助法に基づく応急仮設住宅の設置に関すること

（住宅課長）※５ ２．災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること

３．被災者への公営住宅の提供に関すること

４．民間賃貸住宅紹介に係る関係団体等との連絡調整に関するこ
と

５．住宅相談窓口の設置に関すること

６．応急復旧用住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連携
調整に関すること

現地班 現地対応班
（奈良土木事務所長）

１．所管する公共土木施設、都市施設等（※３）の被害の状況調査
に関すること（※２）

（郡山土木事務所長）
（高田土木事務所長）

２．所管する公共土木施設、都市施設等の機能回復に関すること

（中和土木事務所長） ３．管内市町村との連絡・調整に関すること

（宇陀土木事務所長）

（吉野土木事務所長）

（五條土木事務所長）

（幹線街路整備事務所長）

（ヘリポート管理事務所長）

（流域下水道センタ－所長）

（中和公園事務所長）

（県営住宅管理事務所長）

※5　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全課、営繕課が支援する。

※1　複数の課で構成される班・・・○印の課を班長とする。

※2　公共土木施設等の被害状況調査については、市町村が管理する施設の被害情報収集も視野に入れて対応すること。

※3　都市計画区域内にある地方公共団体の維持管理に属する公園（公共土木施設である都市公園及び自然公園法に規定する自然公園を除
く）、広場、緑地、運動場、墓園及び公共空地

※4　建築物の分類ごとに各チームで分掌するが、建築物・宅地の安全確認のための建築職員等の派遣の調整は建築安全課が行う。
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部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
経　　　　理　　　　部 経理班 １．災害救助費の出納に関すること

部　　　　　　　　長

○ （会計局総務課長)
(会計局会計課長)

２．災害救助基金（ただし現金のみ）の管理及び経理に関すること

（会計管理者） ３．義援金（受入）に関すること
（会計局長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

教　　　 育　　　 部 教育総務班 １．文教関係施設の被害状況のとりまとめに関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属さないこと
（教育長） ４．本部事務局への応援に関すること

福利班 １．教職員住宅の被害状況調査に関すること
副　　　 部　　　 長 （福利課長） ２．教職員住宅の応急復旧に関すること

学校支援班 １．学校施設の被害状況調査に関すること
（教育次長） （学校支援課長） ２．学校施設の応急復旧に関すること

３．避難所となった学校施設に関すること
教職員班 １．教育実施者の確保に関すること

（教職員課長） ２．罹災市町村の教育委員会に関すること（部内の他の班に属す
ることを除く）

学校教育・特別支援
教育推進班

１．幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校にかかる人
的被害、休校等の情報に関すること

○ (高校の特色づくり推進課長） ２．応急教育の実施並びに運営に関すること

（学ぶ力はぐくみ課長) ３．教材、学用品の調達、配布に関すること

（特別支援教育推進室長)

人権・地域教育班
(人権・地域教育課長)

１．社会教育センターや同和問題関係史料センター等の被害状況
調査に関すること
２．本部事務局への応援に関すること

保健班 １．学校給食に関すること
（健康・安全教育課長） ２．学校保健衛生に関すること

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
経　　　　理　　　　部 経理班 １．災害救助費の出納に関すること

部　　　　　　　　長

○ （会計局総務課長)
(会計局会計課長)

２．災害救助基金（ただし現金のみ）の管理及び経理に関すること

（会計管理者） ３．義援金（受入）に関すること
（会計局長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

教　　　 育　　　 部 教育総務班 １．文教関係施設の被害状況のとりまとめに関すること
（総務課長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属さないこと
（教育長） ４．本部事務局への応援に関すること

福利班 １．教職員住宅の被害状況調査に関すること
副　　　 部　　　 長 （福利課長） ２．教職員住宅の応急復旧に関すること

学校支援班 １．学校施設の被害状況調査に関すること
（教育次長） （学校支援課長） ２．学校施設の応急復旧に関すること

３．避難所となった学校施設に関すること
教職員班 １．教育実施者の確保に関すること

（教職員課長） ２．罹災市町村の教育委員会に関すること（部内の他の班に属す
ることを除く）

学校教育・特別支援
教育推進班

１．公立幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校及び特別
支援学校にかかる人的被害、休校等の情報に関すること

○ (高校教育課長） ２．応急教育の実施並びに運営に関すること

（義務教育課長) ３．教材、学用品の調達、配布に関すること
（特別支援教育推進室長)

人権・地域教育班
(人権・地域教育課長)

１．同和問題関係史料センター等の被害状況調査に関すること

２．本部事務局への応援に関すること
保健班 １．学校給食に関すること

（体育健康課長） ２．学校保健衛生に関すること

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
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部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

水　　　 道　　　 部 総括班 １．事故復旧対策の計画、指示
［１号動員］ ２．取水、送水対策の計画、指示

部　　　　　　　　長 現地総括班 ３．関係機関への連絡、情報収集に関すること
（水道局長） ［２号、３号動員］ ４．庶務に関すること

（広域水道センター所長） ５．補償交渉に関すること
６．その他、全般に関すること

状況監視班 １．水道施設の調査、監視
［１～３号動員］ ２．浄水処理の監視、対策

（広域水道センター所長） ３．水道施設、浄水処理に関わる報告
送水対策班 １．送水対策の実施

［１～３号動員］ ２．送水に関わる情報の収集、報告
（広域水道センター所長）

事故復旧班 １．事故復旧対策の実施
［１～３号動員］ ２．事故復旧状況の報告

（広域水道センター所長） ３．復旧資機材の調達
４．被害調査の実施・報告

水質調査班 １．水質調査、監視
［１～３号動員］ ２．水質調査の報告

（広域水道センター所長） ３．対応措置、浄水処理方法の検討
総括班（本局） １．事故復旧対策の総括

［２号動員］ ２．取水、送水対策の総括
○ （業務課長） ３．現地対策本部との連絡調整

（総務課長） ４．広報、問い合わせの対応に関すること
［３号動員］ ５．関係機関への連絡、情報提供

○ （局長） ６．庶務に関すること
（総務課長） ７．その他、全般に関すること
（業務課長）

事故対策班（本局） １．事故復旧対策の指導、助言
［２号動員］ ２．事故復旧の情報収集、報告

○ （業務課長） ３．復旧資機材調達の総括
（総務課長） ４．取水、送水対策の指導、助言
［３号動員］ ５．被害調査の調査・報告の総括

○ （局長）
（総務課長）
（業務課長）

現地派遣班（本局） １．現地対策本部の支援活動
［２号動員］

○ （業務課長）
（総務課長）
［３号動員］

○ （局長）
（総務課長）
（業務課長）

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
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部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

警　　　 察　　　 部 総括班 １．警備本部の総括及び記録に関すること

部　　　　　　　　長 （警衛警護班） ２．警備本部の編成及び運用に関すること

（警察本部長） （警衛警護・危機管理
対策参事官）

３．警察庁、近畿管区警察局、関係都道府県警察並びに県下各警
察署への報告及び連絡に関すること

副　　　 部　　　 長 （付・外事課長） ４．援助要求に関すること
（警務部長） ５．県災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること
（警備部長） ６．被害情報及び被害集計に関すること

７．職員家族の安否確認に関すること
担　当　幕　僚　 ８．警衛警護に関すること

（各部長） ９．警衛警護隊の編成及び運用に関すること
10．警察航空隊の運用に関すること
11．警備本部の庶務に関すること
12．警備本部長の特命事項に関すること
13．他の班の任務に属さないこと

指揮支援班 １．指揮支援班の編成及び運用に関すること
（警備課長） ２．現地指揮所での部隊指揮及び関係機関との連絡調整に関する

こと
３．総括班及び警衛警護班の任務に関すること

総務班 １．県議会との連絡調整その他渉外に関すること
（総務課長）

装備班 １．機動装備隊の運用に関すること
（施設装備課長） ２．装備資機材の調達及び管理に関すること

３．警察車両の運用及び統制に関すること
４．レンタカーの借り上げに関すること

留置管理班 １．災害時における留置管理業務に関すること
（留置管理課長） ２．被留置者の避難及び解放に関すること

訟務班 １．訟務事案に関すること
（監察課長）

広報班 １．広報及び報道対策に関すること

（県民サービス課長） ２．被災住民に対する広報及び広聴に関すること

３．死亡被災者等の確認及び照会に関すること
受援連絡・宿泊補給・

救護班
１．受援連絡並びに宿泊補給部隊の編成及び運用に関すること

（厚生課長） ２．特別派遣部隊の受入れに関すること
３．部隊の宿泊及び給食に関すること
４．被災地における遺失拾得物に関すること
５．警察に対する救援物資の受付及び管理に関すること
６．職員の健康管理及び応急救護に関すること

生活安全班 １．生活安全部隊の編成及び運用に関すること
（生活安全企画課長） ２．地域安全情報の収集、分析及び検討に関すること

３．被災地及び避難場所等における生活安全対策に関すること

４．迷い人の保護に関すること
５．行方不明者の受理及び手配に関すること
６．各種相談活動に関すること
７．鉄砲等又は刀剣類（銃器を除く。）及び危険物の取締りに関す
ること

８．警備業協会との連絡及び協力に関すること
９．ボランティアの受け入れに関すること
10．鉄道警察隊及び警ら用無線自動車の運用に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

警　　　 察　　　 部 捜査班 １．捜査部隊の編成及び運用に関すること
部　　　　　　　　長 （刑事企画課長） ２．死体収容施設の確保に関すること

（警察本部長） ３．死体の調査等及び検視に関すること
４．死体の確認及び引渡し等遺族支援に関すること

副　　　 部　　　 長 ５．身元不明死体の身元確認に関すること
（警務部長） ６．被災地、避難場所等における犯罪捜査に関すること
（警備部長） ７．銃器の取締りに関すること

担　当　幕　僚　
８．被災地における外国人対策並びに指定通訳員の派遣及び運
用に関すること

（各部長） 交通班 １．交通部隊の編成及び運用に関すること
（交通企画課長） ２．道路交通状況の実態把握に関すること

３．交通規制に関すること
４．交通情報の収集及び提供に関すること
５．緊急通行車両等の確認に関すること
６．緊急交通路の確保に関すること
７．運転免許事務に関すること
８．運転免許試験に関すること

通信班 １．通信部隊の編成及び運用に関すること
（機動通信課長） ２．警察通信の運用に関すること

３．警察通信施設の被害状況の把握及び復旧に関すること
４．警察通信機器の受援に関すること
５．非常無線通信及び他機関通信の使用等に関すること
６．機動警察通信隊の運用に関すること

１．警備本部長の特命事項に関すること
幕　　　僚

（首席監察官、警察学校長、各参事官）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

警　　　 察　　　 部 総括班 １．警備本部の総括及び記録に関すること
部　　　　　　　　長 （警衛警護班） ２．警備部隊の編成及び運用に関すること

（警察本部長） （警衛警護・危機管理
対策参事官）

３．警察庁、近畿管区警察局、関係都道府県警察並びに県下各警
察署への報告及び連絡に関すること

副　　　 部　　　 長 （付・警備課長） ４．援助要求に関すること
（警務部長） ５．県災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること
（警備部長） ６．被害情報及び被害集計に関すること

７．職員家族の安否確認に関すること
担　当　幕　僚　 ８．警衛警護に関すること

（各部長） ９．警衛警護隊の編成及び運用に関すること
10．警察航空隊の運用に関すること
11．警備本部の庶務に関すること
12．警備本部長の特命事項に関すること
13．他の班の任務に属さないこと

指揮支援班 １．指揮支援班の編成及び運用に関すること
（外事課長） ２．現地指揮所での部隊指揮及び関係機関との連絡調整に関する

こと
３．総括班及び警衛警護班の任務に関すること

総務班 １．県議会との連絡調整その他渉外に関すること
（総務課長）

装備班 １．機動装備隊の運用に関すること
（施設装備課長） ２．装備資機材の調達及び管理に関すること

３．警察車両の運用及び統制に関すること
４．レンタカーの借り上げに関すること

留置管理班 １．災害時における留置管理業務に関すること
（留置管理課長） ２．被留置者の避難及び解放に関すること

訟務班 １．訟務事案に関すること
（監察課長）

広報班 １．広報及び報道対策に関すること

（広報相談課長） ２．被災住民に対する広報及び広聴に関すること

３．死亡被災者等の確認及び照会に関すること
受援連絡・宿泊補給・

救護班
１．受援連絡並びに宿泊補給部隊の編成及び運用に関すること

（厚生課長） ２．特別派遣部隊の受入れに関すること
３．部隊の宿泊及び給食に関すること
４．被災地における遺失拾得物に関すること
５．警察に対する救援物資の受付及び管理に関すること
６．職員の健康管理及び応急救護に関すること

生活安全班 １．生活安全部隊の編成及び運用に関すること
（生活安全企画課長） ２．地域安全情報の収集、分析及び検討に関すること

３．被災地及び避難場所等における生活安全対策に関すること

４．迷い人の保護に関すること
５．行方不明者の受理及び手配に関すること
６．各種相談活動に関すること
７．鉄砲等又は刀剣類（銃器を除く。）及び危険物の取締りに関す
ること

８．警備業協会との連絡及び協力に関すること
９．ボランティアの受け入れに関すること
10．鉄道警察隊及び警ら用無線自動車の運用に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

警　　　 察　　　 部 捜査班 １．捜査部隊の編成及び運用に関すること
部　　　　　　　　長 （刑事企画課長） ２．死体の収容施設の確保に関すること

（警察本部長） ３．死体の調査等及び検視に関すること
４．死体の確認引渡し等遺族支援に関すること

副　　　 部　　　 長 ５．身元不明死体の身元確認に関すること
（警務部長） ６．被災地、避難場所等における犯罪捜査に関すること
（警備部長） ７．銃器の取締りに関すること

担　当　幕　僚　
８．被災地における外国人対策並びに指定通訳員の派遣及び運
用に関すること

（各部長） 交通班 １．交通部隊の編成及び運用に関すること
（交通企画課長） ２．道路交通状況の実態把握に関すること

３．交通規制に関すること
４．交通情報の収集及び提供に関すること
５．緊急通行車両等の確認に関すること
６．緊急交通路の確保に関すること
７．運転免許事務に関すること
８．運転免許試験に関すること

通信班 １．通信部隊の編成及び運用に関すること
（機動通信課長） ２．警察通信の運用に関すること

３．警察通信施設の被害状況の把握及び復旧に関すること
４．警察通信機器の受援に関すること
５．非常無線通信及び他機関通信の使用等に関すること
６．機動警察通信隊の運用に関すること

１．警備本部長の特命事項に関すること
幕　　　僚

（首席監察官、警察学校長、各参事官）
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

本　部　事　務　局 調整班 １．災害支援対策本部の運営に関すること

２．災害支援対策本部会議の開催に関すること

（危機管理監） ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

（知事公室理事） ４．本部事務局の庶務に関すること

５．被災地への連絡員派遣に関すること

（知事公室次長） ６．被災自治体との連絡調整に関すること

情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

（防災統括室長） ２．本県の支援内容の収集・整理に関すること

消防応援班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

（消防救急課長） ２．消防活動の調整に関すること

３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

（安全・安心まちづくり推進課長） 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※2） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

知　　事　　公　　室 広報・記録班 １．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を

（広報広聴課長） 通じて本県の支援について県内外へ広報活動を行うこと

（知事公室長） 総合相談班 １．災害に関する総合相談窓口の運用に関すること

（南部東部振興監） （広報広聴課長）

国際協力班 １．災害時通訳・翻訳ボランティアの派遣に関すること

(国際課長）

市町村振興班 １．県内市町村職員の派遣の調整に関すること

(市町村振興課長)

総　　　 務 　　　部 総務班 １．本部事務局各班への応援に関すること

（企画管理室長） ２．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと

（総務部長） 人事給与班 １．職員の派遣要請に関すること

（人事課長）

副　　　 部　　　 長 財政班 １．災害支援に関する予算及び資金に関すること

（総務部次長） （財政課長）

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

（法務文書課長）

職員厚生班 １．派遣職員の健康管理に関すること

（総務厚生センター所長）

文化・教育・くらし創造部 総務班 １．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

（企画管理室長） ２．その他部内の他の班に属しないこと

部　　　　　　　　長 協働推進班 １．ボランティアの派遣に関すること

（文化・教育・くらし創造部長） （青少年・社会活動推進課長） ２．ボランティアバスの運行に関すること

（こども・女性局長） 消費・生活安全班 １．遺体の火葬支援に関すること

副　　　 部　　　 長
(消費・生活安全課長) ２．避難者（特に要配慮者）が生活する旅館・ホテルの確保

に関すること

（文化・教育・くらし創造部次長） 女性支援班

（女性活躍推進課長）

○

こども家庭班
（奈良っ子はぐくみ課長）

１．本県に避難されている乳幼児等に対する支援に関するこ
と

(こども家庭課長)

奈良県災害支援対策本部　事務分掌

１．本県に避難されている女性からの相談等に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

本　部　事　務　局 調整班 １．災害支援対策本部の運営に関すること

２．災害支援対策本部会議の開催に関すること

（危機管理監） ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

（知事公室次長） ４．本部事務局の庶務に関すること

５．被災地への連絡員派遣に関すること

（防災統括室長） ６．被災自治体との連絡調整に関すること

情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

（消防救急課長） ２．本県の支援内容の収集・整理に関すること

消防応援班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

２．消防活動の調整に関すること

３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※2） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

知　　事　　公　　室 広報・記録班 １．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を

（広報広聴課長） 通じて本県の支援について県内外へ広報活動を行うこと

（知事公室長） 総合相談班 １．災害に関する総合相談窓口の運用に関すること

（南部東部振興監） （広報広聴課長）

国際協力班
１．奈良県多文化共生ボランティア（災害時通訳・翻訳ボラン
ティア）の派遣に関すること

(国際課長）

市町村振興班 １．県内市町村職員の派遣の調整に関すること

(市町村振興課長)

総　　　 務 　　　部 総務班 １．本部事務局各班への応援に関すること

（総務課長） ２．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと

（総務部長） 人事給与班 １．職員の派遣要請に関すること

（人事課長）

副　　　 部　　　 長 財政班 １．災害支援に関する予算及び資金に関すること

（総務部次長） （財政課長）

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

（法務文書課長）

職員厚生班 １．派遣職員の健康管理に関すること

（総務厚生センター所長）

地域創造部 総務班 １．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

（総務課長） ２．その他部内の他の班に属しないこと

部　　　　　　　　長 協働推進班 １．災害ボランティアの派遣に関すること

（地域創造部長） （県民くらし課長） ２．ボランティアバスの運行に関すること

（こども・女性局長） 女性支援班

副　　　 部　　　 長 （こども・女性課長）

（地域創造部次長）
○

こども家庭班
（こども保育課長）

１．本県に避難されている乳幼児等に対する支援に関するこ
と

(こども家庭課長)

奈良県災害支援対策本部　事務分掌

１．本県に避難されている女性からの相談等に関すること
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

福　祉　医　療　部 避難者生活支援班
（地域福祉課長）

１．災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣・活動調整等に関す
ること

部　　　　　　　　長 ○ (企画管理室長) ２．本県への避難者の生活支援に関すること

（福祉医療部長） （長寿・福祉人材確保対策課） ３．本県への避難者のニーズ把握に関すること

（医療・介護保険局長）
（医療政策局長）

救援物資班
（医療保険課長）

１．食料、救援物資の調達・供給に関すること【医療保険課】

副　　　 部　　　 長
（地域福祉課長補佐） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること【地域福祉課保

護係】
（福祉医療部局　次長） 障害福祉班

（障害福祉課長）

長寿社会班

（介護保険課）

（地域包括ケア推進室長）

医療総務班 １．本県への避難者の保健・公衆衛生に関すること

○
(医療政策局次長)

(地域医療連携課長)
２．保健医療活動チーム（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、保健師チーム 
等）の派遣・活動調整に関すること

(医師･看護師確保
対策室長)

３．保健医療活動に関すること

（病院マネジメント課長）

(薬務課長)

(企画管理室補佐)

保健支援班 １．本県への避難者の保健・公衆衛生に関すること

○ （健康推進課長） ２．保健師等の派遣に関すること

（疾病対策課長）

（新型コロナワクチン接種推進室）

水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策班 １．廃棄物処理の支援に関すること

(廃棄物対策課長) ２．清掃及びし尿処理の支援に関すること

部　　　　　　　　長

（水循環・森林・景観環境部長）

副　　　 部　　　 長

（水循環・森林・景観環境部理事）

（水資源政策・景観環境担当）

産業・観光・雇用振興部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ （企画管理室長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

部　　　　　　　　長 （地域産業課長）

（産業・観光・雇用振興部長） （産業政策課長）

（観光局長） （産業振興総合センター所長）

（企業立地推進課長）

副　　　 部　　　 長 （雇用政策課長）

(外国人・人材活用推進室長)

（産業・観光・雇用振興部次長） （※2）

食 と 農 の 振 興 部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（豊かな食と農の振興課長）
（中央卸売市場再整備推進室長） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

部　　　　　　　　長 （※2）

（食と農の振興部長）

副　　　 部 　　　長

（食と農の振興部次長）

１．本県に避難されている障害者に対する支援に関すること

１．本県に避難されている高齢者に対する支援に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

福　祉　保　険　部 調整班 １．保健医療福祉活動の調整に関すること
２．ＤＨＥＡＴの派遣・活動調整に関すること

部　　　　　　　　長
（福祉保険部長） 情報分析班 １．本部への報告資料の作成、とりまとめに関すること
（医療政策局長）

副　　　 部　　　 長 総務班 １．部内の連絡調整に関すること
（福祉保険部局次長（総

務課長事務取扱）） （福祉保険部次長（総
務課長事務取扱））

救援物資班

（医療保険課長）

（地域福祉課長補佐）
（※２）
福祉班

○

（地域包括支援課長） ２．本県への避難者の生活支援に関すること

（地域福祉課長） ３．本県への避難者のニーズ把握に関すること

（障害福祉課長）
（介護保険課長）

（総務課）

医療班 １．本県への避難者の保健医療・公衆衛生に関すること
○ (医療政策局次長）

(地域医療連携課長)
２．保健医療活動チーム（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、災害支援ナース
等）の派遣・活動調整に関すること

(医師･看護師確保
対策室補佐)

３．保健医療活動に関すること

（病院マネジメント課長） ４.本県への難病患者等の避難者支援に関すること

（健康推進課長）

（疾病対策課長）

(薬務・衛生課長)

保健班 １．本県への避難者の保健衛生・防疫活動に関すること

○ （健康推進課参事） ２．保健師等の派遣に関すること

薬務・衛生班 １．遺体の火葬支援に関すること

２．要配慮避難者の受入先となる宿泊施設の確保に関する
こと

環境森林部 廃棄物対策班 １．廃棄物処理の支援に関すること

(廃棄物対策課長) ２．清掃及びし尿処理の支援に関すること

部　　　　　　　　長

（環境森林部長）

副　　　 部　　　 長

（環境森林部次長）

産業部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ （総務課長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

部　　　　　　　　長 （産業創造課長）

（産業部長） （経営支援課長）

（観光局長） （人材・雇用政策課長）

副　　　 部　　　 長

（産業部次長） （※2）

食農部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること
（豊かな食と農の振興課長） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

部　　　　　　　　長 （中央卸売市場再整備推進室長）

（食農部長） （※2）

副　　　 部 　　　長

（食農部次長）

５．本県に避難されている高齢者に対する支援に関すること

（疾病対策課長補佐）

（薬務・衛生課長）

(医療政策局参事
(医療政策統括 ))

（医師・看護師対策室長）

（福祉保険部次長（医療
保険・介護保険担当））

１．食料、救援物資の調達・供給に関すること
２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

(医療政策局次長）

１．災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣・活動調整等に関す
ること

（福祉保険部次長（医療
保険・介護保険担当））

４．本県に避難されている障害者に対する支援に関すること
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部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

県土マネジメント部 下水道班 １．下水道施設の応急復旧支援に関すること

（下水道課長）

部　　　　　　　　長
（県土マネジメント部長） ○

建築班
（建築安全推進課長）

１．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修
理の支援に関すること

(地域デザイン推進局長) （県有施設営繕課長）

（営繕プロジェクト推進室長）

副　　　 部　　　 長 (住まいまちづくり課長）

（県土マネジメント部・地域デザ
イン推進局理事）

住宅班 １．本県への避難者への公営住宅の提供に関すること

（県土マネジメント部次長） (住まいまちづくり課長） ２．本県への避難者への民間賃貸住宅紹介に係る関係

（※3） 団体等との連絡調整に関すること

３．住宅相談窓口の設置に関すること

水　　　 道　　　 部 水道支援班
（水道局総務課長）

１．県営水道施設の被害の状況調査及び応急復旧に関する
こと

部　　　　　　　　長 （水道局業務課長） ２．災害時における応急給水の確保に関すること

（水道局長）

教　　　 育　　　 部 学校支援班 １．避難所となった学校施設に関すること

（学校支援課長）

部　　　　　　　　長

（教育長）

副　　　 部　　　 長

（教育次長）

警　　　 察　　　 部 総括班 １．警察業務に関すること

（警衛警護・危機管理

部　　　　　　　　長 対策参事官）

（警察本部長） （付・警備課長）

副　　　 部　　　 長

（警務部長）

（警備部長）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇
用振興部、食と農の振興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとす
る。
※3　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全推進課、県有施設営繕課、営繕プ
ロジェクト推進室が支援する。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

県土マネジメント部 下水道班 １．下水道施設の応急復旧支援に関すること

（下水道マネジメント課長）

部　　　　　　　　長
（県土マネジメント部長）

○
建築班

（まちづくり推進局次長
(建築・営繕担当)）

１．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修
理の支援に関すること

（まちづくり推進局長） （建築安全課長）

（営繕課長）

副　　　 部　　　 長 （住宅課長）

（県土マネジメント部次
長（技）） 住宅班 １．本県への避難者への公営住宅の提供に関すること

（まちづくり推進局次長
(事)） （住宅課長） ２．本県への避難者への民間賃貸住宅紹介に係る関係

（まちづくり推進局次長
（技）） （※3） 団体等との連絡調整に関すること

３．住宅相談窓口の設置に関すること

教　　　 育　　　 部 学校支援班 １．避難所となった学校施設に関すること

（学校支援課長）

部　　　　　　　　長

（教育長）

副　　　 部　　　 長

（教育次長）

警　　　 察　　　 部 総括班 １．警察業務に関すること

○ （警衛警護・危機管理

部　　　　　　　　長 対策参事官）

（警備部長） （警備課長）

副　　　 部　　　 長

（警務部参事官）

（警備部参事官）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉保険部、産業部、食農
部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業部長が所管するものとする。
※3　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全課、営繕課が支援する。
※4  医療総務班の医療政策局次長は、県土マネジメント部まちづくり推進局次長（事）との兼務。



1 奈良県水道災害相互応援に関する協定
関係市村、日本水道協会奈良県支部、奈良県簡易水道協会、奈良県広域水
道企業団

2 奈良ＤＰＡＴの 派遣に関する協定書 国立病院機構やまと精神医療センター

3 奈良ＤＰＡＴの 派遣に関する協定書 公立大学法人奈良県立医科大学

4 災害時における広域防災拠点指定施設に関する協定書 宇陀市

5 災害時における広域防災拠点指定施設に関する協定書 下北山村

6 災害時における広域防災拠点指定施設に関する協定書 十津川村

7 災害時における広域防災拠点指定施設に関する協定書 奈良市

8 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 宇陀市立病院

9 奈良DMATの派遣に関する協定書 天理よろづ相談所病院

10 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 近畿大学奈良病院

11 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 平尾病院

12 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 南和病院

13 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 高の原中央病院

14 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 高井病院

15 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 国保中央病院

16 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 恩賜財団済生会中和病院

17 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 恩賜財団済生会奈良病院

18 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 信貴山病院

19 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 生駒市立病院

20 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 西の京病院

21 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 郡山青藍病院

22 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 天理よろづ相談所病院

23 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 平成まほろば病院

24 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 平成記念病院

25 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 大和高田市立病院

26 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 国立病院機構　奈良医療センター

27 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 奈良県西和医療センター

28 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 奈良県総合リハビリテーションセンター

29 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 奈良県総合医療センター

30 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 奈良県立医科大学附属病院

31 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 南和広域医療企業団

32 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 やまと精神医療センター

33 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 医療法人新仁会奈良春日病院

34 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 社会医療法人高清会香芝旭ヶ丘病院

35 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院

36 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 医療法人果恵会恵王病院

防災に関する協定等一覧

協定名称 協定締結先

別表



協定名称 協定締結先

37 災害時外国人支援ネットワーク協定書
滋賀県国際協会、京都府国際センター、京都市国際交流協会、大阪府国際交
流財団、大阪国際交流センター、兵庫県国際交流協会、神戸国際コミュニティ
センター、和歌山県国際交流協会、堺市

38 災害時における動物救護活動の協力に関する協定書 奈良市、公益社団法人奈良県獣医師会

39 災害時における屋外広告物の応急対策等に関する協定書 奈良県広告美術塗装業協同組合

40 災害時における物資調達に関する協定書 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

41 災害救助犬の出動に関する協定 ＳＡＲーＤＯＧ　ＣＷＣ

42 大規模災害時における支援活動に関する協定書 奈良県建築労働組合

43 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 独立行政法人住宅金融支援機構

44 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島
県、関西広域連合、前述府県の宅地建物取引業協会及び全日本不動産協
会、全国賃貸住宅経営者協会連合会、日本賃貸住宅管理協会

45 災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定書 一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会

46 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 公益社団法人奈良県看護協会

47 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 社会福祉法人はーとらんど

48 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院

49 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院

50 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 医療法人藤井会香芝生喜病院

51 奈良県における災害支援ナースの派遣に関する協定 一般財団法人訪問看護ステーションさくら

52 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 一般社団法人プレハブ建築協会

53 奈良県消防広域相互応援協定書 県内各市町村、奈良県広域消防組合

54
奈良県ヘリポート及びその周辺における緊急事態発生時等の活動に関する
協定

奈良県警察本部警備部警備課

55 奈良県ヘリポート及びその周辺における消火救難活動に関する協定 奈良市

56 奈良県ヘリポート自衛消防隊に関する協定
奈良県警察本部警備部警備課、奈良県総務部知事公室消防救急課、アカギ
ヘリコプター株式会社　奈良基地

57
大規模災害時における道路啓開や停電復旧に係る応急措置の実施の支障
となる障害物等の除去等に関する覚書について

関西電力送配電株式会社

58 緊急物資供給協定書 太陽工業株式会社

59 奈良県災害時リハビリテーション支援活動に関する協定 奈良県災害リハビリテーション支援協会

60 災害時における被災者相談業務の実施に関する協定 奈良県司法書士会

61 災害時における外部給電可能車両等の貸与に関する協定書
奈良トヨタグループ（奈良トヨタ株式会社、株式会社トヨタレンタリース奈良、トヨ
タＬ＆Ｆ奈良株式会社、株式会社奈良トヨタＣＤＳテクノ）

62 災害時における医薬品等の供給に関する協定 奈良県医薬品卸協同組合

63 奈良県と第五管区海上保安本部との包括連携に関する協定 第五管区海上保安本部

64 災害時における電動車両等の支援に関する協定書
奈良中央三菱自動車販売株式会社、奈良三菱自動車販売株式会社、三菱自
動車工業株式会社

65 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書 公益社団法人奈良県栄養士会

66 大規模広域災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島
県、関西広域連合、前述府県のバス協会

67 大規模広域災害時におけるフォークリフトの提供に関する協定

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪
市、堺市、神戸市、関西広域連合、トヨタ L＆F 近畿株式会社、トヨタ L＆F 兵
庫株式会社、トヨタＬ＆Ｆ奈良株式会社、トヨタ L＆F 和歌山株式会社、トヨタ L
＆F 岡山株式会社、トヨタ L＆F 徳島株式会社

68 災害時における支援に関する協定書 土地家屋調査士会

69 緊急物資供給協定 株式会社ファーストリテイリング

70
緊急消防援助隊奈良県大隊等の応援出動における食料等の供給に関する
協定書

市民生活協同組合ならコープ



協定名称 協定締結先

71 奈良DMATの派遣に関する協定書
奈良県立医科大学附属病院、奈良県総合医療センター、市立奈良病院、済生
会中和病院、近畿大学医学部奈良病院、大和高田市立病院、南奈良総合医
療センター、奈良県西和医療センター、宇陀市立病院

72 地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書 奈良県産業廃棄物協会

73 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 奈良県同和建設部会測量部

74 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 一般社団法人奈良県地質調査業協会

75 土砂災害防止のための活動に関する協定書 奈良県砂防ボランティア協会

76 災害時における被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書 一般社団法人奈良県建築士会

77 災害時における交通誘導、警戒業務に関する協定 一般社団法人奈良県警備業協会

78 災害時における車両等の排除活動に関する覚書 一般社団法人日本自動車連盟関西本部奈良支部

79 災害時における車両等の排除活動に関する覚書 奈良県レッカー事業協同組合

80 建設機械等の供給に関する協定書 株式会社大紀

81 石油類燃料の供給等における協定書 奈良県石油商業組合

82 大規模広域災害における連携・協力に関する協定
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪
市、堺市、神戸市、関西広域連合、NTT西日本株式会社

83 大規模広域災害における連携・協力に関する協定
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市、関西広域連合、関西電力株式会社

84 大規模広域災害における連携・協力に関する協定
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市、関西広域連合、大阪ガス株式会社

85 災害に係る情報発信等に関する協定 LINEヤフー株式会社

86 災害時における揚重作業等の協力に関する協定 揚重工事業協会

87 避難所用間仕切りシステムの供給等に関する協定書 ＮＰＯ法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク

88 緊急物資供給協定 萩原工業株式会社

89 災害時における宿泊施設の提供に関する協定 奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合

90 災害時における緊急輸送等に関する協定書 一般社団法人奈良県タクシー協会

91 地盤情報の収集と利活用に関する協定書 一般財団法人国土地盤情報センター

92 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 石油連盟

93 地震等大規模災害時における解体撤去等の協力に関する協定書 奈良県解体工事業協会

94 災害時等における燃料供給等に関する協定書 奈良県石油商業組合

95 災害時における段ボール製品の調達に関する協定 西日本段ボール工業組合

96 災害時における外国人専用福祉避難所の開設に関する協定書 奈良市

97 災害時における避難物資等の供給に関する協定書 一般社団法人奈良県ビジターズビューロー

98 奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書 県内市町村、一部事務組合

99 災害救助用精米の供給等の協力に関する協定書 第一食糧株式会社、近畿食糧株式会社、南都食糧株式会社

100 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ

国土交通省、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、三重県、
徳島県、大阪市、京都市、神戸市、堺市、福井市、大津市、福知山市、姫路
市、奈良市、和歌山市、津市、徳島市、日本下水道事業団、公益社団法人日
本下水道協会、一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会、一般社団法
人日本下水道施設業協会、公益社団法人日本下水道管路管理業協会、一般
社団法人日本下水道施設管理業協会、全国管工事業協同組合連合会

101
災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定
書

一般社団法人日本建設業連合会関西支部、近畿地方整備局、各府県・政令
指定都市（地整管内）、独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社、中日本
高速道路株式会社名古屋支社、中日本高速道路株式会社金沢支社、西日本
高速道路株式会社関西支社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道
路株式会社

102 緊急物資供給協定書 奈良県農業協同組合



協定名称 協定締結先

103 福井県・奈良県災害時等相互応援に関する協定 福井県

104 災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書 県内各市町村、市長会、町村会

105
奈良県と三井住友海上火災保険株式会社との地域防災力向上のための相
互協力に関する協定

三井住友海上火災保険株式会社奈良支店

106 災害時における被災者支援のための行政書士業務についての協定 奈良県行政書士会

107 原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する協定
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島
県、関西広域連合、前述府県の診療放射線技師会、日本診療放射線技師会

108 災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定 近畿臨床検査薬卸連合会

109 災害時における県災害ボランティア本部の設置運営に関する覚書 社会福祉法人奈良県社会福祉協議会

110 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 奈良県造園業協同組合

111 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 公益社団法人奈良県測量設計業協会

112 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 一般社団法人奈良県建設業協会

113 災害時等における調査の相互協力に関する協定書 公益社団法人土木学会関西支部

114 奈良県と奈良交通株式会社との協働連携に関する協定書 奈良交通株式会社

115 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 奈良県造園建設業協会

116 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 奈良県環境緑化協同組合

117 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 奈良県緑化土木協同組合

118 災害時等における緊急対応業務に関する協定書 奈良県同和建設部会

119 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社セブン－イレブン・ジャパン、関西広域連合

120 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ローソン、関西広域連合

121 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ファミリーマート、関西広域連合

122 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社サークルＫサンクス、関西広域連合

123 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 ミニストップ株式会社、関西広域連合

124 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 山崎製パン株式会社、関西広域連合

125 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ポプラ、関西広域連合

126 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ココストア、関西広域連合

127 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 国分グローサーズチェーン株式会社、関西広域連合

128 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社吉野屋、関西広域連合

129 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ストロベリーコーンズ、関西広域連合

130 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社イデア・プラス、関西広域連合

131 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社壱番屋、関西広域連合

132 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社スギ薬局、関西広域連合

133 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ダスキン、関西広域連合

134 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社ユタカファーマシー、関西広域連合

135 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社モスフードサービス、関西広域連合

136 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社セブン＆アイ・フードシステム、関西広域連合

137 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 ロイヤルホールディングス株式会社、関西広域連合

138 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 サトレストラン　システムズ株式会社、関西広域連合

139 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 ワタミ株式会社、関西広域連合

140 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社第一興商、関西広域連合



協定名称 協定締結先

141 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 チムニー株式会社、関西広域連合

142 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 味の民芸フードサービス株式会社、関西広域連合

143 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社サガミチェーン、関西広域連合

144 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 株式会社オートバックスセブン、関西広域連合

145 災害時における小型無人機による情報収集に関する協定書 ＮＰＯ法人安全安心スカイヘリサポート隊・竜虎

146 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定書 日本放送協会奈良放送局、奈良テレビ放送株式会社

147 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定 奈良県石油商業組合

148 地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書 奈良県一般廃棄物事業協同組合

149 地震等大規模災害時における解体撤去等の協力に関する協定書 一般社団法人奈良県建設業協会

150 災害時における電気設備の応急対策業務に関する協定書 一般社団法人奈良電業協会

151 災害時における機械設備の応急対策業務に関する協定書 一般社団法人奈良県空調衛生工業協会

152 災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定書
近畿府県防災・危機管理協議会、朝日航洋株式会社　西日本航空支社、中日
本航空株式会社、四国航空株式会社

153 災害時における医療救護活動に関する協定書 一般社団法人奈良県医師会

154 災害時における医療救護活動に関する協定書 一般社団法人奈良県病院協会

155 災害時における医療救護活動に関する協定書 一般社団法人奈良県歯科医師会

156 災害時における医療救護活動に関する協定書 一般社団法人奈良県薬剤師会

157 大規模災害発生時等における支援に関する協定 一般社団法人奈良県警友会連合会

158 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定 国土交通省国土地理院

159 災害時における医療機器等の供給に関する協定書 大阪医療機器協会

160 災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書 一般社団法人日本産業・医療ガス協会

161 災害時における医薬品等の供給に関する協定書 奈良県製薬協同組合

162 災害時におけるＬＰガスの優先供給に関する協定 一般社団法人奈良県ＬＰガス協会

163 災害発生時における物資等の緊急輸送に関する協定書 公益社団法人奈良県トラック協会

164 災害時の応援に関する申し合わせ
国土交通省近畿地方整備局、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和
歌山県

165 緊急警報放送の放送要請に関する覚書 日本放送協会奈良放送局

166 災害時における奈良県管理橋梁の応急対策業務に関する協定 一般社団法人日本橋梁建設協会関西支部

167 災害時における奈良県管理橋梁の応急対策業務に関する協定 一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会関西支部

168 災害時等における相互協力に関する協定書 西日本高速道路株式会社関西支社

169 災害時における応急対策業務に関する協定書 公益社団法人日本下水道管路管理業協会関西支部

170 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 全国知事会

171 災害時の応援に関する申合せ 海上保安庁第五管区海上保安本部

172 災害時等における緊急物資供給協力に関する協定書 一般社団法人日本福祉用具供給協会

173 危機発生時の支援協力に関する協定 一般社団法人関西ゴルフ連盟

174 災害時における救援物資の保管等に関する協定書 奈良県倉庫協会

175 大規模災害時等における遺体の搬送等の協力に関する協定書 一般社団法人全国霊柩自動車協会

176 大規模災害時等における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する協定書 奈良県葬祭業協同組合、全日本葬祭業協同組合連合会

177 緊急物資供給協定書 株式会社ファミリーマート

178 緊急物資供給協定書 株式会社ローソン



協定名称 協定締結先

179 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、関西
広域連合

180 緊急物資供給協定書 イズミヤ株式会社

181 緊急物資供給協定書 株式会社セブン－イレブン・ジャパン

182 緊急物資供給協定書 山崎製パン株式会社（デイリーヤマザキ）

183 緊急物資供給協定書 市民生活協同組合ならコープ、奈良県生活協同組合連合会

184 緊急物資供給協定書 株式会社赤ちゃん本舗

185 緊急物資供給協定書 株式会社いそかわ

186 緊急物資供給協定書 株式会社近商ストア

187 緊急物資供給協定書 株式会社ジュンテンドー

188 紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定 三重県、和歌山県

189 緊急物資供給協定書 株式会社西友

190 緊急物資供給協定書 株式会社チェーンストア　オークワ

191 緊急物資供給協定書 イオンリテール株式会社西日本カンパニー

192 緊急物資供給協定書 ＬＩＸＩＬビバ株式会社

193 東紀州広域防災拠点の共同活用に関する覚書 三重県、和歌山県

194 緊急物資供給協定書 株式会社柿の葉すし本舗たなか

195 緊急物資供給協定書 敷島製パン株式会社

196 緊急物資供給協定書 太平食品工業株式会社

197 緊急物資供給協定書 ハウス食品株式会社奈良工場

198 緊急物資供給協定書 コカコーラウエスト株式会社

199 緊急物資供給協定書 小山株式会社

200 緊急物資供給協定書 奈良県靴下工業組合

201 緊急物資供給協定書 奈良県製薬協同組合

202 緊急物資供給協定書 奈良県パン工業組合

203 滋賀県・奈良県航空消防防災相互応援協定 滋賀県

204 緊急物資供給協定書 奈良県米菓製造組合

205 緊急物資供給協定書 吉野葛製造事業協同組合

206 奈良県における災害支援ナースの派遣調整に関する協定 公益社団法人奈良県看護協会

207 災害時における消防用水等の確保に関する協定
奈良県生コンクリート工業組合、奈良県中央生コンリート協同組合、奈良県広
域生コンマテリアル協同組合、奈良県中南和生コン協同組合

208 災害時における災害救助犬の出動に関する協定書 日本レスキュー協会

209 災害時における県有地の使用に関する協定 大阪ガス株式会社

210
電気自動車を活用した災害時の福祉避難所等における電源確保とSDGｓ達
成に向けた連携協定

日産自動車株式会社・奈良日産自動車株式会社

211 災害時における保健医療活動に関する協定 公益社団法人奈良県柔道整復師会

212
大規模災害時における道路啓開や通信復旧に係る応急措置の実施の支障
となる障害物等の除去等に関する協定書

NTT西日本株式会社

213 災害時における被災した住宅の応急修理に関する協定書 奈良県建築労働組合

214 災害時における広域防災拠点指定施設に関する協定書 橿原市

215 災害時における広域防災拠点指定施設に関する協定書 公立大学法人奈良県立医科大学

216
災害時等における「道の駅クロスウェイなかまち」の施設利用の協力等に関
する協定

咲く花むすびユニゾン


